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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

外部からの衝撃による損傷の防止について，事業指定基準規則第九条

と再処理施設安全審査指針の比較並びに当該指針を踏まえたこれまでの

許認可実績により，事業指定基準規則第九条において追加された要求事

項を整理する。（第９．１表（竜巻）） 
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第
９
．
１
表
（
竜
巻
）

 
事
業
指
定
基
準
規
則
第
九
条
と
再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針

 
比
較
表
（
１
／
５
）

 

事
業
指
定
基
準
規
則

 

第
九
条
（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

 
再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針

 
備

 
考

 

１
 
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
（
地

震
及
び
津
波
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し

た
場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 （
解
釈
）

 

１
 
第
９
条
は
、
設
計
基
準
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象

（
地
震
及
び
津
波
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
安
全
機
能
を
有

す
る
施
設
が
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
た
め
に
必
要
な
重
大

事
故
等
対
処
設
備
へ
の
措
置
を
含
む
。

 

２
 
第
１
項
に
規
定
す
る
「
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
」
と
は
、
敷

地
の
自
然
環
境
を
基
に
、
洪
水
、
風
（
台
風
）
、
竜
巻
、
凍

結
、
降
水
、
積
雪
、
落
雷
、
地
滑
り
、
火
山
の
影
響
、
生
物

学
的
事
象
、
森
林
火
災
等
を
い
う
。

 

３
 
第
１
項
に
規
定
す
る
「
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
（
地
震
及
び

津
波
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合

に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
」
と
は
、
設
計

上
の
考
慮
を
要
す
る
自
然
現
象
又
は
そ
の
組
合
せ
に
遭
遇
し

た
場
合
に
お
い
て
、
自
然
事
象
そ
の
も
の
が
も
た
ら
す
環
境

条
件
及
び
そ
の
結
果
と
し
て
当
該
施
設
で
生
じ
得
る
環
境
条

件
に
お
い
て
、
そ
の
設
備
が
有
す
る
安
全
機
能
が
達
成
さ
れ

る
こ
と
を
い
う
。

 
 

指
針
1.
基
本
的
立
地
条
件

 

 
事
故
の
誘
因
を
排
除
し
、
災
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
観

点
か
ら
、
再
処
理
施
設
の
立
地
地
点
及
び
そ
の
周
辺
に
お

け
る
以
下
の
事
象
を
検
討
し
、
安
全
確
保
上
支
障
が
な
い

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

 

1.
 
自
然
環
境

 

(1
)
地
震
、
津
波
、
地
す
べ
り
、
陥
没
、
台
風
、
高
潮
、

洪
水
、
異
常
寒
波
、
豪
雪
等
の
自
然
現
象

 

(2
)地

盤
、
地
耐
力
、
断
層
等
の
地
質
及
び
地
形
等

 

(3
)風

向
、
風
速
、
降
雨
量
等
の
気
象

 

(4
)河

川
、
地
下
水
等
の
水
象
及
び
水
理

 

 （
解
説
）

 

1
 
自
然
環
境
及
び
社
会
環
境
に
つ
い
て
、
申
請
者
が
行

っ
た
文
献
調
査
及
び
現
地
調
査
の
結
果
を
、
建
物
・
構
築

物
の
配
置
を
含
む
設
計
の
妥
当
性
の
判
断
及
び
各
種
の
評

価
に
用
い
る
こ
と
が
適
切

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

ほ

か
、
必
要
に
応
じ
現
地
調
査
等
を
行
い
、
申
請
者
の
行
っ

た
各
種
の
調
査
結
果
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

    

追
加
要
求
事
項
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第
９
．
１
表
（
竜
巻
）

 
事
業
指
定
基
準
規
則
第
九
条
と
再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針

 
比
較
表
（
２
／
５
）

 

事
業
指
定
基
準
規
則

 

第
九
条
（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

 
再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針

 
備

 
考

 

 
指
針
14

 
地
震
以
外
の
自
然
現
象
に
対
す
る
考
慮

 

 

1
 
再
処
理
施
設
に
お
け
る
安
全
上
重
要
な
施
設
は
、
再

処
理
施
設
の
立
地
地
点
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
自
然
環

境
を
も
と
に
津
波
、
地
す
べ
り
、
陥
没
、
台
風
、
高
潮
、

洪
水
、
異
常
寒
波
、
豪
雪
等
の
う
ち
予
想
さ
れ
る
も
の
を

設
計
基
礎
と
す
る
こ
と
。

 

 

2
 
こ
れ
ら
の
設
計
基
礎
と
な
る
事
象
は
、
過
去
の
記
録

の
信
頼
性
を
十
分
考
慮
の
う
え
、
少
な
く
と
も
こ
れ
を
下

回
ら
な
い
苛
酷
な
も
の
で
あ
っ
て
、
妥
当
と
み
な
さ
れ
る

も
の
を
選
定
す
る
こ
と
。

 

 

3
 
過
去
の
記
録
、
現
地
調
査
の
結
果
等
を
参
考
に
し
て

必
要
の
あ
る
場
合
に
は
、
異
種
の
自
然
現
象
を
重
畳
し
て

設
計
基
礎
と
す
る
こ
と
。

 

前
記
の
と
お
り
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第
９
．
１
表
（
竜
巻
）

 
事
業
指
定
基
準
規
則
第
九
条
と
再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針

 
比
較
表
（
３
／
５
）

 

事
業
指
定
基
準
規
則

 

第
九
条
（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

 
再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針

 
備

 
考

 

２
 
安
全
上
重
要
な
施
設
は
、
当
該
安
全
上
重
要
な
施
設
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象

に
よ
り
当
該
安
全
上
重
要
な
施
設
に
作
用
す
る
衝
撃
及
び
設

計
基
準
事
故
時
に
生
ず
る
応
力
を
適
切
に
考
慮
し
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 （
解
釈
）

 

４
 
第
２
項
に
規
定
す
る
「
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
と
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
」
と
は
、
対
象
と
な
る
自
然
現

象
に
対
応
し
て
、
最
新
の
科
学
的
技
術
的
知
見
を
踏
ま
え
て

適
切
に
予
想
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
な
お
、
過
去
の
記
録
、

現
地
調
査
の
結
果
、
最
新
知
見
等
を
参
考
に
し
て
、
必
要
の

あ
る
場
合
に
は
、
異
種
の
自
然
現
象
を
重
畳
さ
せ
る
も
の
と

す
る
。

 

５
 
第
２
項
に
規
定
す
る
「
適
切
に
考
慮
し
た
も
の
」
と
は
、
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
自
然
現

象
に
よ
り
安
全
上
重
要
な
施
設
に
作
用
す
る
衝
撃
及
び
設
計

基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
生
じ
る
応
力
を
単
純
に
加
算

す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
の
因
果
関
係
及
び
時
間
的
変
化
を
考
慮
し
て
適
切
に
組
み

合
わ
せ
た
場
合
を
い
う
。

 

 

指
針
14

 
地
震
以
外
の
自
然
現
象
に
対
す
る
考
慮

 

 

1
 
再
処
理
施
設
に
お
け
る
安
全
上
重
要
な
施
設
は
、
再

処
理
施
設
の
立
地
地
点
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
自
然
環

境
を
も
と
に
津
波
、
地
す
べ
り
、
陥
没
、
台
風
、
高
潮
、

洪
水
、
異
常
寒
波
、
豪
雪
等
の
う
ち
予
想
さ
れ
る
も
の
を

設
計
基
礎
と
す
る
こ
と
。

 

 

2
 
こ
れ
ら
の
設
計
基
礎
と
な
る
事
象
は
、
過
去
の
記
録

の
信
頼
性
を
十
分
考
慮
の
う
え
、
少
な
く
と
も
こ
れ
を
下

回
ら
な
い
苛
酷
な
も
の
で
あ
っ
て
、
妥
当
と
み
な
さ
れ
る

も
の
を
選
定
す
る
こ
と
。

 

 

3
 
過
去
の
記
録
、
現
地
調
査
の
結
果
等
を
参
考
に
し
て

必
要
の
あ
る
場
合
に
は
、
異
種
の
自
然
現
象
を
重
畳
し
て

設
計
基
礎
と
す
る
こ
と
。

 

追
加
要
求
事
項
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第
９
．
１
表
（
竜
巻
）

 
事
業
指
定
基
準
規
則
第
九
条
と
再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針

 
比
較
表
（
４
／
５
）

 

事
業
指
定
基
準
規
則

 

第
九
条
（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

 
再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針

 
備

 
考

 

３
 
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
工
場
等
内
又
は
そ
の
周
辺
に

お
い
て
想
定
さ
れ
る
再
処
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る

原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象
で
あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も

の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
て
安
全
機
能
を

損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 （
解
釈
）

 

１
 
第
９
条
は
、
設
計
基
準
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象

（
地
震
及
び
津
波
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
安
全
機
能
を
有

す
る
施
設
が
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
た
め
に
必
要
な
重
大

事
故
等
対
処
設
備
へ
の
措
置
を
含
む
。

 

６
 
第
３
項
は
、
設
計
基
準
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
再
処
理
施
設

の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象

で
あ

っ
て

人
為

に
よ

る
も

の
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除

く
。
）
に
対
し
て
、
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
が
安
全
機
能

を
損
な
わ
な
い
た
め
に
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設
備
へ
の

措
置
を
含
む
。

 

指
針
1
 
基
本
的
立
地
条
件

 

事
故
の
誘
因
を
排
除
し
、
災
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
観
点

か
ら
、
再
処
理
施
設
の
立
地
地
点
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け

る
以
下
の
事
象
を
検
討
し
、
安
全
確
保
上
支
障
が
な
い
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
。

 

2 
社
会
環
境

 

(1
) 

近
接
工
場
に
お
け
る
火
災
、
爆
発
等

 

(2
) 

航
空
機
事
故
等
に
よ
る
飛
来
物
等

 

(3
)
 
水
の
利
用
状
況
、
飲
食
物
の
生
産
・
流
通
状
況
、

人
口
分
布
状
況
等

 

 （
解
説
）

 

2
 

社
会

環
境

に
関

す
る

事
象

と
し

て
注

目
す

べ
き

点

は
、
近
接
工
場
に
お
け
る
事
故
及
び
航
空
機
に
係
る
事
故

で
あ
る
。

 

近
接
工
場
に
お
け
る
事
故
に
つ
い
て
は
、
事
故
の
種
類

と
施
設
ま
で
の
離
隔
距
離
と
の
関
連
に
お
い
て
そ
の
影
響

を
評
価
し
た
上
で
、
必
要
な
場
合
、
安
全
上
重
要
な
施
設

が
適
切
に
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

 

航
空
機
に
係
る
事
故
に
つ
い
て
は
、
航
空
機
に
係
る
施

設
の
事
故
防
止
対
策
と
し
て
、
航
空
機
の
施
設
上
空
の
飛

行
制
限
等
を
勘
案
の
上
、
そ
の
発
生
の
可
能
性
に
つ
い
て

評
価
し
た
上
で
、
必
要
な
場
合
は
、
安
全
上
重
要
な
施
設

の
う
ち
特
に
重
要
と
判
断
さ
れ
る
施
設
が
、
適
切
に
保
護

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

追
加
要
求
事
項
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第
９
．
１
表
（
竜
巻
）

 
事
業
指
定
基
準
規
則
第
九
条
と
再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針

 
比
較
表
（
５
／
５
）

 

事
業
指
定
基
準
規
則

 

第
九
条
（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

 
再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針

 
備

 
考

 

７
 
第
３
項
に
規
定
す
る
「
再
処
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ

る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象
で
あ
っ
て
人
為
に
よ
る

も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
は
、
敷
地
及
び

敷
地
周
辺
の
状
況
を
基
に
選
択
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
飛
来

物
（
航
空
機
落
下
等
）
、
ダ
ム
の
崩
壊
、
爆
発
、
近
隣
工
場

等
の
火
災
、
有
毒
ガ
ス
、
船
舶
の
衝
突
、
電
磁
的
障
害
等
を

い
う

。
な

お
、

上
記

の
「

航
空

機
落

下
」

に
つ

い
て

は
、

「
実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
の
評
価

基
準
に
つ
い
て
」
（
平
成

14
・

07
・

29
原
院
第
４
号
（
平
成

１
４
年
７
月
３
０
日
原
子
力
安
全
・
保
安
院
制
定
）
）
等
に

基
づ
き
、
防
護
設
計
の
要
否
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

 

８
 
第
３
項
に
規
定
す
る
「
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
」
と

は
、

想
定

さ
れ

る
偶

発
的

な
外

部
人

為
事

象
に

対
し

、
冷

却
、
水
素
掃
気
、
火
災
・
爆
発
の
防
止
、
臨
界
防
止
等
の
安

全
機
能
を
損
な
わ
な
い
こ
と
を
い
う
。

 

 
前
記
の
と
お
り
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１．２ 要求事項に対する適合性    

（１）外部からの衝撃による損傷の防止 

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の自然環境を基に想定

される洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火

山の影響，生物学的事象，森林火災等の自然現象（地震及び津波を除

く。）又は地震及び津波を含む組合せに遭遇した場合において，自然現

象そのものがもたらす環境条件及びその結果として再処理施設で生じ得

る環境条件においても安全機能を損なわない設計とする。 

なお，敷地内又はその周辺で想定される自然現象のうち，洪水及び地

滑り並びに津波については，立地的要因により設計上考慮する必要はな

い。 

上記に加え，安全上重要な施設に対しては，最新の科学的技術的知見

を踏まえ，当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると

想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設

計基準事故時に生ずる応力を，それぞれの因果関係及び時間的変化を考

慮して適切に組み合わせた条件においても，安全機能を損なわない設計

とする。 

また，安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の状況を基に想

定される飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火

災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害等のうち再処理施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意

によるものを除く。以下「人為事象」という。）に対して安全機能を損

なわない設計とする。 

なお，敷地内又はその周辺において想定される人為事象のうち，ダム

の崩壊，船舶の衝突については，立地的要因により設計上考慮する必要

1-7 11



 

はない。 

自然現象及び人為事象の組合せについては，地震，津波，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森林火災等を考

慮する。これらの事象が単独で発生した場合の影響と比較して，複数の

事象が重畳することで影響が増長される組合せを特定し，その組合せの

影響に対しても安全機能を損なわない設計とする。 

ここで，想定される自然現象及び人為事象に対して，安全機能を有す

る施設が安全機能を損なわないために必要な安全機能を有する施設以外

の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。 

また，想定される自然現象及び人為事象の発生により，再処理施設に

重大な影響を及ぼすおそれがあると判断した場合は，必要に応じて使用

済燃料の再処理を停止する等，再処理施設への影響を軽減するための措

置を講ずるよう手順を整備する。 

 

（２）竜巻 

安全機能を有する施設は，想定される竜巻が発生した場合においても，

作用する設計荷重に対してその安全機能を損なわない設計とする。 

竜巻に対する防護設計を行うための設計竜巻の最大風速は 100ｍ／ｓ

とし，設計荷重は，設計竜巻による風圧力による荷重，気圧差による荷

重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重並びに安全機能を

有する施設に常時作用する荷重，運転時荷重及びその他竜巻以外の自然

現象による荷重等を適切に組み合わせたものとして設定する。 

安全機能を有する施設の安全機能を損なわないようにするため，安全

機能を有する施設に影響を及ぼす飛来物の発生防止対策として，飛来物

となる可能性のあるもののうち，運動エネルギ及び貫通力の大きさを踏
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まえ，設計上考慮すべき飛来物（以下「設計飛来物」という。）を設定

する。飛来物となり得る資機材及び車両のうち，衝突時に与える運動エ

ネルギ又は貫通力が設計飛来物によるものより大きくなるものについて

は，固定，固縛，建屋収納，退避又は撤去を実施する。 

また，再処理事業所外から飛来するおそれがあり，かつ，再処理事業

所内からの飛来物による衝撃荷重を上回ると想定されるものがある場合

は，設計飛来物としての考慮の要否を検討する。 

竜巻に対する防護設計においては，機械的強度を有する建物により保

護すること，竜巻防護対策設備を設置すること等により，安全機能を有

する施設が安全機能を損なわない設計とすること，若しくは竜巻による

損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることに

より，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

（３）竜巻防護対策設備 

設計竜巻から防護する施設（以下「竜巻防護対象施設」という。）は

建屋内に設置し，建屋による防護によって，設計荷重に対して安全機能

を損なわない設計とすることを基本とする。ただし，建屋による防護が

期待できない竜巻防護対象施設及び屋外に設置される竜巻防護対象施設

については，設計飛来物の衝突によって安全機能を損なうことを防止す

るため，竜巻防護対策設備を設置する。 

(ａ) 構 造 

竜巻防護対策設備は，設計竜巻によって発生する設計飛来物による安

全機能を有する施設への影響を防止するための飛来物防護板及び飛来物

防護ネットで構成する。 
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飛来物防護板及び飛来物防護ネットは，地震，火山の影響及び外部火

災により竜巻防護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。 

 (ｂ) 主要な設備の種類 

     飛来物防護板 

種  類 防護板               

材  料 鋼材又は鉄筋コンクリート      

     飛来物防護ネット 

種  類 防護ネット             

材  料 鋼線（ネット）           

     鋼材（支持架構）          
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１．３ 規則への適合性 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津

波を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能

を損なわないものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は，当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作

用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したもので

なければならない。 

３ 安全機能を有する施設は，工場等内又はその周辺において想定され

る再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を

損なわないものでなければならない。 

 

  適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

安全機能を有する施設は，設計基準において想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）に対して再処理施設の安全性を損なわない

設計とする。また，安全上重要な施設は，想定される自然現象により

作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮する。 

（１）竜巻 

日本で過去（1961年～2013年12月）に発生した最大の竜巻から，設

計竜巻の最大風速は92ｍ／ｓとなるが，竜巻に対する設計に当たって

は，蓄積されている知見の少なさといった不確定要素を考慮し，将来

の竜巻発生に関する不確実性を踏まえ，基準竜巻の最大風速を安全側
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に切り上げて，設計竜巻の最大風速を100ｍ／ｓとし，安全機能を有す

る施設の安全機能を損なわないよう，飛来物の発生防止対策及び竜巻

防護対策を行う。 

ａ．飛来物の発生防止対策 

竜巻により再処理事業所内の資機材が飛来物となり，安全機能を

有する施設の安全機能を損なわないよう，以下の対策を行う。 

（ａ） 飛来物となる可能性のあるものを固定，固縛，建屋収納又は

敷地から撤去する。 

（ｂ） 車両の周辺防護区域内への入構の管理，竜巻の襲来が予想さ

れる場合の車両の固縛又は飛来対策区域外の退避場所への退避

を行う。 

ｂ．竜巻防護対策 

安全機能を有する施設は，設計荷重（竜巻）に対して安全機能を損

なわない設計とすること，若しくは竜巻による損傷を考慮して，代替

設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理

を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機

能を損なわない設計とする。安全上重要な施設は，竜巻防護対象施設

とし，建物の外壁及び屋根により建物全体で適切に防護することによ

り安全機能を損なわない設計とすることを基本とする。屋外に設置さ

れる竜巻防護対象施設や，建物・構築物による防護が期待できない竜

巻防護対象施設については，設備による竜巻防護対策として，飛来物

防護板及び飛来物防護ネットを設置することにより安全機能を損なわ

ない設計とする。 

竜巻の発生に伴い，降雹が考えられるが，降雹による影響は竜巻防

護設計にて想定している設計飛来物の影響に包絡される。また，冬季
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における竜巻の発生を想定し，積雪による荷重を適切に考慮する。 
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２．竜巻影響評価の基本方針 

原子力規制委員会の定める事業指定基準規則の第九条では，外部か

らの衝撃による損傷防止として，安全機能を有する施設は，想定され

る自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合においても安全機

能を損なわないものでなければならないとしており，敷地の自然環境

を基に想定される自然現象の一つとして，竜巻を挙げている。 

再処理施設の供用期間中に極めてまれに発生する突風，強風を引き

起こす自然現象としての竜巻及びその随伴事象等によって安全機能を

有する施設の安全機能を損なわない設計であることを評価するため，

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（平成 25年６月 19日 原規技

発第 13061911 号 原子力規制委員会決定）（以下「竜巻ガイド」とい

う。）を参照し，以下の竜巻影響評価について実施する。 

(1) 設計竜巻及び設計荷重（設計竜巻荷重及びその他の組合せ荷

重）の設定

(2) 再処理施設における飛来物に係る調査

(3) 飛来物発生防止対策

(4) 考慮すべき設計荷重に対する設計対処施設の構造健全性等の

評価を行い，必要に応じ対策を行うことで安全機能が維持さ

れることの確認

安全機能を有する施設は，再処理施設が竜巻の影響を受ける場合に

おいてもその安全機能を確保するために，竜巻に対して安全機能を損

なわない設計とする。 

その上で，竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確認す

る施設を，再処理施設の全ての安全機能を有する構築物，系統及び機

器とする。設計竜巻から防護する施設（以下「竜巻防護対象施設」と
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いう。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機

器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物，

系統及び機器を抽出する。竜巻防護対象施設及びそれらを収納する建

屋（以下「竜巻防護対象施設等」という。）は，竜巻により冷却，水素

掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を損なわないよう

機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とす

る。 

また，その施設の倒壊等により竜巻防護対象施設等に波及的影響を

及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設及び竜巻防護対象施

設を収納する建屋は，機械的強度を有すること等により，竜巻防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。ここで，竜巻防護対象施

設，竜巻防護対象施設を収納する建屋及びその施設の倒壊等により竜

巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそ

れがある施設を併せて，設計対処施設という。 

上記に含まれない安全機能を有する施設は，竜巻及びその随伴事象

に対して機能を維持すること若しくは竜巻及びその随伴事象による損

傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせること

により，その安全機能を損なわない設計とする。 

なお，使用済燃料輸送容器（以下「キャスク」という。）に使用済

燃料が収納された使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に

保管されることを踏まえ，竜巻により使用済燃料収納キャスクに波及

的破損を与えない設計とする。 

【補足説明資料 2-2】 
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３．設計対処施設 

設計対処施設は，竜巻防護対象施設の安全機能を損なわないよう，

設計竜巻に対して設計上の考慮を行う施設全体とする。 

安全機能を有する施設のうち，安全評価上その機能を期待する施設

の安全機能を維持し，かつ，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，

臨界防止等の安全機能を損なわないようにするため，安全上重要な施

設を竜巻防護対象施設とする。 

これらの施設を第９．１図（竜巻）～第９．３図（竜巻）に示す選

定フローに従い，竜巻による風圧力，気圧差及び飛来物に対する設計

対処施設として選定するとともに竜巻防護対象施設を収納する建屋を

設計対処施設として選定する。また，建屋に収納される竜巻防護対象

施設のうち第９．４図（竜巻）に示す選定フローに従い選定される設

計荷重（竜巻）に対して十分な耐力を有しない建屋に収納される竜巻

防護対象施設及び開口部を有する室に設置される竜巻防護対象施設の

うち第９．５図（竜巻）に示す選定フローに従い選定される竜巻防護

対象施設は，建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施

設として選定する。 

以上の選定結果から，竜巻防護対象施設は以下のように分類できる。 

ａ．建屋に収納される竜巻防護対象施設（外気と繋がっている竜巻防護対

象施設を除く） 

ｂ．屋外の竜巻防護対象施設 

ｃ．建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 

ｄ．建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設 

また，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設については，当

該施設の破損等により竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機
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能を損なわせる可能性がある施設又はその施設の特定の区画を，竜巻防護

対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設として選定する。 

竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設としては，竜巻防護

対象施設等を除く構築物，系統及び機器の中から，竜巻防護対象施設等に

対し，倒壊による機械的影響を及ぼし得る施設及び付属施設の破損等によ

る機能的影響を及ぼし得る施設を以下のとおり選定する。 

竜巻防護対象施設等に機械的影響を及ぼし得る施設としては，建物・

構築物の高さと竜巻防護対象施設等との距離を考慮して，破損又は倒壊に

より竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるお

それがある施設を竜巻防護対象施設に機械的影響を及ぼし得る施設として

選定する。 

竜巻防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設としては，竜巻防護

対象施設の付属設備のうち屋外にあるもので，風圧力，気圧差及び飛来物

の衝突による破損等により竜巻防護対象施設の安全機能を損なわせるおそ

れがある施設を竜巻防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設として選

定する。 

選定した結果から，設計対処施設は以下に分類される。 

・屋外の竜巻防護対象施設 

・竜巻防護対象施設を収納する建屋 

・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 

・建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設 

・竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

設計対処施設を以下のとおり，分類ごとに選定する。 

ａ．屋外の竜巻防護対象施設 

(ａ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，            

3-2 21



  Ｂ 

(ｂ) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

(ｃ) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔に接続する屋外設備 

(ｄ) 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

(ｅ) 主排気筒 

(ｆ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｇ) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｈ) 前処理建屋換気設備 

(ｉ) 分離建屋換気設備 

(ｊ) 精製建屋換気設備 

(ｋ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

(ｌ) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

ここで，屋外の竜巻防護対象施設のうち，(ｃ) を「冷却塔に接続する屋

外設備」，(ｆ)～(ｌ)を合わせて「主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダ

クト」という。 

ｂ．竜巻防護対象施設を収納する建屋 

(ａ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

(ｂ) 前処理建屋 

(ｃ) 分離建屋 

(ｄ) 精製建屋 

(ｅ) ウラン脱硝建屋 

(ｆ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

(ｇ) ウラン酸化物貯蔵建屋 

(ｈ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

(ｉ) 高レベル廃液ガラス固化建屋 
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(ｊ) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

(ｋ) チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 

(ｌ) ハル・エンドピース貯蔵建屋 

(ｍ) 制御建屋 

(ｎ) 分析建屋 

(ｏ) 非常用電源建屋 

(ｐ) 主排気筒管理建屋 

ｃ．建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 

(ａ) せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

(ｂ) 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｃ) 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｄ) 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｅ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｆ) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｇ) 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

(ｈ) 前処理建屋換気設備の排気系 

(ｉ) 分離建屋換気設備の排気系 

(ｊ) 精製建屋換気設備の排気系 

(ｋ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の排気系 

(ｌ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の貯蔵室から

の排気系 

(ｍ) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の排気系 

(ｎ) ガラス固化体貯蔵設備の収納管 

(ｏ) 制御建屋中央制御室換気設備 

ｄ．建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設 
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(ａ) 第２非常用ディーゼル発電機 

(ｂ) 前処理建屋の安全蒸気系 

(ｃ) 前処理建屋の非常用所内電源系統 

(ｄ) 前処理建屋の計測制御系統施設 

(ｅ) 精製建屋の非常用所内電源系統 

(ｆ) 精製建屋の計測制御系統施設 

(ｇ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所内電源系統 

(ｈ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の計測制御系統施設 

(ｉ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系 

(ｊ) 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器 

(ｋ) 非常用電源建屋の非常用所内電源系統 

(ｌ) 主排気筒の排気筒モニタ 

(ｍ) 制御建屋中央制御室換気設備 

ｅ．竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

(ａ) 北換気筒 

(ｂ) 使用済燃料輸送容器管理建屋 

(ｃ) 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

(ｄ) 低レベル廃棄物処理建屋 

(ｅ) 出入管理建屋 

なお，再処理施設内に一時的に保管される使用済燃料収納キャスクは，

竜巻により波及的破損を与えない設計とする。 

【補足説明資料 3-1～3-4】 

  

3-5 24



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９．１図（竜巻） 風圧力に対する設計対処施設の選定フロー 

  

安全上重要な施設か? 

安全機能を有する施設 

建屋に収納されている

か? 設計対処施設 

設計対処施設 

＜屋外の竜巻防護対象施設＞ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷

却塔Ａ，Ｂ 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

冷却塔に接続する屋外設備 

第 2 非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，

Ｂ 

主排気筒 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備

及び高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の

屋外配管並びに前処理建屋換気設備，分離建屋換気設備，

精製建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換

気設備及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の屋外ダ

クト 
＜竜巻防護対象施設を収納する建屋＞ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，高レベル廃

液ガラス固化建屋，第 1 ガラス固化体貯蔵建屋，チ

ャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋，

ハル・エンドピース貯蔵建屋，制御建屋，分析建

屋，非常用電源建屋，主排気筒管理建屋 

対象外 

Yes 

Yes 

No 

No 

3-6 25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９．２図（竜巻） 気圧差に対する設計対処施設の選定フロー 

  

安全上重要な施設

か? 

安全機能を有する施設 

建屋に収納されて

いるか? 

設計対処施設 

設計対処施設 

＜建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設＞ 

せん断・溶解廃ガス処理設備，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分

離建屋塔槽類廃ガス処理設備，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液

ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガ

ス処理設備，前処理建屋換気設備の排気系，分離建屋換気設備の排気

系，精製建屋換気設備の排気系，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

換気設備の排気系，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設

備の貯蔵室からの排気系，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の排

気系，ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び制御建屋中央制御室換気設

備 

対象外 

Yes 

Yes 

No 

No 

外気から隔離され

ているか? 

対象外 

Yes 

No 

＜竜巻防護対象施設を収納する建屋＞ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，高レベル廃

液ガラス固化建屋，第 1 ガラス固化体貯蔵建屋，チ

ャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋，

ハル・エンドピース貯蔵建屋，制御建屋，分析建

屋，非常用電源建屋，主排気筒管理建屋 
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第９．３図（竜巻） 飛来物に対する設計対処施設の選定フロー 

  

安全上重要な施設

か? 

安全機能を有する施設 

建屋に収納されて

いるか? 
設計対処施設 

設計対処施設 

＜屋外の竜巻防護対象施設＞ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却

塔Ａ，Ｂ 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

冷却塔に接続する屋外設備 

第 2非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

主排気筒 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備及

び高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の屋外

配管並びに前処理建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建

屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備及

び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の屋外ダクト 

 
＜竜巻防護対象施設を収納する建屋＞ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラン・プルトニウム混合

酸化物貯蔵建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，第 1 ガラ

ス固化体貯蔵建屋，チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，制御建屋，

分析建屋，非常用電源建屋，主排気筒管理建屋 

対象外 

Yes 

Yes 

No 

No 
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第９．４図（竜巻） 建屋の耐力に関する設計対処施設の選定フロー 

  

設計荷重（竜巻）に対して十

分な耐力を有しているか？ 

竜巻防護対象施設を収納する建屋 

設計対処施設 

設計対処施設 

＜建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設＞ 

前処理建屋の安全蒸気系 

第１ガラス固化体貯蔵建屋の床面走行クレーンの遮蔽容器 

第２非常用ディーゼル発電機 

＜竜巻防護対象施設を収納する建屋＞ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化

物貯蔵建屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，高レベル

廃液ガラス固化建屋，第 1 ガラス固化体貯蔵建屋，チャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン処理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建

屋，制御建屋，分析建屋，非常用電源建屋，主排気筒管理建屋 

Yes 

No 
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第９．５図（竜巻） 開口部に対する設計対処施設の選定フロー 

 

 

竜巻防護対象施

設の安全機能維

持に影響はある

か?※ 

No 

Yes 

設計飛来物の侵入を

防止する設計として

いるか？ 

竜巻防護対象施設を収納 

する建屋の開口部 

室内に竜巻防護

対象施設がある

か? 

設計対処施設 
対象外 

Yes 

Yes 

No 

No 

※設計飛来物が開口部を通じて室内へ侵入した場合に，

安全上重要な施設へ衝突する可能性の有無を確認す

る。 

＜建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設＞ 

前処理建屋の安全蒸気系 

前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の非常

用所内電源系統及び計測制御系統施設 

高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系 

非常用電源建屋の非常用所内電源系統 

制御建屋中央制御室換気設備 
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４．基準竜巻・設計竜巻の設定 

基準竜巻及び設計竜巻の設定は竜巻ガイドを参考に実施する。 

基準竜巻及び設計竜巻の設定は，竜巻検討地域の設定，基準竜巻の最

大風速の設定及び設計竜巻の最大風速の設定の流れで実施する。 

４．１ 竜巻検討地域の設定 

竜巻検討地域は，竜巻ガイドを参考に再処理施設が立地する地域，気象

条件の類似性の観点から検討し設定する。 

(１) 再処理施設が立地する地域の気候

再処理施設が立地する地域は，竜飛岬から奥羽山脈の分水嶺より東側

にあり，その地域の気候は，日本海側の気候と太平洋側の気候の両面

の特徴を合わせもっている。東北地方を気温，降水及び風により詳細

に区分した気候区分を第９．６図（竜巻）に示す。これによると，再

処理施設が立地する地域は，区分Ⅲ（青森県北部及び東部地域）のう

ち区分Ⅲｂ（太平洋側にあるが冬は日本海側の気候型でやませの影響

が強い）に属している。 

(２) 再処理施設が立地する地域の竜巻発生の観点での特徴

第９．７図（竜巻）に示すとおり，再処理施設が立地する地域周辺

においては，もともと竜巻の発生数は少なく，独立行政法人原子力安

全基盤機構が東京工芸大学に委託した研究の成果（以下「東京工芸大

学委託成果」という。）で示されている，全国19個の竜巻集中地域か

らも離れている。 

竜巻発生時の総観場は，東京工芸大学委託成果を参考に，気象庁

「竜巻等の突風データベース」の総観場を，竜巻を発生させる親雲の

発生要因を考慮して，７種に再編した総観場を用い，竜巻の発生要因

別の地域分布の特徴を把握した。竜巻の発生要因別地域分布を第９．
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８図（竜巻）に，その特徴を第９．２表（竜巻）に示す。 

立地地域周辺における竜巻の発生状況は，日本海側や，茨城県以西

の太平洋側における発生状況とも特徴が異なり，日本海側に特徴的な

寒候期の竜巻の発生はほとんどなく，暖候期に竜巻が発生している。

また，茨城県以西の太平洋側で特徴的な台風起源の竜巻の発生はなく，

太平洋海岸付近及び海上での竜巻の発生はほとんどない。 

(３) 竜巻検討地域  

竜巻検討地域の設定は，竜巻ガイドを参考に，再処理施設が立地す

る地域の気候及び竜巻発生の観点での特徴を踏まえて実施する。当該

地域はもともと竜巻の発生数が少ないため，以下のａ．～ｄ．に示す

条件を考慮して，青森県から岩手県の太平洋側（竜飛岬から御崎岬）

及び北海道地方の南側（白神岬から襟裳岬）の海岸線に沿った海側５

ｋｍ及び陸側10ｋｍの範囲を竜巻検討地域に設定する（面積約18,000

ｋｍ２）。第９．９図（竜巻）に竜巻検討地域を示す。 

ａ．立地地域の気候及び竜巻発生の観点での特徴を踏まえ，青森県（竜飛

岬より太平洋側）から岩手県を基本とする。 

ｂ．ＩＡＥＡの基準を参考に，再処理施設を中心とする10万ｋｍ２（半径

約180ｋｍ）の範囲を目安とし，その範囲に掛かる北海道南西部は，立

地地域と同じ太平洋側に面していることを考慮して，竜巻検討地域に

含める。 

ｃ．竜巻検討地域は，分水嶺及び関口武による気候区分（1959）を参考に

設定する。 

ｄ．再処理施設が海岸線から約５ｋｍの位置に立地していること及び竜巻

の発生がほとんど海岸線付近であることから，海岸線に沿った海側５

ｋｍ及び陸側10ｋｍの範囲を考える。 
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ここで，設定した竜巻検討地域の妥当性を確認するために，竜巻検

討地域における竜巻の発生要因の出現比率と，日本海側及び太平洋側

における出現比率とを比較した結果を第９．10図（竜巻）に示す。竜

巻検討地域における竜巻の発生要因の出現比率は，日本海側及び太平

洋側の出現比率とも傾向が異なっていることが確認できる。 

また，藤田スケール３以上の竜巻の発生しやすさの地域性の検討と

して，「突風関連指数」による解析を行う。突風関連指数として，積

乱雲を発生させる上昇流の強さの目安であるＣＡＰＥ（Ｃｏｎｖｅｃ

－ｔｉｖｅ Ａｖａｉｌａｂｌｅ Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ Ｅｎｅｒｇｙ：

対流有効位置エネルギ）及び積乱雲がスーパーセルに発達しやすいか

どうかの指標となるＳＲｅＨ（Ｓｔｏｒｍ Ｒｅｌａｔｉｖｅ Ｈｅｌ

－ｉｃｉｔｙ：ストームの動きに相対的なヘリシティ）を算出する。 

これらの指数は，竜巻発生の環境場との関連付けで，国内外で広く

利用され知見が蓄積されている。ＣＡＰＥの概念を第９．11図（竜巻）

に，ＳＲｅＨの概念を第９．12図（竜巻）に示す。 

                                

 (ａ) 

 

 (ｂ) 

ここで，式(ａ)のｇは重力加速度，θはストーム周囲の温位，θ'は

下層の空気塊を上空に持ち上げた際の温位であり，ｄｚは鉛直方向の

層厚である。ＬＦＣは自由対流高度，ＥＬは平衡高度である。式(ｂ)

のＶは水平風速ベクトル，ωは鉛直シアに伴う水平渦度，Ｃはストー

ムの移動速度である。 

各指数の計算は，ヨーロッパ中期予報センター（ＥＣＭＷＦ）の再

' ( ) ( )
CAPE

( )

EL

LFC

z z
g dz

z

 




 

3

SReH (   

km

dz  V C) ω

高度

地上

・
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解析データ ＥＣＭＷＦ－Ｉｎｔｅｒｉｍ（1989年以降：水平分解能約

70ｋｍ）及びＥＲＡ40（1989年まで：水平分解能約250ｋｍ）を基に，

水平分解能５ｋｍ，時間分解能１時間に解析した気象データセットを

用いて，1961年～2010年までの50年間について行い，それに基づいて

両指数が同時に閾値を超過する頻度を計算する。同時超過頻度の算出

に当たっては，竜巻発生時には少なからず降水がもたらされるため，

降水量の閾値（４ｍｍ／ｈ）を設定する。また，ＣＡＰＥは降水過程

により安定化し小さくなり得るため，周辺のＣＡＰＥの大きな空気塊

が当該メッシュに向かって流入することを考慮した方法を参考に，当

該メッシュの風上側半径25ｋｍの扇状範囲内のＣＡＰＥの最大値を算

出する。 

ＣＡＰＥについては，緯度及び季節で絶対値が大きく変動するため，

暖候期（５月～10月）及び寒候期（11月～４月）に分けて，それぞれ閾

値を設定する。藤田スケール３以上の竜巻が発生し得る環境場として以

下の閾値を用いる。 

   [暖候期（５月～10月）] 

    ＣＡＰＥ：1,200Ｊ／ｋｇ， ＳＲｅＨ：350ｍ２／ｓ２ 

   [寒候期（11月～４月）] 

    ＣＡＰＥ： 500 Ｊ／ｋｇ， ＳＲｅＨ：350ｍ２／ｓ２ 

暖候期及び寒候期に対する同時超過頻度分布の算出結果を第９．13図

（竜巻）に示す。暖候期においては，太平洋側及び東シナ海から対馬海

峡にかけては比較的大きな値となっている。また，沿岸域では，茨城県

東海岸から西の本州太平洋側，九州太平洋側及び東シナ海側で高く，特

に宮崎平野沿岸では大きい値となっている。それに比べて，日本海側及

び茨城県以北の太平洋側の値は１～２桁以上小さな値であり，藤田スケ
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ール３規模の竜巻の発生が未だ確認されていないことと対応している。 

本手法による解析により，藤田スケール３以上の竜巻の発生しやすさ

の地域性を特定でき，竜巻検討地域において藤田スケール３以上の竜巻

は極めて発生し難いといえる。 
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４．２ 基準竜巻の最大風速の設定 

基準竜巻の最大風速は，竜巻ガイドを参考に，過去に発生した竜巻によ

る最大風速（ＶＢ１）及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速

（ＶＢ２）のうち，大きな風速を設定する。 

 (１) 過去に発生した竜巻による最大風速（ＶＢ１） 

過去に発生した竜巻による最大風速（ＶＢ１）の設定に当たっては，

日本で過去（1961年～2013年12月）に発生した最大の竜巻は藤田スケ

ール３であり，藤田スケール３における風速は70ｍ／ｓ～92ｍ／ｓで

あることから，その最大風速を基にＶＢ１を92ｍ／ｓとする。第９．３

表（竜巻）に日本で過去に発生した藤田スケール３の竜巻の一覧を示

す。 

(２) 竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（ＶＢ２） 

竜巻最大風速のハザード曲線は，竜巻ガイドを参考とした既往の算

定方法に基づき，具体的には，東京工芸大学委託成果を参考に算定す

る。本評価は，竜巻データの分析，竜巻風速，被害幅及び被害長さの

確率密度分布の算定，相関係数の算定並びにハザード曲線の算定によ

って構成される。 

ａ．竜巻の発生頻度の分析 

気象庁「竜巻等の突風データベース」に掲載されている竜巻年別

発生確認数（第９．14図（竜巻））を基に，竜巻検討地域（海岸線

から陸側に10ｋｍ，海側に５ｋｍの計15ｋｍ幅の範囲）における1961

年～2013年12月までの53年間の統計量を藤田スケール別に算出する。

また，観測体制の変遷による観測データ品質のばらつきを踏まえ，以

下の(ａ)～(ｃ)の基本的な考え方に基づいて整理を行う。 

 (ａ) 被害が小さくて見過ごされやすい藤田スケール０及び藤田スケール
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不明の竜巻に対しては，観測体制が強化された2007年以降の年間発生

数や標準偏差を用いる。 

 (ｂ) 被害が比較的軽微な藤田スケール１竜巻に対しては，観測体制が整

備された1991年以降の年間発生数や標準偏差を用いる。 

 (ｃ) 被害が比較的大きく見逃されることがないと考えられる藤田スケー

ル２及び藤田スケール３竜巻に対しては，観測記録が整備された1961

年以降の全期間の年間発生数や標準偏差を用いる。 

また，藤田スケール不明の竜巻については，以下の取扱いを行う。 

陸上で発生した竜巻及び海上で発生して陸上へ移動した竜巻につい

ては，被害があって初めてその藤田スケールが推定されるため，陸上

での藤田スケール不明の竜巻は，被害が少ない藤田スケール０竜巻と

みなす。 

一方，海上で発生しその後上陸しなかった竜巻については，その竜

巻の藤田スケールを推定することは困難であることから，「沿岸部近

傍での竜巻の発生特性は，陸上と海上とで類似している」という仮定

に基づいて各藤田スケールに分類する。 

以上を踏まえて，第９．４表（竜巻）のとおり，観測データから53

年間の推定データを評価する。 

竜巻は気象事象の中でも極めて稀に発生する事象であり，発生数の

変動（標準偏差）が大きい分布となり，東京工芸大学委託成果にポリ

ヤ分布への適合性が良いことが示されている。以上より，ハザード曲

線の評価に当たって使用する竜巻の年発生数の確率分布は，第９．15

図（竜巻）に示すとおりポリヤ分布を採用する。 

ｂ．竜巻風速，被害幅及び被害長さの確率密度分布並びに相関係数 

竜巻検討地域における53年間の竜巻の発生数，被害幅及び被害長さ

4-7 36



 

を基に，確率密度分布については竜巻ガイド及び竜巻ガイドが参考と

している東京工芸大学委託成果を参考に，第９．16図（竜巻）～第９．

18図（竜巻）に示すとおり対数正規分布に従うものとする。 

また，53年間の推定データの作成に伴う被害幅又は被害長さの情報

がない竜巻には，被害幅又は被害長さを有する竜巻の観測値を与える。

その際は，被害幅又は被害長さが長いほうから優先的に用いることで，

被害幅又は被害長さの平均値が大きくなるように評価を行う。 

さらに，1961年以降の観測データのみを用いて，第９．５表（竜巻）

に示すとおり竜巻風速，被害幅及び被害長さについて相関係数を求め

る。 

ｃ．竜巻影響エリアの設定 

再処理施設においては設計対処施設が再処理事業所内に分散してい

るため，それぞれの設計対処施設を包含する円を設置面積とみなし，

これらの設置面積の合計値と等価な面積の円を第９．19図（竜巻）に

示すとおり竜巻影響エリアとして設定する。 

なお，竜巻影響エリアを円形とするため，竜巻の移動方向には依存

性は生じない。 

ｄ．ハザード曲線の算定 

Ｔ年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ，竜巻風速がＶ０以上とな

る確率を求め，ハザード曲線を求める。 

前述のとおり，竜巻の年発生数の確率分布としてポリヤ分布の適合

性が高い。ポリヤ分布は式（ａ）で示される（Ｗｅｎ ａｎｄ Ｃｈ

ｕ）。 
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ここで，Ｎは竜巻の年発生数，νは竜巻の年平均発生数，Ｔは年数

である。βは分布パラメータであり，式（ｂ）で示される。 






1
1

2









  （ｂ） 

ここで，σは竜巻の年発生数の標準偏差である。 

Ｄを竜巻影響評価の対象構造物が風速Ｖ０以上の竜巻に遭遇する事象

と定義し，対象構造物が１つの竜巻に遭遇し，その竜巻の風速がＶ０以

上となる確率をＲ（Ｖ０）としたとき，Ｔ年以内にいずれかの竜巻に遭

遇し，かつ，竜巻風速がＶ０以上となる確率は式（ｃ）で示される。 

  


/1 

0 , )(11)(
0


 TVRDP TV

 （ｃ） 

このＲ（Ｖ０）は，竜巻影響評価の対象地域の面積をＡ０（すなわち，

竜巻検討地域の面積約1.8×10４ｋｍ２），１つの竜巻の風速がＶ０以上

となる面積をＤＡ（Ｖ０）とすると式（ｄ）で示される。 

 

0

0
0

)(
)(

A

VDAE
VR   （ｄ） 

ここで，Ｅ[ＤＡ（Ｖ０）]はＤＡ（Ｖ０）の期待値を意味する。 

本評価では，以下のようにしてＤＡ（Ｖ０）の期待値を算出し，式

（ｄ）によりＲ（Ｖ０）を推定して，式（ｃ）により
0 , ( )V TP D を求める。

風速をＶ，被害幅をｗ，被害長さをｌ，移動方向をαとし，同時確率

密度関数を用いると，ＤＡ（Ｖ０）の期待値は式（ｅ）で示される

（Ｇａｒｓｏｎ ｅｔ ａｌ．）。 
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 （ｅ） 

ここで，Ｈ（α）及びＧ（α）はそれぞれ，竜巻の被害長さ及び被

害幅方向に沿った面に対象構造物を投影したときの長さである。竜巻

影響エリアを円形で設定しているため，Ｈ（α），Ｇ（α）ともに竜

巻影響エリアの直径560ｍで一定となる（竜巻の移動方向に依存しな

い）。Ｓは竜巻影響エリアの面積（直径560ｍの円の面積：約2.5×10５

ｍ２）を表す。竜巻影響エリアの直径をＤ０とした場合の計算式は式

（ｆ）で示される。 
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 （ｆ） 

風速の積分範囲の上限値は，ハザード曲線の形状が不自然にならな

い程度に大きな値として120ｍ／ｓに設定する。 

また，Ｗ（Ｖ０）は，竜巻の被害幅のうち風速がＶ０を超える部分の

幅であり，式（ｇ）で示される。この式により，被害幅内の風速分布

に応じて被害様相に分布がある（被害幅の端ほど風速が小さくなる）

ことが考慮されている（Ｇａｒｓｏｎ ｅｔ ａｌ.）。 
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  （ｇ） 

ここで，係数の1.6について，既往の研究では例えば0.5や1.0などの

値も提案されている。竜巻ガイドが参考としている文献 （Ｇａｒｓ

－ｏｎ ｅｔ ａl.）では，観測値が不十分であるため，より厳しい評

価となるよう1.6を用いることが推奨されており，本検討でも1.6を用

いる。また，再処理施設の竜巻影響評価では，ランキン渦モデルによ

る竜巻風速分布に基づいて設計竜巻の特性値を設定する。ランキン渦

モデルは高さ方向によって風速及び気圧が変化しないため，地表から

上空まで式（ｇ）を適用できる。なお，式（ｇ）において係数を1.0と

した場合がランキン渦モデルに該当する。 

また，Ｖｍｉｎは，ｇａｌｅ ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ ｖｅｌｏｃｉｔｙ

と呼ばれ，被害が発生し始める風速に位置付けられる。米国気象局

ＮＷＳ（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｗｅａｔｈｅｒ Ｓｅｒｖｉｃｅ）では，

ｇａｌｅ ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ ｖｅｌｏｃｉｔｙは34～47ノット

（17.5～24.2ｍ／ｓ）とされている。また，気象庁が使用している風

力階級では，風力８は疾強風（ｇａｌｅ：17.2～20.7ｍ／ｓ），風力

９は大強風（ｓｔｒｏｎｇ ｇａｌｅ：20.8～24.4ｍ／ｓ）と分類され

ており，風力９では「屋根瓦が飛ぶ。人家に被害が出始める。」とさ

れている。以上を参考に，本評価においては，Ｖｍｉｎ＝25ｍ／ｓとする。

なお，この値は藤田スケール０（17～32ｍ／ｓ）のほぼ中央値に相当

する。 

以上より，竜巻検討地域を対象に算定したハザード曲線を第９．20

図（竜巻）に示す。 

ｅ．竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（ＶＢ２） 

4-11 40



 

竜巻最大風速のハザード曲線により設定する最大風速ＶＢ２は，竜巻

ガイドを参考に年超過確率10－５に相当する風速とし，49ｍ／ｓとする。 

ｆ．１ｋｍ範囲ごとの評価（参考評価） 

竜巻検討地域を海岸線に沿って１ｋｍ範囲ごとに細分化した短冊状

の範囲を対象にハザード曲線を求める。評価の条件として，発生数は，

短冊状の範囲を通過した竜巻もカウントしている。被害幅及び被害長

さは，それぞれ１ｋｍ範囲内の被害幅及び被害長さを用いる。以上に

基づいて，竜巻検討地域の評価と同様の方法で算定したハザード曲線

を第９．21図（竜巻）に示す。これより，年超過確率10－５に相当する

風速を求めると，海岸線から陸側１ｋｍを対象とした場合の65ｍ／ｓ

が最大となる。ただし，再処理施設は海岸線から陸側１ｋｍの範囲に

ないため，本評価は参考とする。 

(３) 基準竜巻の最大風速 

過去に発生した竜巻による最大風速ＶＢ１＝92ｍ／ｓ及び竜巻最大風

速のハザード曲線による最大風速ＶＢ２＝49ｍ／ｓより，再処理施設にお

ける基準竜巻の最大風速ＶＢは 92ｍ／ｓとする。風速 92ｍ／ｓに相当す

る年超過確率は，ハザード曲線より 5.2×10－８である。 
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４．３ 設計竜巻の最大風速の設定 

再処理施設が立地する地域の特性を考慮して，基準竜巻の最大風速の

割り増しを検討し，設計竜巻の最大風速を設定する。 

再処理施設では，敷地が平坦であり，竜巻の増幅を考慮する必要のあ

る地形はないと考えられるため，基準竜巻の最大風速に対する割り増しは

行わず，設計竜巻の最大風速は92ｍ／ｓとなるが，竜巻に対する設計に当

たっては，蓄積されている知見の少なさといった不確定要素を考慮し，将

来の竜巻発生に関する不確実性を踏まえ，基準竜巻の最大風速を安全側に

切り上げて，設計竜巻の最大風速を100ｍ／ｓとする。風速100ｍ／ｓに相

当する年超過確率は，ハザード曲線より1.86×10－８である。 

【補足説明資料 4-1～4-7】 
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第９．２表（竜巻） 竜巻の発生要因別の地域分布の特徴 

総観場注） 気象庁竜巻データベースの分類 発生分布の特徴 

台風 台風 

関東以西の太平洋側(特に東～南方向

に開けた地域)で発生頻度が高く，Ｆ

２，Ｆ３スケールの強い竜巻も多

い。 

温帯低気圧 

南岸低気圧，日本海低気圧，二つ玉低

気圧，東シナ海低気圧，オホーツク海

低気圧，その他(低気圧)，寒冷前線，

温暖前線，閉塞前線 

全国的に発生頻度が高く，Ｆ２，Ｆ

３スケールの竜巻も見られる。特

に，南～西方向に開けた地域はより

頻度が高い。 

季節風(夏) 
暖気の移流，熱帯低気圧，湿舌，太平

洋高気圧 

太平洋側や内陸を中心に，全国的に

多くみられる。 

季節風(冬) 
寒気の移流，気圧の谷，大陸高気圧，

季節風 

日本海側や関東以北で発生頻度が高

い。 

停滞前線 
停滞前線，梅雨前線，前線帯，不安定

線，その他(前線) 
関東以西でみられる。 

局地性 
局地性擾乱，雷雨(熱雷)，雷雨(熱雷

を除く)，地形効果，局地性降水 

地形的な影響によるものであり，全

国で発生している。 

その他 

移動性高気圧，中緯度高気圧，オホー

ツク海高気圧，帯状高気圧，その他

(高気圧)，大循環異常，その他 

全国的に発生数が少なく，地域差は

みられない。 

注）東京工芸大学委託成果を参考に，気象庁「竜巻等の突風データベース」の総観場を，竜巻

を発生させる親雲の発生要因を考慮して，７種に再編した。 

 

 

第９．３表（竜巻） 日本で過去に発生したＦ３竜巻 

（気象庁「竜巻等の突風データベース」より作成） 

発生日時 
発生場所 

緯度 経度 都道府県 市町村 

1971年07年07日07時50分 35度54分20秒 139度40分45秒 埼玉県 大宮市 

1990年12月11日19時13分 35度28分39秒 140度18分57秒 千葉県 茂原市 

1999年09月24日11時07分 34度42分4秒 137度23分5秒 愛知県 豊橋市 

2006年11月07日13時23分 43度59分20秒 143度42分25秒 
北海道 

網走支庁 
佐呂間町 

2012年05月06日12時35分 36度6分38秒 139度56分44秒 茨城県 つくば市 

 

 

 

4-14 43



 

第
９
．
４
表
（
竜
巻
）

 
竜
巻
発
生
数
の
分
析
結
果

 

            

発
生
数
の
統
計

 

（
陸
上
＋
上
陸
）
竜
巻
 

海
上
竜
巻

 
総
数

 
F
0
 

F
1
 

F
2
 

F
3
 

F
4
 

不
明

 
小
計

 
不
明

 

1
9
6
1
/
1
～

2
0
1
3/
1
2 

（
5
3
年
間
）

 

期
間
内
総
数
（
個
）

 
６

 
９

 
４

 
０

 
０
 

１
 

2
0
 

５
 

2
5
 

年
平
均
（
個
）
 

0
.
1
1
 

0
.
1
7
 

0
.
0
8
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

0
.
0
2
 

0
.
3
8
 

0
.
0
9
 

0
.
4
7
 

標
準
偏
差
（
個
）
 

0
.
5
8
 

0
.
5
1
 

0
.
2
7
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

0
.
1
4
 

0
.
9
7
 

0
.
4
1
 

1
.
0
8
 

1
9
9
1
/
1
～

2
0
1
3/
1
2 

（
2
3
年
間
）

 

期
間
内
総
数
（
個
）

 
６

 
９

 
２

 
０

 
０
 

１
 

1
8
 

５
 

2
3
 

年
平
均
（
個
）
 

0
.
2
6
 

0
.
3
9
 

0
.
0
9
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

0
.
0
4
 

0
.
7
8
 

0
.
2
2
 

1
.
0
0
 

標
準
偏
差
（
個
）
 

0
.
8
6
 

0
.
7
2
 

0
.
2
9
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

0
.
2
1
 

1
.
3
5
 

0
.
6
0
 

1
.
4
8
 

2
0
0
7
/
1
～

2
0
1
3/
1
2 

（
7
年
間
）

 

期
間
内
総
数
（
個
）

 
５

 
３

 
０

 
０

 
０
 

０
 

８
 

４
 

1
2
 

年
平
均
（
個
）

 
0
.
7
1
 

0
.
4
3
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

1
.
1
4
 

0
.
5
7
 

1
.
7
1
 

標
準
偏
差
（
個
）

 
1
.
5
0
 

0
.
5
3
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

1
.
8
6
 

0
.
9
8
 

2
.
0
6
 

推
定
デ
ー
タ

 

（
5
3
年
間
）

 

（
按
分
後
）

 

期
間
内
総
数
（
個
）

 
5
7
 

3
2
 

６
 

０
 

０
 

０
 

 
 

9
5
 

年
平
均
（
個
）

 
1
.
0
7
 

0
.
5
8
 

0
.
1
1
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

 
 

1
.
7
6
 

標
準
偏
差
（
個
）

 
1
.
8
3
 

0
.
8
8
 

0
.
3
3
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

 
 

2
.
0
6
 

推
定
デ
ー
タ

 

（
5
3
年
間
）

 

（
全
竜
巻
）

 

期
間
内
総
数
（
個
）

 
5
7
 

3
2
 

６
 

０
 

０
 

０
 

 
 

9
5
 

年
平
均
（
個
）

 
1
.
0
8
 

0
.
6
0
 

0
.
1
1
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

 
 

1
.
7
9
 

標
準
偏
差
（
個
）

 
1
.
8
3
 

0
.
8
8
 

0
.
3
3
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

 
 

2
.
0
6
 

4-15 44



 

 

第９．５表（竜巻） 竜巻風速，被害幅及び被害長さの相関係数 

相関係数（対数） 風速（ｍ／ｓ） 被害幅（ｍ） 被害長さ（ｍ） 

風速（ｍ／s） 1.0000 0.0800 0.4646 

被害幅（ｍ） 0.0800 1.0000 0.2418 

被害長さ（ｍ） 0.4646 0.2418 1.0000 
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Ⅰ 日本海岸地域 Ⅰa ～Ⅰc 

Ⅱ 日本海側内陸地域 Ⅱa ～Ⅱf 

Ⅲ 青森県北部および東部地域 Ⅲa ～Ⅲc 
Ⅲa 冬は日本海側の気候型であるが，    

夏に低温で，やませの影響がやや強

い 

Ⅲb 太平洋側にあるが冬は日本海側の気候

型でやませの影響が強い 

Ⅲc 冬に日本海側気候への漸移帯である 

やませの影響が強い 

Ⅳ 三陸海岸地域 Ⅳa ～Ⅳc 

Ⅴ 太平洋側南部および内陸地域 Ⅴa ～Ⅴc 

Ⅵ 南部太平洋側内陸地域 Ⅵa ～Ⅵb 

Ⅶ 南部太平洋側海岸地域 Ⅶ 

第９．６図（竜巻） 吉野正敏（1967～）による東北地方の気候区分 
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第９．７図（竜巻） 竜巻の発生地点と竜巻が集中する 19 個の地域 
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第９．８図（竜巻） 竜巻の発生要因別地域分布 
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第９．９図（竜巻） 竜巻検討地域 

関口武（1959）：日本の気候区分を基に作成 
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第９．10 図（竜巻） 竜巻検討地域等における竜巻の発生要因の出現比率 

 

◆竜巻検討地域 

• 「温帯低気圧」を起源とする竜巻が多い。 

• 太平洋側で多くみられる「台風」を起源とする竜

巻は確認されていない。 

 

◆北海道～山口県の日本海側 (223 事例) 

• 「季節風(冬)」を起源とする竜巻が多い。 

• 「台風」を起源とする竜巻は確認されていない。 

 

◆茨城県以西の太平洋側 (372 事例) 

• 竜巻検討地域と比較して，「台風」，「季節風

(夏)」，「停滞前線」を起源とする竜巻が多い。 

• 太平洋側から暖かく湿った気流が，竜巻の親雲

の発達を促すと考えられる。 

 

4-21 50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９．11 図（竜巻） ＣＡＰＥの概念 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

第９．12 図（竜巻） ＳＲｅＨの概念 

 

  

(ａ)鉛直シアーにより水平

渦度が生じる 

(ｂ)積乱雲の移動と積乱雲に吹き

込む風 

 (ｃ)「水平軸周り」に回転する渦(矢印)が

親雲に吸い上げられて立ち上がり，

「鉛直軸周り」の回転になる。 
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第９．13 図（竜巻） 同時超過頻度分布の算出結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：気象庁「竜巻等の突風データベース」） 

第９．14 図（竜巻） 竜巻年別発生確認数 

 

暖候期（5月－10月）における 

CAPE≧1200 J/kg かつ SReH≧350 m2/s2  

寒候期（11月－4月）における 

CAPE≧500 J/kg かつ SReH≧350 m2/s2  
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第９．15 図（竜巻） 竜巻検討地域における竜巻発生数の確率分布と累積

確率 

 

 

  

第９．16 図（竜巻） 風速の確率密度分布（左）と超過確率（右） 
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 第９．17 図（竜巻） 被害幅の確率密度分布（左）と超過確率（右） 

 

 

  

第９．18 図（竜巻） 被害長さの確率密度分布（左）と超過確率（右） 
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第９．19 図（竜巻） 竜巻影響エリア  
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第９．20 図（竜巻） 竜巻最大風速のハザード曲線（竜巻検討地域） 

 

 

第９．21 図（竜巻） 竜巻最大風速のハザード曲線（１ｋｍ範囲）（参考） 
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５．設計荷重（竜巻）の設定 

設計竜巻の特性値については，現状，設定に足る十分な信頼性を有し

た観測記録等が無いため，竜巻ガイドを参考に設定する。設計竜巻の特性

値を第９．５表（竜巻）に示す。また，設計竜巻については，今後も継続

的に観測データ及び増幅に関する新たな知見の収集に取り組み，必要な事

項については適切に反映を行う。 

(１)設計竜巻の移動速度（ＶＴ）

設計竜巻の移動速度（ＶＴ）は，東京工芸大学委託成果を参考に，日

本の竜巻における移動速度と最大竜巻風速の関係に基づく以下の式を

用いて算定する。 

ＶＴ＝0.15×ＶＤ

ＶＤ（ｍ／ｓ）：設計竜巻の最大風速 

(２)設計竜巻の最大接線風速（ＶＲｍ）

設計竜巻の最大接線風速（ＶＲｍ）は，米国原子力規制委員会の基準

類を参考に，以下の式を用いて算定する。 

ＶＲｍ＝ＶＤ－ＶＴ 

(３)設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径（Ｒｍ）

設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径（Ｒｍ）は，東京工芸

大学委託成果による日本の竜巻の観測記録を基に提案されたモデルを

参考として，以下の値を用いる。 

Ｒｍ＝30（ｍ） 

(４)設計竜巻の最大気圧低下量（ΔＰｍａｘ）

設計竜巻の最大気圧低下量（ΔＰｍａｘ）は，米国原子力規制委員会

の基準類のランキン渦モデルによる風速分布を参考に， 以下の式を用

いて算定する。 
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  ΔＰｍａｘ＝ρ×ＶＲｍ
２ 

  ρ：空気密度（1.22（ｋｇ／ｍ３）） 

 (５)設計竜巻の最大気圧低下率（（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ） 

設計竜巻の最大気圧低下率（（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ）は，米国原子力

規制委員会の基準類のランキン渦モデルによる風速分布を参考に， 以

下の式を用いて算定する。 

（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ＝（ＶＴ／Ｒｍ）×ΔＰｍａｘ 
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５．１ 設計飛来物の設定 

竜巻ガイドを参考に再処理事業所内をふかんした現地調査及び検討を

行い，再処理事業所内の資機材の設置状況を踏まえ，設計対処施設に衝突

する可能性のある飛来物を抽出する。抽出した飛来物に竜巻ガイドに例示

される飛来物を加え，それぞれの寸法，質量及び形状から飛来の有無を判

断し，運動エネルギ及び貫通力の大きさを考慮して，設計竜巻により設計

対処施設に衝突し得る飛来物（以下「設計飛来物」という。）を設定する。

衝突時に設計対処施設に与える運動エネルギ又は貫通力が設計飛来物によ

るものより大きくなるものについては，浮き上がり又は横滑りの有無を考

慮した上で，固定，固縛，建屋収納又は敷地からの撤去により飛来物とな

らないようにする。 

設計対処施設以外の建屋及び屋外施設は，衝突時に設計対処施設に与

える運動エネルギ又は貫通力が設計飛来物より大きくなる飛来物を発生さ

せることのないよう，建屋の屋根及び外壁を固定する運用とすることから，

飛来物の発生源として考慮しない。 

車両については，周辺防護区域への入構を管理するとともに，固縛又

は退避を必要とする区域（以下「飛来対策区域」という。）を設定し，竜

巻の襲来が予想される場合には，停車又は走行している場所に応じて固縛

するか又は飛来対策区域外の避難場所へ退避することにより，飛来物とな

らないよう管理を行うことから，設計飛来物として考慮しない。 

また，再処理事業所外から飛来するおそれがあり，かつ，再処理事業

所内からの飛来物による衝撃荷重を上回ると想定されるものとしてむつ小

川原ウィンドファームの風力発電施設のブレードがある。むつ小川原ウィ

ンドファームの風力発電施設から設計対処施設までの距離及び設計竜巻に

よるブレードの飛来距離を考慮すると，ブレードが設計対処施設まで到達
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するおそれはないことから，ブレードは設計飛来物として考慮しない。 

以上のことから，竜巻ガイドに例示される鋼製材を設計飛来物として

設定する。さらに，飛来物防護ネットの形状及び寸法を考慮して，鋼製材

より小さく飛来物防護ネットを通過する可能性がある設計飛来物として，

竜巻ガイドに例示される鋼製パイプを設定する。 

鋼製パイプより小さく，飛来物防護ネットで捕捉できない飛来物とし

て砂利が考えられるが，衝突時の運動エネルギは十分小さく，飛来物防護

ネットを設置する施設は砂利による影響を受けない。 

なお，降下火砕物の粒子による影響については，設計飛来物の影響に

包絡される。  

第９．６表（竜巻）に再処理施設における設計飛来物を示す。 
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５．２ 荷重の組合せと許容限界 

(１) 設計対処施設に作用する設計竜巻荷重 

設計竜巻により設計対処施設に作用する設計竜巻荷重を以下に示す。 

 ａ．風圧力による荷重 

竜巻の最大風速による荷重であり，竜巻ガイドを参考に次式のとお

り算出する。 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

ここで， 

ＷＷ ：風圧力による荷重 

ｑ ：設計用速度圧 

Ｇ ：ガスト影響係数（＝1.0） 

Ｃ ：風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位に応じ

て設定する。） 

Ａ ：施設の受圧面積 

ｑ＝（1／2）・ρ・ＶＤ
２ 

である。ここで， 

ρ ：空気密度 

ＶＤ ：設計竜巻の最大風速 

である。 

ただし，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風速として

算定されるが，鉛直方向の風圧力に対してぜい弱と考えられる設計対

処施設が存在する場合には，鉛直方向の最大風速に基づいて算出した

鉛直方向の風圧力による荷重についても考慮した設計とする。 

 ｂ．気圧差による荷重 

外気と隔離されている区画の境界部が気圧差による圧力影響を受け
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る設備並びに竜巻防護対象施設を収納する建屋の壁及び屋根において

は，設計竜巻による気圧低下によって生じる設計対処施設の内外の気

圧差による圧力荷重を考慮し，より厳しい結果を与える「閉じた施設」

を想定して次式のとおり算出する。「閉じた施設」とは通気がない施

設であり，施設内部の圧力が竜巻の通過以前と以後で等しいとみなせ

る。他方，施設の外側の圧力は竜巻の通過中に変化し，施設内外に圧

力を生じさせる。 

ＷＰ＝ΔＰｍａｘ・Ａ 

ここで， 

ＷＰ ：気圧差による荷重 

ΔＰｍａｘ：最大気圧低下量 

Ａ    ：施設の受圧面積 

である。 

 ｃ．飛来物の衝撃荷重 

竜巻ガイドを参考に，衝突時の荷重が大きくなる向きで設計飛来物

が設計対処施設に衝突した場合の衝撃荷重を算出する。 

また，貫通評価においても，設計飛来物の貫通力が大きくなる向き

で衝突することを考慮して評価を行う。 

 (２) 設計竜巻荷重の組合せ 

設計対処施設の設計に用いる設計竜巻荷重は，竜巻ガイドを参考に

風圧力による荷重（ＷＷ），気圧差による荷重（ＷＰ）及び設計飛来物

による衝撃荷重（ＷＭ）を組み合わせた複合荷重とし，複合荷重ＷＴ１及

びＷＴ２は米国原子力規制委員会の基準類を参考として，以下のとおり

設定する。 

ＷＴ１＝ＷＰ 
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ＷＴ２＝ＷＷ＋（1／2）・ＷＰ＋ＷＭ 

設計対処施設にはＷＴ１及びＷＴ２の両荷重をそれぞれ作用させる。 

 (３) 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおりとする。 

【補足説明資料5-8】 

 ａ．設計対処施設に常時作用する荷重及び運転時荷重 

 ｂ．竜巻以外の自然現象による荷重 

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり，積乱雲の発達時

に竜巻と同時に発生する可能性がある自然現象は，落雷，積雪，降雹

及び降水である。これらの自然現象により発生する荷重の組合せの考

慮は，以下のとおりとする。 

なお，風（台風）に対しては，「その他外部衝撃」にて考慮するこ

ととしている建築基準法に基づく風荷重が設計竜巻を大きく下回るこ

とから，設計竜巻荷重に包絡される。 

ただし，竜巻と同時に発生する自然現象については，今後も継続的

に新たな知見の収集に取り組み，必要な事項については適切に反映を

行う。 

 (ａ) 落  雷 

竜巻及び落雷が同時に発生する場合においても，落雷による影響は

雷撃であり，荷重は発生しない。 

 (ｂ) 積  雪 

再処理施設の立地地域は，冬季においては積雪があるため，冬季に

おける竜巻の発生を想定し，建築基準法に基づいて積雪の荷重を適切

に考慮する。 

 (ｃ) 降  雹 
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降雹は積乱雲から降る直径５ｍｍ以上の氷の粒であり，仮に直径10 

ｃｍ程度の大型の降雹を仮定した場合でも，その質量は約0.5ｋｇであ

る。竜巻及び降雹が同時に発生する場合においても，直径10ｃｍ程度

の降雹の終端速度は59ｍ／ｓ，運動エネルギは約0.9ｋＪであり，設計

飛来物の運動エネルギと比べて十分小さく，降雹の衝突による荷重は

設計竜巻荷重に包絡される。 

 (ｄ) 降  水 

竜巻及び降水が同時に発生する場合においても，降水により屋外施

設に荷重の影響を与えることはなく，また降水による荷重は十分小さ

いため，設計竜巻荷重に包絡される。 

 ｃ．設計基準事故時荷重 

設計対処施設に作用させる設計竜巻荷重には，設計基準事故時に生

ずる応力の組合せを適切に考慮する設計とする。すなわち，竜巻によ

り設計対処施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる荷重を，

それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせて設

計する。また，設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考えられ

る竜巻により，設計対処施設に作用する衝撃と設計基準事故時に生ず

る荷重を適切に考慮して設計する。 

設計対処施設は，設計竜巻に対して安全機能を損なわない設計とす

ることから，設計竜巻と設計基準事故は独立事象となる。設計竜巻と

設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小さいことから，設計基準

事故時荷重と設計竜巻の組合せは考慮しない。 

仮に，設計基準事故発生時に，風速が小さく発生頻度の高い竜巻が

襲来した場合，安全上重要な施設に荷重を加える設計基準事故である

「プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災」及び「プルトニ
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ウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」による荷重との組

合せが考えられる。これらの設計基準事故による荷重を受けるプルト

ニウム精製塔セル及びプルトニウム濃縮缶は，竜巻による荷重を受け

ることはないため，設計基準事故時荷重と竜巻の組合せは考慮しない。 

(４) 許容限界 

建屋・構築物の設計において，設計飛来物の衝突による貫通及び裏

面剥離発生の有無の評価については，貫通及び裏面剥離が発生する限

界厚さ及び部材の最小厚さを比較することにより行う。さらに，設計

荷重（竜巻）により発生する変形又は応力が安全上適切と認められる

以下の規格及び規準等による許容応力度等の許容限界に対して安全余

裕を有する設計とする。 

・建築基準法 

・日本産業規格 

・日本建築学会等の基準，指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1987（日本電気協会） 

・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の基準・指針類 

設備の設計においては，設計飛来物の衝突による貫通の有無の評価

について，貫通が発生する限界厚さ及び部材の最小厚さを比較するこ

とにより行う。さらに，設計荷重（竜巻）により発生する応力が安全

上適切と認められる以下の規格及び規準等による許容応力等の許容限

界に対して安全余裕を有する設計とする。 

・日本産業規格 

・日本建築学会等の基準，指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1987（日本電気協会） 

・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の基準・指針類 
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【補足説明資料 5-1～5-6，5-8】 

  

5-10 66



 

 

第９．５表（竜巻） 設計竜巻の特性値 

最大風速 

ＶＤ 

（ｍ／ｓ） 

移動速度 

ＶＴ 

（ｍ／ｓ） 

最大接線風速 

ＶＲｍ 

（ｍ／ｓ） 

最大接線風速半径 

Ｒｍ 

（ｍ） 

最大気圧低下量 

ΔＰｍａｘ 

（ｈＰａ） 

最大気圧低下率 

（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ 

（ｈＰａ／ｓ） 

100 15 85 30 89 45 

 

 

第９．６表（竜巻） 再処理施設における設計飛来物 

飛来物の種類 鋼製パイプ 鋼製材 

寸法 

（ｍ） 

長さ×直径 

2.0×0.05 

長さ×幅×奥行き 4.2×

0.3×0.2 

質量 

（ｋｇ） 
8.4 135 

最大水平速度 

（ｍ／ｓ） 
49 51 

最大鉛直速度 

（ｍ／ｓ） 
33 34 
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６．評価に使用する風速場モデルについて 

ランキン渦モデルは米国原子力規制委員会の基準類で採用されており，

利用実績が高く，非常に簡単な式で風速場を記述することができる。し

かし，風速場が高さに依存しないため，地表面付近では非現実的な風速

場となることがデメリットとしてあげられる。 

フジタモデルはランキン渦モデルと比較して，解析プログラムが複雑

であるが，観測に基づき考案され，実際に近い竜巻風速場をモデル化し

ている。第９．22図（竜巻）に風速場モデルを示す。 

再処理施設の竜巻影響評価では，基本的にランキン渦モデルを採用す

るが，車両の固縛又は退避の運用において考慮する離隔距離の設定にお

いては，車両が全て地表面にあることから，地表面の風速場をよく再現

しているフジタモデルを採用する。 

第９．22図（竜巻） 風速場モデル 

（ランキン渦モデル（左），フジタモデル（右））

【補足説明資料 6-1】 
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７．竜巻防護設計 

竜巻に対する防護設計においては，竜巻ガイドを参考に，基準竜巻，

設計竜巻及び設計荷重を適切に設定し，竜巻防護対象施設又は竜巻防

護対象施設を収納する区画の構造健全性を確保するため，機械的強度

を有する，建物の外壁及び屋根により建物全体を保護する，あるいは

竜巻防護対策を講ずることにより，以下の事項に対して安全機能を損

なわない設計とする。 

(１) 飛来物の衝突による建屋・構築物の貫通，裏面剥離及び設備

（系統・機器）の損傷

(２) 設計竜巻荷重及びその他の荷重（常時作用する荷重，運転時荷

重，竜巻以外の自然現象による荷重及び設計基準事故時荷重）

を適切に組み合わせた設計荷重（竜巻）

(３) 竜巻による気圧の低下

竜巻防護対象施設，竜巻防護対象施設を収納する建屋及び竜巻防護

対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設の設計竜巻からの防護設計方

針を以下に示す。また，竜巻防護対象施設及び防護対策等を第９．７

表（竜巻）に，竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設及び

防護対策等を第９．８表（竜巻）に，竜巻防護対象施設を収納する建

屋及び防護対策等を第９．９表（竜巻）に示す。 
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７．１ 屋外の竜巻防護対象施設 

屋外の竜巻防護対象施設は，設計荷重（竜巻）により安全機能を

損なう可能性のある場合には，竜巻防護対策を講ずることにより安

全機能を損なわない設計とする。具体的には以下のとおりである。 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，独立し

た２系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ及び配管系により構成する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，

Ｂは，風圧力による荷重及び冷却塔の自重に対して構造健全性を維持

し，安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，２系列の冷却塔に対して，飛来物防護ネット及び飛来物

防護板を設置し，飛来物の衝突による損傷を防止することによって，

安全機能を損なわない設計とする。 

ｂ．再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

再処理設備本体用 安全冷却水系は，独立した２系列の冷却塔，冷

却水循環ポンプ及び配管系により構成する。 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂは，風圧力による荷

重及び冷却塔の自重に対して構造健全性を維持し，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

その上で，２系列の冷却塔に対して，飛来物防護ネット及び飛来物

防護板を設置し，飛来物の衝突による損傷を防止することによって，

安全機能を損なわない設計とする。 

ｃ．冷却塔に接続する屋外設備 

冷却塔に接続する屋外設備は，再処理設備本体用 安全冷却水系冷

却塔Ａにて除熱した安全冷却水を，再処理設備本体用の安全冷却水系
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に供給するための冷却水配管及び再処理設備本体用 安全冷却水系冷

却塔Ａへの給電系統のうち屋外に設置される範囲をいう。 

冷却塔に接続する屋外設備は，設計荷重（竜巻）に対して構造健全

性を維持し，安全機能を損なわない設計とする。また，冷却塔に接続

する屋外設備は，飛来物の衝突による貫通を防止することができるよ

うに，それ自体が十分な厚さを有する配管又は鋼板で構成すること，

又は設計飛来物の衝突により損傷するおそれがある箇所について，飛

来物防護板を設置することによって安全機能を損なわない設計とする。 

ｄ．第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

第２非常用ディーゼル発電機は，独立した２系列の冷却塔を有する

設計とする。 

第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂは，風

圧力による荷重及び冷却塔の自重に対して構造健全性を維持し，安全

機能を損なわない設計とする。 

その上で，飛来物防護ネット及び飛来物防護板を設置し，飛来物の

衝突による損傷を防止することによって安全機能を損なわない設計と

する。 

ｅ．主排気筒 

主排気筒は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理

設備及び高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で処理した気体状の

放射性物質を，換気設備の排気とともに大気へ放出する。 

主排気筒は，設計荷重（竜巻）に対して構造健全性を維持し，安全

機能を損なわない設計とする。また，主排気筒の筒身は，飛来物の衝

突によって貫通し，排気経路の維持機能を損なわないよう十分な厚さ

を有する設計とする。 
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ｆ．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクト 

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトは，風圧力による荷重

及び主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの自重に対して構造

健全性が維持され安全機能を損なわない設計とする。また，主排気筒

に接続する屋外配管及び屋外ダクトに対しては，設計飛来物の衝突に

より損傷することを考慮して，飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突

による貫通を防止することによって安全機能を損なわない設計とする。 
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７．２ 竜巻防護対象施設を収納する建屋 

竜巻防護対象施設を収納する施設は，設計荷重（竜巻）に対して，主

架構の構造健全性を維持するとともに，個々の部材の破損により施設内の

竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離の発生により

竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。具体的には以下の

とおりである。 

ａ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，分離建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵建屋，チャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋及び分析建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持するとともに，

個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設

計とする。 

また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離の発生によ

り施設内の竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

ｂ．前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持するとともに，

個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設

計とする。 

また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離の発生によ

り竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

非常用所内電源系統，計測制御系統施設，安全冷却水系及び安全蒸

気系を設置する室の外壁，屋根及び開口部には飛来物防護板を設置し，

設計飛来物の衝突による貫通及び裏面剥離を防止する設計とする。 
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ｃ．第１ガラス固化体貯蔵建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持する設計とす

るとともに，個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が安全機能を

損なわない設計とする。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器を設置する

室の外壁には飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通及

び裏面剥離を防止する設計とする。 

ｄ．非常用電源建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持する設計とす

るとともに，個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が安全機能を

損なわない設計とする。 

第２非常用ディーゼル発電機及びこれに接続される非常用所内電源

系統を設置する室の外壁及び開口部には飛来物防護板を設置し，設計

飛来物の衝突による貫通を防止する設計とする。 

ｅ．主排気筒管理建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持する設計とす

る。 

主排気筒の排気筒モニタを設置する室の外壁及び屋根には飛来物防

護板を設置し，飛来物の衝突による貫通を防止する設計とする。 

ｆ．制御建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持するとともに，

個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設

計とする。 

また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離の発生によ

り竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備を設置する室の開口部には飛来物防護
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板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通及び裏面剥離を防止する設

計とする。 
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７．３ 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 

外気と繋がっている竜巻防護対象施設は，気圧差荷重に対して構

造健全性が維持できるものとする。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，前処理建屋塔槽類廃ガス処理

設備，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備，精製建屋塔槽類廃ガス処理

設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液

ガラス固化廃ガス処理設備，前処理建屋換気設備の排気系，分離建

屋換気設備の排気系，精製建屋換気設備の排気系，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋換気設備の排気系，ウラン・プルトニウム混合

酸化物貯蔵建屋換気設備の貯蔵室からの排気系及び高レベル廃液ガ

ラス固化建屋換気設備の排気系は，気圧差荷重に対して構造健全性

を維持できるよう十分な強度を有する設計とする。 

ガラス固化体貯蔵設備の収納管は，通風管との間に冷却空気を流

す構造としている。収納管は気圧差による荷重に対して構造健全性を

維持できるよう十分な強度を有する設計とし，安全機能を損なわない

設計とする。 
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７．４ 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設 

建屋に収納される竜巻防護対象施設のうち，建屋が設計竜巻の影

響により損傷する可能性があるために設計竜巻による影響から防護

できない可能性のある竜巻防護対象施設は，竜巻防護対策を講ずる

ことにより，設計荷重（竜巻）による影響に対して，安全機能を損

なわない設計とし，安全上重要な施設の安全機能を損なわない設計

とする。 

なお，設計竜巻による開口部の開放及び設計飛来物の衝突による

開口部の建具の貫通が発生することが考えられるが，竜巻防護対象

施設を設置する室の開口部には竜巻防護対策を講ずることにより，

竜巻防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。具体的には

以下のとおりである。 

ａ．第２非常用ディーゼル発電機 

第２非常用ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に，再処

理施設（使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設を除く）の安全上

重要な施設の安全機能確保に電源が必要な機器（以下「安全上重要な

負荷」という。）に給電するための非常用所内電源として２台備える。 

設計飛来物の衝突により，第２非常用ディーゼル発電機の安全機能

が喪失するおそれのある建屋外壁及び開口部には，飛来物防護板を設

置し，設計飛来物の衝突による貫通を防止することによって，竜巻に

よる外部電源喪失時にも安全機能を損なわない設計とする。 

ｂ．前処理建屋の安全蒸気系 

安全蒸気系は，崩壊熱による沸騰のおそれがあるか，又はｎ－ドデ

カンの引火点に達するおそれのある漏えい液を安全に移送するための

スチームジェットポンプに蒸気を供給するための設備であり，セル等
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内に設置の機器から液体状の放射性物質の漏えいが生じた場合で一般

蒸気系が使用できない場合に使用する。 

前処理建屋の安全蒸気系を設置する室の外壁及び屋根並びに前処理

建屋の安全蒸気系の安全機能が喪失するおそれのある建屋開口部には

飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突による貫通及び裏面剥離を防止

することによって安全機能を損なわない設計とする。 

ｃ．前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所内電

源系統及び計測制御系統施設並びに高レベル廃液ガラス固化建屋の安

全冷却水系 

前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所

内電源系統は，6.9ｋＶ非常用主母線から変圧器を通して460Ｖ非常用

母線に受電し，前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋内の安全上重要な負荷に給電する。 

 また，前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の計

測制御系統施設は，安全機能を有する施設の健全性に係るプロセス変

数を集中的に監視及び制御する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系は，冷却水によってそ

の安全機能が維持される再処理施設の安全上重要な施設のうち高レベ

ル廃液ガラス固化建屋に設置される施設へ冷却水を供給する。 

設計飛来物の衝突により，非常用所内電源系統，計測制御系統施設

及び安全冷却水系の安全機能が喪失するおそれのある建屋開口部には，

飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通及び裏面剥離を

防止することによって安全機能を損なわない設計とする。 

ｄ．第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンに設置する遮蔽容器は，
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ガラス固化体３本，収納管プラグ及び収納管ふたを収納する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器を設置する

室の外壁には飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突による貫通及び裏

面剥離を防止することによって遮蔽容器の安全機能を損なわない設計

とする。 

ｅ．非常用電源建屋の非常用所内電源系統 

非常用電源建屋の非常用所内電源系統は，第２非常用ディーゼル発

電機から6.9ｋＶ非常用主母線を通して各建屋の460Ｖ主母線に給電す

る。これらの一連の非常用所内電源系統に対して建屋開口部に飛来物

防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通を防止することによっ

て安全機能を損なわない設計とする。 

ｆ．主排気筒の排気筒モニタ 

主排気筒管理建屋に設置される排気筒モニタは，主排気筒から放出

される気体廃棄物に含まれる放射性希ガスを連続監視する。 

主排気筒の排気筒モニタ及びこれを設置する主排気筒管理建屋に飛

来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通を防止することに

よって安全機能を損なわない設計とする。 

ｇ．制御建屋中央制御室換気設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び外部火災

により発生する有毒ガスに対して，運転員その他の従事者を防護する

設備である。 

設計飛来物の衝突により当該機能が喪失するおそれのある建屋開口

部に飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通及び裏面剥

離を防止することによって安全機能を損なわない設計とする。 
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７．５ 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設については，設計荷

重（竜巻）を考慮しても倒壊等に至らないよう必要に応じて補強するこ

と等により，周辺の竜巻防護対象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。具体的には以下のとおりである。 

北換気筒，使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管

理建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び出入管理建屋は，倒壊等に至った

場合には周辺の施設に波及的影響を及ぼすおそれがあることから，設計

飛来物の衝突による貫通及び風圧力による荷重を考慮しても倒壊等に至

らない設計とし，周辺の竜巻防護対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。 
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７．６ 竜巻随伴事象に対する設計 

竜巻ガイドを参考に，過去の他地域における竜巻被害状況及び再処理施

設の配置を図面等により確認した結果，竜巻随伴事象として以下の事象を想

定し，これらの事象が発生した場合においても，竜巻防護対象施設が安全機

能を損なわない設計とする。 

（１）火  災 

竜巻により屋外にある危険物貯蔵施設等（ボイラ用燃料受入れ・貯

蔵所，ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所及びボイラ用燃料貯

蔵所）が損傷し，漏えい及び防油堤内での火災が発生したとしても，

火災源と竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえて熱影響を評価した上

で，竜巻防護対象施設の許容温度を超えないように防護対策を講じ，

竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計とすることを「外

部火災防護に関する設計」にて考慮する。 

建屋内に設置される竜巻防護対象施設のうち開口部を有する室に設

置されるものは，飛来物防護板の設置による防護対策を講ずることを

考慮すると，設計飛来物が当該室に侵入することはないことから，設

計竜巻により建屋内に火災が発生し，竜巻防護対象施設に影響を及ぼ

すことは考えられない。 

（２）溢  水 

再処理事業所内の屋外タンク等の破損による溢水を想定し，溢水源と

竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえた影響評価を行った上で，竜巻防

護対象施設の安全機能が損なわれないよう必要に応じて堰を設ける等の

防護対策を講じ，竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計と

することを「溢水防護に関する設計」にて考慮する。 

建屋内に設置される竜巻防護対象施設のうち開口部を有する室に設置
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されるものは，飛来物防護板の設置による防護対策を講ずることを考慮

すると設計飛来物が当該室に侵入することはないことから，設計竜巻に

より建屋内に溢水が発生し，竜巻防護対象施設に影響を及ぼすことは考

えられない。また，竜巻防護対象施設のない開口部を有する室について

は，設計竜巻による建屋内の溢水が発生したとしても安全機能に影響を

与えることはない。 

（３）外部電源喪失 

設計竜巻，設計竜巻と同時に発生する雷・雹等，あるいはダウンバ

ースト等により，送電網に関する施設等が損傷する等による外部電源喪

失に対しては，非常用所内電源系統，使用済み燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用 安全冷却水系冷却塔並びに第２非常用ディーゼル発電機用 

安全冷却水系冷却塔の安全機能を確保できる設計とすることにより，竜

巻防護対象施設の安全機能を維持する設計とする。 

【補足説明資料 7-2～7-3】 
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蔵
建
屋
床
面
走
行
ク
レ
ー
ン

の
遮
蔽
容
器
が
設
置
さ
れ
る
室
の
み
）
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第
９
．
７
表
（
竜
巻
）

 
竜
巻
防
護
対
象
施
設
及
び
防
護
対
策
等
（
つ
づ
き
）

 

竜
巻
防
護
対
象
施
設

 
竜
巻
の
最
大

  

風
速

 

想
定
す
る

 

設
計
飛
来
物

 
飛
来
物
対
策

 
防
護
対
策

 

せ
ん
断
処
理
・
溶
解
廃
ガ
ス
処
理
設
備

 

前
処
理
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備

 

分
離
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備

 

精
製
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備

 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備

 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備

 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
廃
ガ
ス
処
理
設
備

 

前
処
理
建
屋
換
気
設
備
の
排
気
系

 

分
離
建
屋
換
気
設
備
の
排
気
系

 

精
製
建
屋
換
気
設
備
の
排
気
系

 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
換
気
設
備
の
排
気
系

 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
貯
蔵
建
屋
換
気
設
備
の
貯
蔵
室
か
ら
の

排
気
系

 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
換
気
設
備
の
排
気
系

 

ガ
ラ
ス
固
化
体
貯
蔵
設
備
の
収
納
管

 

制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備

 

1
0
0
ｍ
／
ｓ
 

鋼
製
材

 

鋼
製
パ
イ
プ
 

固
縛

又
は

車

両
の

退
避

等

の
飛

来
物

発

生
防
止
 

気
圧
差
荷
重
に
対
し
て
構
造
健
全
性
を
維
持
で
き
る
十
分
な
強
度
を
有
す
る
設
計

 

 主
排
気
筒
に
接
続
す
る
屋
外
ダ
ク
ト
へ
の
飛
来
物
防
護
板
設
置

 

 

第
９
．
８
表
（
竜
巻
）

 
竜
巻
防
護
対
象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
施
設
及
び
防
護
対
策
等

 

竜
巻
防
護
対
象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
施
設

 
竜
巻
の
最
大

  

風
速

 

想
定
す
る

 

設
計
飛
来
物

 
飛
来
物
対
策

 
防
護
対
策

 

北
換
気
筒

 

使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
管
理
建
屋

 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
管
理
建
屋

 

低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
処
理
建
屋

 

出
入
管
理
建
屋

 

1
0
0
ｍ
／
ｓ
 

鋼
製
材

 

鋼
製
パ
イ
プ

 

固
縛
又
は
車

両
の
退
避
等

の
飛
来
物
発

生
防
止

 

風
荷
重
及
び
設
計
飛
来
物
の
衝
撃
荷
重
に
対
し
倒
壊
し
な
い
強
度
を
有
す
る
設
計
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第
９
．
９
表
（
竜
巻
）

 
竜
巻
防
護
対
象
施
設
を
収
納
す
る
建
屋
及
び
防
護
対
策
等

 

竜
巻
防
護
対
象
施
設
を
収
納
す
る
建
屋

 
竜
巻
の
最
大

 

風
速

 

想
定
す
る

 

設
計
飛
来
物

 
飛
来
物
対
策

 
防
護
対
策
 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

 

分
離
建
屋

 

ウ
ラ
ン
脱
硝
建
屋

 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋

 

ウ
ラ
ン
酸
化
物
貯
蔵
建
屋

 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
貯
蔵
建
屋

 

チ
ャ
ン
ネ
ル
ボ
ッ
ク
ス
・
バ
ー
ナ
ブ
ル
ポ
イ
ズ
ン
処

理
建
屋

 

ハ
ル
・
エ
ン
ド
ピ
ー
ス
貯
蔵
建
屋

 

分
析
建
屋

 

1
0
0
ｍ
／
ｓ
 

鋼
製
材
 

鋼
製
パ
イ
プ

 

固
縛
又
は
車
両

の
退
避
等
の
飛

来
物
発
生
防
止

 

・
設
計
荷
重
（
竜
巻
）
に
対
し
て
主
架
構
の
構
造
健
全
性
を
維
持
す
る
と
と
も
に
，
個
々
の
部
材

の
破
損
に
よ
り
施
設
内
の
竜
巻
防
護
対
象
施
設
が
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計

 

・
設
計
飛
来
物
の
衝
突
に
対
し
て
貫
通
及
び
裏
面
剥
離
に
よ
り
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計

 

前
処
理
建
屋

 

・
設
計
荷
重
（
竜
巻
）
に
対
し
て
主
架
構
の
構
造
健
全
性
を
維
持
す
る
と
と
も
に
，
個
々
の
部
材

の
破
損
に
よ
り
施
設
内
の
竜
巻
防
護
対
象
施
設
が
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計

 

・
設
計
飛
来
物
の
衝
突
に
対
し
て
貫
通
及
び
裏
面
剥
離
に
よ
り
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計

 

・
非
常
用
所
内
電
源
系
統
及
び
計
測
制
御
系
統
施
設
を
設
置
す
る
室
の
開
口
部
へ
の
飛
来
物
防
護

板
設
置

 

・
安
全
蒸
気
系
を
設
置
す
る
室
の
外
壁
，
屋
根
及
び
開
口
部
へ
の
飛
来
物
防
護
板
の
設
置
 

精
製
建
屋

 

・
設
計
荷
重
（
竜
巻
）
に
対
し
て
主
架
構
の
構
造
健
全
性
を
維
持
す
る
と
と
も
に
，
個
々
の
部
材

の
破
損
に
よ
り
施
設
内
の
竜
巻
防
護
対
象
施
設
が
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計

 

・
設
計
飛
来
物
の
衝
突
に
対
し
て
貫
通
及
び
裏
面
剥
離
に
よ
り
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計

 

・
非
常
用
所
内
電
源
系
統
及
び
計
測
制
御
系
統
施
設
を
設
置
す
る
室
の
開
口
部
へ
の
飛
来
物
防
護

板
設
置
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

 

・
設
計
荷
重
（
竜
巻
）
に
対
し
て
主
架
構
の
構
造
健
全
性
を
維
持
す
る
と
と
も
に
，
個
々
の
部
材

の
破
損
に
よ
り
施
設
内
の
竜
巻
防
護
対
象
施
設
が
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計

 

・
設
計
飛
来
物
の
衝
突
に
対
し
て
貫
通
及
び
裏
面
剥
離
に
よ
り
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計

 

・
非
常
用
所
内
電
源
系
統
、
計
測
制
御
系
統
施
設
及
び
安
全
冷
却
水
系
を
設
置
す
る
室
の
開
口
部

へ
の
飛
来
物
防
護
板
設
置
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第
９
．
９
表
（
竜
巻
）

 
竜
巻
防
護
対
象
施
設
を
収
納
す
る
建
屋
及
び
防
護
対
策
等
（
つ
づ
き
）

 

竜
巻
防
護
対
象
施
設
を
収
納
す
る
建
屋

 
竜
巻
の
最
大

 

風
速

 

想
定
す
る

 

設
計
飛
来
物

 
飛
来
物
対
策

 
防
護
対
策
 

第
1
ガ
ラ
ス
固
化
体
貯
蔵
建
屋

 

1
0
0
ｍ
／
ｓ
 

鋼
製
材
 

鋼
製
パ
イ
プ
 

固
縛
又
は
車
両

の
退
避
等
の
飛

来
物
発
生
防
止

 

・
設
計
荷
重
（
竜
巻
）
に
対
し
て
主
架
構
の
構
造
健
全
性
を
維
持
す
る
と
と
も
に
，
個
々
の
部
材

の
破
損
に
よ
り
施
設
内
の
竜
巻
防
護
対
象
施
設
が
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計

 

・
設
計
飛
来
物
の
衝
突
に
対
し
て
貫
通
及
び
裏
面
剥
離
に
よ
り
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計

 

・
第

1
ガ
ラ
ス
固
化
体
貯
蔵
建
屋
床
面
走
行
ク
レ
ー
ン
の
遮
蔽
容
器
を
設
置
す
る
室
の
外
壁
へ
の

飛
来
物
防
護
板
設
置
 

主
排
気
筒
管
理
建
屋

 
・
主
排
気
筒
の
排
気
筒
モ
ニ
タ
を
設
置
す
る
室
の
外
壁
及
び
屋
根
に
飛
来
物
防
護
板
設
置

 

非
常
用
電
源
建
屋

 

・
設
計
荷
重
（
竜
巻
）
に
対
し
て
主
架
構
の
構
造
健
全
性
を
維
持
す
る
と
と
も
に
，
個
々
の
部
材

の
破
損
に
よ
り
施
設
内
の
竜
巻
防
護
対
象
施
設
が
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計

 

・
設
計
飛
来
物
の
衝
突
に
対
し
て
貫
通
及
び
裏
面
剥
離
に
よ
り
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計

 

・
第
２
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
設
置
す
る
室
の
外
壁
及
び
開
口
部
へ
の
飛
来
物
防
護
板
設

置
 

・
第
２
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
接
続
す
る
非
常
用
所
内
電
源
系
統
を
設
置
す
る
室
の
開
口

部
へ
の
飛
来
物
防
護
板
設
置

 

制
御
建
屋

 

・
設
計
荷
重
（
竜
巻
）
に
対
し
て
主
架
構
の
構
造
健
全
性
を
維
持
す
る
と
と
も
に
，
個
々
の
部
材

の
破
損
に
よ
り
施
設
内
の
竜
巻
防
護
対
象
施
設
が
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計

 

・
設
計
飛
来
物
の
衝
突
に
対
し
て
貫
通
及
び
裏
面
剥
離
に
よ
り
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計

 

・
制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備
を
設
置
す
る
室
の
開
口
部
へ
の
飛
来
物
防
護
板
設
置
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８．手順等 

（1）飛来物発生防止対策

設計竜巻による飛来物の発生防止を図るため，以下の事項を考慮した

手順を定める。 

 設計対処施設以外の建屋，屋外施設及び資機材で飛来物となる可能

性のあるものは，浮き上がり又は横滑りの有無を考慮した上で，飛

来時の運動エネルギ及び貫通力が設計飛来物である鋼製材よりも大

きなものについて，設置場所に応じて固定，固縛，建屋収納又は敷

地からの撤去を行う。

 車両については，周辺防護区域内への入構を管理するとともに，飛

来対策区域を設定し，竜巻の襲来が予想される場合に車両が飛来物

とならないよう固縛又は飛来対策区域外の退避場所へ退避する。

 飛来対策区域は，車両から距離を取るべき離隔対象施設と車両との

間に取るべき離隔距離を考慮して設定する。

離隔距離の検討に当たっては，先ず解析により車両の最大飛来距

離を求める。解析においては，フジタモデルの方がランキン渦モデ

ルよりも地表面における竜巻の風速場をよく再現していること及び

車両は地表面にあることから，フジタモデルを適用する。フジタモ

デルを適用した車両の最大飛来距離の算出結果を第９．10表（竜巻）

に示す。車両の最大飛来距離の算出結果は170ｍであるが，フジタ

モデルを適用した解析における不確実性を補うため，算出結果に安

全余裕を考慮して，離隔距離を200ｍとする。 

飛来対策区域を第９．23図（竜巻）のとおりとする。 

 車両の退避場所は，周辺防護区域内及び周辺防護区域外に設ける。
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また，フジタモデルを適用した解析における不確実性を補うため，

周辺防護区域内の退避場所に退避する車両については固縛の対象と

する。 

 竜巻に対する運用管理を確実に実施するために必要な技術的能力を

維持・向上させることを目的とし，教育及び訓練を定期的に実施す

る。 

【補足説明資料 8-1～8-5】 
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第９．10 表（竜巻） 現地調査にて抽出した車両の諸元及び最大飛来距離 

車両の種類 
長さ 

（ｍ） 

幅 

（ｍ） 

高さ 

（ｍ） 

質量 

（ｋｇ） 

最大飛来距離

（ｍ） 

大型バス 12 2.5 3.8 12,100 130 

トラック 8.5 2.2 2.5 3,790 160 

乗用車 普通 4.4 1.7 1.5 1,140 150 

乗用車 ワゴン１ 4.8 1.8 1.5 1,510 90 

乗用車 ワゴン２ 5.2 1.9 2.3 1,890 170 

軽自動車１ 3.4 1.5 1.6 840 160 

軽自動車２ 3.4 1.5 1.5 710 170 
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第９．23 図（竜巻） 車両に対する離隔対象施設及び飛来対策区域 
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９．竜巻防護対策設備 

９．１ 概  要 

竜巻防護対策設備は，竜巻が襲来した場合において竜巻防護対象施設

を設計飛来物の衝突から防護するためのものであり，飛来物防護板及び飛

来物防護ネットで構成する。 

飛来物防護板は，前処理建屋の安全蒸気系を設置する室の外壁，屋根

及び開口部，前処理建及び精製建屋の非常用所内電源系統を設置する室及

び計測制御系統施設を設置する室の開口部，高レベル廃液ガラス固化建屋

の非常用所内電源系統を設置する室，計測制御系統施設を設置する室及び

安全冷却水系を設置する室の開口部，非常用電源建屋の第２非常用ディー

ゼル発電機を設置する室の外壁及び開口部並びに非常用所内電源系統を設

置する室の開口部，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容

器を設置する室の外壁，主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクト，主

排気筒の排気筒モニタ及びこれを設置する主排気筒管理建屋，制御建屋中

央制御室換気設備を設置する室の開口部並びに冷却塔に接続する屋外設備

に設置する。 

飛来物防護ネットは，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全

冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ及

び第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂに設置し，

飛来物防護ネットが設置出来ない部分については飛来物防護板を設置する。 
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９．２ 設計方針 

竜巻防護対策設備の設計に際しては，竜巻防護対象施設が安全機能を

損なわないよう，次のような方針で設計する。 

 (１) 飛来物防護板 

ａ．設計飛来物の貫通を防止することができる設計とする。 

ｂ．設計荷重（竜巻）に対して，支持架構の構造健全性を維持できる設計

とする。 

ｃ．竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計とする。 

ｄ．地震，火山の影響及び外部火災により竜巻防護対象施設に波及的影響

を与えない設計とする。 

 (２) 飛来物防護ネット 

ａ．設計飛来物の運動エネルギを吸収することができる設計とする。 

ｂ．設計飛来物の通過を防止できる設計とする。 

ｃ．設計荷重（竜巻）に対して，支持架構の構造健全性を維持できる設計

とする。 

ｄ．冷却塔の冷却性能に影響を与えない設計とする。 

ｅ．地震，火山の影響及び外部火災により竜巻防護対象施設に波及的影響

を与えない設計とする。 
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９．３ 主要設備の仕様 

竜巻防護対策設備の主要設備の仕様を第９．11表（竜巻）に示す。 
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９．４ 主要設備 

 (１) 飛来物防護板 

飛来物防護板は，前処理建屋の安全蒸気系を設置する室の外壁，屋

根及び開口部，前処理建屋及び精製建屋の非常用所内電源系統を設置

する室及び計測制御系統施設を設置する室の開口部，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋内の非常用所内電源系統を設置する室，計測制御系統施

設を設置する室及び安全冷却水系を設置する室の開口部，非常用電源

建屋の第２非常用ディーゼル発電機を設置する室の外壁及び開口部並

びに非常用所内電源系統を設置する室の開口部，第１ガラス固化体貯

蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器を設置する室の外壁，主排気筒に

接続する屋外配管及び屋外ダクト，主排気筒の排気筒モニタ及びこれ

を設置する主排気筒管理建屋，制御建屋中央制御室換気設備を設置す

る室の開口部並びに冷却塔に接続する屋外設備に設ける設計とする。 

飛来物防護板の配置を第９．24図（竜巻）に，飛来物防護板の概略

図を第９．25図（竜巻）に示す。 

 (２) 飛来物防護ネット 

飛来物防護ネットは，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安

全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，

Ｂ及び第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂに

向かってあらゆる方向から飛来する設計飛来物から防護するため，そ

れぞれの冷却塔全体を覆う設計とする。 

また，飛来物防護ネットが設置出来ない部分には飛来物防護板を設

け，設計飛来物から防護する設計とする。 

飛来物防護ネットの設置位置を第９．24図（竜巻）に，飛来物防護

ネットの概略図を第９．26図（竜巻）に示す。  
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９．５ 試験・検査 

飛来物防護板及び飛来物防護ネットは，定期的に検査を行うことにより

その健全性を確認する。 
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９．６ 評  価 

(１) 飛来物防護板 

ａ．飛来物防護板は，設計飛来物の貫通を防止することができる設計とす

ることから，設計飛来物が竜巻防護対象施設に衝突することはない。 

ｂ．飛来物防護板は，設計荷重（竜巻）に対して，支持架構の構造健全性

を維持できる設計とすることから，竜巻防護対象施設が損傷を受ける

ことはなく，安全機能を損なうことはない。 

ｃ．飛来物防護板は，竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計

とすることから，安全上重要な施設の安全機能を維持することができ

る。 

ｄ．飛来物防護板は，地震，火山の影響及び外部火災によって竜巻防護対

象施設に波及的影響を及ぼさない設計とすることから，竜巻防護対象

施設の安全機能を損なうことはない。 

ｅ．飛来物防護板は定期的に検査を行うことから，その健全性を維持する

ことができる。 

(２) 飛来物防護ネット 

ａ．飛来物防護ネットは，設計飛来物の運動エネルギを吸収することがで

き，かつ，設計飛来物の通過を防止できる設計とすることから，設計

飛来物が竜巻防護対象施設に衝突することはない。 

ｂ．飛来物防護ネットは，設計荷重（竜巻）に対して，支持架構の構造健

全性を維持できる設計とすることから，竜巻防護対象施設が損傷を受

けることはなく，安全機能を損なうことはない。  

ｃ．飛来物防護ネットは，冷却塔の冷却性能に影響を与えない設計とする

ことから，安全上重要な施設の冷却機能を維持することができる。 

ｄ．飛来物防護ネットは，地震，火山の影響及び外部火災によって竜巻防
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護対象施設に波及的影響を及ぼさない設計とすることから，竜巻防護

対象施設の安全機能を損なうことはない。 

ｅ．飛来物防護ネットは定期的に検査を行うことから，その健全性を維持

することができる。 

【補足説明資料9-1，9-2】 
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第９．11表（竜巻） 竜巻防護対策設備の主要設備の仕様 

 (１) 飛来物防護板 

ａ．前処理建屋の安全蒸気系設置室の飛来物防護板 

種  類    防護板 

基  数    １式 

材  料    鋼材又は鉄筋コンクリート＊ 

ｂ．前処理建屋の非常用所内電源系統及び計測制御系統施設設置室の飛来

物防護板 

種  類    防護板 

基  数    ３式 

材  料    鋼材又は鉄筋コンクリート＊ 

ｃ．精製建屋の非常用所内電源系統及び計測制御系統施設設置室の飛来物

防護板 

種  類    防護板 

基  数    ２式 

材  料    鋼材又は鉄筋コンクリート＊ 

ｄ．高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所内電源系統，計測制御系統

施設及び安全冷却水系設置室の飛来物防護板 

種  類    防護板 

基  数    ３式 

材  料    鋼材又は鉄筋コンクリート＊ 

ｅ．非常用電源建屋の第２非常用ディーゼル発電機及び非常用所内電源

系統設置室の飛来物防護板 

種  類    防護板 

基  数    ４式 
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材  料    鋼材又は鉄筋コンクリート＊ 

ｆ．第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器設置室の飛来

物防護板 

種  類    防護板 

基  数    １式 

材  料    鋼材又は鉄筋コンクリート＊ 

ｇ．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物防護板 

（主排気筒周り） 

種  類    防護板 

基  数    １式 

材  料    鋼材 

ｈ．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物防護板 

（分離建屋屋外） 

種  類    防護板 

基  数    １式 

材  料    鋼材 

ｉ．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物防護板 

（精製建屋屋外） 

種  類    防護板 

基  数    １式 

材  料    鋼材 

ｊ．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物防護板 

（高レベル廃液ガラス固化建屋屋外） 

種  類    防護板 

基  数    １式 
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材  料    鋼材 

ｋ．制御建屋中央制御室換気設備設置室の飛来物防護板  

種  類    防護板 

基  数    １式 

材  料    鋼材又は鉄筋コンクリート＊ 

ｌ．冷却塔に接続する屋外設備の飛来物防護板 

種  類    防護板 

基  数    １式 

材  料    鋼材又は鉄筋コンクリート＊ 

注)＊印の材料は，当該箇所周辺の設計条件を考慮して適切なものを選定

する。 

 

 (２) 飛来物防護ネット 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ

の飛来物防護ネット＊（一部，飛来物防護板） 

種  類    防護ネット 

基  数    ２式 

主要材料    鋼線（ネット） 

        鋼材（支持架構） 

種  類    防護板 

基  数    ２式 

材  料    鋼材 

ｂ．再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂの飛来物防護ネット

（一部，飛来物防護板） 

種  類    防護ネット 
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基  数    ２式 

主要材料    鋼線（ネット） 

        鋼材（支持架構） 

種  類    防護板 

基  数    ２式 

材  料    鋼材 

ｃ．第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂの飛来物

防護ネット（一部，飛来物防護板） 

種  類    防護ネット 

基  数    ２式 

主要材料    鋼線（ネット） 

        鋼材（支持架構） 

種  類    防護板 

基  数    ２式 

材  料    鋼材 

注)＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備である。  

9-11 101



  

 

第９．24図（竜巻） 竜巻防護対策設備配置図 
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第９．25図（竜巻）（１） 飛来物防護板概略図（非常用電源建屋） 
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第９．25図（竜巻）（２） 飛来物防護板概略図（主排気筒周辺） 

 

 

第９．25 図（竜巻）（３）飛来物防護板概略図（開口部） 
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第９．26図（竜巻） 飛来物防護ネット概略図 

 

 

 

支持架構 

防護ネット 

防護鉄板 
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1)
。
 

解
説

2
.1
 設

計
対
象
施
設
 

設
計
竜
巻
荷
重
は
、
基
準
地
震
動

S
s
 に

よ
る
地
震
荷
重
と
同
様
に
施
設
に
作
用
す
る
も
の
と
捉
え
、
設

計
対
象
施
設
は
、
耐
震
設
計
上
の
重
要
度
分
類
を
引
用
し
て
、
耐

震
S
 ク

ラ
ス
施
設
及
び
耐

震
S
 ク

ラ
ス

施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
施
設
と
し
た
。
た
だ
し
、
竜
巻
防
護
施
設
の
外
殻
と
な
る
施
設
等
（
竜

巻
防
護
施
設
を
内
包
す
る
建
屋
・
構
築
物
等
）
に

よ
る
防
護
機
能
に
よ
っ
て
、
設
計
竜
巻
に
よ
る
影
響
を
受

け
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
施
設
に
つ
い
て
は
、
設
計
対
象
か
ら
除
外
で
き
る
。

 

竜
巻
防
護
施
設
の
例
と
し
て
は

、
原
子
炉
格
納

容
器
や
安
全
機
能
を
有
す
る
系
統
・
機
器
（
配
管
を
含
む
）

等
が

考
え

ら
れ

る
。

外
殻

と
な

る
施

設
等

に
よ

る
防

護
機

能
が

期
待

で
き

る
設

計
対

象
施

設
の

例
と

し
て

は
、
原
子
炉
格
納
容
器
に
内
包
さ
れ
た
安
全
機
能
を
有
す
る
設
備
等
が
考
え
ら
れ
る
。

 

⇒
竜
巻
防

護
対
象
施
設
と
し
て
は
安
全
上
重
要
な
施
設

を
選
定
し
て
お
り
，
耐
震

S
ク

ラ
ス
の

設
備
と
は
し
て
い
な
い
が
，
事
業
指
定
基
準
規
則
第

9
条
及
び
第

1
5
条
に
則

っ
た
選

定
と
し
て
い
る
。
 

な
お
，

安
全
上
重
要
な
施
設
は
耐
震

S
ク
ラ
ス
の
設
備
を
包
含
し

，
か
つ
，
耐
震

S

ク
ラ
ス
で
な
い
も
の
も
含
ん
で
い
る
（
「
安
全
上
重
要
な
施
設
＞
耐
震

S
ク
ラ
ス
の
設

備
」）
。

 

⇒
破
損

又
は

転
倒
に

よ
り

，
上
記
の

竜
巻

防
護

対
象

施
設
に

波
及
的
影

響
を

及
ぼ

し
て

安
全
機

能
を

喪
失
さ

せ
る

お
そ

れ
の

あ
る

も
の

を
「
竜

巻
防

護
対

象
施

設
に

波
及
的

影
響
を

及
ぼ
し
得
る
施
設
」
と
し
て
選
定
し
て
い
る

。

⇒
外
殻

と
な

る
建
屋

に
よ

っ
て
防
護

さ
れ

る
竜

巻
防
護

対
象

施
設
に
つ

い
て

は
，

外
殻

と
な
る

建
屋

を
「
竜

巻
防

護
対

象
施

設
を

収
納

す
る
建

屋
」

と
し

て
設

計
対

処
施
設

に
選
定

し
て
い
る
。
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

2
.
2 
設
計
の

基
本
的
な
考
え
方
 

2
.
2.
1 
設
計

の
基
本
フ
ロ
ー
 

図
2.
1 
に
設
計
の
基
本
フ
ロ
ー
を
示
す
。
設
置
許
可
段
階
で
は
、
基
準
竜
巻
、
設
計
竜
巻
及
び
設
計
荷
重
が

適
切

に
設

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

、
並

び
に

設
計

荷
重

に
対

し
て

、
機

能
・

配
置

・
構

造
計

画
等

を
経

て
抽

出
さ

れ
た

設
計

対
象

施
設

の
安

全
機

能
が

維
持

さ
れ

る
方

針
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

た
だ

し
、

設
計

荷
重

に
つ

い
て

は
、

設
置

許
可

段
階

に
お

い
て

、
そ

の
基

本
的

な
種

類
や

値
等

が
適

切
に

設
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る
。

 

 

 

解
説

2
.2
.1
 設

計
の
基
本
フ
ロ
ー
 

詳
細
設
計
段
階
に
お
い
て
は
、
配
置
・
断
面
設
計
等
を
経
て
詳
細
な
仕
様
が
設
定
さ
れ
た
施
設
を
対
象
に

、

  ⇒
設
計

の
基

本
フ
ロ

ー
に

従
い

，
基

準
竜

巻
，

設
計
竜

巻
及

び
設
計
荷

重
を

設
定

し
て

お
り
，

ま
た

，
機
能

・
配

置
・

構
造

計
画

等
か

ら
設
計

対
処

施
設

を
抽

出
し

，
竜
巻

防
護
対

象
施
設
の
安
全
機
能
が
維
持
さ
れ
る
方
針

と
し
て
い
る
。
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

設
計
荷
重
の
詳
細
を
設
定
し
、
設

計
荷
重
に
対
す

る
構
造
計
算
等
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
施
設
の

変
形
や
応
力
等
が
構
造
健
全
性
評
価
基
準
を
満
足
す
る
こ
と
等
を
確
認
し
て
、
安
全
機
能
が
維
持
さ
れ
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

 

  2
.
2.
2 
設
計

対
象
施
設
に
作
用
す
る
荷
重
 

以
下
に
示

す
設
計
荷
重
を
適
切
に
設
定
す
る
。
 

（
１
）
設
計
竜
巻
荷
重

 

設
計
竜
巻

荷
重
を
以
下
に
示
す
。
 

①
風
圧
力

 

設
計
竜

巻
の
最
大
風
速
に
よ
る
風
圧
力
 

②
気
圧
差

に
よ
る
圧
力
 

設
計
竜

巻
に
お
け
る
気
圧
低
下
に
よ
っ
て
生
じ
る
設
計
対
象
施
設
内
外
の
気
圧
差
に
よ
る
圧
力

 

③
飛
来
物

の
衝
撃
荷
重
 

設
計
竜

巻
に
よ
っ
て
設
計
対
象
施
設
に
衝
突
し
得
る
飛
来
物
（
以
下

、「
設
計
飛
来
物
」
と
い
う
）
が
設
計

対
象
施

設
に
衝
突
す
る
際
の
衝
撃
荷
重
 

（
２
）
設
計
竜
巻
荷
重
と
組
み
合
わ
せ
る
荷
重

 

設
計
竜
巻

荷
重
と
組
み
合
わ
せ
る
荷
重
を
以
下
に
示
す
。

 

①
設
計
対

象
施
設
に
常
時
作
用
す
る
荷
重
、
運
転
時
荷
重
等

 

②
竜
巻
以

外
の
自
然
現
象

(注
2.
3)
に
よ
る
荷
重
、
設
計
基
準
事
故
時
荷
重
等

 

 

な
お

、
上

記
（

２
）

の
②

の
荷

重
に

つ
い

て
は

、
竜

巻
以

外
の

自
然
現

象
及

び
事

故
の

発
生

頻
度

等
を
参
照

し
て

、
上

記
（

２
）

の
①

の
荷

重
と

組
み

合
わ

せ
る

こ
と

の
適
切

性
や

設
定

す
る

荷
重

の
大

き
さ
等

を
判

断
す

る
。

 

      ⇒
設
計
竜

巻
荷
重
を
以
下
の
通
り
と
し
て
い
る
。
 

・
風
圧
力
に
よ
る
荷
重

 

・
気
圧
差
に
よ
る
荷
重

 

・
飛
来
物
の
衝
撃
荷
重

 

      ⇒
設
計

竜
巻

荷
重
と

組
み

合
わ
せ
る

荷
重

と
し

て
以
下

の
も

の
を
考
慮

す
る

こ
と

と
し

て
い
る

。
 

・
竜
巻
防
護

対
象
施
設
等
に
常
時
作
用
す
る
荷
重
及
び
運
転
時
荷
重

 

・
竜
巻
以
外
の
自
然
現
象
に
よ
る
荷
重
（
積
雪
）

 

な
お
，

設
計

竜
巻
荷

重
に

は
設

計
基

準
事

故
時

に
生
ず

る
応

力
を

適
切

に
組

み
合
わ

せ
る
方

針
と

し
て
い

る
が

，
設
計
対

処
施

設
は

，
設
計

竜
巻

に
対
し
て

安
全

機
能

を
損

な
わ
な
い

設
計
と
す
る
こ
と
か
ら
，
設
計
竜
巻
と
設
計
基
準
事
故
は
独
立
事
象
と
な
り

，

設
計
竜

巻
と

設
計
基

準
事

故
が
同
時

に
発

生
す

る
頻
度

は
十

分
小
さ
い

こ
と

か
ら

，
設
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

        2
.
2.
3 
施
設

の
安
全
性
の
確
認
 

設
計

竜
巻

荷
重

及
び

そ
の

他
組

み
合

わ
せ

荷
重

（
常

時
作

用
し

て
い

る
荷

重
、

竜
巻

以
外

の
自

然
現

象
に

よ

る
荷

重
、

設
計

基
準

事
故

時
荷

重
等

）
を

適
切

に
組

み
合

わ
せ

た
設

計
荷

重
に

対
し

て
、

設
計

対
象

施
設

、
あ

る
い
は
そ
の
特
定
の

区
画

(注
2.
4)
の
構
造
健
全
性
等
が
維
持

さ
れ
て
安
全
機
能
が
維
持
さ
れ
る

方
針
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。

 

           

計
基
準

事
故

時
荷
重

と
設

計
竜
巻
の

組
合

せ
は

考
慮
し

な
い

。
仮
に
，

設
計

基
準

事
故

発
生
時

に
，

風
速
が

小
さ

く
発
生
頻

度
の

高
い

竜
巻
が

襲
来

し
た
場
合

，
安

全
上

重
要

な
施
設

に
荷

重
を
加

え
る

設
計
基
準

事
故

で
あ

る
「
プ

ル
ト

ニ
ウ
ム
精

製
設

備
の

セ
ル

内
で
の

有
機

溶
媒
火

災
」

及
び
「
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃
縮

缶
で

の
Ｔ
Ｂ
Ｐ

等
の

錯
体

の
急

激
な
分

解
反

応
」
に

よ
る

荷
重
と
の

組
合

せ
が

考
え
ら

れ
る

。
こ
れ
ら

の
設

計
基

準
事

故
に

よ
る

荷
重

を
受

け
る

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

塔
セ

ル
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

は
，
竜

巻
に

よ
る
荷

重
を

受
け
る
こ

と
は

な
い

た
め
，

設
計

基
準
事
故

時
荷

重
と

竜
巻

の
組
合
せ

は
考
慮
し
な
い
。
 
 

 

⇒
設
計

竜
巻

か
ら
の

防
護

設
計
方
針

を
以

下
の

通
り
と

し
，

安
全
機
能

を
損

な
わ

な
い

設
計
と

す
る
方
針
と
し
て
い
る
。
 

・
建
屋

に
収
納
さ
れ
防
護
さ
れ
る
竜
巻
防
護
対
象

施
設
 

建
屋

に
よ

る
防

護
に

よ
り

，
設

計
荷

重
（

竜
巻

）
の

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
 

・
建
屋

に
収
納
さ
れ
る
が
防
護
が
期
待
で
き
な
い
竜
巻
防
護

対
象
施
設
 

飛
来
物
防
護
板
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
よ
り

，
設
計
荷
重
（
竜
巻
）
の
影
響
に
対

し
て
安

全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。

 

・
屋
外

の
竜
巻
防
護
対
象
施
設
 

飛
来
物
防
護
ネ
ッ
ト
又
は
飛
来
物
防
護
板
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
よ
り

，
設
計
荷

重
（
竜

巻
）
の
影
響
に
対
し
て
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る

。
 

・
外
気

と
繋
が
っ
て
い
る
竜
巻
防
護
対
象
施
設
 

設
計

荷
重
（
竜
巻
）
の
影
響
を
受
け
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る

。 
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

 

3
．
基
準
竜
巻
・
設
計
竜
巻
の
設
定

 

3
.
1 
概
要
 

設
置

許
可

段
階

の
安

全
審

査
に

お
い

て
、

基
準

竜
巻

及
び

設
計

竜
巻

が
適

切
に

設
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確

認
す
る
。

 

 

解
説

3
.1
 基

準
竜
巻
・
設
計
竜
巻
の
最
大
風
速
の

設
定

 

設
計
竜
巻
荷
重
を
設
定
す
る
ま
で
の
基
本
的
な
流
れ
は
解
説
図

3
.1
 に

示
す
と
お
り
で
あ
る
。
 

 

 

 3
.
2 
竜
巻
検

討
地
域
の
設
定
 

竜
巻

検
討

地
域

は
、

原
子

力
発

電
所

が
立

地
す

る
地

域
及

び
竜

巻
発

生
の

観
点

か
ら

原
子

力
発

電
所

が
立

地

  ⇒
「

3.
3 
基
準
竜
巻
の
設
定
」
及
び
「

3.
4
設
計
竜
巻
の
設
定

」
参
照
。
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

す
る
地
域
と
気
象
条
件
等
が
類
似
の
地
域
か
ら
設

定
す
る
。

 

 解
説

3
.2
 竜

巻
検
討
地
域
の
設
定
 

（
１
）
基
本
的
な
条
件

 

竜
巻
検
討
地
域
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
IA
EA
 の

基
準

(参
1)
が
参
考
に
な
る
。
IA
EA
 の

基
準
で
は
、
あ
る

特
定

の
風

速
を

超
過

す
る

竜
巻

の
年

発
生

頻
度

の
検

討
に

あ
た

っ
て

竜
巻

の
記

録
を

調
査

す
る

範
囲

と
し

て
、
お
よ
そ

10
 万

k
m2
 を

目
安
に
あ
げ
て
い
る
。
こ
の

IA
EA
 の

基
準
を
参
考
と
し
て
、
竜
巻
検
討
地
域
の

目
安
を
、
原
子
力
発
電
所
を
中
心
と
す
る

10
 万

k
m
2  
の
範
囲
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
で
は
、
例

え
ば
日

本
海
側

と
太

平
洋

側
と
で
気

象
条

件
が
異

な
る

等
、

比
較
的
狭

い
範

囲
で
気

象
条

件
が

大
き
く
異
な

る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も

10
 万

k
m
2  
に
拘
ら
ず
に
、
竜
巻
発
生
の
観
点
か
ら
原
子
力
発
電
所

が
立
地

す
る
地

域
と

気
象

条
件
等
が

類
似

す
る
地

域
を

調
査

し
た
結
果

に
基

づ
い
て

竜
巻

検
討

地
域
を
設
定

す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

 

  

（
２
）
原
子
力
発
電
所
が
海
岸
線
付
近
に
立
地
す
る
場
合
の
竜
巻
検
討
地
域
の
設
定

 

解
説
図

3.
2 
に
日
本
に
お
け
る
竜
巻
の
発
生
分
布

(参
2)
を
示
す
。
解
説
図

3.
2 
よ
り
日
本
に
お
け
る
竜
巻

の
発
生
位
置
は
、
海
岸
線
付
近
に
集
中
し
て
い
る
傾
向
が
伺
え
る
。
解
説
図

3
.3
 に

日
本
の
海
岸
線
付
近
に

お
け
る
竜
巻
の
発
生
状
況
を
示
す
。
解
説
図

3.
3 
を
み
る
と

、
海
岸
線
か
ら

1
km
 以

内
の
陸
上
で
は
単
位
面

積
あ
た
り
の

1 
年
間
の
平
均
発
生
数
は

6.
0×

1
0-

4 (
個

/
km

2 /
年
)を

少
し
超
え
る
程
度
で
あ
り
、
海
岸
線
か

ら
離
れ
る
に
従
っ
て
竜
巻
の
発
生
数
が
減
少
す
る
傾
向
が
伺
え
る
。
例
え
ば
、
解
説
図

3
.3
 の

陸
上
側
の
グ

ラ
フ
の
分
布
を
み
る
と
、
海
岸
線
か
ら

5
km
 以

上
離
れ
た
地
域
で
は
、
竜
巻
の
発
生
数

が
急
激
に
減
少
す
る

傾
向
が

み
ら
れ

る
。

以
上

の
傾
向
を

踏
ま

え
て
、

原
子

力
発

電
所
が
海

岸
線

付
近
に

立
地

す
る

場
合
は
、
海

岸
線
か
ら
陸
側
及
び
海
側
そ
れ
ぞ
れ

5
km
 の

範
囲

を
目
安
に
竜
巻
検
討
地
域
を
設
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
な

お
、
原
子
力
発
電
所
が
こ
の
範
囲
（
海
岸
線
か
ら
陸
側
及
び
海
側
そ
れ
ぞ
れ

5
km
 の

範
囲
）
を
逸
脱
す
る
地

     ⇒
再
処
理

施
設
を
中
心
と
し
た

1
0
万
ｋ
ｍ

２
(半

径
約

18
0ｋ

ｍ
）
を
目
安
と
し
て
竜
巻

検
討
地

域
を
設
定
し
て
い
る
。
 

⇒
竜
巻

検
討

地
域

，
日
本

海
側
及
び

太
平

洋
側

と
で
比

較
を

行
う
こ
と

に
よ

り
，

竜
巻

検
討
地

域
に

お
け
る

竜
巻

発
生

の
傾

向
が

，
日

本
海
側

，
太

平
洋

側
の

い
ず

れ
と
も

異
な
る

こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

⇒
再
処
理

施
設
が
立
地
す
る
地
域
の
気
候
，
竜
巻
発
生
の
観
点
か
ら
の
特
徴
（
総
観
場
）

の
類
似

性
を
考
慮
し
て
竜
巻
検
討
地
域
を
設
定
し
て
い
る
。

 

⇒
類
似

の
気

候
区
分

に
分

類
さ
れ
る

範
囲

（
岩

手
県
沿

岸
南

部
）
に
つ

い
て

は
，

半
径

1
8
0ｋ

ｍ
の
範
囲
外
で
あ
っ
て
も
竜
巻
検
討
地
域
に
含
め
た
。

 

       ⇒
再
処

理
施

設
は
海

岸
か

ら
約

５
～

1
0ｋ

ｍ
の

地
点
に

立
地

し
て
い
る

が
，

竜
巻

の
発

生
の
ほ

と
ん
ど
が
海
岸
線
付
近
で
あ
る
こ
と
か
ら

，
海
岸
線
に
沿
っ
た
海
側
５
ｋ
ｍ

，

陸
側

1
0ｋ

ｍ
を
竜
巻
検
討
地
域
と
し
て
考
慮
し
て
い
る
。
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

域
に
立

地
す
る

場
合

は
、

海
岸
線
付

近
で

竜
巻
の

発
生

が
増

大
す
る
特

徴
を

踏
ま
え

つ
つ

竜
巻

検
討
地
域
の

範
囲
を
別
途
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

 

 

 3
.
3 
基
準
竜

巻
の
設
定
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

以
下

の
基

本
的

な
方
針

に
基
づ

い
て

基
準

竜
巻

の
最

大
風

速
(V

B)
を

設
定

す
る
。

こ
こ

で
、

V
B 
は

最
大
瞬

間

風
速
と
す
る
。

 

(
1
)基

準
竜
巻
の
最
大
風
速
(
V B
)は

、
竜
巻
検
討
地
域
に
お
い
て
、
過
去
に
発
生
し
た
竜
巻
の
規
模
や
発
生
頻
度

、

最
大
風
速

の
年
超
過
確
率
等
を
考
慮
し
て
適
切
に
設
定
す
る
。

 

(
2
)基

準
竜
巻
の
最
大
風
速
(
V B
)は

、
下
記
に
示
す

V
B1
 と

V
B2
 の

う
ち
の
大
き
な
風
速
と
す
る
。
 

①
過
去
に

発
生
し
た
竜
巻
に
よ
る
最
大
風
速

(V
B1
) 

日
本
で

過
去
に
発
生

し
た
竜
巻
に
よ
る
最
大
風
速
を

V
B1
 と

し
て
設
定
す
る
こ
と
を
原
則

と
す
る
。
た
だ

し
、
竜

巻
検

討
地
域
で

過
去
に

発
生

し
た
竜
巻

の
最
大
風

速
を
十

分
な

信
頼
性
の

あ
る
デ
ー

タ
等
に

基
づ

い
て
評

価
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は

、「
日
本

」
を
「

竜
巻
検
討
地
域
」
に
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

②
竜
巻
最

大
風
速
の
ハ
ザ
ー
ド
曲
線
に
よ
る
最
大
風
速

(V
B2
) 

竜
巻
検

討
地

域
に
お
け

る
竜
巻

の
観

測
記
録
等

に
基
づ
い

て
作
成

し
た

竜
巻
最
大

風
速
の
ハ

ザ
ー
ド

曲
線

上
に
お

い
て
、
年
超
過
確
率

(P
B2
)に

対
応
す
る
竜
巻
最
大
風
速
を

V
B2
 
と
す
る
。
こ
こ
で
、
P
B2
は

10
-5
（
暫

定
値
）

を
上
回
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 

ま
た
、
竜
巻
検
討
地
域
に
お
い
て
基
準
竜
巻
の
最
大
風
速

(V
B)
が
発
生
す
る
可
能
性
を
定
量
的
に
確
認
す
る
た

め
に
、

V B
 の

年
超
過
確
率
を
算
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、

V B
 が

V
B1
 か

ら
決
定
さ
れ
た
場
合
（
V
B=
V B

1 
の

場
合
）
は
、
V
B2
 の

算
定
に
用
い
た
竜
巻
最
大
風
速
の
ハ
ザ
ー
ド
曲
線
を
用
い
て
、
V
B 
の
年
超
過
確
率
を
算
定
す

る
。
ち
な
み

に
、
米
国

NR
C 

の
基
準

類
(参

4)
で

は
、
設
計

に
用
い

る
竜

巻
（
設
計

基
準
竜

巻
：

D
es
ig
n-
b
a
si
s 

t
o
rn
ad
o）

の
最
大
風
速
は
、
年
超
過
確
率

1
0
-7
 の

風
速
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

 

 解
説

3
.3
 基

準
竜
巻
の
最
大
風
速
（

V B
）
の
設
定
 

解
説

3
.3
.1
 過

去
に
発
生
し
た
竜
巻
に
よ
る
最
大

風
速

(V
B1
)の

設
定
 

本
文

に
記
載
の

と
お
り
、
日

本
で
過
去

に
発
生

し
た

竜
巻
に
よ

る
最
大
風

速
を

V
B1
 
と
し
て
設
定

す
る
こ

と
を
原
則
と
す
る
。

 

    ⇒
基
準

竜
巻
の
最
大
風

速
は

日
本
で
過
去

に
発
生
し
た
竜

巻
に
よ
る
最
大
風

速
（

V
B
1）

と
竜

巻
検

討
地

域
に

お
け

る
竜

巻
最

大
風

速
の

ハ
ザ

ー
ド

曲
線

に
よ

る
最

大
風

速

（
V B

2）
の
う
ち
，
大
き
な
風
速
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

⇒
V B

1
は
，
日
本
で
過
去
（

19
61

年
か
ら

2
01
3
年

12
月
）
に
発
生
し
た

竜
巻
の
最
大
風

速
（

92
ｍ
／
ｓ
）
と
し
て
い
る
。
 

 ⇒
作
成
し

た
ハ
ザ
ー
ド
曲
線
に
お
い
て
年
超
過
確
率
が

1
0
-
5
に
相
当
す
る
風
速
（
約

49

ｍ
／
ｓ

）
を

V
B2
と
し
て
い
る
。
 

  ⇒
再

処
理

施
設
に

お
い
て

は
，

V B
＝

V
B
1
＝

92
ｍ

／
ｓ

と
し

て
い

る
。

9
2
ｍ

／
ｓ

に
相

当

す
る
年

超
過
確
率
は
，

5.
2×

1
0-

8
で
あ
る
。
 

      ⇒
V B

1
は
，
日
本
で
過
去
（

19
61

年
か
ら

2
01
3
年

12
月
）
に
発
生
し
た
竜
巻
の
最
大
風

速
（

92
ｍ
／
ｓ
）
と
し
て
い
る
。
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

ま
た
、

過
去

に
発
生

し
た

竜
巻
に
よ

る
最

大
風

速
は
、

竜
巻

に
よ
る
被

害
状

況
等

に
基
づ

く
既

往
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
、
研
究
成
果
等
に
つ
い
て
十
分
に
調
査
・
検
討
し
た
上
で
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

日
本
に
お
け
る
過
去
最
大
級
の
竜
巻
と
し
て
は

、
例
え
ば
、
1
99
0 
年

1
2 
月
に
千
葉
県
茂
原
市
で
発
生
し

た
竜
巻

、
2
01
2
 年

5
 月

に
茨

城
県

常
総

市
か

ら
つ
く

ば
市

で
発

生
し

た
竜

巻
等

が
あ
げ

ら
れ

る
。

竜
巻
検

討
地

域
の
観
測
記

録
等
に
基

づ
い
て

V
B1
 を

設
定

す
る
場
合
に

お
い
て
、

こ
れ
ら
過
去

最
大
級
の
竜

巻
を
考

慮
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
明
確
な
根
拠
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

竜
巻
に
よ
る
被
害
状
況
か
ら
推
定
さ
れ
た
最
大

風
速

を
参
照
し
て
設
定
さ
れ
た
藤
田
ス
ケ
ー
ル
を
用
 

い
て
基
準
竜
巻
の
最
大
風
速
を
設
定
す
る
場
合

(注
3.

3)
は
、
藤
田
ス
ケ
ー
ル
の
各
階
級
（

F0
～

F5
）
の
最
大
風

速
を
用
い
る
。
解
説
表

3
.1
 に

藤
田
ス
ケ
ー
ル
と
風
速
の
関
係
を
示
す
。
な
お
、
風
速
計
等
に
よ
っ
て
観
測

さ
れ
た
風
速
記
録
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
風
速
記
録
を
用
い
て
も
よ
い
。

 

 

解
説

3
.3
.2
 竜

巻
最
大
風
速
の
ハ
ザ
ー
ド
曲
線
を

用
い
た
最
大
風
速
（

V B
2）

の
算
定
 

既
往
の
算
定
方
法
（

We
n&
Ch
u(

参
6)
及
び

Ga
rs
on
 e
t.
 a
l
(参

7,
 参

8)
）
に
基
づ
い
て

V
B2
 を

算
定
す
る
方
法

に
つ
い

て
、
そ

の
基

本
的

な
考
え
方

を
以

下
に
例

示
す

る
。

竜
巻
最
大

風
速

の
ハ
ザ

ー
ド

曲
線

の
算
定
は
、

解
説
図

3
.4
 に

示
す
算
定
フ
ロ
ー
に
沿
っ
て
実
施
す
る
。
な
お
、
本
ガ
イ
ド
に
示
す

V
B2
 の

具
体
的
な
算
定

方
法

に
つ

い
て

は
、

独
立
行

政
法
人

原
子
力

安
全

基
盤

機
構
が

東
京
工

芸
大
学

に
委

託
し

た
研
究

の
成
果

(
参

3)
が
参
考
に

な
る
。
 

                    ⇒
竜
巻

最
大

風
速
の

ハ
ザ

ー
ド
曲
線

の
算

定
に

あ
た
っ

て
は

，
東
京
工

芸
大

学
委

託
成

果
を
参

考
と
し
て
い
る
。
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

ま
た
、

竜
巻

最
大
風

速
の

ハ
ザ
ー
ド

曲
線

の
算

定
方
法

に
つ

い
て
は
、

技
術

的
見

地
等
か

ら
そ

の
妥
当
性

を
示
す

こ
と
を

条
件

と
し

て
、
い
ず

れ
の

方
法
を

用
い

て
も

よ
い
が
、

竜
巻

影
響
エ

リ
ア

の
設

定
の
基
本
的

な
考
え
方
は
、
以
下
の
「
（
１
）
竜
巻
影
響
エ
リ

ア
の
設
定
」
に
従
う
こ
と
を

原
則
と
す
る
。
 

（
１
）
竜
巻
影
響
エ
リ
ア
の
設
定

 

V
B2
 の

算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
始
め
に

V
B2
 の

発
生
エ
リ
ア
で
あ
る
竜
巻
影
響
エ
リ
ア
を
設
定
す
る
。

竜
巻
影

響
エ
リ

ア
は

、
原

子
力
発
電

所
の

号
機
ご

と
に

設
定

す
る
。
号

機
ご

と
の
す

べ
て

の
設

計
対
象
施
設

の
設
置

面
積
の

合
計

値
及
び

推
定
さ

れ
る

竜
巻
被

害
域

(
被
害
幅

、
被
害

長
さ

、
移
動

方
向

等
か
ら

設
定

)に

基
づ
い
て
、
竜
巻
影
響
エ
リ
ア
を
設
定
す
る
。

 

竜
巻
に

よ
る

被
害
域

幅
、

被
害
域
長

さ
及

び
移

動
方
向

は
、

竜
巻
検
討

地
域

で
過

去
に
発

生
し

た
竜
巻
の

記
録
に

基
づ
い

て
対

数
正

規
分
布
等

を
仮

定
し
て

設
定

す
る

こ
と
を
基

本
と

す
る
。

ま
た

、
竜

巻
に
よ
る
被

害
域
幅

、
被
害

域
長

さ
及

び
移
動
方

向
の

設
定
に

使
用

す
る

竜
巻
の
観

測
記

録
や
仮

定
条

件
等

は
、
後
述
す

る
竜
巻

の
最
大

風
速

の
確

率
密
度
分

布
の

設
定
に

用
い

る
観

測
記
録
や

仮
定

条
件
等

と
の

整
合

性
を
持
た
せ

る
こ
と
を
原
則
と
し
、

V B
2 
の
算
定
に
使
用
す
る

デ
ー
タ
等
に
は
一
貫
性
を
持
た
せ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。

 

（
２
）
竜
巻
の
年
発
生
数
の
確
率
分
布
の
設
定

 

竜
巻
の

年
発

生
数
の

確
率

分
布
は
、

竜
巻

検
討

地
域
で

過
去

に
発
生
し

た
竜

巻
の

記
録
等

に
基

づ
い
て
ポ

ア
ソ
ン

過
程
等

に
よ

り
設

定
す
る
こ

と
を

基
本
と

す
る

。
具

体
的
に
は

、
竜

巻
検
討

地
域

を
海

岸
線
か
ら
陸

側
及
び
海
側
そ
れ
ぞ
れ

5
km
 の

範
囲
に
設
定
し
た

場
合
は
、
少
な
く
と
も

1
km
 範

囲
ご
と
に
竜
巻
の
年
発
生

数
の

確
率
分
布
を

算
定
し
、

そ
の
う
ち
の

V
B2
 が

最
も
大
き
な

値
と
し
て

設
定
さ
れ
る

確
率
分
布
を

設
計
で

用
い
る
こ
と
と
す
る
。

 

   

（
３
）
竜
巻
最
大
風
速
の
確
率
密
度
分
布
の
設
定

 

竜
巻
最

大
風

速
の
確

率
密

度
分
布
は

、
竜

巻
検

討
地
域

で
過

去
に
発
生

し
た

竜
巻

の
記
録

等
に

基
づ
い
て

    ⇒
再
処

理
施

設
の
竜

巻
影

響
エ
リ
ア

の
設

定
に

あ
た
っ

て
は

，
設
計
対

処
施

設
を

包
含

す
る
円

の
面
積
を
す
べ
て
足
し
合
わ
せ
た
合
計
値
と
し
て
い
る
。

 

⇒
竜
巻

影
響

エ
リ
ア

を
円

形
と
し

，
竜
巻

の
移

動
方
向

に
依

存
性

が
生

じ
な

い
よ

う
に

し
て
い

る
。
 

⇒
竜
巻
検

討
地
域
に
お
け
る

5
3
年
間
の
竜
巻
の
発
生
数

，
被
害
幅
及
び
被
害
長
さ
を
基

に
，
確

率
密

度
分
布

に
つ

い
て

は
竜

巻
ガ

イ
ド

及
び
東

京
工

芸
大

学
委

託
成

果
を
参

考
に
，

対
数

正
規
分

布
に

従
う

も
の

と
し

て
設

定
し
て

い
る

。
ま

た
，

各
々

の
確
率

密
度
分

布
を
設
定
す
る
際
に
使
用
す
る
デ
ー
タ
に
は
一
貫
性
を
持
た
せ
て
い
る
。

 

  ⇒
竜
巻

は
気

象
現
象

の
中

で
も
極
め

て
稀

に
発

生
す
る

事
象

で
あ
り

，
発
生

数
の

変
動

（
標
準

偏
差

）
が
大

き
い

分
布

と
な

り
，

東
京

工
芸
大

学
委

託
成

果
に

ポ
リ

ヤ
分
布

へ
の
適

合
性

が
良
い

こ
と

が
示

さ
れ

て
い

る
。

し
た
が

っ
て

，
ハ

ザ
ー

ド
曲

線
の
評

価
に
当

た
っ
て
使
用
す
る
年
発
生
数
の
確
率
分
布
は

，
ポ
リ
ヤ
分
布
を
採
用
す
る
。
 

⇒
竜

巻
検

討
地

域
と

し
て

設
定

し
た

陸
側

10
ｋ

ｍ
及

び
海

側
５

ｋ
ｍ

の
範

囲
に

つ
い

て
，
１

ｋ
ｍ

範
囲
ご

と
に

竜
巻

の
年

発
生

数
の

確
率
分

布
を

算
定

し
，

ハ
ザ

ー
ド
曲

線
を
算

定
し
て
い
る
。
 

 ⇒
竜
巻
検

討
地
域
に
お
け
る

5
3
年
間
の
竜
巻
の
発
生
数

，
被
害
幅
及
び
被
害
長
さ
を
基

に
，
確

率
密

度
分
布

に
つ

い
て

は
竜

巻
ガ

イ
ド

及
び
竜

巻
ガ

イ
ド

が
参

考
と

し
て
い
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

対
数
正

規
分
布

等
を

仮
定

し
て
設
定

す
る

こ
と
を

基
本

と
す

る
。
竜
巻

最
大

風
速
の

確
率

密
度

分
布
の
設
定

に
あ
た
っ
て
は
、
竜
巻
の
年
発
生
数
の
確
率
分
布
の
設
定
と
同
様
に
、
竜
巻
検
討
地
域
を

1
km
 範

囲
ご
と
に

区
切

っ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
範
囲

で
確
率
分

布
を
算
定
し

、
そ
の
う

ち
の

V
B2
 が

最
も
大
き
な

値
と
し
て
設
定
さ

れ
る
確
率
分
布
を
設
定
す
る
等
、
配
慮
す
る
。

 

 

竜
巻
最

大
風

速
の
確

率
密

度
分
布
の

設
定

に
あ

た
っ
て

使
用

す
る
観
測

さ
れ

た
竜

巻
の
最

大
風

速
を
藤
田

ス
ケ
ー
ル
に
基
づ
い
て
評
価
す
る
場
合

(注
3.
3)
は
、
藤
田
ス
ケ
ー
ル
の
各
階
級
（

F0
～

F5
）
の
最
小
風
速
か
ら

最
大
風
速
の
う
ち
、
V
B2
 が

最
も
大
き
く
な
る
風
速
を
用
い
る
。
た
だ
し
、
風
速
計
等
に
よ
っ
て
観
測
さ
れ
た

風
速
記
録
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
風
速
記
録
を
用
い
て
も
よ
い
。

 

 

（
４
）
竜
巻
最
大
風
速
の
ハ
ザ
ー
ド
曲
線
の
算
定

 

上
記
で

設
定

し
た
竜

巻
の

年
発
生
数

の
確

率
分

布
及
び

竜
巻

最
大
風
速

の
確

率
密

度
分
布

を
用

い
て
、
竜

巻
最
大
風

速
の
ハ
ザ
ー
ド
曲
線
を
算
定
す
る
。

 

な
お
、

竜
巻

最
大
風

速
の

ハ
ザ
ー
ド

曲
線

の
算

定
に
お

い
て

、
竜
巻
最

大
風

速
の

確
率
密

度
分

布
の
積
分

の
上
限

値
を
設

定
す

る
場

合
は
、
竜

巻
最

大
風
速

の
評

価
を

行
う
ハ
ザ

ー
ド

曲
線
が

不
自

然
な

形
状
に
な
ら

な
い
よ
う
に
留
意
す
る
。

 

（
５
）
年
超
過
確
率

(P
B2
)に

対
応
す
る
竜
巻
最
大

風
速

(V
B2
)の

算
定
 

上
記
で
算
定
し
た
竜
巻
最
大
風
速
の
ハ
ザ
ー
ド

曲
線
に
お
い
て
年
超
過
確
率
が

P
B2
（
≦

10
-5
（
暫
定
値
））

の
竜
巻
最
大
風
速
を

V
B2
 と

す
る
。
 

る
東
京

工
芸

大
学
委

託
成

果
を

参
考

に
，

対
数

正
規
分

布
に

従
う

も
の

と
し

て
設
定

し
て
い

る
。
 

⇒
竜
巻

検
討

地
域
を

１
ｋ

ｍ
範
囲
ご

と
に

区
切

っ
て

確
率
密

度
分
布
を

算
定

し
，

こ
れ

ら
を
用

い
て
竜
巻
最
大
風
速
の
ハ
ザ
ー
ド
曲
線
を
算
定
し
て
い
る
。

 

 

⇒
Ｆ
階

級
の
中

央
値

の
風
速

を
定
義

し
，

超
過
確

率
の

観
測
値

に
最
も

合
致

す
る
分
布

形
と
な
る
よ
う
算
定
し
て
い
る
。

 

 

 

  ⇒
Ｔ
年
以

内
に
い
ず
れ
か
の
竜
巻
に
遭
遇
し

，
か
つ

，
竜
巻
風
速
が
Ｖ

0
以
上
と
な
る
確

率
を
求
め
，
ハ
ザ
ー
ド
曲
線
を
求
め
て
い
る
。
ま
た

，
風
速
の
積
分
範
囲
の
上
限
値

は
，
ハ
ザ
ー
ド
曲
線
の
形
状
が
不
自
然
に
な
ら
な
い
程
度
に
大
き
な
値
と
し
て

1
20

ｍ
／
ｓ
に
設
定
し
て
い
る
。
 

  ⇒
竜

巻
最

大
風
速

の
ハ
ザ

ー
ド

曲
線

に
よ
り

設
定
す

る
最
大

風
速

Ｖ
B2
は

，
竜

巻
ガ

イ

ド
を
参
考
に
年
超
過
確
率

1
0
－

5
に
相
当
す
る
風
速
と
し

，
49
m/
s
と
し
て
い
る
。
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

 

解
説

3
.3
.3
 日

本
版
改
良
藤
田
ス
ケ
ー
ル
の
適
用

に
つ
い
て

 

2
0
15
 年

12
 月

に
気
象
庁
に
よ
り
策
定
さ
れ
、

20
16
 年

4 
月
か
ら
竜
巻
等
の
突
風
の
調
査
に
使
用
さ
れ

て
い
る
日
本
版
改
良
藤
田
ス
ケ
ー
ル
（
以
下
「

J
EF
 ス

ケ
ー
ル
」
と
い
う

。）
は
、
日
本
の
建
築
物
等
の
種
類

や
特
性

を
踏
ま

え
た

被
害

指
標
及
び

被
害

度
が
用

い
ら

れ
て

お
り
、
個

別
被

害
か
ら

求
め

ら
れ

る
風
速
の
精

度
の
向
上
が
図
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、

20
16
 年

4 
月
以
降
に
蓄
積
さ
れ
た

J
EF
 ス

ケ
ー
ル
に
よ
り
評
定

さ
れ
た

竜
巻
の

風
速

等
に

関
す
る
デ

ー
タ

の
み
で

竜
巻

最
大

風
速
の
大

き
さ

と
発
生

頻
度

と
の

関
係
を
把
握

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
V B
 の

設
定
は
、
JE
F 
ス
ケ
ー
ル
の
デ
ー
タ
で
は
な
く
、
20
16
 年

3
 月

以
前

に
藤

田
ス

ケ
ー

ル
に

よ
り

評
定

さ
れ

た
竜

巻
の

風
速

等
に

関
す

る
デ

ー
タ

を
用

い
て

行
う

も
の

と
す

る
。た

だ
し
、藤

田
ス
ケ
ー
ル
の
階
級

F
3 
の
最
大
風
速

92
m/
s 
に
近
い
値
又
は
そ
れ
を
超
え
る
値
が

J
EF
 ス

ケ
ー
ル
で
評
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
気
象
庁
の
評
定
等
を
踏
ま
え
、
そ
の
値
の
扱
い
を
別
途
検
討
す
る
。

 

   

            

      ⇒
V
B
の
設
定
に

お
い
て
は

，
JE
F
ス
ケ
ー

ル
に
よ
る
デ
ー

タ
は
使
用
せ
ず

，
Ｆ
ス
ケ
ー

ル
に
よ

る
デ
ー
タ
の
み
を
使
用
し
て
い
る
。
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

3
.
4 
設
計
竜

巻
の
設
定
 

以
下
の
基

本
的
な
方
針
に
基
づ
い
て
設
計
竜
巻
の
最
大
風
速

(V
D)
及
び
特
性
値
を
設
定
す
る
。
こ
こ
で
、
V
D 
は

最
大
瞬
間
風
速
と
す
る
。

 

（
１
）
設
計
竜
巻
の
最
大
風
速

(
V
D)
は
、
原
子
力
発
電
所
が
立
地
す
る
地
域
の
特
性
（
地
形
効
果
に
よ
る
竜
巻
の

増
幅
特
性

等
）
等
を
考
慮
し
て
、
科
学
的
見
地
等
か
ら
基
準
竜
巻
の
最
大
風
速

(V
B)
の
適
切
な
割
り
増
し
等
を

行
っ
て
設

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
な
お
、

V D
 は

、
V
B 
を
下
回
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
 

（
２
）
設
計
竜
巻
の
特
性
値
は
、
設
計
竜
巻
の
最
大
風
速

(V
D)
、
並
び
に
竜
巻
検
討
地
域
に
お
い
て
過
去
に
発
生

し
た
竜
巻

の
特
性
等
を
考
慮
し
て
適
切
に
設
定
す
る
。

 

 

解
説

3
.4
 設

計
竜
巻
の
最
大
風
速
（

V D
）
及
び
特
性
値
の
設
定

 

解
説

3
.4
.1
 設

計
竜
巻
の
最
大
風
速

(V
D)
の
設
定
で
考
慮
す
る
地
形
効
果
に
よ
る
竜
巻
の
増
幅
特
性

 

丘
陵
等
に
よ
る

地
形
効
果
に
よ
っ
て
竜
巻
が
増
幅
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

(参
9 

ほ
か
) こ

と
か

ら
、
原

子
力

発
電
所

が
立

地
す
る
地

域
に

お
い

て
、
設

計
対

象
施
設
の

周
辺

地
形

等
に
よ

っ
て

竜
巻
が
増

幅
さ

れ
る

可
能

性
に

つ
い

て
検

討
を

行
い

、
そ

の
検

討
結

果
に

基
づ

い
て

設
計

竜
巻

の
最

大
風

速
(V

D)
を

設
定
す
る
。
 

な
お
、

竜
巻

が
丘
陵

や
段

差
等

の
上

空
を

通
過

し
た
際

に
は

、
竜

巻
が

減
衰

す
る

可
能
性

が
指

摘
さ
れ

て
い
る

(参
10
、

参
11
) が

、
V
D 
の
設
定
に
お
い
て
は

、
そ
の
よ
う
な
減
衰
の
効
果
は
考
慮
し
な
い
。

 

 

解
説

3
.4
.2
 設

計
竜
巻
の
特
性
値
の
設
定
 

解
説

3
.4
.2
.1
 概

要
 

竜
巻

検
討

地
域

で
観

測
さ

れ
た

竜
巻

に
関

す
る

情
報

、
並

び
に

設
計

竜
巻

の
最

大
風

速
（

V D
）

等
に

基

づ
い
て
、
下
記

(1
)～

(
5)
に
示
す
設
計
竜
巻
の
各
特
性
値
を
設
定
す
る
。

 

（
１
）
移
動
速
度
（

V T
）
 

（
２
）
最
大
接
線
風
速
（

V R
m）

 

    

⇒
再
処
理

施
設
の
敷
地
周
辺
は
再
処
理
事
業
指
定
申
請
書
添
付
書
類
四

1.
1
に
記
載
の

と
お
り
平

坦
で
あ
り
，
本
来
は
地
形
効
果
に
よ
る
増
幅
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い

が
，

竜
巻
に
対

す
る
設
計
に
当
た
っ
て
は
，
蓄
積
さ
れ
て
い
る
知
見
の
少
な
さ
と
い
っ
た
不

確
定
要
素

を
考
慮
し
，
設
計
及
び
運
用
に
安
全
余
裕
を
持
た
せ
る
た
め
に

，
設
計
竜
巻

の
最
大
風

速
を

1
00
ｍ
／
ｓ
と
し
て
お
り
，
基
準
竜
巻
（

92
m／

s）
を
上
回
る
設
定
と

し
て
い
る
。
 

   

  

  

⇒
設
計
竜

巻
の
設
定
に
お
い
て
，
竜
巻
の
減
衰
効
果
は
考
慮
し
て
い
な
い
。

 

    

⇒
左
記

(1
)～

(
5)
に
示
さ
れ
る
各
特
性
値
を
設
定
し
て
い
る
。
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

（
３
）
最
大
接
線
風
速
半
径
（

R m
）
 

（
４
）
最
大
気
圧
低
下
量
（

Δ
P m

ax
）
 

（
５
）
最
大
気
圧
低
下
率
（

dp
/d
t）

ma
x 

(
1
)～

(5
)
の
各

特
性

値
に
つ

い
て
は

原
則

と
し

て
、

十
分
な

信
頼

性
を

有
し

た
観

測
記

録
等
に

基
づ
い

て
設
定

し
た

も
の
を

、
そ

の
根
拠
の

明
示

を
条

件
と
し

て
用

い
る
。
た

だ
し

、
設

定
に
足

る
十

分
な
信
頼

性
を
有
し
た
観
測
記
録
等
が
な
い
場
合
に
は
、
解
説

3
.4
.2
.2
 及

び
3
.
4.
2.
3 
に
示
す
方
法
で
各
特
性
値

を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

解
説

3
.4
.2
.2
 設

計
竜
巻
の
特
性
値
の
設
定
に

係
る
基
本
的
な
考
え
方

 

竜
巻
に

関
す

る
観
測

デ
ー

タ
が

不
足

し
て

い
る

等
の
理

由
に

よ
り

、
観

測
デ

ー
タ

等
に
基

づ
い

た
十
分

に
信
頼
で
き
る
数
学
モ
デ
ル
の
構
築
が
困
難
な

場
合
は
、
米
国

NR
C 
の
基
準
類

(参
4)
を
参
考
と
し
て
、
ラ

ン
キ
ン
渦
モ
デ
ル
を
仮
定
し
て
竜
巻
特
性
値
を

設
定
す
る

。
解
説
図

3
.
5 
に
ラ
ン
キ
ン
渦
モ
デ
ル
の
概
要

を
示
す

。
ラ

ン
キ
ン

渦
で

は
、
高
さ

方
向

に
よ

っ
て
風

速
及

び
気
圧
が

変
化

し
な

い
平
面

的
な

流
れ
場
を

仮
定
し
て
い
る
。
 

な
お
、

ラ
ン

キ
ン
渦

モ
デ

ル
に

比
べ

て
よ

り
複

雑
な
竜

巻
渦

を
仮

定
し

た
数

学
モ

デ
ル
等

を
使

用
し
て

竜
巻
特
性
値
を
設
定
す
る
場
合
は
、
そ
の
技
術

的
な
妥
当
性
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

 

 

  

         

 

 

⇒
設
計
竜

巻
の
特
性
値
は
，
ラ
ン
キ
ン
渦
モ
デ
ル
を
仮
定
し
た
解
説

3
.
4.
2.
3
に
基
づ

く
設
定

方
法
に
従
い
設
定
し
て
い
る
。
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

解
説

3
.4
.2
.3
 設

計
竜
巻
の
特
性
値
の
設
定
 

（
１
）
設
計
竜
巻
の
移
動
速
度

(V
T)
の
設
定
 

設
計
竜
巻
の
移
動
速
度

(V
T)
は
、
以
下
の
算
定
式
を
用
い
て

V
D 
か
ら

V
T 
を
算
定
す
る
。
 

V
T 
＝
 
0.
15
・

V
D 
･･
･ 

(3
.1
) 

こ
こ
で
、

V D
(m
/s
)は

設
計
竜
巻
の
最
大
風
速
を
表
す
。

(3
.1
)式

は
、
解
説
図

3
.6
 に

示
さ
れ
る
日
本

の
竜

巻
の

観
測

記
録

に
基

づ
い
た
竜

巻
移

動
速
度

と
最

大
風

速
と
の
関

係
(
参

3)
を

参
考

と
し
て

設
定

し
た

も
の
で
あ
る
。
解
説
図

3
.6
 を

み
る
と
、
青
線
で
示
す
日
本
の
竜
巻
に
よ
る
移
動
速
度
は
、
米
国

N
RC

の

基
準
類
等

(参
4)
に
よ
る
移
動
速
度
と
比
べ
て
、
同
じ
最
大
竜
巻
風
速
に
対
し
て
小
さ
い
。
解
説
図

3.
6
に
示

さ
れ
る

日
本

の
竜
巻

に
対

す
る

移
動

速
度

は
、

藤
田
ス

ケ
ー

ル
に

基
づ

い
た

階
級

（
F
3、

F2
 
及
び

F
2～

F
3、

F
1 
及
び

F
1～

F
2、

F
0 
及
び

F
0～

F1
）
ご

と
の
平
均
値
で
あ
る
が
、
日
本
で
発
生
す
る
竜
巻
を
個
別

に
み
れ

ば
、

ス
ー
パ

ー
セ

ル
に
伴
っ

て
発

生
す

る
竜
巻

等
、

米
国
の
竜

巻
に

比
べ

て
移
動

速
度

が
速
い
も

の
も
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

本
ガ

イ
ド

で
は

、
設

計
竜

巻
の

最
大

速
度

(
V D
)
が

一
定

の
場

合
、
移
動

速
度

が
遅

い
方

が
、
最

大
気

圧

低
下
量

(Δ
P
ma
x)
が
大
き
な
値
に
な
る
（

(3
.2
)式

、
(3
.4
)式

）
こ
と
を
考
慮
し
て
、
ス
ー
パ
ー
セ
ル
に
伴

っ
て
発

生
す

る
竜
巻

等
の

移
動
速
度

が
速

い
竜

巻
の
特

性
は

採
用
せ
ず

に
、

観
測

記
録
の

平
均

値
に
基
づ

い
た
解

説
図

3
.6
 
の
日

本
の

竜
巻
に

お
け

る
移

動
速

度
と

最
大
竜

巻
風

速
の

関
係

に
基

づ
く

(3
.1
)
式
を

採
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
 

  

 ⇒
設
計
竜

巻
の
特
性
値
を
以
下
の
通
り
設
定
し
て
い
る

。
 

移
動
速
度
（

V T
）：

1
5 

m／
s 
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

 

（
２
）
設
計
竜
巻
の
最
大
接
線
風
速

(V
Rm
)の

設
定
 

設
計
竜
巻
の
最
大
接
線
風
速

(V
Rm
)は

、
米
国

N
RC
 の

基
準
類

(参
4)
を
参
考
と
し
て
、
以
下
の
算
定
式
を

用
い
て

V
Rm
 を

算
定
す
る
。
 

V
Rm
 ＝

 
V
D－

V
T 
･
･･

 (
3.
2)
 

こ
こ
で
、

V D
(m
/s
)及

び
V
T(
m
/s
)は

、
設
計
竜
巻
の
最
大
風
速
及
び
移
動
速
度
で
あ
る
。

 

（
３
）
設
計
竜
巻
の
最
大
接
線
風
速
が
生
じ
る

位
置
で
の
半
径

(R
m)
の
設
定
 

設
計

竜
巻

の
最

大
接

線
風

速
が

生
じ

る
位

置
で

の
半

径
(R

m)
は

、
日
本

に
お

け
る

竜
巻

の
観
測

記
録

を

も
と
に
提
案
さ
れ
た
竜
巻
モ
デ
ル

(参
3)
に
準
拠
し
て
以
下
の
値
を
用
い
る
。

 

R
m 
＝
 
30
 (
m)
 ･

･･
 (
3.
3)
 

（
４
）
設
計
竜
巻
の
最
大
気
圧
低
下
量

(Δ
P
ma

x)
の
設
定

 

設
計
竜
巻
の
最
大
気
圧
低
下

量
(Δ

P
ma
x)
は

、
米
国

N
RC
 の

基
準
類

(参
4)
を
参
考
と
し
て
、
ラ
ン
キ
ン
渦

モ
デ
ル
に
よ
る
風
速
分
布
に
基
づ
い
て
、
最
大

気
圧
低
下
量

(Δ
P
ma

x)
を
設
定
す
る
。
 

Δ
P  

ma
x 
＝
 ρ

・
 V

Rm
2  
･･
･ 

(3
.4
) 

こ
こ
で
、

ρ
及
び

V
Rm
 は

、
そ
れ
ぞ
れ
空
気

密
度
、
設
計
竜
巻
の
最
大
接
線
風
速
を
示
す
。

 

           

 ⇒
設
計
竜

巻
の
特
性
値
を
以
下
の
通
り
設
定
し
て
い
る
。

 

最
大
接
線
風
速
（

V R
m）
：
8
5 

m／
s 

   

⇒
設
計
竜

巻
の
特
性
値
を
以
下
の
通
り
設
定
し
て
い
る
。

 

最
大
接
線
風
速
半
径
（

R m
）：

3
0 

m
 

  

⇒
設
計
竜

巻
の
特
性
値
を
以
下
の
通
り
設
定
し
て
い
る
。

 

最
大
気
圧
低
下
量
（

Δ
P m

ax
 ）
：

89
 

hP
a 
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

（
５
）
設
計
竜
巻
の
最
大
気
圧
低
下
率

((
dp
/d
t)

ma
x)
の
設
定
 

設
計
竜
巻
の
最
大
気
圧
低
下
率

((
dp
/
dt
) m

ax
)は

、
米
国

N
RC
 の

基
準
類

(参
4)
を
参
考
と
し
て
、
ラ
ン
キ

ン
渦

モ
デ

ル
に

よ
る

風
速

分
布

に
基

づ
い

て
、

最
大

気
圧

低
下

量
(Δ

P
ma

x)
及

び
最

大
気

圧
低

下
率

(
(
dp
/d
t)

ma
x)
を
設
定
す
る
。
 

(
d
p/
dt
) m

ax
 ＝

 
(V

T/
R
m)
・
Δ
P
 
ma
x 
･
･･

 (
3.
5)
 

こ
こ

で
、

V
T 
及
び

R
m 
は

、
そ
れ
ぞ
れ

設
計
竜
巻

の
移
動
速
度

及
び
最
大

接
線
風
速

が
生
じ
る
位

置
で

の
半
径
を
表
す
。
 

 4
．
施
設
の
設
計

 

4
.
1 
概
要
 

設
置
許
可

段
階
の
安
全
審
査
に
お
い
て
以
下
を
確
認
す
る
。

 

 ①
設

計
荷

重
（

設
計
竜

巻
荷

重
及
び

そ
の
他

の
組

み
合
わ

せ
荷

重
）
が

適
切
に

設
定

さ
れ
て

い
る

こ
と
。
た

だ
し

、
設

置
許
可

段
階

に
お
い

て
は

、
そ
の

基
本
的

な
種

類
や
値

等
が

適
切
に

設
定
さ

れ
て

い
る
こ

と
を

確
認
す
る

。（
設
計
対
象
施
設
の
各
部
位
に
作
用
さ
せ
る
設
計
荷
重
の
詳
細
は
、
詳
細
設
計
段
階
に
お
い
て

確
認
す
る
）
 

②
設

計
荷

重
に

対
し
て

、
設

計
対
象

施
設
の

構
造

健
全
性

等
が

維
持
さ

れ
て
安

全
機

能
が
維

持
さ

れ
る
方
針

で
あ
る
こ
と
。
 

      

  

⇒
設
計
竜

巻
の
特
性
値
を
以
下
の
通
り
設
定
し
て
い
る
。

 

最
大
気
圧
低
下
率
（

(d
p/
dt
) m

a
x 
）：

45
 

hP
a／

s 

        

 ⇒
ガ
イ
ド

に
従
い
，
設
計
竜
巻
荷
重
及
び
組
合
せ
荷
重
を
設
定
し
て
い
る
。

 

 

  ⇒
設
計

竜
巻

か
ら
の

防
護

設
計
方
針

を
以

下
の

通
り
と

し
，

安
全
機
能

を
損

な
わ

な
い

設
計
と

す
る
方
針
と
し
て
い
る
。
 

・
建
屋

に
収
納
さ
れ
防
護
さ
れ
る
竜
巻
防
護
対
象

施
設
 

建
屋
に
よ
る
防
護
に
よ
り
，
設
計
荷
重
（
竜
巻
）
の
影
響
を
受
け
な
い
設
計
と
す

る
。

 

・
建
屋

に
収
納
さ
れ
る
が
防
護
が
期
待
で
き
な
い
竜
巻
防
護

対
象
施
設
 

飛
来
物
防
護
板
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
よ
り
，
設
計
荷
重
（
竜
巻
）
の
影
響
に
対
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

       

4
.
2 
設
計
対

象
施
設
 

「
2.
1 
設
計

対
象
施
設
」
に
示
し
た
と
お
り
と
す
る
。
 

 4
.
3 
設
計
荷

重
の
設
定
 

4
.
3.
1 
設
計

竜
巻
荷
重
の
設
定
 

「
2.
2.
2 
設
計
対
象
施
設
に
作
用
す
る
荷
重
」
の
「（

１
）
設
計
竜
巻
荷
重
」
で
示
し
た
「
風
圧
力
」、
「
気
圧

差
に

よ
る

圧
力

」
及

び
「

飛
来

物
の

衝
撃

荷
重

」
に

つ
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

技
術

的
見

地
等

か
ら

妥
当

な
荷

重
を

設
定
す
る
。

 

 解
説

4
.3
.1
 設

計
竜
巻
荷
重
の
設
定
 

解
説

4
.3
.1
.1
 設

計
竜
巻
の
最
大
風
速
に
よ
る
風

圧
力
の
設
定

 

解
説

4
.3
.1
.1
.1
 概

要
 

設
計
竜
巻
の
最
大
風
速

(V
D)
等
に
基
づ
い
て
、
設
計
竜
巻
に
よ
っ
て
設
計
対
象
施
設
に
作
用
す
る
風
圧
力

 

を
設
定
す
る
。

 

 解
説

4
.3
.1
.1
.2
 基

本
的
な
考
え
方
 

（
１
）
風
圧
力
の
算
定
に
用
い
る
風
力
係
数

 

し
て
安

全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。

 

・
屋
外

の
竜
巻
防
護
対
象
施
設
 

飛
来
物
防
護
ネ
ッ
ト
又
は
飛
来
物
防
護
板
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
よ
り
，
設
計
荷

重
（
竜

巻
）
の
影
響
に
対
し
て
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る

。
 

・
外
気

と
繋
が
っ
て
い
る
竜
巻
防
護
対
象
施
設
 

設
計
荷
重
（
竜
巻
）
の
影
響
を
受
け
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る

。 

   ⇒
「

2.
1 
設
計
対
象
施
設
」
参
照
。
 
 

   ⇒
「

2.
2.
2 
設
計
対
象
施
設
に
作
用
す
る
荷
重
」
参
照
。
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竜
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影
響
評
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ガ
イ
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ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

竜
巻
に

よ
っ

て
生
じ

た
被

害
状
況
と

対
応

す
る

最
大
風

速
は

、
一
般
的

に
は

、
竜

巻
等
の

非
定

常
な
流
れ

場
の
気

流
性
状

を
考

慮
し

た
風
力
係

数
を

用
い
る

の
で

は
な

く
、
い
わ

ゆ
る

通
常
の

強
風

等
を

対
象
と
し
た

風
力
係

数
を
用

い
て

、
逆

算
に
よ
り

推
定

さ
れ
る

こ
と

か
ら

、
本
ガ
イ

ド
に

お
け
る

風
圧

力
の

算
定
に
は
、

通
常
の
強
風
等
を
対
象
と
し
た
風
力
係
数
を
用
い
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

 

（
２
）
設
計
竜
巻
に
よ
る
鉛
直
方
向
の
風
圧
力

 

竜
巻
に

よ
る

最
大
風

速
は

、
一
般
的

に
は

、
竜

巻
に
よ

っ
て

生
じ
た
被

害
状

況
と

対
応
す

る
水

平
方
向
の

風
速
と

し
て
算

定
さ

れ
る

。
し
か
し

な
が

ら
、
実

際
の

竜
巻

に
よ
っ
て

生
じ

た
被
害

は
、

少
な

か
ら
ず
鉛
直

方
向
の
風

速
の
影
響
も
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 

よ
っ

て
、

本
ガ

イ
ド

で
は

、
設

計
竜

巻
の

水
平

方
向

の
最

大
風

速
(V

D)
に

は
、

鉛
直

方
向

の
風

速
の

影
響

も
基
本
的
に
は
含
ま
れ
て
い
る
と
み
な
す
。

 

た
だ
し
、
鉛
直
方
向
の
風
圧
力
に
対
し
て
特
に
脆
弱
と
考
え
ら
れ
る
設
計
対
象
施
設
が
存
在
す
る
場
合
は

、

V
D 
を

入
力

値
と

し
た

竜
巻

の
数

値
解

析
結

果
等

か
ら

推
定

さ
れ

る
鉛

直
方

向
の

最
大

風
速

等
に

基
づ

い
て

算
定
し
た
鉛
直
方
向
の
風
圧
力
を
考
慮
し
た
設
計
を
行
う
。

 

 

解
説

4
.3
.1
.1
.3
 設

計
竜
巻
に
よ
る
風
圧
力
の
設

定
 

設
計
竜
巻
の
最
大
風
速

(V
D)
に
よ
る
風
圧
力

(P
D)
の
算
定
に
つ
い
て
以
下
に
示
す
。

 

設
計
竜
巻
の
水
平
方
向
の
最
大
風
速
に
よ
っ
て
設
計
対
象
施
設
（
屋
根
を
含
む
）
に
作
用
す
る
風
圧
力

(P
D)

は
、
「
建

築
基
準

法
施

行
令
」
、
「

日
本

建
築

学
会

 建
築
物

荷
重
指

針
・
同

解
説

(2
00
4
)」

等
を
準

用
し

て
、

下
式
に
よ
り
算
定
す
る
。

 

な
お
、

(4
.2
)式

の
V
D 
は
最
大
瞬
間
風
速
で
あ
り

、「
建
築
基
準
法
施
行
令

」、
「
日
本
建
築
学
会

 建
築
物

荷
重
指
針
・
同
解
説

(2
00
4)
」
の
最
大
風
速
と
定
義
が
異
な
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

P
D 
＝
 
q・

G・
C・

A
 ･
･･

 (
4.
1)
 

こ
こ
で

、
q
 は

設
計

用
速

度
圧
、

G 
は

ガ
ス

ト
影
響

係
数

、
 C
 は

風
力

係
数

、
 A
 は

施
設

の
受
圧

面
積

を
表
し
、

q 
は
下
式
に
よ
る
。
 

 

          ⇒
竜
巻
に

よ
る
最
大
風
速
は
，
一
般
的
に
は
水
平
方
向
の
風
速
と
し
て
算
定
さ
れ
る
が

，

鉛
直
方

向
の

風
圧
力

に
対

し
て

ぜ
い

弱
と

考
え

ら
れ
る

設
計

対
処

施
設

が
存

在
す
る

場
合
に

は
，

鉛
直
方

向
の

最
大

風
速

に
基

づ
い

て
算
出

し
た

鉛
直

方
向

の
風

圧
力
に

よ
る
荷

重
に
つ
い
て
も
考
慮
し
た
設
計
と
し
て
い
る
。

 
 

     

 

⇒
ガ
イ
ド

に
示
さ
れ
る
式
に
よ
り
風
圧
力
を
算
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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q
 ＝

 (
1/
2)
・
ρ
・

V D
2  
･
･･

 (
4.
2)

 

こ
こ
で
、
ρ

は
空
気
密
度
、
V
D 
は
設
計
竜
巻
の
最
大
風
速
で
あ
る
。

 

(
4
.1
)式

に
示
す
よ
う
に
、
風
圧
力
(
P
D)
は
、
(4
.2
)式

で
求
め
ら
れ
る
設
計
用
速
度
圧

(q
)に

、
ガ
ス
ト
影

響
係
数

(G
)、

風
力
係
数
(
C)
及
び
施
設
の
受
圧
面
積

(A
)を

乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

ガ
ス
ト
影
響
係
数

G
 は

、
風
の
乱
れ
に
よ
る
建
築
物
の
風
方
向
振
動
の
荷
重
効
果
を
表
す
パ
ラ
メ
ー
タ
で
あ

り
、
強

風
中
に

お
け

る
建

築
物
の
最

大
変

位
と
平

均
変

位
の

比
で
定
義

さ
れ

る
。
本

ガ
イ

ド
の

最
大
竜
巻
風

速
(V

D)
は
、
最
大
瞬
間
風
速
と
し
て
扱
う
こ
と
か
ら

G
=1
.0
 を

基
本
と
す
る
。
 

風
力
係
数

(C
)は

、「
建
築
基
準
法
施
行
令

」、
「

日
本
建
築
学
会

 建
築
物
荷
重
指
針
・
同
解
説

(
20
04
)」

等

を
参
考
と
し
て
、
施
設
の
形
状
や
風
圧
力
が
作
用
す
る
部
位
（
屋
根
、
壁
等
）
に
応
じ
て
適
切
に
設
定
す
る

。 

 

解
説

4.
3.
1.
2 
設
計
竜
巻
に
お
け
る
気
圧
低
下
に
よ
っ
て
生
じ
る
設
計
対
象
施
設
内
外
の
気
圧
差
に
よ
る
圧

力
の
設
定

 

解
説

4
.3
.1
.2
.1
 概

要
 

前
記
に
お
い
て
設
定
し
た
設
計
竜
巻
に
よ
る
最

大
気
圧
低
下
量

(Δ
P
ma
x
)及

び
最
大
気
圧
低
下
率
（

dP
/d
t）

ma
x
 に

基
づ
い
て
設
計
対
象
施
設
に
作
用
す
る
気
圧
差
に
よ
る
圧
力
を
設
定
す
る
。

 

 

解
説

4
.3
. 
1.
2.
2 
基
本
的
な
考
え
方
 

設
計
竜

巻
に

よ
っ
て

引
き

起
こ
さ
れ

る
最

大
気

圧
低
下

量
及

び
最
大
気

圧
低

下
率

に
よ
っ

て
設

計
対
象
施

設
に
作

用
す
る

圧
力

を
算

定
す
る
際

の
基

本
的
な

考
え

方
を

以
下
に
示

す
。

な
お
、

以
下

の
考

え
方
は
、
米

国
N
RC
 基

準
類

(参
12
) を

参
考
と
し
て
い
る
。
 

・
完
全

に
開
か

れ
た

構
築

物
等
の
施

設
が

竜
巻
に

曝
さ

れ
た

と
き
、
施

設
の

内
圧
と

外
圧

は
竜

巻
通
過
中
に

急
速
に
等
し
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
施
設
の

内
外
の
気
圧
の
変
化
は
ゼ
ロ
に
近
づ
く
と
み
な
せ
る
。

 

・
閉
じ

た
施
設

（
通

気
が

な
い
施
設

）
で

は
、
施

設
内

部
の

圧
力
は
竜

巻
通

過
以
前

と
以

後
で

等
し
い
と
み

な
せ
る

。
他

方
、
施

設
の

外
側
の
圧

力
は

竜
巻

の
通
過

中
に

変
化
し
、

施
設

内
外

に
圧
力

差
を

生
じ
さ
せ

   

  

  

⇒
風
圧
力

の
算
定
に
用
い
る
ガ
ス
ト
影
響
係
数
Ｇ
＝

1.
0
と
し
て
い
る
。
 

⇒
風
力

係
数

は
，
施

設
の

形
状
や
風

圧
力

が
作

用
す
る

部
位

に
応
じ
て

設
定

す
る

こ
と

と
し
て

い
る
。
 

  

  ⇒
ガ

イ
ド

に
示

さ
れ

る
式

に
よ

り
気

圧
差

に
よ

る
圧

力
を

設
定

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。
 

       

⇒
外
気

と
隔

離
さ
れ

て
い

る
区
画
の

境
界

部
が

気
圧
差

に
よ

る
圧
力
影

響
を

受
け

る
設
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る
。
こ

の
圧

力
差
に

よ
り

、
閉
じ
た

施
設

の
隔

壁
（
構

築
物

等
の
屋
根

・
壁

及
び

タ
ン
ク

の
頂

部
・
胴
部

等
）
に
外
向
き
に
作
用
す
る
圧
力
が
生
じ
る
と

み
な
せ
る
。

 

・
部
分

的
に
閉

じ
た

施
設

（
通
気
が

あ
る

施
設
等

）
に

つ
い

て
は
、
竜

巻
通

過
中
の

気
圧

変
化

に
よ
り
施
設

に
作
用

す
る

圧
力
は

複
雑

な
過
程
に

よ
り

決
定

さ
れ
る

。
ま

た
、
部
分

的
に

閉
じ

た
設
計

対
象

施
設
へ
の

圧
力
値

・
分

布
の
精

緻
な

設
定
が
困

難
な

場
合

は
、
施

設
の

構
造
健
全

性
を

評
価

す
る
上

で
厳

し
く
な
る

よ
う
に
作
用
す
る
圧
力
を
設
定
す
る
こ
と
と
す

る
。

 

 解
説

4
.3
. 
1.
2.
3 
気
圧
差
に
よ
る
圧
力
を
作
用

さ
せ
る
施
設
の
設
定

 

気
圧
差

に
よ

る
圧
力

を
作

用
さ
せ
る

対
象

は
、

原
子
力

発
電

所
の
図
面

等
を

参
照

し
て
十

分
に

検
討
し
た

上
で
設
定
す
る
。

 

（
１
）
建
屋
・
構
築
物
等

 

建
屋
・

構
築

物
等
の

主
要

な
部
材
（

壁
、

屋
根

等
）
に

気
圧

差
に
よ
る

圧
力

を
作

用
さ
せ

る
こ

と
は
当
然

で
あ
る
が
、
気
圧
差
に
よ
る
圧
力
の
影
響
を
受
け

る
こ
と
が
容
易
に
想
定
さ
れ
る
以
下
の
施
設
に
つ
い
て
は

、

気
圧
差

に
よ
る

圧
力

の
影

響
に
つ
い

て
検

討
を
行

い
、

当
該

施
設
が
破

損
し

た
場
合

の
安

全
機

能
維
持
へ
の

影
響
に
つ
い
て
も
確
認
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

 

・
建
屋
・
構
築
物
等
の
開
口
部
に
設
置
さ
れ
た

窓
、
扉
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
等

 

・
外
気
と
隔
離
さ
れ
て
い
る
と
み
な
せ
る
区
画
の
隔
壁
等
（
天
井
等
）

 

   

（
２
）
設
備

 

設
備
の

主
要

な
部
材

に
気

圧
差
に
よ

る
圧

力
を

作
用
さ

せ
る

こ
と
は
当

然
で

あ
る

が
、
気

圧
差

に
よ
る
圧

力
の
影

響
を
受

け
る

こ
と

が
容
易
に

想
定

さ
れ
る

以
下

の
設

備
に
つ
い

て
は

、
気
圧

差
に

よ
る

圧
力
の
影
響

に
つ
い

て
検
討

を
行

い
、

当
該
設
備

が
破

損
し
た

場
合

の
安

全
機
能
維

持
へ

の
影
響

に
つ

い
て

も
確
認
を
行

備
並
び

に
竜

巻
防
護

対
象

施
設

を
収

納
す

る
建

屋
の
壁

及
び

屋
根

に
お

い
て

は
，
設

計
竜
巻

に
よ

る
気
圧

低
下

に
よ

っ
て

生
じ

る
設

計
対
処

施
設

の
内

外
の

気
圧

差
に
よ

る
圧
力

荷
重

を
考
慮

し
，

よ
り

厳
し

い
結

果
を

与
え
る

「
閉

じ
た

施
設

」
を

想
定
し

て
評
価

を
行

う
こ
と

と
し

て
い

る
。

例
え

ば
，

開
口
が

存
在

す
る

建
屋

の
構

造
健
全

性
評
価

に
お

い
て
は

「
閉

じ
た

施
設

」
を

想
定

す
る
こ

と
で

気
圧

差
の

影
響

を
加
味

し
て
保

守
的
に
評
価
し
て
い
る
。
 

   

 

  

⇒
建
屋

（
竜

巻
防
護

対
象

施
設
を
収

納
す

る
建

屋
）
に

つ
い

て
は

，
気

圧
差

に
よ

る
荷

重
を
含

む
設

計
荷
重

（
竜

巻
）

に
対

し
て

安
全

機
能
を

損
な

わ
な

い
設

計
と

す
る
こ

と
と
し

て
い
る
。
 

 ⇒
建
屋

（
竜

巻
防
護

対
象

施
設
を

収
納
す

る
建

屋
）
の

開
口

部
に
つ
い

て
網

羅
的

に
調

査
を
実

施
し

，
竜
巻

防
護

対
象
施
設

が
損

傷
す

る
お
そ

れ
の

あ
る
箇
所

に
は

竜
巻

防
護

対
策
設

備
を

設
け
る

こ
と

で
，
安
全

機
能

を
損

な
わ
な

い
設

計
と
し
て

い
る

。
ま

た
，

外
気
と

隔
離

さ
れ
て

い
る

区
画

の
隔

壁
等

（
天

井
等
）

に
つ

い
て
は

，
気
圧

差
を

含
む

複
合
荷
重

に
対
し
て
影
響
評
価
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

 ⇒
気
圧

差
の

影
響
を

受
け

る
こ
と
が

想
定

さ
れ

る
設
備

（
建

屋
内
の
施

設
で

外
気

と
繋

が
っ
て

い
る

竜
巻
防

護
対

象
施

設
）

に
つ

い
て

は
，
気

圧
差

に
よ

る
荷

重
を

受
け
て
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評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

う
こ
と
と
す
る
。

 

・
外
気
と
隔
離
さ
れ
て
い
る
と
み
な
せ
る
区
画

の
境
界
部
（
空
調
系
ダ
ク
ト
類
等
）

 

・
圧
力
差
の
影
響
を
受
け
得
る
計
器
類
や
空
調

装
置
等

 

 解
説

4
.3
.1
.3
 設

計
竜
巻
に
よ
る
飛
来
物
が
設
計

対
象
施
設
に
衝
突
す
る
際
の
衝
撃
荷
重
の
設
定

 

解
説

4
.3
.1
.3
.1
 概

要
 

設
計

竜
巻

の
最

大
風

速
(V

D)
及

び
特

性
値

等
に

基
づ

い
て

、
設

計
飛
来

物
を

選
定

あ
る

い
は

設
定

し
、
そ

れ
ら
設

計
飛
来

物
の

飛
来

速
度
を
設

定
す

る
。
そ

し
て

、
設

計
飛
来
物

が
設

定
し
た

飛
来

速
度

で
設
計
対
象

施
設
に
衝
突
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
飛
来
物
の

衝
突
に
よ
る
設
計
対
象
施
設
へ
の
衝
撃
荷
重
を
設
定
す
る

。 

 

解
説

4
.3
.1
.3
.2
 基

本
的
な
考
え
方
 

竜
巻
等

の
突

風
に
よ

る
被

害
は
、
風

圧
力

に
よ

っ
て
引

き
起

こ
さ
れ
る

だ
け

で
な

く
、
飛

来
物

に
よ
る
被

害
も
か

な
り
の

部
分

を
占

め
る
。
ま

た
、

竜
巻
に

よ
る

飛
来

物
は
上
昇

気
流

の
影
響

も
あ

っ
て

比
較
的
遠
方

ま
で
運

ば
れ
る

可
能

性
が

あ
る
。
こ

れ
ら

の
事
項

に
留

意
し

て
、
設
計

対
象

施
設
に

到
達

す
る

可
能
性
が
あ

る
飛
来
物
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
設
計
飛
来
物
を
選
定
あ
る
い
は
設
定
す
る
。

 

一
般
的

に
は

、
遠
方

か
ら

の
飛
来
物

は
相

対
的

に
重
量

が
軽

い
も
の
が

多
く

、
仮

に
衝
突

し
た

場
合
で
も

衝
撃
荷

重
は
相

対
的

に
小

さ
い
と
考

え
ら

れ
る
こ

と
か

ら
、

設
計
対
象

施
設

に
到
達

す
る

可
能

性
が
あ
る
飛

来
物
を

検
討
す

る
範

囲
は

、
原
子
力

発
電

所
の
敷

地
内

を
原

則
と
す
る

。
た

だ
し
、

原
子

力
発

電
所
の
敷
地

外
か
ら

の
飛
来

物
に

よ
る

衝
撃
荷
重

が
、

原
子
力

発
電

所
の

敷
地
内
か

ら
の

飛
来
物

に
よ

る
衝

撃
荷
重
を
上

回
る
と
想
定
さ
れ
得
る
場
合
は
、
原
子
力
発
電
所
の
敷
地
外
か
ら
の
飛
来
物
も
考
慮

す
る
。
 

ま
た
、
設
計
飛
来
物
と
し
て
、
最
低
限
以
下
の
①
～

③
を
選
定
あ
る
い
は
設
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
 

お
、
以
下
の

①
～
③
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
米
国

N
RC
 の

基
準
類

(参
13

) を
参
考
と
し
た
。
 

①
大
き
な
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
つ
飛
来
物

 （
自
動
車
等
）

 

②
施
設
の
貫
入
抵
抗
を
確
認
す
る
た
め
の
固
い
飛
来
物

 （
鉄
骨
部
材
等
）
 

も
安
全

機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

 

⇒
空
調

系
ダ

ク
ト
類

や
影

響
を
受
け

る
施

設
に

つ
い
て

調
査

し
，
影
響

を
受

け
る

可
能

性
の
あ

る
施

設
に
つ

い
て

は
竜
巻
防

護
対

象
施

設
と
し

て
抽

出
し

，
影

響
評

価
を

行
う

こ
と
と
し

て
い
る
。
 

 

 ⇒
ガ
イ

ド
を

参
考
に

実
施

し
た
現
地

調
査

の
結

果
や
ガ

イ
ド

に
例
示
さ

れ
た

飛
来

物
を

検
討
す

る
こ
と
に
よ
り
，
設
計
飛
来
物
を
設
定
し
て
い
る
。

 

ま
た
，

ガ
イ
ド
を
参
考
と
し
て
設
計
飛
来
物
の
衝
撃
荷
重
を
算
出
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

 

     

 ⇒
ガ
イ

ド
を
参

考
に

実
施
し

た
現
地

調
査

の
結
果

や
ガ

イ
ド
に

例
示
さ

れ
た

飛
来
物
を

検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
，
設
計
飛
来
物
を
設
定
し
て
い
る
。

 

⇒
設
計

飛
来

物
の
設

定
に

あ
た
っ
て

は
，

再
処

理
事
業

所
外

か
ら
飛
来

す
る

お
そ

れ
の

あ
る
も

の
と

し
て
風

力
発

電
施

設
の

ブ
レ

ー
ド

に
つ
い

て
も

再
処

理
事

業
所

内
へ
の

到
達
の

可
能
性
を
検
討
し
た
う
え
で
除
外
し
て
い
る
。

 

⇒
設
計

対
処

施
設
に

衝
突

す
る
可
能

性
の

あ
る

飛
来
物

の
う

ち
，
寸
法

，
質

量
，

形
状

か
ら
飛

来
の
有
無
を
判
断
し
，
運
動
エ
ネ
ル
ギ
及
び
貫
通
力
を
考
慮
す
る
と
と
も
に

，

補
足

説
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資
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価
ガ
イ
ド
へ
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合
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原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

③
開
口
部
等
を
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
に
小
さ
く
て
固
い
飛
来
物

 （
砂
利
等
）
 

  

解
説

4
.3
.1
.3
.3
 設

計
飛
来
物
の
速
度
の
設
定
 

（
１
）
基
本
的
な
考
え
方

 

設
計
飛

来
物

に
設
定

す
る

速
度
は
、

設
計

竜
巻

に
よ
っ

て
飛

来
し
た
際

の
最

大
速

度
と
す

る
。

設
計
飛
来

物
の
最

大
水

平
速
度

( M
V
Hm
ax
)は

、
非

定
常

な
乱
流

場
を
数

値
的

に
解
析

で
き

る
計
算

手
法
等

に
よ

る
計
算
結

果
等
に

基
づ
い

て
設

定
す

る
こ
と
を

基
本

と
す
る

。
た

だ
し

、
安
全
側

の
設

計
に
な

る
よ

う
に

、
設
計
竜
巻

の
最
大
風
速

(V
D)
を
設
計
飛
来
物
の
最
大
水
平
速
度
と
し
て
設
定
し
て
も
よ
い
。

 

設
計
飛
来
物
の
最
大
鉛
直
速
度

( M
V
Vm
ax
)は

、
最
大
水
平
速
度
と
同
様
に
計
算
等
に
よ
り
求
め
て
も
良
い
し

、

米
国

N
RC
 の

基
準
類

(参
4)
を
参
考
に
設
定
し
た
下

式
に
よ
り
算
定
し
て
も
よ
い
。

 

MV
Vm

ax
 ＝

 
(2
/3
)・

MV
Hm
ax
 
･･
･ 

(4
.3
) 

こ
こ
で
、

MV
Hm
ax
 は

、
設
計
飛
来
物
の
最
大
水
平
速
度
を
表
す
。

 

 

（
２
）
設
計
飛
来
物
の
設
定
例

 

設
計
飛
来
物
の
選
定
あ
る
い
は
設
定
、
並
び
に
設
計
飛
来
物
の
最
大
速
度
を
設
定
す
る
際
の
参
考
と
し
て

、

解
説
表

4
.1
 に

飛
来
物
及
び
そ
の
最
大
速
度
の
設

定
例
を
示
す
。
解
説
表

4
.1
 の

棒
状
物
、
板
状
物
及
び
塊

状
物
の
最
大
水
平
速
度

( M
V
Hm
ax
)は

、
設
計
竜
巻
の
最
大
風
速

(V
D)
=
10
0
(
m/
s)
と
し
た
条
件
下
で
解
析
的
に
算

定
し
た
結
果

(参
3)
で
あ
る
。
ま
た
、
解
説
表

4.
1 
の
最
大
鉛
直
速
度

(
MV

Vm
ax
)は

、
米
国

NR
C
の
基
準
類

(参
4)

を
参
考
と
し
て
設
定
し
た

(4
.3
)式

を
用
い
て
算
定
し
た
結
果
で
あ
る
。

 

な
お

、
解
説
表

4.
1 
に
示
し
た
飛
来
物
よ
り
も
小
さ
な
開
口
部
を
飛
来
物
が
通
過
す
る
こ
と
の
影
響
等
を

確
認
す
る
場
合
は
、
さ
ら
に
小
さ
な
飛
来
物
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

竜
巻
防

護
対

策
に
よ

っ
て

防
護

で
き

な
い

可
能

性
が
あ

る
も

の
を

固
定

，
固

縛
，
建

屋
収
納

又
は

敷
地
か

ら
撤

去
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
飛
来

さ
せ

な
い

こ
と

を
前

提
と
し

た
上
で

，
鋼

製
材
を

設
計

飛
来

物
と

し
て

い
る

。
ま
た

，
鋼

製
材

よ
り

小
さ

く
飛
来

物
防
護

ネ
ッ

ト
を
通

過
す

る
可

能
性

の
あ

る
も

の
と
し

て
鋼

製
パ

イ
プ

も
設

計
飛
来

物
と
し

て
い
る
。
 

  ⇒
設
計

飛
来

物
の
最

大
水

平
速
度
は

，
ラ

ン
キ

ン
渦
モ

デ
ル

を
仮
定
し

「
竜

巻
に

よ
る

物
体
の

浮
上

・
飛
来

解
析

コ
ー

ド
」

を
用

い
て

算
出

し
た
結

果
及

び
ガ

イ
ド

に
記
載

さ
れ
た

値
を
比
較
し
，
よ
り
大
き
い
方
を
特
性
値
と
し
て

設
定
し
て
い
る
。
 

  ⇒
設
計

飛
来

物
の
最

大
鉛

直
速
度
は

，
ガ

イ
ド

に
示
さ

れ
る

米
国
Ｎ
Ｒ

Ｃ
の

基
準

類
を

参
考
に
設
定
し
，
最
大
水
平
速
度
の
２
／
３
と
し
て
い
る

。
 

   ⇒
設
計

対
処

施
設
に

衝
突

す
る
可
能

性
の

あ
る

飛
来
物

の
う

ち
，
寸
法

，
質

量
，

形
状

か
ら
飛

来
の
有
無
を
判
断
し
，
運
動
エ
ネ
ル
ギ
及
び
貫
通
力
を
考
慮
す
る
と
と
も
に

，

竜
巻
防

護
対

策
に
よ

っ
て

防
護

で
き

な
い

可
能

性
が
あ

る
も

の
を

固
縛

，
撤

去
す
る

こ
と
に

よ
っ

て
飛
来

さ
せ

な
い

こ
と

を
前

提
と

し
た
上

で
，

鋼
製

材
を

設
計

飛
来
物

と
し
て

い
る

。
ま
た

，
鋼

製
材

よ
り

小
さ

く
飛

来
物
防

護
ネ

ッ
ト

を
通

過
す

る
可
能

性
の
あ

る
も
の
と
し
て
鋼
製
パ
イ
プ
も
設
計
飛
来
物
と
し
て
い
る
。

 

⇒
開
口

部
の

洗
い
出

し
に

お
い
て
は

，
建

屋
図

面
及
び

現
地

確
認
を
行

い
，

全
て

の
開
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認
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解
説

4
.3
.1
.3
.4
 設

計
飛
来
物
の
衝
突
方
向
、
衝

突
範
囲
及
び
衝
撃
荷
重
の
設
定

 

設
計
飛
来
物
が
設
計
対
象
施
設
に
衝
突
す
る
方

向
は
、
安
全
側
の
設
計
に
な
る
よ
う
に
設
定
す
る
。

 

設
計
飛

来
物

が
到
達

す
る

範
囲
に
つ

い
て

解
析

結
果
等

か
ら

想
定
さ
れ

る
場

合
は

、
そ
の

技
術

的
根
拠
を

示
し
た
上
で
設
計
飛
来
物
が
到
達
し
な
い
範
囲
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

各
設
計

飛
来

物
に
よ

る
衝

撃
荷
重
は

、
設

計
飛

来
物
の

形
状

及
び
剛
性

等
の

機
械

的
特
性

を
適

切
に
設
定

し
た
衝

撃
解
析

等
の

計
算

結
果
に
基

づ
い

て
設
定

す
る

か
、

あ
る
い
は

、
安

全
側
の

設
計

と
な

る
よ
う
に
配

慮
し
て
設
計
飛
来
物
を
剛
体
と
仮
定
し
て
設
定
し
て
も
よ
い
。

 

 

解
説

4
.3
.1
.4
 設

計
竜
巻
荷
重
の
組
み
合
わ
せ
 

設
計

対
象
施
設
の

設
計
に
用
い

る
設
計

竜
巻
荷

重
は

、
設
計
竜
巻

に
よ
る

風
圧
力
に
よ

る
荷
重

(W
Ｗ
)、

気

圧
差

に
よ

る
荷

重
(
Ｗ

Ｐ
)
、

及
び
設

計
飛

来
物

に
よ

る
衝

撃
荷

重
(W

Ｍ
)
を

組
み

合
わ

せ
た

複
合

荷
重

と
し

、

複
合
荷
重

W
T1
 及

び
W
T2
 は

、米
国

N
R
C 
の
基
準
類

 (
参

12
) を

参
考
と
し
て
設
定
し
た
下
式
に
よ
り
算
定
す
る

。
 

W
Ｔ
1＝

W
Ｐ
 
･･
･ 

(4
.4
) 

W
Ｔ
2＝

W
Ｗ
 
+0
.5
・

W Ｐ
+ 
W
Ｍ
 
･･
･ 

(4
.
5)
 

こ
こ
で
、

(4
.4
)式

及
び
(
4.
5)
式
の
各
変
数
は
下
記
の
と
お
り
。

 

口
部
を

抽
出

し
て
い

る
。

な
お

，
設

計
飛

来
物

よ
り
も

小
さ

い
開

口
部

は
な

い
こ
と

を
確
認

し
て
い
る
。
 

          ⇒
竜
巻

ガ
イ

ド
を
参

考
に

，
衝
突
時

の
荷

重
が

大
き
く

な
る

向
き
で
設

計
飛

来
物

が
設

計
対
処

施
設
に
衝
突
し
た
場
合
の
衝
撃
荷
重
を
算
出
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
，

貫
通
評

価
に

お
い
て

も
，

設
計

飛
来

物
の

貫
通

力
が
大

き
く

な
る

向
き

で
衝

突
す
る

こ
と
を

考
慮
し
て
評
価
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

。
 

⇒
各
設

計
飛

来
物
に

よ
る

衝
撃
荷
重

は
，

設
計

飛
来
物

の
形

状
，
剛
性

等
の

機
械

的
特

性
に
基

づ
い
て
適
切
に
設
定
す
る
。
 

  

  
 

⇒
ガ
イ
ド

に
従
っ
て
設
計
竜
巻
荷
重
の
組
合
せ
を
考
慮
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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竜
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響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
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性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

W
Ｔ
1、

W
T2
：
設
計
竜
巻
に
よ
る
複
合
荷
重
 

W
Ｗ
：
設
計
竜
巻
の
風
圧
力
に
よ
る
荷
重
 

W
Ｐ
：
設
計
竜
巻
に
よ
る
気
圧
差
に
よ
る
荷
重

 

W
Ｍ
：
設
計
飛
来
物
に
よ
る
衝
撃
荷
重
 

な
お
、
設
計
対
象
施
設
に
は

W
T1
 及

び
W
T2
 の

両
荷
重
を
そ
れ
ぞ
れ
作
用
さ
せ
る
。

 

 

4
.
3.
2 
設
計

竜
巻
荷
重
と
組
み
合
わ
せ
る
荷
重
の
設
定
 

「
2.
2.
2 
設
計
対
象
施
設
に
作
用
す
る
荷
重

」
の
「
（
２
）
設
計
竜
巻
荷
重
と
組
み
合
わ
せ
る
荷
重

」
に
示
し

た
各

荷
重

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
技

術
的

見
地

等
か

ら
妥

当
な
荷

重
と

し
て

設
定

し
、

設
計

竜
巻
荷

重
と

組
み

合
わ
せ
る
。

 

 4
.
4 
施
設
の

構
造
健
全
性
の
確
認
 

4
.
4.
1 
概
要

 

設
計

竜
巻

荷
重

及
び

そ
の

他
組

み
合

わ
せ

荷
重

（
常

時
作

用
し

て
い

る
荷

重
、

竜
巻

以
外

の
自

然
現

象
に

よ

る
荷

重
、

設
計

基
準

事
故

時
荷

重
等

）
を

適
切

に
組

み
合

わ
せ

た
設

計
荷

重
に

対
し

て
、

設
計

対
象

施
設

、
あ

る
い
は
そ
の
特
定
の

区
画

(注
4.
1)
の
構
造
健
全
性
が
維
持
さ

れ
て
安
全
機
能
が
維
持
さ
れ
る
方

針
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。

 

 4
.
4.
2 
建
屋

、
構
築
物
等
の
構
造
健
全
性
の
確
認
 

設
計

荷
重

に
対

し
て

、
建

屋
・

構
築

物
等

の
構

造
健

全
性

が
維

持
さ

れ
て

安
全

機
能

が
維

持
さ

れ
る

方
針

で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 

（
１
）
設
計
荷
重
に
よ
っ
て
施
設
に
生
じ
る
変
形

・
応
力
等
の
算
定

 

建
屋

・
構

築
物

等
の

形
状

や
特

徴
等

を
反

映
し

て
設

定
し

た
設

計
荷

重
に

よ
っ

て
設

計
対

象
施

設
に

生
じ

る

    

  ⇒
設
計
対

処
施
設
に
は

W
T1
 及

び
W
T
2
 の

両
荷
重
を
そ
れ
ぞ
れ
作
用
さ
せ
る

こ
と
と
し

て
い
る

。
 

 

⇒
設
計

竜
巻

荷
重
と

組
み

合
わ
せ
る

荷
重

と
し

て
以
下

の
も

の
を
考
慮

す
る

こ
と

と
し

て
い
る

。
 

・
設
計
対
処
施
設

に
常
時
作
用
す
る
荷
重
及
び
運
転
時
荷
重

 

・
竜
巻
以
外
の
自
然
現
象
に
よ
る
荷
重
（
積
雪
）
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

変
形

や
応

力
等

を
算

定
す

る
方

針
で

あ
る

。
設

計
対

象
施

設
に

生
じ

る
変

形
や

応
力

等
は

、
そ

の
技

術
的

な
妥

当
性
を
確
認
し
た
上
で
、
原
則
と
し
て
、
現
行
の

法
律
及
び
基
準
類

(注
4.

2)
等
に
準
拠
し
て
算
定
す
る
。
 

 

（
２
）
構
造
健
全
性
の
確
認

 

「
（
１
）
設
計
荷
重
に
よ
っ
て
施
設
に
生
じ
る
変
形
・
応
力
等
の
算
定
」
で
算

定
さ
れ
る
変
形

・
応
力
等
に
基

づ
い

て
、

設
計

対
象

施
設

（
建

屋
・

構
築

物
等

）
が

以
下

の
構

造
健

全
性

評
価

基
準

を
満

足
す

る
方

針
で

あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 

①
竜
巻
防
護

施
設
（
外
殻
と
な
る
施
設
等
に
よ
る
防
護
機
能
が
確
認
さ
れ
た
竜
巻
防
護
施
設
を
除
く
）

 

設
計
対
象

施
設
が
終
局
耐
力
等
の
許
容
限
界

(注
4.

2)
に
対
し
て
妥
当
な
安
全
余
裕
を
有
し
て
い
る
。

 

②
竜
巻
防
護

施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
施
設
 

1
)設

計
対
象
施
設
あ
る
い
は
そ
の
特
定
の
区
画

(注
4.

3)
が
、
終
局
耐
力
等
の
許
容
限
界

(注
4.

2)
に
対
し
て
妥
当
な

安
全
余
裕
を
有
し
て
い
る
。
 

2
)設

計
飛
来
物
が
設
計
対
象
施
設
あ
る
い
は
そ
の
特
定
の
区
画

(注
4.

3)
に
衝
突
し
た
際
に
、
竜
巻
防
護
施
設
の

安
全
機
能
の
維
持
に
影
響
を
与
え
な
い
。

(注
4.

4)
 

 

4
.
4.
3 
設
備

の
構
造
健
全
性
の
確
認
 

設
計

荷
重

に
対

し
て

、
設

備
（

系
統

・
機

器
）

の
構

造
健

全
性

が
維

持
さ

れ
て

安
全

機
能

が
維

持
さ

れ
る

方

針
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 

（
１
）
設
計
荷
重
に
よ
っ
て
施
設
に
生
じ
る
変
形

・
応
力
等
の
算
定

 

設
備

の
形

状
や

特
徴

等
を

反
映

し
て

設
定

し
た

設
計

荷
重

に
よ

っ
て

設
計

対
象

施
設

に
生

じ
る

変
形

や
応

力

等
を

算
定

す
る

方
針

で
あ

る
。

設
計

対
象

施
設

に
生

じ
る

変
形

や
応

力
等

は
、

そ
の

技
術

的
な

妥
当

性
を

確
認

し
た
上
で
、
原
則
と
し
て
、
現
行
の
法
律
及
び
基

準
類

(注
4.

5)
等
に
準
拠
し
て
算
定
す
る
。
 

  

    ⇒
設
計

竜
巻

か
ら
の

防
護

設
計
方
針

を
以

下
の

通
り
と

し
，

安
全
機
能

を
損

な
わ

な
い

設
計
と

す
る
方
針
と
し
て
い
る
。
 

・
竜
巻

防
護
対
象
施
設
を
収
納
す
る
建
屋
 

設
計

荷
重
（
竜
巻
）
に
対
し
て
施
設
内
の
竜
巻
防
護

対
象
施
設
の
安
全
機
能
を
損

な
わ

な
い
設
計
と
す
る
。
設
計
飛
来
物
の
衝
突
に
対
し
て
は

，
貫
通
，
裏
面
剥
離

を
防

止
し
，
竜
巻
防
護
対
象
施
設
を
設
置
す
る
区
画
の
構
造
健
全
性
を
確
保
す
る

こ
と

に
よ
り
，
竜
巻
防
護
対
象
施
設
の
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

 
・
竜
巻

防
護
対
象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
施
設

 

設
計

荷
重
（
竜
巻
）
に
よ
る
影
響
を
受
け
て
も
竜
巻
防
護

対
象
施
設
の
安
全
機
能

を
損

な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

（
２
）
構
造
健
全
性
の
確
認

 

「
（
１
）
設
計
荷
重
に
よ
っ
て
施
設
に
生
じ
る
変
形
・
応
力
等
の
算
定
」
で
算

定
さ
れ
る
変
形
・
応
力
等
に
基

づ
い

て
、

設
計

対
象

施
設

（
設

備
）

が
以

下
の

構
造

健
全

性
評

価
基

準
を

満
足

す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る
。

 

 

①
竜
巻
防
護

施
設
（
外
殻
と
な
る
施
設
等
に
よ
る
防
護
機
能
が
確
認
さ
れ
た
竜
巻
防
護
施
設
を
除
く
）

 

設
計
対
象

施
設
が
許
容
応
力
度
等
に
基
づ
く
許
容
限
界

(注
4.

5)
に
対
し
て
妥
当
な
安
全
余
裕
を
有
し
て
い
る
。

 

②
竜
巻
防
護

施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
施
設
 

1
)設

計
対
象
施
設
あ
る
い
は
そ
の
特
定
の
区
画

(注
4.

6)
が
、
許
容
応
力
度
等
に
基

づ
く
許
容
限
界

(注
4.

5)
に
対
し

て
妥
当
な
安
全
余
裕
を
有
し
て
い
る
。
 

2
)設

計
飛
来
物
が
設
計
対
象
施
設
あ
る
い
は
そ
の
特
定
の
区
画

(注
4.

6)
に
衝
突
し
た
際
に
、
竜
巻
防
護
施
設
の

安
全
機
能
の
維
持
に
影
響
を
与
え
な
い
。

(注
4.

7)
 

    

4
.
5 
そ
の
他

の
確
認
事
項
 

4
.
4 

に
示

す
以

外
の

確
認

事
項

に
つ

い
て

は
、

原
子

力
発

電
所

の
図

面
等

を
参

照
し

て
十

分
に

検
討

し
た

上

で
設

定
す

る
。

例
え

ば
、

中
央

制
御

室
等

の
重

要
な

区
画

等
や

非
常

用
発

電
機

等
の

重
要

な
設

備
等

に
繋

が
る

給
排

気
ダ

ク
ト

類
へ

作
用

す
る

風
圧

力
が

安
全

機
能

維
持

に
与

え
る

影
響

等
、

安
全

機
能

維
持

の
観

点
か

ら
重

要
と

考
え

ら
れ

る
確

認
事

項
を

設
定

す
る

。
そ

し
て

、
そ

れ
ぞ
れ

の
項

目
に

つ
い

て
検

討
を

行
い
、

安
全

機
能

が
維
持
さ
れ
る
方
針
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

  

  ⇒
設
計

竜
巻

か
ら
の

防
護

設
計
方
針

を
以

下
の

通
り
と

し
，

安
全
機
能

を
損

な
わ

な
い

設
計
と

す
る
方
針
と
し
て
い
る
。
 

・
建
屋

に
収
納
さ
れ
防
護
さ
れ
る
竜
巻
防
護
対
象

施
設
 

建
屋
に
よ
る
防
護
に
よ
り
，
設
計
荷
重
（
竜
巻
）
の
影
響
を
受
け
な
い
設
計
と
す

る
。

 

・
建
屋

に
収
納
さ
れ
る
が
防
護
が
期
待
で
き
な
い
竜
巻
防
護

対
象
施
設
 

飛
来
物
防
護
板
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
よ
り
，
設
計
荷
重
（
竜
巻
）
の
影
響
に
対

し
て
安

全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。

 

・
屋
外

の
竜
巻
防
護
対
象
施
設
 

飛
来
物
防
護
ネ
ッ
ト
又
は
飛
来
物
防
護
板
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
よ
り
，
設
計
荷

重
（
竜

巻
）
の
影
響
に
対
し
て
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。

 

・
外
気

と
繋
が
っ
て
い
る
竜
巻
防
護
対
象
施
設
 

設
計
荷
重
（
竜
巻
）
の
影
響
を
受
け
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る

。 

・
竜
巻
防
護

対
象
施
設
に
波
及
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
施
設

 

設
計

荷
重
（
竜
巻
）
に
よ
る
影
響
を
受
け
て
も
竜
巻
防
護

対
象
施
設
の
安
全
機
能

を
損

な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

 

⇒
そ
の

他
の

確
認
事

項
が

な
い
か
図

面
等

を
用

い
て
検

討
し

，
竜
巻
に

伴
う

気
圧

低
下

に
よ
っ
て

塔
槽
類
廃
ガ
ス

処
理
設
備
及
び
換
気
設
備

の
安
全

機
能
維
持
に
影
響
が
な

い
こ
と
を

確
認
し
て
い
る

。（
補
足
説
明
資
料

7
-3
）
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

5
．
竜
巻
随
伴
事
象
に
対
す
る
考
慮

 

5
.
1 
概
要
 

竜
巻
随
伴

事
象
に
対
し
て
、
竜
巻
防
護
施
設
の
安
全
機
能
が
維
持
さ
れ
る
方
針
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 

5
.
2 
基
本
的

な
考
え
方
及
び
検
討
事
項
 

検
討

対
象

と
す

る
竜

巻
随

伴
事

象
は

、
原

子
力

発
電

所
の

図
面

等
を

参
照

し
て

十
分

に
検

討
し

た
上

で
設

定

す
る
。

 

た
だ

し
、

竜
巻

随
伴

事
象

と
し

て
容

易
に

想
定

さ
れ

る
以

下
の

事
象

に
つ

い
て

は
、

そ
の

発
生

の
可

能
性

に

つ
い

て
検

討
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
そ

れ
ら

事
象

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

安
全

機
能

が
維

持
さ

れ
る

方
針
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 

（
１
）
火
災

 

設
計

竜
巻

等
に

よ
り

燃
料

タ
ン

ク
や

貯
蔵

所
等

が
倒

壊
し

て
、

重
油

、
軽

油
及

び
ガ

ソ
リ

ン
等

の
流

出
等

に

起
因
し
た
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、

竜
巻
防
護
施
設
の
安
全
機
能
の
維
持
に
影
響
を
与
え
な
い
。

 

     （
２
）
溢
水
等

 

設
計

竜
巻

に
よ

る
気

圧
低

下
等

に
起

因
し

た
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
等

の
水

の
流

出
、

屋
外

給
水

タ
ン

ク
等

の

倒
壊

に
よ

る
水

の
流

出
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
竜

巻
防

護
施

設
の

安
全

機
能

の
維

持
に

影
響

を
与

え
な
い
。

 

 

     

  ⇒
再
処

理
施

設
の
配

置
を

も
と
に

，
各
々

の
施

設
へ
の

竜
巻

の
影
響
を

検
討

し
，

随
伴

事
象
を
検
討
し
て
い
る
。
 

⇒
竜
巻

随
伴

事
象
と

し
て

火
災
，
溢

水
，

外
部

電
源
喪

失
を

想
定
し

，
こ
れ

ら
の

事
象

に
対
し

て
も

竜
巻
防

護
対

象
施

設
が

安
全

機
能

を
損
な

わ
な

い
設

計
と

す
る

こ
と
と

し
て
い

る
。
 

 

 ⇒
竜
巻

に
よ

り
屋
外

に
あ

る
危
険
物

貯
蔵

施
設

等
の
損

傷
，

漏
え
い
及

び
防

油
堤

内
で

の
火
災

の
発

生
を
想

定
し

て
も

，
竜

巻
防

護
対

象
施
設

の
安

全
機

能
に

影
響

を
与
え

な
い
設

計
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

建
屋
内
に
設
置
さ
れ
る
竜
巻
防
護

対
象
施
設
の
う
ち
開
口
部
を
有
す
る
室
に
設
置
さ

れ
る
も
の
は

，
竜
巻
防
護
対
象
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
室

の
開
口
部
に
竜
巻
防
護

対
策
を
講
じ

，
飛
来
物
の
侵
入
及
び
建
屋
内
で
の
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
設
計
と

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

 

⇒
再
処

理
事

業
所
内

の
屋

外
タ
ン
ク

の
破

損
に

よ
る
溢

水
を

想
定
し

て
溢
水

源
と

竜
巻

防
護
対

象
施

設
の
位

置
関

係
を

踏
ま

え
た

影
響

評
価
を

行
い

，
竜

巻
防

護
対

象
施
設
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竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性

 

 

 

 

原
子
力
発
電
所

の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
ガ
イ
ド
へ
の
適
合
性
の
確
認
結
果

 

    

（
３
）
外
部
電
源
喪
失

 

設
計

竜
巻

、
設

計
竜

巻
と

同
時

発
生

す
る

雷
・

雹
等

、
あ

る
い

は
ダ

ウ
ン

バ
ー

ス
ト

等
に

よ
り

、
送

電
網

に

関
す

る
施

設
等

が
損

傷
す

る
等

し
て

外
部

電
源

喪
失

に
至

っ
た

場
合

に
お

い
て

も
、

竜
巻

防
護

施
設

の
安

全
機

能
の
維
持
に
影
響
を
与
え
な
い
。

 

 

6
．
附
則

 

こ
の
規
定

は
、
平
成
２
５
年
７
月
８
日
よ
り
施
行
す
る
。

 

本
ガ

イ
ド

に
記

載
さ

れ
て

い
る

以
外

の
計

算
方

法
等

を
設

計
で

使
用

す
る

場
合

は
、

技
術

的
見

地
等

か
ら

そ

の
妥
当
性
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

 

ま
た

、
竜

巻
等

の
発

生
頻

度
、

特
性

及
び

メ
カ

ニ
ズ

ム
等

に
関

す
る

情
報

、
並

び
に

竜
巻

等
に

よ
る

被
害

の

実
情

に
関

す
る

情
報

等
が

不
足

し
て

い
る

現
在

の
日

本
の

状
況

で
は

、
竜

巻
等

に
係

る
最

新
情

報
の

調
査

・
入

手
に
努
め
る
と
と
も
に
、
本
ガ
イ
ド
は
、
最
新
情

報
を
反
映
し
て
適
宜
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

な
お

、
将

来
に

観
測

さ
れ

た
竜

巻
の

最
大

風
速

が
、

過
去

に
観

測
さ

れ
た

竜
巻

の
最

大
風

速
を

上
回

っ
た

場

合
は
、
本
設
計
の
妥
当
性
に
つ
い
て
再
度
見
直
す

こ
と
と
す
る
。

 

の
安
全

機
能
に
影
響
を
与
え
な
い
設
計
と
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。
 

 
建
屋

内
の

竜
巻
防

護
対

象
施
設
で

損
傷

す
る

恐
れ
の

あ
る

開
口
部
等

に
は

竜
巻

防
護

対
策
設

備
を

設
置
す

る
こ

と
か
ら

，
安
全

機
能

に
影
響

を
及

ぼ
す
こ
と

は
考

え
ら

れ
な

い
。
ま

た
竜

巻
防
護

対
象

施
設
の
な

い
開

口
部

等
に
つ

い
て

は
，
設
計

竜
巻

に
よ

り
建

屋
内
の
溢

水
が
発
生
し
た
と
し
て
も
安
全
機
能
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。

 

  ⇒
設
計

竜
巻

，
設
計

竜
巻

と
同
時
に

発
生

す
る

雷
・
雹

等
，

あ
る
い
は

ダ
ウ

ン
バ

ー
ス

ト
等
に

よ
り

，
送
電

網
に

関
す

る
施

設
等

が
損

傷
す
る

等
に

よ
る

外
部

電
源

喪
失
に

つ
い
て

は
，

非
常
用

所
内

電
源

系
統

を
竜

巻
か

ら
防
護

す
る

こ
と

で
，

安
全

機
能
を

維
持
す

る
設
計
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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補足説明資料 3-1  

 

設計対処施設の選定について  

１．設計対処施設の選定方針  

  設計竜巻から防護する施設（竜巻防護対象施設）は，安全上

重要な施設とする。これらの施設を第１図～第３図に示す選定

フローに従い，竜巻による風圧力，気圧差及び飛来物に対する

設計対処施設として選定するとともに竜巻防護対象施設を収

納する建屋を設計対処施設に選定する。また，建屋に収納され

る竜巻防護対象施設のうち第４図に示す選定フローに従い選

定される設計荷重（竜巻）に対して十分な耐力を有しない建屋

に収納される竜巻防護対象施設及び開口部を有する室に設置

される竜巻防護対象施設のうち第５図に示す選定フローに従

い選定される竜巻防護対象施設は，建屋に収納されるが防護が

期待できない竜巻防護対象施設として選定する。  

また，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設につい

ては，当該施設の破損等により竜巻防護対象施設等に波及的影

響を及ぼして安全機能を損なわせる可能性がある施設又はそ

の施設の特定の区画を，竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼ

し得る施設として選定する。  

竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設としては，

竜巻防護対象施設等を除く構築物，系統及び機器の中から，竜

巻防護対象施設等に対し，倒壊による機械的影響を及ぼし得る

施設及び付属施設の破損等による機能的影響を及ぼし得る施

設を以下のとおり選定する。  
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竜巻防護対象施設等に機械的影響を及ぼし得る施設として

は，建物・構築物の高さと竜巻防護対象施設等との距離を考慮

して，破損又は倒壊により竜巻防護対象施設等に波及的影響を

及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設を竜巻防護

対象施設に機械的影響を及ぼし得る施設として選定する。  

竜巻防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設としては，

竜巻防護対象施設の付属設備のうち屋外にあるもので，風圧力，

気圧差及び飛来物の衝突による破損等により竜巻防護対象施

設の安全機能を損なわせるおそれがある施設を竜巻防護対象

施設に機能的影響を及ぼし得る施設として選定する。なお，竜

巻防護対象施設としては安全上重要な施設を選定しているこ

と，安全上重要な施設はその機能の喪失により公衆又は従事者

に放射線障害を及ぼすおそれのあるものを選定していること，

安全上重要な施設は電気的，物理的な独立性を有する設計とし

ていること及び竜巻防護対象施設を設置する室は設計竜巻に

対して竜巻防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする

ことから，竜巻防護対象施設の付属設備のうち屋内に設置され

るもので，設計竜巻の影響により竜巻防護対象施設の安全機能

を損なわせる可能性のある施設はない。  

 

２．設計対処施設の選定結果  

  再処理事業指定申請書  添付書類六の「第 1.7.7-1 表  安全

上重要な施設」に基づいて，設計対処施設の選定を行った結果

を第１表に示す。また，竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼ

し得る施設の選定結果を第２表に示す。  

補3-1-2 141



 

３．設計対処施設と設計項目  

  上記２．の結果から得られた竜巻に対する設計対処施設及び

その設計項目を第３表に示すとともに，竜巻防護対象施設を収

納する建屋，屋外施設及び竜巻防護対象施設に波及的影響を及

ぼし得る施設の配置を第６図に示す。  

以  上  
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第１図  風圧力に対する設計対処施設の選定フロー  
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第２図  気圧差に対する設計対処施設の選定フロー  
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第３図  飛来物に対する設計対処施設の選定フロー  
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第４図  建屋の耐力に関する設計対処施設の選定フロー  
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第５図  開口部に対する設計対処施設の選定フロー  
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋 

8 非常用所内電源系

統及び安全上重要な施

設の機能の確保に必要

な圧縮空気等の主要な

動力源 

非常用所内電源系統 × × × 

9 熱的，化学的又は核

的制限値を維持するた

めの系統及び機器 

 ○ 核的制限値（形

状寸法管理の機器） 

臨界安全管理表に寸法

が記載されている機器 

   

燃焼度計測前燃料仮置

きラック 

× × × 

燃焼度計測後燃料仮置

きラック 

× × × 

低残留濃縮度 BWR 燃料

貯蔵ラック 

× × × 

低残留濃縮度 PWR 燃料

貯蔵ラック 

× × × 

高残留濃縮度 BWR 燃料

貯蔵ラック 

× × × 

高残留濃縮度 PWR 燃料

貯蔵ラック 

× × × 

BWR燃料用バスケット × × × 

PWR燃料用バスケット × × × 

隣接する低残留濃縮度

BWR 燃料貯蔵ラックと

低残留濃縮度 PWR 燃料

貯蔵ラック 

× × × 

上記以外の異なる種類

のラック及びバスケッ

ト 

× × × 

○核的制限値（核的制

限値を維持する計測制

御設備及び動作機器） 

燃焼度計測装置 × × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋（続

き） 

10 使用済燃料を貯蔵

するための施設 

燃料取出しピット × × × 

燃料仮置きピット × × × 

燃料貯蔵プール × × × 

チャンネルボックス・バ

－ナブルポイズン取扱

ピット 

× × × 

燃料移送水路 × × × 

燃料送出しピット × × × 

バスケット仮置き架台 × × × 

使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋天井クレーン 

× × × 

15 その他上記各系統

等の安全機能を維持す

るために必要な計測制

御系統，冷却水系統等 

 ○ 冷却設備 

プール水冷却系 × × × 

安全冷却水系 ○ - ○ 

補給水設備 × × × 

前処理建屋 1 プルトニウムを含

む溶液又は粉末を内蔵

する系統及び機器 

溶解槽 × × × 

第 1よう素追出し槽 × × × 

第２よう素追出し槽 × × × 

中間ポット × × × 

中継槽 × × × 

清澄機 × × × 

計量前中間貯槽 × × × 

計量・調整槽 × × × 

計量後中間貯槽 × × × 

リサイクル槽 × × × 

計量補助槽 × × × 

2 高レベル放射性液

体廃棄物を内蔵する系

統及び機器 

不溶解残渣回収槽 × × × 

清澄機 × × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

前処理建屋（続き） 3 上記 1及び 2の系統

及び機器の換気系統及

びオフガス処理系統 

前処理建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 

× ○ × 

せん断処理・溶解廃ガス

処理設備 

× ○ × 

7.2 節に粒子除去効率

を記載した上記の気体

廃棄物の廃棄施設の高

性能粒子フィルタ 

   

せん断処理・溶解廃ガス

処理設備の高性能粒子

フィルタ 

× ○ × 

前処理建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の高性能粒

子フィルタ 

× ○ × 

せん断処理・溶解廃ガス

処理設備のよう素フィ

ルタ 

× ○ × 

上記の気体廃棄物の廃

棄施設の排風機 

   

せん断処理・溶解廃ガス

処理設備の排風機 

× ○ × 

前処理建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の排風機 

× ○ × 

4 上記 1及び 2の系統

及び機器並びにせん断

工程を収納するセル等 

上記1及び2の系統及び

機器を収納するセル及

びグローブ ボックス

並びにせん断セル 

× × × 

5 上記 4の換気系統 前処理建屋換気設備 × ○ × 

中継槽セル等からの排

気系 

× ○ × 

溶解槽セル等からの A

排気系 

× ○ × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

前処理建屋（続き） 5 上記 4の換気系統 

  

  

  

  

溶解槽セル等からの B

排気系 

× ○ × 

7.2 節に粒子除去効率

を記載した上記の気体

廃棄物の廃棄施設の換

気設備の高性能粒子フ

ィルタ 

   

前処理建屋換気設備の

高性能粒子フィルタ 

× ○ × 

上記の気体廃棄物の廃

棄施設の換気設備の排

風機 

   

前処理建屋換気設備の

建屋排風機、セル排風

機、溶解槽セル A 排風

機、溶解槽セル B排風機 

× ○ × 

6 上記 4 のセル等を

収納する構築物及びそ

の換気系統 

  

  

  

  

前処理建屋 ○ ○ ○ 

前処理建屋換気設備（屋

外ダクト） 

○ － ○ 

前処理建屋換気設備 

汚染のおそれのある区

域からの排気系 

× ○ × 

7.2 節に粒子除去効率

を記載した上記の気体

廃棄物の廃棄施設の換

気設備の高性能粒子フ

ィルタ 

× ○ × 

上記の気体廃棄物の廃

棄施設の換気設備の排

風機 

× ○ × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

前処理建屋（続き） 8 非常用所内電源系

統及び安全上重要な施

設の機能の確保に必要

な圧縮空気等の主要な

動力源  

非常用所内電源系統 × × ○ 

安全蒸気系 × × ○ 

安全圧縮空気系 × × × 

9 熱的，化学的又は核

的制限値を維持するた

めの系統及び機器 

 ○ 核的制限値（形

状寸法管理の機器）  

溶解設備の主要設備の

臨界安全管理表に寸法

が記載されている機器 

   

溶解槽 × × × 

 ○ 核的制限値（核

的制限値を維持する計

測制御設備及び動作機

器） 

燃料せん断長位置異常

によるせん断停止回路 

× × ○ 

ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽせん断位置異

常によるせん断停止回

路 

× × ○ 

溶解槽溶解液密度高に

よるせん断停止回路 

× × ○ 

ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ酸洗浄槽洗浄

液密度高によるせん断

停止回路 

× × ○ 

第１よう素追出し槽及

び第２よう素追出し槽

の溶解液密度による高

警報 

× × × 

12 安全保護回路 可溶性中性子吸収材緊

急供給回路及びせん断

停止回路  

× × ○ 

15 その他上記各系統

等の安全機能を維持す

るために必要な計測制

御系統，冷却水系統等 

○ 計測制御設備 

以下の信号によるせん

断停止回路 

   

・せん断刃位置異常 × × ○ 

・溶解槽溶解液温度低 × × ○ 

・硝酸供給槽硝酸密度低 × × ○ 

・溶解槽供給硝酸流量低 × × ○ 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

前処理建屋（続き） 

  

  

15 その他上記各系統

等の安全機能を維持す

るために必要な計測制

御系統，冷却水系統等 

○ 計測制御設備 

・可溶性中性子吸収材緊

急供給槽液位低 

× × ○ 

・ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ酸洗浄槽洗浄

液温度低 

× × ○ 

・ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ酸洗浄槽供給

硝酸密度低 

× × ○ 

・ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ酸洗浄槽供給

硝酸流量低 

× × ○ 

以下のセルの漏えい液

受皿の集液溝の液位警

報 

   

・溶解槽セル × × × 

・中継槽セル × × × 

・清澄機セル × × × 

・計量・調整槽セル × × × 

・計量後中間貯槽セル × × × 

・放射性配管分岐第１セ

ル 

× × × 

・放射性配管分岐第４セ

ル 

× × × 

せん断処理・溶解廃ガス

処理設備の系統の圧力

警報 

× × × 

前処理建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の系統の圧

力警報 

× × × 

 ○ 冷却設備 

  

安全冷却水系（外部ルー

プ） 

○ - ○ 

安全冷却水系（内部ルー

プ）から崩壊熱除去用冷

却水を必要とする機器

までの配管 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

前処理建屋（続き） 

  

 ○ 冷却設備 中間ポット × × × 

中継槽 × × × 

不溶解残渣回収槽 × × × 

リサイクル槽 × × × 

計量前中間貯槽 × × × 

計量・調整槽 × × × 

計量補助槽 × × × 

計量後中間貯槽 × × × 

 ○ 水素掃気用空気

を供給する安全圧縮空

気系から水素掃気を必

要とする機器までの水

素掃気用配管 

水素掃気を必要とする

機器までの水素掃気用

配管 

   

ハル洗浄槽 × × × 

中間ポット × × × 

水バッファ槽 × × × 

中継槽 × × × 

不溶解残渣回収槽 × × × 

リサイクル槽 × × × 

計量前中間貯槽 × × × 

計量・調整槽 × × × 

計量補助槽 × × × 

計量後中間貯槽 × × × 

15 その他上記各系統

等の安全機能を維持す

るために必要な計測制

御系統，冷却水系統等

（続き） 

 ○ 漏えい液回収系

統 

溶解槽セル、中継槽セ

ル、清澄機セル、計量・

調整槽セル、計量後中間

貯槽セル、放射性配管分

岐第１セル及び放射性

配管分岐第４セルの漏

えい液受皿から漏えい

液を回収する系統 

× × × 

 ○ 上記 12 の安全

保護回路により保護動

作を行う機器及び系統 

可溶性中性子吸収材緊

急供給系 

× × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

前処理建屋（続き）  ○ 安全圧縮空気系

から上記 9，12及び 15

の計装用空気を必要と

する計測制御設備まで

の配管 

計装用空気を必要とす

る計測制御設備までの

配管 

× × × 

 ○ 上記 3，5及び 6

の放射性物質の閉じ込

め機能を支援する施設 

せん断処理・溶解廃ガス

処理設備の加熱器 

× × × 

分離建屋 1 プルトニウムを含

む溶液又は粉末を内蔵

する系統及び機器 

溶解液中間貯槽 × × × 

溶解液供給槽 × × × 

抽出塔 × × × 

第１洗浄塔 × × × 

第２洗浄塔 × × × 

プルトニウム分配塔 × × × 

ウラン洗浄塔 × × × 

プルトニウム溶液ＴＢ

Ｐ洗浄器 

× × × 

プルトニウム溶液受槽 × × × 

プルトニウム溶液中間

貯槽 

× × × 

第１一時貯留処理槽 × × × 

第２一時貯留処理槽 × × × 

第３一時貯留処理槽 × × × 

第７一時貯留処理槽 × × × 

第８一時貯留処理槽 × × × 

2 高レベル放射性液

体廃棄物を内蔵する系

統及び機器 

抽出塔 × × × 

ＴＢＰ洗浄塔 × × × 

抽出廃液受槽 × × × 

抽出廃液中間貯槽 × × × 

抽出廃液供給槽 × × × 

第１一時貯留処理槽 × × × 

第３一時貯留処理槽 × × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

分離建屋（続き） 2 高レベル放射性液

体廃棄物を内蔵する系

統及び機器 

第４一時貯留処理槽 × × × 

第６一時貯留処理槽 × × × 

第７一時貯留処理槽 × × × 

高レベル廃液供給槽 × × × 

高レベル廃液濃縮缶 × × × 

3 上記 1及び 2の系統

及び機器の換気系統及

びオフガス処理系統 

分離建屋塔槽類廃ガス

処理設備 塔槽類廃ガ

ス処理系 

× ○ × 

分離建屋塔槽類廃ガス

処理設備 

 パルセータ廃ガス処

理系 

× ○ × 

高レベル廃液濃縮缶凝

縮器 

× × × 

減衰器 × × × 

7.2 節に粒子除去効率

を記載した上記の気体

廃棄物の廃棄施設の高

性能粒子フィルタ 

   

分離建屋塔槽類廃ガス

処理設備 塔槽類廃ガ

ス処理系の高性能粒子

フィルタ 

× ○ × 

分離建屋塔槽類廃ガス

処理設備 パルセータ

廃ガス処理系の高性能

粒子フィルタ 

× ○ × 

上記の気体廃棄物の廃

棄施設の排風機 

   

分離建屋塔槽類廃ガス

処理設備 塔槽類廃ガ

ス処理系の排風機 

× ○ × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

分離建屋（続き） 

 

3 上記 1及び 2の系統

及び機器の換気系統及

びオフガス処理系統 

分離建屋塔槽類廃ガス

処理設備 パルセータ

廃ガス処理系の排風機 

× ○ × 

4 上記 1及び 2の系統

及び機器並びにせん断

工程を収納するセル等 

上記1及び2の系統及び

機器を収納するセル及

びグローブ ボックス

並びにせん断セル 

× × × 

下記の洞道に設置する

配管収納容器のうち，上

記1及び2の配管を収納

する配管収納容器 

   

分離建屋と精製建屋を

接続する洞道 

－ － － 

分離建屋と高レベル廃

液ガラス固化建屋を接

続する洞道 

－ － － 

5 上記 4の換気系統 分離建屋換気設備 プ

ルトニウム溶液中間貯

槽セル等からの排気系 

× ○ × 

7.2 節に粒子除去効率

を記載した上記の気体

廃棄物の廃棄施設の換

気設備の高性能粒子フ

ィルタ 

   

分離建屋換気設備の高

性能粒子フィルタ 

× ○ × 

上記の気体廃棄物の廃

棄施設の換気設備の排

風機 

   

分離建屋換気設備の建

屋排風機、グローブボッ

クス・セル排風機 

× ○ × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

分離建屋（続き） 

  

6 上記 4 のセル等を

収納する構築物及びそ

の換気系統 

分離建屋 ○ ○ ○ 

分離建屋換気設備（屋外

ダクト） 

○ － ○ 

分離建屋換気設備 

 汚染のおそれのある

区域からの排気系 

× ○ × 

7.2 節に粒子除去効率

を記載した上記の気体

廃棄物の廃棄施設の換

気設備の高性能粒子フ

ィルタ 

× ○ × 

上記の気体廃棄物の廃

棄施設の換気設備の排

風機 

× ○ × 

下記の洞道のうち，上記

1及び 2の配管を収納す

る洞道 

   

分離建屋と精製建屋を

接続する洞道 

－ － － 

分離建屋と高レベル廃

液ガラス固化建屋を接

続する洞道 

－ － － 

8 非常用所内電源系

統及び安全上重要な施

設の機能の確保に必要

な圧縮空気等の主要な

動力源 

非常用所内電源系統 × × × 

9 熱的，化学的又は核

的制限値を維持するた

めの系統及び機器 

 ○ 核的制限値（形

状寸法管理の機器）  

分離設備，分配設備，分

離建屋一時貯留処理設

備の主要設備の臨界安

全管理表に寸法が記載

されている機器 

   

抽出塔 × × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

分離建屋（続き） 9 熱的，化学的又は核

的制限値を維持するた

めの系統及び機器 

 ○ 核的制限値（形

状寸法管理の機器） 

第１洗浄塔 × × × 

第２洗浄塔 × × × 

ＴＢＰ洗浄塔 × × × 

プルトニウム分配塔 × × × 

ウラン洗浄塔 × × × 

プルトニウム溶液ＴＢ

Ｐ洗浄器 

× × × 

プルトニウム洗浄器 × × × 

プルトニウム溶液受槽 × × × 

プルトニウム溶液中間

貯槽 

× × × 

第１一時貯留処理槽 × × × 

第２一時貯留処理槽 × × × 

第７一時貯留処理槽 × × × 

第８一時貯留処理槽 × × × 

第５一時貯留処理槽 × × × 

補助抽出器 × × × 

ＴＢＰ洗浄器 × × × 

 ○ 核的制限値（核

的制限値を維持する計

測制御設備及び動作機

器） 

プルトニウム洗浄器ア

ルファ線検出器の計数

率高による警報 

× × × 

12 安全保護回路  高レベル廃液濃縮缶加

熱蒸気温度高による加

熱停止回路 

× × × 

プルトニウム洗浄器中

性子検出器の計数率高

による工程停止回路 

× × × 

高ﾚﾍﾞﾙ廃液濃縮缶凝縮

器排気出口温度高によ

る加熱停止回路 

× × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

分離建屋（続き） 12 安全保護回路  

  

分離施設のウラン濃縮

缶加熱蒸気温度高によ

る加熱停止回路 

× × × 

外部電源喪失による建

屋給気閉止ダンパの閉

止回路（分離建屋） 

× × × 

15 その他上記各系統

等の安全機能を維持す

るために必要な計測制

御系統，冷却水系統等 

○ 計測制御設備 

以下のセルの漏えい液

受皿の集液溝の液位警

報 

   

・溶解液中間貯槽セル × × × 

・溶解液供給槽セル × × × 

・抽出塔セル × × × 

・プルトニウム洗浄器セ

ル 

× × × 

・抽出廃液受槽セル × × × 

・抽出廃液供給槽セル × × × 

・分離建屋一時貯留処理

槽第１セル 

× × × 

・分離建屋一時貯留処理

槽第２セル 

× × × 

・放射性配管分岐第２セ

ル 

× × × 

・高レベル廃液供給槽セ

ル 

× × × 

分離建屋塔槽類廃ガス

処理設備塔槽類廃ガス

処理系の系統の圧力警

報 

× × × 

 ○ 冷却設備 高レベル廃液濃縮缶の

加熱蒸気と冷却水の切

替弁 

× × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

分離建屋（続き）  ○ 冷却設備 安全冷却水系から第

9.5-２表に記載の崩壊

熱除去用冷却水を必要

とする機器までの配管 

   

溶解液中間貯槽 × × × 

溶解液供給槽 × × × 

抽出廃液受槽 × × × 

抽出廃液中間貯槽 × × × 

抽出廃液供給槽 × × × 

第１一時貯留処理槽 × × × 

第３一時貯留処理槽 × × × 

第４一時貯留処理槽 × × × 

第６一時貯留処理槽 × × × 

第７一時貯留処理槽 × × × 

第８一時貯留処理槽 × × × 

高レベル廃液供給槽 × × × 

高レベル廃液濃縮缶 × × × 

 ○ 水素掃気用空気

を供給する安全圧縮空

気系から第 9.3-２表に

記載の水素掃気を必要

とする機器までの水素

掃気用の配管 

水素掃気を必要とする

機器までの水素掃気用

の配管 

   

溶解液中間貯槽 × × × 

溶解液供給槽 × × × 

抽出塔 × × × 

第１洗浄塔 × × × 

第２洗浄塔 × × × 

ＴＢＰ洗浄塔 × × × 

抽出廃液受槽 × × × 

抽出廃液中間貯槽 × × × 

抽出廃液供給槽 × × × 

プルトニウム分配塔 × × × 

ウラン洗浄塔 × × × 

プルトニウム洗浄器 × × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

分離建屋（続き）  ○ 水素掃気用空気

を供給する安全圧縮空

気系から第 9.3-２表に

記載の水素掃気を必要

とする機器までの水素

掃気用の配管 

プルトニウム溶液受槽 × × × 

プルトニウム溶液中間

貯槽 

× × × 

第１一時貯留処理槽 × × × 

第２一時貯留処理槽 × × × 

第３一時貯留処理槽 × × × 

第４一時貯留処理槽 × × × 

第５一時貯留処理槽 × × × 

第６一時貯留処理槽 × × × 

第７一時貯留処理槽 × × × 

第８一時貯留処理槽 × × × 

第９一時貯留処理槽 × × × 

第 10一時貯留処理槽 × × × 

溶媒再生系 分離・分配

系 第１洗浄器 

× × × 

高レベル廃液供給槽 × × × 

高レベル廃液濃縮缶 × × × 

15 その他上記各系統

等の安全機能を維持す

るために必要な計測制

御系統，冷却水系統等 

 ○ 漏えい液回収系

統 

溶解液中間貯槽セル × × × 

溶解液供給槽セル × × × 

抽出塔セル × × × 

プルトニウム洗浄器セ

ル 

× × × 

抽出廃液受槽セル × × × 

抽出廃液供給槽セル × × × 

放射性配管分岐第２セ

ル 

× × × 

高レベル廃液供給槽セ

ル 

× × × 

分離建屋一時貯留処理

槽第１セル 

× × × 

分離建屋一時貯留処理

槽第２セル 

× × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

分離建屋（続き） 

 

 ○ 上記 12 の安全

保護回路により保護動

作を行う機器及び系統 

高レベル廃液濃縮缶加

熱蒸気温度高による加

熱停止回路に係る遮断

弁 

× × × 

分離施設のウラン濃縮

缶加熱蒸気温度高によ

る加熱停止回路に係る

遮断弁 

× × × 

プルトニウム洗浄器中

性子検出器の計数率高

による工程停止回路に

係る遮断弁 

× × × 

建屋給気閉止ダンパ（分

離建屋換気設備） 

× ○ × 

 ○ 計装用空気を供

給する安全圧縮空気系

から上記 9、12及び 15

項記載の計装用空気を

必要とする計測制御設

備までの配管 

計装用空気を必要とす

る計測制御設備までの

配管 

× × × 

 ○ 上記 3，5及び 6

項記載の放射性物質の

閉じ込め機能を支援す

る施設 

建屋給気閉止ダンパ × × × 

精製建屋 1 プルトニウムを含

む溶液又は粉末を内蔵

する系統及び機器 

プルトニウム溶液供給

槽 

× × × 

第 1酸化塔 × × × 

第 1脱ガス塔 × × × 

抽出塔 × × × 

核分裂生成物洗浄塔 × × × 

逆抽出塔 × × × 

ウラン洗浄塔 × × × 

補助油水分離槽 × × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

精製建屋（続き） 1 プルトニウムを含

む溶液又は粉末を内蔵

する系統及び機器 

TBP洗浄器 × × × 

第 2酸化塔 × × × 

第 2脱ガス塔 × × × 

プルトニウム溶液受槽 × × × 

油水分離槽 × × × 

プルトニウム濃縮缶供

給槽 

× × × 

プルトニウム濃縮缶 × × × 

プルトニウム濃縮液受

槽 

× × × 

プルトニウム濃縮液計

量槽 

× × × 

プルトニウム濃縮液中

間貯槽 

× × × 

プルトニウム濃縮液一

時貯槽 

× × × 

リサイクル槽 × × × 

希釈槽 × × × 

プルトニウム溶液一時

貯槽 

× × × 

第 1一時貯留処理槽 × × × 

第 2一時貯留処理槽 × × × 

第 3一時貯留処理槽 × × × 

第 7一時貯留処理槽 × × × 

プルトニウムを含む溶

液又は粉末の主要な流

れを構成する配管 

× × × 

3 上記 1及び 2の系統

及び機器の換気系統及

びオフガス処理系統  

塔槽類廃ガス処理設備 

塔槽類廃ガス処理系（Pu

系） 

× ○ × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

精製建屋（続き） 3 上記 1及び 2の系統

及び機器の換気系統及

びオフガス処理系統 

 

塔槽類廃ガス処理設備 

パルセータ廃ガス処理

系 

× ○ × 

7.2 節に粒子除去効率

を記載した上記の気体

廃棄物の廃棄施設の高

性能粒子フィルタ 

   

精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備 塔槽類廃ガ

ス処理系（Pu 系）の高

性能粒子フィルタ 

× ○ × 

精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備 パルセータ

廃ガス処理系の高性能

粒子フィルタ 

× ○ × 

上記の気体廃棄物の廃

棄施設の排風機 

   

精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備 塔槽類廃ガ

ス処理系（Pu 系）の排

風機 

× ○ × 

精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備 パルセータ

廃ガス処理系の排風機 

× ○ × 

4 上記 1及び 2の系統

及び機器並びにせん断

工程を収納するセル等 

上記1及び2の系統及び

機器を収納するセル及

びグローブ ボックス 

× × × 

プルトニウム精製設備

の安全上重要な施設の

配管を収納する二重配

管の外管 

× × × 

精製建屋（続き） 4 上記 1及び 2の系統

及び機器並びにせん断

下記の洞道に設置する

配管収納容器のうち，上
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

工程を収納するセル等 記1及び2の配管を収納

する配管収納容器 

分離建屋と精製建屋を

接続する洞道 

－ － － 

精製建屋とウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋

を接続する洞道 

－ － － 

5 上記 4の換気系統 精製建屋換気設備 プ

ルトニウム濃縮缶セル

等からの排気系 

× ○ × 

グローブボックス等か

らの排気系 

× ○ × 

7.2 節に粒子除去効率

を記載した上記の気体

廃棄物の廃棄施設の換

気設備の高性能粒子フ

ィルタ 

   

精製建屋換気設備の高

性能粒子フィルタ 

× ○ × 

上記の気体廃棄物の廃

棄施設の換気設備の排

風機 

   

精製建屋換気設備の建

屋排風機、グローブボッ

クス・セル排風機 

× ○ × 

6 上記 4 のセル等を

収納する構築物及びそ

の換気系統 

  

精製建屋 ○ ○ ○ 

精製建屋換気設備（屋外

ダクト） 

○ － ○ 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

精製建屋（続き） 6 上記 4 のセル等を

収納する構築物及びそ

の換気系統 

精製建屋換気設備 汚

染のおそれのある区域

からの排気系 

× ○ × 

7.2 節に粒子除去効率

を記載した上記の気体

廃棄物の廃棄施設の換

気設備の高性能粒子フ

ィルタ 

× ○ × 

上記の気体廃棄物の廃

棄施設の換気設備の排

風機 

× ○ × 

下記の洞道のうち，上記

1及び 2の配管を収納す

る洞道 

   

分離建屋と精製建屋を

接続する洞道 

－ － － 

精製建屋とウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋

を接続する洞道 

－ － － 

8 非常用所内電源系

統及び安全上重要な施

設の機能の確保に必要

な圧縮空気等の主要な

動力源 

非常用所内電源系統 × × ○ 

9 熱的，化学的又は核

的制限値を維持するた

めの系統及び機器 ○ 

核的制限値（形状寸法

管理の機器） 

プルトニウム精製設備，

精製建屋一時貯留処理

設備の主要設備の臨界

安全管理表に寸法が記

載されている機器 

   

抽出塔 × × × 

核分裂生成物洗浄塔 × × × 

逆抽出塔 × × × 

ウラン洗浄塔 × × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

精製建屋（続き） 9 熱的，化学的又は核

的制限値を維持するた

めの系統及び機器 ○ 

核的制限値（形状寸法

管理の機器） 

補助油水分離槽 × × × 

TBP洗浄器 × × × 

第 2酸化塔 × × × 

第 2脱ガス塔 × × × 

プルトニウム溶液受槽 × × × 

油水分離槽 × × × 

プルトニウム濃縮缶供

給槽 

× × × 

プルトニウム濃縮缶 × × × 

プルトニウム濃縮液受

槽 

× × × 

プルトニウム濃縮液計

量槽 

× × × 

プルトニウム濃縮液中

間貯槽 

× × × 

プルトニウム濃縮液一

時貯槽 

× × × 

リサイクル槽 × × × 

希釈槽 × × × 

プルトニウム溶液一時

貯槽 

× × × 

第 1一時貯留処理槽 × × × 

第 2一時貯留処理槽 × × × 

第 3一時貯留処理槽 × × × 

第 4一時貯留処理槽 × × × 

プルトニウム溶液供給

槽 

× × × 

第 1酸化塔 × × × 

第 1脱ガス塔 × × × 

TBP洗浄塔 × × × 

プルトニウム洗浄器 × × × 

抽出廃液受槽 × × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

精製建屋（続き） 9 熱的，化学的又は核

的制限値を維持するた

めの系統及び機器 ○ 

核的制限値（形状寸法

管理の機器） 

抽出廃液中間貯槽 × × × 

凝縮液受槽 × × × 

 ○ 核的制限値（核

的制限値を維持する 

計測制御及び動作機

器） 

プルトニウム洗浄器ア

ルファ線検出器の計数

率高による警報 

× × ○ 

12 安全保護回路 プルトニウム濃縮缶加

熱蒸気温度高による加

熱停止回路 

× × ○ 

第２酸回収系の蒸発缶

加熱蒸気温度高による

加熱停止回路 

× × ○ 

逆抽出塔溶液温度高に

よる加熱停止回路 

× × ○ 

外部電源喪失による建

屋給気閉止ダンパの閉

止回路（精製建屋） 

× × ○ 

15 その他上記各系統

等の安全機能を維持す

るために必要な計測制

御系統、冷却水系統等 

 ○ 計測制御設備 

以下のセルの漏えい液

受皿の集液溝の液位警

報 

   

・プルトニウム濃縮液受

槽セル 

× × ○ 

・プルトニウム濃縮液一

時貯槽セル 

× × ○ 

・プルトニウム濃縮液計

量槽セル 

× × ○ 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

精製建屋（続き）  15 その他上記各系統

等の安全機能を維持す

るために必要な計測制

御系統、冷却水系統等 

 ○ 計測制御設備 

以下のセルの漏えい液

受皿の集液溝の液位警

報(臨界) 

   

・プルトニウム精製塔セ

ル 

× × × 

・プルトニウム濃縮缶供

給槽セル 

× × ○ 

・油水分離槽セル × × × 

・放射性配管分岐第 1

セル 

× × ○ 

精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備 塔槽類廃ガ

ス処理系（Pu系)の圧力

警報 

× × ○ 

 ○ 冷却設備 安全冷却水系から崩壊

熱除去用冷却水を必要

とする機器までの配管 

   

プルトニウム溶液受槽 × × × 

油水分離槽 × × × 

プルトニウム濃縮缶供

給槽 

× × × 

プルトニウム溶液一時

貯槽 

× × × 

プルトニウム濃縮液受

槽 

× × × 

プルトニウム濃縮液計

量槽 

× × × 

プルトニウム濃縮液中

間貯槽 

× × × 

プルトニウム濃縮液一

時貯槽 

× × × 

リサイクル槽 × × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

精製建屋（続き）  ○ 冷却設備 希釈槽 × × × 

第１一時貯留処理槽 × × × 

第２一時貯留処理槽 × × × 

第３一時貯留処理槽 × × × 

 ○ 水素掃気用空気

を供給する安全圧縮空

気系から水素掃気を必

要とする機器までの水

素掃気用の配管 

水素掃気を必要とする

機器までの水素掃気用

の配管 

   

プルトニウム溶液供給

槽 

× × × 

抽出塔 × × × 

核分裂生成物洗浄塔 × × × 

逆抽出塔 × × × 

ウラン洗浄塔 × × × 

補助油水分離槽 × × × 

TBP洗浄器 × × × 

プルトニウム溶液受槽 × × × 

油水分離槽 × × × 

プルトニウム濃縮缶供

給槽 

× × × 

プルトニウム濃縮缶 × × × 

プルトニウム溶液一時

貯槽 

× × × 

プルトニウム濃縮液受

槽 

× × × 

プルトニウム濃縮液計

量槽 

× × × 

プルトニウム濃縮液中

間貯槽 

× × × 

プルトニウム濃縮液一

時貯槽 

× × × 

リサイクル槽 × × × 

希釈槽 × × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

精製建屋（続き）  ○ 水素掃気用空気

を供給する安全圧縮空

気系から水素掃気を必

要とする機器までの水

素掃気用の配管 

第 1一時貯留処理槽 × × × 

第 2一時貯留処理槽 × × × 

第 3一時貯留処理槽 × × × 

第 4一時貯留処理槽 × × × 

第７一時貯留処理槽 × × × 

 ○ 漏えい液回収系

統 

精製建屋のプルトニウ

ム濃縮液受槽セル、プル

トニウム濃縮液一時貯

槽セル、プルトニウム濃

縮液計量槽セル 

× × × 

 ○ 上記 12 の安全

保護回路により保護動

作を行う機器及び系統 

逆抽出塔溶液温度高に

よる加熱停止回路に係

る遮断弁 

× × × 

建屋給気閉止ダンパ（精

製建屋換気設備） 

× × × 

プルトニウム濃縮缶加

熱蒸気温度高による加

熱停止回路に係る遮断

弁 

× × × 

第２酸回収系の蒸発缶

加熱蒸気温度高による

加熱停止回路に係る遮

断弁 

× × × 

 ○ 計装用空気を供

給する安全圧縮空気系

から上記 9、12及び 15

の計装用空気を必要と

する計測制御設備まで

の配管 

計装用空気を必要とす

る計測制御設備までの

配管 

× × × 

 ○ 上記 3，5及び 6

の放射性物質の閉じ込

め機能を支援する施設 

建屋給気閉止ダンパ（精

製建屋換気設備） 

× ○ × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

ウラン脱硝建屋及

びウラン酸化物貯

蔵建屋 

9 熱的，化学的又は核

的制限値を維持するた

めの系統及び機器 

 ○ 形状寸法管理の

機器 

臨界安全管理表に寸法

が記載されている機器 

   

脱硝塔 × × × 

シール槽 × × × 

UO3受槽 × × × 

規格外製品受槽 × × × 

規格外製品容器 × × × 

UO3溶解槽 × × × 

貯蔵バスケット × × × 

ウラン酸化物貯蔵容器 × × × 

15 その他上記各系統

等の安全機能を維持す

るために必要な計測制

御系統，冷却水系統等 

 ○ 計測制御設備 

脱硝塔内部の温度低に

よる硝酸ウラニル濃縮

液の供給停止回路 

× × × 

ウラン酸化物貯蔵容器

充てん定位置の検知に

よるUO3粉末の充てん起

動回路 

× × × 

 ○ 計測制御設備に

係る動作機器 

脱硝塔内部の温度低に

よる硝酸ウラニル濃縮

液の供給停止回路に係

る遮断弁 

× × × 

ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋

及びウラン･プル

トニウム混合酸化

物貯蔵建屋 

1 プルトニウムを含

む溶液又は粉末を内蔵

する系統及び機器 

硝酸プルトニウム貯槽 × × × 

混合槽 × × × 

一時貯槽 × × × 

定量ポット × × × 

中間ポット × × × 

脱硝装置 × × × 

焙焼炉 × × × 

還元炉 × × × 

固気分離器 × × × 

粉末ホッパ × × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋

及びウラン･プル

トニウム混合酸化

物貯蔵建屋（続き） 

1 プルトニウムを含

む溶液又は粉末を内蔵

する系統及び機器 

粉砕機 × × × 

混合機 × × × 

粉末充てん機 × × × 

保管容器 × × × 

粉末缶 × × × 

混合酸化物貯蔵容器 × × × 

プルトニウムを含む溶

液又は粉末の主要な流

れを構成する配管 

× × × 

3 上記 1及び 2の系統

及び機器の換気系統及

びオフガス処理系統 

ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備（屋外ダク

ト） 

○ － ○ 

ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 

－ ○ － 

安全上重要な施設の固

気分離器からウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建

屋換気設備のグローブ

ボックス・セル排気系統

への接続部までの系統 

× × × 

高性能粒子フィルタ（空

気輸送） 

× × × 

7.2 節に粒子除去効率

を記載した上記の気体

廃棄物の廃棄施設の高

性能粒子フィルタ 

   

ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の高性能粒

子フィルタ 

× ○ × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋

及びウラン･プル

トニウム混合酸化

物貯蔵建屋（続き） 

3 上記 1及び 2の系統

及び機器の換気系統及

びオフガス処理系統 

上記の気体廃棄物の廃

棄施設の排風機 

   

ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の排風機 

× ○ × 

4 上記 1及び 2の系統

及び機器並びにせん断

工程を収納するセル等 

上記1及び2の系統及び

機器を収納するセル及

びグローブ ボックス 

× × × 

ウラン・プルトニウム混

合脱硝設備の安全上重

要な施設の配管を収納

する二重配管の外管 

× × × 

下記の洞道のうち，上記

1及び 2の配管を収納す

る洞道 

   

精製建屋とウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋

を接続する洞道 

－ － － 

5 上記 4の換気系統  ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋換気設備 

硝酸プルトニウム貯槽

セル等及びグローブボ

ックス等からの排気系 

× ○ × 

7.2 節に粒子除去効率

を記載した上記の気体

廃棄物の廃棄施設の換

気設備の高性能粒子フ

ィルタ 

   

ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋換気設備の

高性能粒子フィルタ 

× ○ × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋

及びウラン･プル

トニウム混合酸化

物貯蔵建屋（続き） 

5 上記 4の換気系統 上記の気体廃棄物の廃

棄施設の換気設備の排

風機 

   

ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋換気設備の

建屋排風機、グローブボ

ックス・セル排風機 

× ○ × 

6 上記 4 のセル等を

収納する構築物及びそ

の換気系統 

ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋 

○ ○ ○ 

ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋換気設備（屋

外ダクト） 

○ － ○ 

ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋換気設備 

汚染のおそれのある区

域からの排気系 

× ○ × 

7.2 節に粒子除去効率

を記載した上記の気体

廃棄物の廃棄施設の換

気設備の高性能粒子フ

ィルタ 

× ○ × 

上記の気体廃棄物の廃

棄施設の換気設備の排

風機 

× ○ × 

下記の洞道に設置する

配管収納容器のうち，上

記1及び2の配管を収納

する配管収納容器 

   

精製建屋とウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋

を接続する洞道 

－ － － 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋

及びウラン･プル

トニウム混合酸化

物貯蔵建屋（続き） 

8 非常用所内電源系

統及び安全上重要な施

設の機能の確保に必要

な圧縮空気等の主要な

動力源  

非常用所内電源系統 × × × 

安全圧縮空気系 × × × 

9 熱的，化学的又は核

的制限値を維持するた

めの系統及び機器 

○ 核的制限値（形状

寸法管理の機器） 

臨界安全管理表に寸法

が記載されている機器 

   

硝酸プルトニウム貯槽 × × × 

混合槽 × × × 

一時貯槽 × × × 

定量ポット × × × 

中間ポット × × × 

脱硝装置（脱硝皿） × × × 

凝縮廃液ろ過器 × × × 

凝縮廃液受槽 × × × 

焙焼炉 × × × 

還元炉 × × × 

固気分離器 × × × 

粉末ホッパ × × × 

粉砕機 × × × 

混合機 × × × 

粉末充てん機 × × × 

保管容器 × × × 

保管ピット × × × 

混合酸化物貯蔵容器 × × × 

貯蔵ホール × × × 

 ○ 核的制限値（核

的制限値を維持する計

測制御及び動作機器） 

粉末缶 MOX 粉末重量確

認による粉末缶払出装

置の起動回路 

× × × 

12 安全保護回路 還元ガス受槽水素濃度

高による還元ガス供給

停止回路 

× × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋

及びウラン･プル

トニウム混合酸化

物貯蔵建屋（続き） 

12 安全保護回路 

  

還元炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路 

× × × 

焙焼炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路 

× × × 

15 その他上記各系統

等の安全機能を維持す

るために必要な計測制

御系統、冷却水系統等 

 ○ 計測制御設備 

ウラン・プルトニウム混

合脱硝設備に係る計測

制御設備 

   

・脱硝装置の温度計によ

る脱硝皿取扱装置の起

動回路及び照度計によ

るシャッタの起動回路 

× × × 

・空気輸送終了検知及び

脱硝皿の重量確認によ

る脱硝皿取扱装置の起

動回路 

× × × 

・保管容器充てん定位置

の検知によるＭＯＸ粉

末の充てん起動回路  

× × × 

・粉末缶充てん定位置の

検知によるＭＯＸ粉末

の充てん起動回路 

× × × 

・硝酸プルトニウム貯槽

セル，混合槽セル及び一

次貯槽セルの漏えい液

受皿の集液溝の液位警

報 

× × × 

ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の圧力警報 

× × × 

  ○ 冷却設備  安全冷却水系から崩壊

熱除去用冷却水を必要

とする機器までの配管 

   

硝酸プルトニウム貯槽 × × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋

及びウラン･プル

トニウム混合酸化

物貯蔵建屋（続き） 

  ○ 冷却設備  混合槽 × × × 

一時貯槽 × × × 

ウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵建屋換気

設備 貯蔵室からの排

気系 

× ○ × 

 ○ 水素掃気用空気

を供給する安全圧縮空

気系から水素掃気を必

要とする機器までの水

素掃気用の配管 

水素掃気用空気を供給

する安全圧縮空気系か

ら水素掃気用の圧縮空

気を供給する以下の機

器までの水素掃気用の

配管 

   

硝酸プルトニウム貯槽 × × × 

混合槽 × × × 

一時貯槽 × × × 

 ○ 漏えい液を回収

するための系統 

下記のセルの漏えい液

受け皿から漏えい液を

回収するための系統 

   

・硝酸プルトニウム貯槽

セル 

× × × 

・混合槽セル × × × 

・一時貯槽セル × × × 

  ○ 上記 12 の安全

保護回路により保護動

作を行う機器及び系統 

還元ガス受槽水素濃度

高による還元ガス供給

停止回路に係る遮断弁 

× × × 

  ○ 計装用空気を供

給する安全圧縮空気系

から上記 9，12及び 15

の計装用空気を必要と

する計測制御設備まで

の配管 

計装用空気を必要とす

る計測制御設備までの

配管 

× × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

高レベル廃液ガラ

ス固化建屋及び第

1 ガラス固化体貯

蔵建屋  

2 高レベル放射性液

体廃棄物を内蔵する系

統及び機器  

高レベル濃縮廃液貯槽 × × × 

不溶解残渣廃液貯槽 × × × 

高レベル廃液共用貯槽 × × × 

高レベル濃縮廃液一時

貯槽 

× × × 

不溶解残渣廃液一時貯

槽 

× × × 

高レベル廃液混合槽 × × × 

供給液槽 × × × 

供給槽 × × × 

ガラス溶融炉 × × × 

高レベル廃液の主要な

流れを構成する配管 

× × × 

3 上記２の系統及び

機器の換気系統及びオ

フガス処理系統  

高レベル廃液ガラス固

化建屋塔槽類廃ガス処

理設備（屋外ダクト） 

○ － ○ 

高レベル廃液ガラス固

化建屋塔槽類廃ガス処

理設備 高レベル濃縮

廃液廃ガス処理系 

× ○ × 

高レベル廃液ガラス固

化建屋塔槽類廃ガス処

理設備 不溶解残渣廃

液廃ガス処理系 

× ○ × 

高レベル廃液ガラス固

化廃ガス処理設備 

× ○ × 

7.2 節に粒子除去効率

を記載した上記の気体

廃棄物の廃棄施設の高

性能粒子フィルタ 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

高レベル廃液ガラ

ス固化建屋及び第

1 ガラス固化体貯

蔵建屋（続き） 

3 上記２の系統及び

機器の換気系統及びオ

フガス処理系統 

高レベル廃液ガラス固

化建屋塔槽類廃ガス処

理設備 高レベル濃縮

廃液廃ガス処理系の高

性能粒子フィルタ 

× ○ × 

高レベル廃液ガラス固

化建屋塔槽類廃ガス処

理設備 不溶解残渣廃

液廃ガス処理系の高性

能粒子フィルタ 

× ○ × 

高レベル廃液ガラス固

化廃ガス処理設備の高

性能粒子フィルタ 

× ○ × 

高レベル廃液ガラス固

化廃ガス処理設備の廃

ガス洗浄器，吸収塔及び

ルテニウム吸着塔 

× ○ × 

上記の気体廃棄物の廃

棄施設の排風機 

   

高レベル廃液ガラス固

化建屋塔槽類廃ガス処

理設備 高レベル濃縮

廃液廃ガス処理系の排

風機 

× ○ × 

高レベル廃液ガラス固

化建屋塔槽類廃ガス処

理設備 不溶解残渣廃

液廃ガス処理系の排風

機 

× ○ × 

高レベル廃液ガラス固

化廃ガス処理設備の排

風機 

× ○ × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

高レベル廃液ガラ

ス固化建屋及び第

1 ガラス固化体貯

蔵建屋（続き） 

4 上記 2 の系統及び

機器並びにせん断工程

を収納するセル等 

上記 2 の系統及び機器

を収納するセル及びグ

ローブ ボックス並び

にせん断セル 

× × × 

下記の洞道に設置する

配管収納容器のうち，上

記1及び2の配管を収納

する配管収納容器 

   

分離建屋と高レベル廃

液ガラス固化建屋を 接

続する洞道 

－ － － 

5 上記 4の換気系統 高レベル廃液ガラス固

化建屋換気設備 

   

・高レベル濃縮廃液貯槽

セル等からの排気系 

× ○ × 

・固化セル圧力放出系 × ○ × 

・固化セル換気系 × ○ × 

・固化セル換気系の洗浄

塔及びルテニウム吸着

塔 

× ○ × 

7.2 節に粒子除去効率

を記載した上記の気体

廃棄物の廃棄施設の換

気設備の高性能粒子フ

ィルタ 

   

高レベル廃液ガラス固

化建屋換気設備の高性

能粒子フィルタ 

× ○ × 

上記の気体廃棄物の廃

棄施設の換気設備の排

風機 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

高レベル廃液ガラ

ス固化建屋及び第

1 ガラス固化体貯

蔵建屋（続き） 

5 上記 4の換気系統 高レベル廃液ガラス固

化建屋換気設備の建屋

排風機、セル排風機、固

化セル換気系排風機 

× ○ × 

6 上記 4 のセル等を

収納する構築物及びそ

の換気系統 

高レベル廃液ガラス固

化建屋  

○ ○ ○ 

高レベル廃液ガラス固

化建屋換気設備（屋外ダ

クト） 

○ － ○ 

高レベル廃液ガラス固

化建屋換気設備 汚染

のおそれのある区域か

らの排気系 

× ○ × 

7.2 節に粒子除去効率

を記載した上記の気体

廃棄物の廃棄施設の換

気設備の高性能粒子フ

ィルタ 

× ○ × 

上記の気体廃棄物の廃

棄施設の換気設備の排

風機 

× ○ × 

下記の洞道のうち，上記

1及び 2の配管を収納す

る洞道 

   

分離建屋と高レベル廃

液ガラス固化建屋を 接

続する洞道 

－ － － 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

高レベル廃液ガラ

ス固化建屋及び第

1 ガラス固化体貯

蔵建屋（続き） 

8 非常用所内電源系

統及び安全上重要な施

設の機能の確保に必要

な圧縮空気等の主要な

動力源  

非常用所内電源系統 × × ○ 

安全圧縮空気系 × × × 

安全蒸気系 × × × 

11 高レベル放射性固

体廃棄物を保管廃棄す

るための施設  

高レベル廃液ガラス固

化建屋・第 1ガラス固化

体貯蔵建屋の収納管 

× ○ × 

高レベル廃液ガラス固

化建屋・第 1ガラス固化

体貯蔵建屋の通風管 

× × × 

以下の室等の遮蔽設備    

・ガラス固化体除染室 － － － 

・ガラス固化体検査室 － － － 

・貯蔵区域 － － － 

・受入れ室 － － － 

第 1 ガラス固化体貯蔵

建屋床面走行クレーン

の遮蔽設備 

× × ○ 

第 1 ガラス固化体貯蔵

建屋トレンチ移送台車

の遮蔽設備 

× × × 

12 安全保護回路 固化セル移送台車上の

質量高によるガラス流

下停止回路 

× × ○ 

固化セル圧力高による

固化セル隔離ダンパの

閉止回路 

× × ○ 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

高レベル廃液ガラ

ス固化建屋及び第

1 ガラス固化体貯

蔵建屋（続き） 

15 その他上記各系統

等の安全機能を維持す

るために必要な計測制

御系統、冷却水系統等  

 ○ 計測制御設備 

高レベル廃液ガラス固

化建屋塔槽類廃ガス処

理設備の系統の 圧力警

報 

× × ○ 

高レベル廃液ガラス固

化廃ガス処理設備の系

統の 圧力警報 

× × ○ 

以下のセルの漏えい液

受皿の集液溝の液位警

報 

   

・高レベル廃液供給槽セ

ル 

× × ○ 

・高レベル濃縮廃液貯槽

セル 

× × ○ 

・不溶解残渣廃液貯槽セ

ル 

× × ○ 

・高レベル廃液共用貯槽

セル 

× × ○ 

・高レベル濃縮廃液一時

貯槽セル 

× × ○ 

・不溶解残渣廃液一時貯

槽セル 

× × ○ 

・高レベル廃液混合槽セ

ル 

× × ○ 

・固化セル × × ○ 

結合装置圧力信号によ

る流下ノズル加熱停止

回路 

× × ○ 

 ○ 冷却設備 安全冷却水系から崩壊

熱除去用冷却水を必要

とする機器までの配管 

× × ○ 

高レベル濃縮廃液貯槽 × × × 

不溶解残渣廃液貯槽 × × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

高レベル廃液ガラ

ス固化建屋及び第

1 ガラス固化体貯

蔵建屋（続き） 

 ○ 冷却設備 高レベル廃液共用貯槽 × × × 

高レベル濃縮廃液一時

貯槽 

× × × 

不溶解残渣廃液一時貯

槽 

× × × 

高レベル廃液混合槽 × × × 

供給液槽 × × × 

供給槽 × × × 

 ○ 冷却空気用配管 安全圧縮空気系から高

レベル廃液ガラス固化

設備のガラス溶融炉の

流下停止系までの冷却

用空気を供給する配管 

× × × 

 ○ 水素掃気用空気

を供給する安全圧縮空

気系から水素掃気を必

要とする以下の機器ま

での水素掃気用の配管 

水素掃気用空気を供給

する安全圧縮空気系か

ら水素掃気用の圧縮空

気を供給する機器まで

の水素掃気用の配管 

－ － － 

高レベル濃縮廃液貯槽 × × × 

不溶解残渣廃液貯槽 × × × 

高レベル廃液共用貯槽 × × × 

高レベル濃縮廃液一時

貯槽 

× × × 

不溶解残渣廃液一時貯

槽 

× × × 

高レベル廃液混合槽 × × × 

供給液槽 × × × 

供給槽 × × × 

 

補3-1-47 186



第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

高レベル廃液ガラ

ス固化建屋及び第

1 ガラス固化体貯

蔵建屋（続き） 

 ○ 漏えい液回収系

統 

下記のセルの漏えい液

受け皿から漏えい液を

回収するための系統 

   

 ・高レベル濃縮廃液貯

槽セル 

× × × 

 ・高レベル濃縮廃液一

時貯槽セル 

× × × 

 ・高レベル廃液共用貯

槽セル 

× × × 

 ・高レベル廃液混合槽

セル 

× × × 

 ・不溶解残渣廃液貯槽

セル 

× × × 

 ・不溶解残渣廃液一時

貯槽セル 

× × × 

 ・ 固化セル × × × 

 ○ 上記 12 の安全

保護回路により保護動

作を行う機器及び系統 

ガラス溶融炉の流下停

止系 

× × × 

固化セル隔離ダンパ × × × 

 ○ 計装用空気を供

給する安全圧縮空気系

から上記 9，12及び 15

の計装用空気を必要と

する計測制御設備まで

の配管 

計装用空気を必要とす

る計測制御設備までの

配管 

× × × 

 ○ 上記 3,5 及び 6

の放射性物質の閉じ込

め機能を支援する施設 

高レベル廃液ガラス固

化廃ガス処理設備 吸

収塔の純水系 

× × × 

高レベル廃液ガラス固

化廃ガス処理設備 廃

ガス洗浄器，吸収塔及び

凝縮器の冷水系 

× × × 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

高レベル廃液ガラ

ス固化建屋及び第

1 ガラス固化体貯

蔵建屋（続き） 

 ○ 上記 3,5 及び 6

の放射性物質の閉じ込

め機能を支援する施設 

高レベル廃液ガラス固

化建屋換気設備 セル

内クーラ 

× × × 

高レベル廃液ガラス固

化建屋換気設備 固化

セル隔離ダンパ 

× × × 

 ○ 高レベル廃液ガ

ラス固化設備 

固化セル移送台車 × × × 

その他の主要な施

設 

8 非常用所内電源系

統及び安全上重要な施

設の機能の確保に必要

な圧縮空気等の主要な

動力源  

非常用所内電源系統 × × ○ 

安全蒸気系 × × × 

安全圧縮空気系（かくは

ん等のための圧縮空気

を供給する系統は除く） 

× × × 

9 熱的，化学的又は核

的制限値を維持するた

めの系統及び機器 

分析済溶液処理系の主

要設備の臨界安全管理

表に寸法が記載されて

いる機器 

   

分析済溶液受槽 × × × 

分析済溶液供給槽 × × × 

濃縮液受槽 × × × 

濃縮液供給槽 × × × 

抽出液受槽 × × × 

抽出残液受槽 × × × 

分析残液受槽 × × × 

分析残液希釈槽 × × × 

13 排気筒 主排気筒 ○ － ○ 

14 制御室等及びその

換気空調系統  

中央制御室 × × × 

制御建屋中央制御室換

気設備 

× ○ ○ 
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第１表 竜巻防護対象施設の選定結果一覧 

○：評価対象      ×：評価対象（ただし、当該設備を設置する建屋が評価対象） 

－：評価対象外 

建屋 分類 安全上重要な施設 (竜巻) 設計項目 

風 圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

その他の主要な施

設（続き） 

15 その他上記各系統

等の安全機能を維持す

るために必要な計測制

御系統，冷却水系統等 

  

  

  

安全冷却水系 ○ － ○ 

ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲ

ｽﾞﾝ処理建屋の貯蔵室の

遮蔽設備 

× × × 

ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋の

貯蔵プールの遮蔽設備 

× × × 

主排気筒の排気筒モニ

タ 

× × ○ 
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第２表 波及的影響を及ぼし得る施設の検討結果一覧 

 

 

設計対処施設 周辺の施設 
判

定 
備考 

前処理建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 － 設計対処施設 

冷却塔Ａ(使用済燃料の受入れ・

貯蔵施設用) 

－ 設計対処施設 

冷却塔Ａ（再処理設備本体用） － 設計対処施設 
主排気筒 － 設計対処施設 
分離建屋 － 設計対処施設 
高レベル廃液ガラス固化建屋 － 設計対処施設 

分離建屋 

前処理建屋 － 設計対処施設 
冷却塔Ａ（再処理設備本体用） － 設計対処施設 
主排気筒 － 設計対処施設 
試薬建屋 (1) 離隔距離(約 30m)＞建屋高さ(約

12m) 

ヒドラジン貯槽 (2) 移設により波及的影響を及ぼさな

い 

精製建屋 － 設計対処施設 

出入管理建屋 (1) 離隔距離(約 50m)＞建屋高さ(約

24m) 

制御建屋 － 設計対処施設 
冷却塔Ｂ(第２非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発

電機用) 

－ 設計対処施設 

高レベル廃液ガラス固化建屋 － 設計対処施設 

精製建屋 

分離建屋 － 設計対処施設 
主排気筒 － 設計対処施設 
試薬建屋 (1) 離隔距離(約 40m)＞建屋高さ(約

12m) 

ヒドラジン貯槽 (2) 移設により波及的影響を及ぼさな

い 

ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋 

－ 設計対処施設 

ウラン脱硝建屋 － 設計対処施設 
分析建屋 (1) 間に出入管理建屋がある 

出入管理建屋 (1) 離隔距離(約 70m)＞建屋高さ(約

24m) 

ハル・エンドピース貯蔵建屋 

使用済燃料輸送容器管理建屋 (1) 離隔距離(約 55m)＞建屋高さ(約

15m) 

ボイラ建屋 (1) 離隔距離(約 70m)＞建屋高さ(約

19m) 

煙突 (1) 離隔距離(約 90m)＞煙突高さ(約

50m) 

制御建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋 － 設計対処施設 
分離建屋 － 設計対処施設 
精製建屋 － 設計対処施設 
出入管理建屋 ○  

分析建屋 － 設計対処施設 
冷却塔Ｂ(第２非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発

電機用) 

－ 設計対処施設 

＜判定＞ 

○ 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

(1)「設計対処施設への距離 ＞ 建屋・構築物の高さ」の条件を満たすため、 

波及的影響を及ぼすおそれのないもの。 

(2)その他 
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第２表 波及的影響を及ぼし得る施設の検討結果一覧 

 

 

設計対処施設 周辺の施設 
判

定 
備考 

主排気筒 

再処理建設事務所 (1) 離隔距離(約 90m)＞建屋高さ(約

10m) 

精製建屋 － 設計対処施設 

試薬建屋 (1) 離隔距離(約 30m)＞建屋高さ(約

12m) 

ヒドラジン貯槽 (2) 移設により波及的影響を及ぼさな

い 

分離建屋 － 設計対処施設 
前処理建屋 － 設計対処施設 
冷却塔Ａ（再処理設備本体用） － 設計対処施設 

冷却塔Ａ(再処理本体用) 

前処理建屋 － 設計対処施設 
分離建屋 － 設計対処施設 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 － 設計対処施設 
主排気筒 － 設計対処施設 
冷却塔Ａ(使用済燃料の受入れ・

貯蔵施設用) 

－ 設計対処施設 

冷却塔Ｂ(再処理本体用) 

運転予備用冷却水設備 (1) 離隔距離(約 10m)＞建屋高さ(約

9m) 

分析建屋 － 設計対処施設 

低レベル廃棄物処理建屋 (1) 離隔距離(約 45m)＞建屋高さ(約

29m) 

低レベル廃棄物処理建屋換気筒 (1) 離隔距離(約 90m)＞建屋高さ(約

46m) 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 (1) 離隔距離(約 70m)＞建屋高さ(約

13m) 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋 

精製建屋 － 設計対処施設 
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋 － 設計対処施設 
ウラン酸化物貯蔵建屋 － 設計対処施設 
ウラン脱硝建屋 － 設計対処施設 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋 
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋 － 設計対処施設 
ウラン酸化物貯蔵建屋 － 設計対処施設 

ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理

建屋 

低レベル廃棄物処理建屋 ○  

低レベル廃棄物処理建屋換気筒 (1) 離隔距離(約 50m)＞排気筒高さ(約

46m) 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建

屋 

○  

使用済燃料輸送容器管理建屋 ○  

冷却塔Ａ(使用済燃料の受入れ・

貯蔵施設用) 

－ 設計対処施設 

前処理建屋 － 設計対処施設 
高レベル廃液ガラス固化建屋 － 設計対処施設 
冷却塔Ｂ(使用済燃料の受入れ・

貯蔵施設用) 

－ 設計対処施設 

冷却塔Ａ（再処理設備本体用） － 設計対処施設 

冷却塔Ａ(使用済燃料の受入れ・

貯蔵施設用) 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 (1) 離隔距離(約 30m)＞建屋高さ(約

10m) 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 － 設計対処施設 

使用済燃料輸送容器管理建屋 ○  

冷却塔Ａ（再処理設備本体用） － 設計対処施設 

＜判定＞ 

○ 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

(1)「設計対処施設への距離 ＞ 建屋・構築物の高さ」の条件を満たすため、 

波及的影響を及ぼすおそれのないもの。 

(2)その他  
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第２表 波及的影響を及ぼし得る施設の検討結果一覧 

 

 

設計対処施設 周辺の施設 
判

定 
備考 

冷却塔Ｂ(使用済燃料の受入

れ・貯蔵施設用) 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建

屋 

○  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 － 設計対処施設 
前処理建屋 － 設計対処施設 
高レベル廃液ガラス固化建屋 － 設計対処施設 
北換気筒 ○  

非常用電源建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋 － 設計対処施設 
冷却塔Ｂ(第２非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発

電機用) 

－ 設計対処施設 

運転予備用冷却水設備 (1) 離隔距離(約 45m)＞建屋高さ(約 9m) 

冷却塔Ａ(第２非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発

電機用) 

－ 設計対処施設 

北換気筒 (1) 離隔距離(約 180m)＞換気筒高さ(約

75m) 

冷却塔Ａ(第２非常用ＤＧ用) 

非常用電源建屋 － 設計対処施設 

運転予備用冷却水設備 (1) 離隔距離(約 45m)＞建屋高さ(約 9m) 

北換気筒 (1) 離隔距離(約 180m)＞換気筒高さ(約

75m) 

冷却塔Ｂ(第２非常用ＤＧ用) 

高レベル廃液ガラス固化建屋 － 設計対処施設 
分離建屋 － 設計対処施設 
制御建屋 － 設計対処施設 
非常用電源建屋 － 設計対処施設 
北換気筒 (1) 離隔距離(約 180m)＞換気筒高さ(約

75m) 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

前処理建屋 － 設計対処施設 
分離建屋 － 設計対処施設 
制御建屋 － 設計対処施設 
冷却塔Ｂ(第２非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発

電機用) 

－ 設計対処施設 

非常用電源建屋 － 設計対処施設 

北換気筒 (1) 離隔距離(約 90m)＞建屋高さ(約

75m) 

冷却塔Ｂ(使用済燃料の受入れ・

貯蔵施設用) 

－ 設計対処施設 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 － 設計対処施設 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 

ガラス固化体受入れ建屋 － 設計対処施設 
ガラス固化体貯蔵建屋 － 設計対処施設 
北換気筒 ○  

＜判定＞ 

○ 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

(1)「設計対処施設への距離 ＞ 建屋・構築物の高さ」の条件を満たすため、 

波及的影響を及ぼすおそれのないもの。 

(2)その他 
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第３表 設計対処施設と設計項目 

設計対処施設 

設計項目 

風圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

竜巻防護対象施設

を収納する建屋 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ○ ○ ○ 

・前処理建屋 ○ ○ ○ 

・分離建屋 ○ ○ ○ 

・精製建屋 ○ ○ ○ 

・ウラン脱硝建屋 ○ ○ ○ 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ○ ○ ○ 

・ウラン酸化物貯蔵建屋 ○ ○ ○ 

・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 ○ ○ ○ 

・高レベル廃液ガラス固化建屋 ○ ○ ○ 

・第 1ガラス固化体貯蔵建屋 ○ ○ ○ 

・チャンネルボックス・バーナブルポイズン 

処理建屋 
○ ○ ○ 

・ハル・エンドピース貯蔵建屋 ○ ○ ○ 

・制御建屋 ○ ○ ○ 

・分析建屋 ○ ○ ○ 

・非常用電源建屋 ○ ○ ○ 

・主排気筒管理建屋 ○ ○ ○ 

屋外施設 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔 
○ － ○ 

・再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 ○ － ○ 

・冷却塔に接続する屋外設備 ○ － ○ 

・第 2非常用ディーゼル発電機用 

安全冷却水系冷却塔 
○ － ○ 

・主排気筒 ○ － ○ 

・主排気筒に接続する屋外ダクト及び屋外配管 ○ － ○ 

建屋に収納される

が防護が期待 

できない施設 

・第 2非常用ディーゼル発電機 － －※ ○ 

・非常用電源建屋の非常用所内電源系統 － － ○ 

・前処理建屋の非常用所内電源系統， 

計測制御系統施設及び安全蒸気系 
－ － ○ 

・精製建屋の非常用所内電源系統及び 

計測制御系統施設 
－ － ○ 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所内電源 

系統，計測制御系統施設及び安全冷却水系 
－ － ○ 

・第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行 

クレーンの遮蔽容器 
－ － ○ 

・制御建屋中央制御室換気設備 － ○ ○ 

・主排気筒の排気筒モニタ － － ○ 

凡例）○：設計対象 －：設計対象外 

※第２非常用ディーゼル発電機は大気圧の変動に応じて室内圧も変動する非管理区域に設

置されており，ディーゼル発電機の内外で気圧差が生じることないため，気圧差荷重は

考慮しない。（第１非常用ディーゼル発電機も同様） 
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第３表 設計対処施設と設計項目（続き） 

設計対処施設 

設計項目 

風圧

力 

気圧

差 

飛来

物 

竜巻防護対象施設

に波及的影響を 

及ぼし得る施設 

・北換気筒 ○ － ○ 

・使用済燃料輸送容器管理建屋 ○ ○ ○ 

・使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 ○ ○ ○ 

・低レベル廃棄物処理建屋 ○ ○ ○ 

・出入管理建屋 ○ ○ ○ 

建屋内の施設で 

外気と繋がって 

いる施設 

・せん断処理・溶解廃ガス処理設備 － ○ － 

・前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 － ○ － 

・分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 － ○ － 

・精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 － ○ － 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類

廃ガス処理設備
－ ○ － 

・高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類

廃ガス処理設備
－ ○ － 

・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 － ○ － 

・前処理建屋換気設備の排気系 － ○ － 

・分離建屋換気設備の排気系 － ○ － 

・精製建屋換気設備の排気系 － ○ － 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

換気設備の排気系
－ ○ － 

・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備の貯蔵室からの排気系
－ ○ － 

・高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の排気系 － ○ － 

・ガラス固化体貯蔵設備の収納管 － ○ － 

・制御建屋中央制御室換気設備 － ○ ○ 

凡例）○：設計対象 －：設計対象外 
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第６図  設計対処施設の配置  
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補足説明資料 3-2  

 

竜巻に対して防護する必要のある開口部の選定について  

 

１．選定方針  

  建屋に設置される開口部は，第１図に示す選定フローに従っ

て竜巻防護対象施設への影響の有無を検討し，影響を受ける竜

巻防護対象施設については，「建屋に収納されるが防護が期待

できない竜巻防護対象施設」として選定する。  

  具体的には，開口部を有する室に竜巻防護対象施設が設置さ

れているか現地調査又は図面によって確認し，設置されている

場合には，開口部からの飛来物侵入により竜巻防護対象施設に

影響を与えるおそれがあるか検討する。影響を与えるおそれが

あると判断した開口部は防護対策を施す対象とするとともに，

影響を受ける竜巻防護対象施設を，「建屋に収納されるが防護

が期待できない竜巻防護対象施設」として選定する。  

 

２．設計対処施設の選定結果  

  第１図に示す選定フローに従い選定した開口部及び，「建屋

に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設」を第１

表に示す。  

 

以  上  
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第１図  開口部に対する設計対処施設の選定フロー  
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第１表 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設の選定結果 

建屋 階層 開口部番号 
安全上重要な施設 安全機能への影響 

部屋番号 機器名称 有無 備考 

使用済燃料受入れ・ 

貯蔵建屋 
1 SAT39 第 1 非常用ディーゼル発電機 A 無 SAT39は飛来物防護扉であり、安全機能へ影響を与えることはない。 

前処理建屋 

1 SSD501 安全蒸気系 有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 SSD507 なし 無 

1 SSD509 なし 無 

１ 排気口 なし 無 

1 SSD512 なし 無 

1 SSD513 なし 無 

1 SSD514 
電気設備 

計測制御設備 
無 SSD514 は飛来物防護扉である。 

1 排気口 

電気設備（B） 

計測制御設備（B） 

安全保護回路（B） 

有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 SSD517 なし 無 

1 SSD521 

電気設備（A） 

計測制御設備（A） 

安全保護回路（A） 

有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 排気口 

電気設備（A） 

計測制御設備（A） 

安全保護回路（A） 

有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 SSD552 なし 無 

1 SSD560 前処理建屋換気設備 無 
ｾﾙ排気系ダクトは開口部上端よりも高い位置に配置されているため、

当該ダクトを損傷するおそれはない。 

3 SSD705 なし 無 

3 SSD767 なし 無 

4 SSD824 安全冷却水系 無 
安全冷却水系配管は、開口部より離れた位置に設置されているた

め、当該配管を損傷するおそれはない。 

4 SSD804 安全冷却水系 無 
安全冷却水系配管は、開口部より離れた位置に設置されているた

め、当該配管を損傷するおそれはない。 

5 SSD925 なし 無 

RF SSD924 なし 無 

RF SSD917 なし 無 

分離建屋 

1 1F-M-01 なし 無 

1 1F-M-02 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃ガス処理系 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセータ廃ガス処理系 

分離建屋換気設備 

分離設備 

分配設備 

分離建屋一時貯留処理設備 

冷却水設備 安全冷却水 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

安全保護回路 

計測制御設備 

電気設備 

建物（遮蔽） 

溢水防護設備 [分離建屋堰] 

無 
配管等は、開口部より離れた位置に設置されているため、配管等を損

傷するおそれはない。 
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第１表 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設の選定結果 

建屋 階層 開口部番号 
安全上重要な施設 安全機能への影響 

部屋番号 機器名称 有無 備考 

分離建屋 

1 1F-P-02 

安全保護回路 

電気設備 

計測制御設備 

無 
開口部外側に耐震壁（壁厚さ：1200mm）があり、飛来物が直接開口部

に達するおそれはない。 

1 1F-P-03 

安全保護回路 

計測制御設備 

電気設備 

溢水防護設備 [分離建屋防水扉] 

無 
開口部外側に耐震壁（壁厚さ：1200mm）があり、飛来物が直接開口部

に達するおそれはない。 

1 1F-P-04 なし 無 

1 1F-D-01 なし 無 

2 2F-D-02 

安全保護回路 

計測制御設備 

電気設備 

溢水防護設備 [分離建屋防水扉] 

無 
開口部外側に耐震壁（壁厚さ：1200mm）があり、飛来物が直接開口部

に達するおそれはない。 

2 2F-D-03 なし 無 

3 3F-M-01 
安全保護回路 

溢水防護設備 [分離建屋防水扉] 
無 

安全保護回路は、開口部より離れた位置に設置されているため、安

全保護回路を損傷するおそれはない。 

3 3F-M-02 
安全保護回路 

溢水防護設備 [分離建屋防水扉] 
無 

安全保護回路は、開口部より離れた位置に設置されているため、安

全保護回路を損傷するおそれはない。 

3 3F-M-03 安全保護回路 無 
安全保護回路は、開口部より離れた位置に設置されているため、安

全保護回路を損傷するおそれはない。 

4 4F-M-01 なし 無 

4 4F-M-04 なし 無 

RF RF-P-01 

冷却水設備 安全冷却水 

高レベル廃液濃縮設備 

計測制御設備 

電気設備 

溢水防護設備 [分離建屋防水扉] 

無 

安全冷却水系等は開口部から距離があること、および飛来物は天井

開口部から垂直に侵入するため、飛来物により損傷するおそれは無

い。 

1 給気口 1 なし 無 

1 排気口 1 なし 無 

1 排気口 2 

安全保護回路 

計測制御設備 

電気設備 

溢水防護設備 [分離建屋防水扉] 

無 
開口部外側に耐震壁（壁厚さ：1200mm）があり、飛来物が直接開口部

に達するおそれはない。 

2 排気口 3 なし 無 

2 排気口 4 なし 無 

精製建屋 

1 PP01 なし 無 

1 PP08 なし 無 

1 PP45 なし 無 

1 PP108 なし 無 

1 PP79 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

無 

当該ケーブルの設置位置は、開口部上端より上の位置であり、扉の

設置されている壁寄りに設置されていることから、侵入する飛来物によ

り破損するおそれはない。 

1 PP96 なし 無 

1 PP94 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

無 

当該ケーブルの設置位置は、開口部上端より上の位置であり、扉の

設置されている壁寄りに設置されていることから、侵入する飛来物によ

り破損するおそれはない。 

1 SAT107 なし 無 

1 SS101 なし 無 

1 BS38 なし 無 

1 BS46 なし 無 

1 BS104 なし 無 

1 BS105 なし 無 

1 BS108 なし 無 
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第１表 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設の選定結果 

建屋 階層 開口部番号 
安全上重要な施設 安全機能への影響 

部屋番号 機器名称 有無 備考 

精製建屋 

1 BS81 

計測制御設備（A） 

安全保護回路（A） 

電気設備（A） 

有 

外気取入口が鉤型のコンクリート（厚さ 30cm）で防護されているが、飛

来物の裏面剥離限界厚さを下回るため、影響が建屋内に及ぶおそれ

がある。 

1 BS82 

計測制御設備（A） 

安全保護回路（A） 

電気設備（A） 

有 

外気取入口が鉤型のコンクリート（厚さ 30cm）で防護されているが、飛

来物の裏面剥離限界厚さを下回るため、影響が建屋内に及ぶおそれ

がある。 

1 BS84 計測制御設備 無 
電線管は、開口部より離れた位置に設置されているため、電線管を損

傷するおそれはない。 

1 BS85 計測制御設備 無 
電線管は、開口部より離れた位置に設置されているため、電線管を損

傷するおそれはない。 

1 BS88 なし 無 

1 BS89 なし 無 

1 BS91 

計測制御設備（B） 

安全保護回路（B） 

電気設備（B） 

有 

外気取入口が鉤型のコンクリート（厚さ 30cm）で防護されているが、飛

来物の裏面剥離限界厚さを下回るため、影響が建屋内に及ぶおそれ

がある。 

1 BS92 

計測制御設備（B） 

安全保護回路（B） 

電気設備（B） 

有 

外気取入口が鉤型のコンクリート（厚さ 30cm）で防護されているが、飛

来物の裏面剥離限界厚さを下回るため、影響が建屋内に及ぶおそれ

がある。 

4 SAT93 なし 無 

4 AT112 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

無 

当該ケーブルの設置位置は、開口部上端より上の位置であり、扉の

設置されている壁寄りに設置されていることから、侵入する飛来物によ

り破損するおそれはない。 

4 BS108 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

無 
電線管は、開口部より離れた位置に設置されているため、電線管を損

傷するおそれはない。 

4 BS110 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

溢水防護設備[精製建屋 堰] 

無 
当該ケーブルの設置位置は、開口部上端より上の位置であり、侵入

する飛来物により破損するおそれはない。 

5 SAT45 なし 無 

5 AT112 なし 無 

5 HCC-1 なし 無 

5 HCC-2 なし 無 

5 HCC-3 
精製建屋換気設備 

電気設備 
無 

ダクト等は、開口部より離れた位置に設置されているため、ダクト等を

損傷するおそれはない。 

5 HCC-4 精製建屋換気設備 無 
ダクトは、開口部より離れた位置に設置されているため、ダクトを損傷

するおそれはない。 

5 HCC-5 なし 無 

5 HCC-6 なし 無 

5 5F-P-01 なし 無 

5 5F-P-02 なし 無 

5 5F-P-03 なし 無 

5 5F-P-04 なし 無 

5 5F-P-05 なし 無 

5 5F-P-06 なし 無 

5 5F-P-07 なし 無 

5 5F-P-08 なし 無 

5 5F-P-09 なし 無 

5 5F-P-10 なし 無 

5 5F-P-11 なし 無 

5 5F-P-12 なし 無 

5 5F-P-13 なし 無 

5 5F-P-14 なし 無 

5 5F-P-15 なし 無 
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第１表 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設の選定結果 

建屋 階層 開口部番号 
安全上重要な施設 安全機能への影響 

部屋番号 機器名称 有無 備考 

精製建屋 

5 5F-P-16 なし 無 

5 5F-D-17 なし 無 

5 5F-D-18 なし 無 

5 5F-M-11 なし 無 

5 5F-M-12 なし 無 

5 5F-M-20 なし 無 

6 6F-M-21 なし 無 

6 6F-M-22 なし 無 

ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ

貯蔵建屋
対象なし 対象なし 無 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ

混合脱硝建屋 

1 PP302 なし 無 

1 SAT304 なし 無 

1 SSS301 なし 無 

1 PP304 なし 無 

1 PP306 なし 無 

2 KK404 なし 無 

2 A-4-13 なし 無 

2 A-4-14 なし 無 

2 A-4-15 計測制御設備 無 
計測制御設備は、開口部より離れた位置に設置されているため、計

測制御設備を損傷するおそれはない。 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ

混合酸化物貯蔵建屋 

1 PP501 なし 無 

1 PP501 なし 無 

1 PP501 なし 無 

1 PP502 なし 無 

1 PP504 なし 無 

1 PP502 なし 無 

1 PP503 なし 無 

ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞ

ﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋
対象なし 対象なし 無 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

1 PP501 電気設備 無 
当該ケーブルの設置位置は、開口部上端より上の位置であり、侵入

する飛来物により破損するおそれはない。 

1 SSS501 なし 無 

1 SSD502 なし 無 

1 PPB501 なし 無 

1 PP502 なし 無 

1 B501 なし 無 

1 PPB502 
計測制御設備（A） 

安全保護回路（A） 
有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 SSD502 なし 無 

1 SSS502 なし 無 

1 PP501 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 高レベル廃液ガラス

固化建屋排気系 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

電気設備 

安全保護回路 

無 

開口部の外側はコンクリート壁に囲まれているため、飛来物は、開口

部に対し垂直に近い形で侵入すると考えられる。当該ダクト等の位置

は、開口上端（約 EL57500）より上であり、扉の設置されている壁寄り

に設置されていることから、侵入する飛来物により破損するおそれは

ない。 

1 PP501 なし 無 

2 B601 なし 無 

2 B601 なし 無 

2 B601 なし 無 

2 B601 なし 無 

2 B601 なし 無 

2 B603 計測制御設備（B） 

安全保護回路（B） 
有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

2 B604 
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第１表 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設の選定結果 

建屋 階層 開口部番号 
安全上重要な施設 安全機能への影響 

部屋番号 機器名称 有無 備考 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

2 B604 

冷却水設備 安全冷却水系（B） 

電気設備（A/B） 

安全保護回路（A/B） 

有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

2 B602 なし 無 

2 B604 なし 無 

2 B603 なし 無 

2 PPB601 なし 無 

R B702 なし 無 

R B702 なし 無 

R B702 なし 無 

R B702 なし 無 

R B701 なし 無 

R SSD701 なし 無 

R SSD702 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 高レ

ベル濃縮廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 高レベル廃液ガラス

固化建屋排気系  

無 
当該開口部は、分離建屋に面しており直接飛来物が侵入しがたい配

置となっていることから、飛来物により破損するおそれはない。 

第 1 ガラス固化体 

貯蔵建屋 

1 SAT315 なし 無 

1 SSS331 なし 無 

1 AT307 なし 無 

1 SAT301 なし 無 

1 SSS332 なし 無 

1 - (南側) なし 無 

1 - (北側) なし 無 

1 SAT316 なし 無 

1 AT313 なし 無 

1 BS341 なし 無 

1 BS342 なし 無 

1 BS343 なし 無 

1 BS344 なし 無 

R BS501 なし 無 

R BS502 なし 無 

R BS503 なし 無 

R BS504 なし 無 

R BS505 なし 無 

R BS506 なし 無 

R BS507 なし 無 

R BS508 なし 無 

R SAT402 なし 無 

R SAT403 なし 無 

R BS411 なし 無 

R BS412 なし 無 

R BS413 なし 無 

非常用電源建屋 

1 
PPL1 

PPL2 

非常用所内電源系統（Ａ） 

直流電源設備（Ａ） 
有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 TD202 
非常用所内電源系統 

直流電源設備 
無 TD202 は飛来物防護扉である。 

1 PPL1 
非常用所内電源系統（Ｂ） 

直流電源設備（Ｂ） 
有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 TD204 
非常用所内電源系統 

直流電源設備 
無 TD204 は飛来物防護扉である。 
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第１表 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設の選定結果 

建屋 階層 開口部番号 
安全上重要な施設 安全機能への影響 

部屋番号 機器名称 有無 備考 

非常用電源建屋 

1 PP203 
非常用所内電源系統（Ｂ） 

直流電源設備（Ｂ） 
有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 SSS201 

非常用ディーゼル発電機Ａ 

第 2 非常用ディーゼル発電機ターニング現場盤 A 

燃料油系（A） 

安全冷却水系（A） 

起動空気系（A） 

有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 SSS202 

非常用ディーゼル発電機Ｂ 

第 2 非常用ディーゼル発電機ターニング現場盤 B 

燃料油系（B） 

安全冷却水系（B） 

起動空気系（B） 

有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 SSD201 

非常用ディーゼル発電機Ａ 

第 2 非常用ディーゼル発電機ターニング現場盤 A 

燃料油系（A） 

安全冷却水系（A） 

起動空気系（A） 

有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 SSD205 

非常用ディーゼル発電機Ｂ 

第 2 非常用ディーゼル発電機ターニング現場盤 B 

燃料油系（B） 

安全冷却水系（B） 

起動空気系（B） 

有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 SL1 

非常用ディーゼル発電機Ａ 

第 2 非常用ディーゼル発電機ターニング現場盤 A 

燃料油系（A） 

安全冷却水系（A） 

起動空気系（A） 

有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 SL1 

非常用ディーゼル発電機Ｂ 

第 2 非常用ディーゼル発電機ターニング現場盤 B 

燃料油系（B） 

安全冷却水系（B） 

起動空気系（B） 

有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 PPL2 
非常用所内電源系統（Ｂ） 

直流電源設備（Ｂ） 
有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

2 SSD403 なし 無 

2 － なし 無 

2 SL2 なし 無 

2 SL3 なし 無 

2 SL4 なし 無 

2 SL4 なし 無 

2 SSD409 なし 無 

2 SSD408 なし 無 

2 SSD407 なし 無 

2 SSD406 なし 無 

2 SSD410 なし 無 

2 SSD411 なし 無 

2 SSD412 なし 無 
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第１表 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設の選定結果 

建屋 階層 開口部番号 
安全上重要な施設 安全機能への影響 

部屋番号 機器名称 有無 備考 

制御建屋 

2 SSD413 なし 無 

2 SSD414 なし 無 

2 
SL5 

SL6 
なし 無 

2 SSD402 なし 無 

2 
SL5 

SL6 
なし 無 

2 SSD405 なし 無 

1 1F-M-01 なし 無 

1 1F-M-02 なし 無 

1 1F-M-03 なし 無 

2 2F-M-01 なし 無 

3 3F-M-01 なし 無 

3 3F-M-02 なし 無 

3 3F-M-03 なし 無 

3 3F-M-04 なし 無 

3 3F-D-01 
中央制御室換気設備 

中央制御室排気隔離ダンパ A/B 
有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

3 3F-D-02 なし 無 

3 3F-D-03 なし 無 

主排気筒管理建屋 

1 SSD121 なし 無 

1 A-4 15(1) なし 無 

1 AG101 主排気筒の排気筒モニタ 有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 A-4 15(2) 主排気筒の排気筒モニタ 有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 A-4 15(3) 主排気筒の排気筒モニタ 有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 A-4 15(4) 主排気筒の排気筒モニタ 有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 A-4 15(5) 主排気筒の排気筒モニタ 有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 A-4 15(6) 主排気筒の排気筒モニタ 有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 A-4 15(7) 主排気筒の排気筒モニタ 有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

1 A-4 15(8) 主排気筒の排気筒モニタ 有 飛来物が建屋内に侵入した場合、安全機能への影響有り。 

ウラン脱硝建屋

1 PP201 なし 無 

1 SS224 なし 無 

1 AG225 なし 無 

1 PPL227 なし 無 

1 PP210 なし 無 

1 PPL228 電気設備 無 
電気設備は、開口部より離れた位置に設置されているため、電気設

備を損傷するおそれはない。 

1 F0226 電気設備 無 
電気設備は、開口部より離れた位置に設置されているため、電気設

備を損傷するおそれはない。 

1 PP223 なし 無 

4 SD533 なし 無 

5 PPSL607 なし 無 

5 AG605 なし 無 

5 PPSL608 なし 無 

5 AF606 なし 無 

ウラン酸化物

貯蔵建屋

１ SS0306 なし 無 

1 PPL319 なし 無 

1 AG315 なし 無 

1 AG316 なし 無 

1 PPL320 なし 無 
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第１表 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設の選定結果 

建屋 階層 開口部番号 
安全上重要な施設 安全機能への影響 

部屋番号 機器名称 有無 備考 

ウラン酸化物

貯蔵建屋 

1 AG317 なし 無 

1 AG381 なし 無 

1 SS314 なし 無 

2 PP307 なし 無 

2 PPSL412 なし 無 

2 AG408 なし 無 

2 PPSL411 なし 無 

2 AG407 なし 無 

2 PPSL409 なし 無 

2 AG405 なし 無 

2 PPSL410 なし 無 

2 AG406 なし 無 
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補足説明資料3-3 

耐震Ｓクラス施設について 

 「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（以下「竜巻ガイド」という。）

においては，竜巻及びその随伴事象等によって施設の安全性を損なわない設

計であることを確認する施設（以下「竜巻防護対象施設」という。）は「基

準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」の重要度分類における耐震Ｓ

クラスの設計を要求される設備（系統，機能）及び建屋，構築物等とされて

いる。 

これに対して，再処理施設の竜巻影響評価においては安全上重要な施設を

竜巻防護対象施設として選定しているが，再処理施設の耐震Ｓクラス施設は

全て安全上重要な施設であるため，竜巻ガイドで要求される竜巻防護対象施

設を網羅している。 

耐震重要度分類及び安全上重要な施設の関係

耐震重要度分類 安全機能を有する施設 

Ｓクラス 安重 

Ｂクラス 安重 非安重 

Ｃクラス 安重 非安重 

：ガイド基づき設定した竜巻防護対象施設の範囲 

：再処理施設における竜巻防護対象施設の範囲 

 また，竜巻ガイドにおいて，耐震Ｓクラス施設に波及的影響を及ぼし得る

施設についても設計対処施設として評価することを要求されているが，これ

についても上述の竜巻防護対象施設（安全上重要な施設）に波及的影響を及

ぼして安全機能を喪失させるおそれがある施設を選定している。 

以 上 
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補足説明資料 3-4 

竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設の抽出について 

１．抽出方針 

 再処理施設の構築物，系統及び機器のうち竜巻防護対象施設及び竜巻防

護対象施設を収納する建屋を除く施設（以下「その他の施設」という。）の

うち，竜巻防護対象施設の機能に，次の観点から波及的影響を及ぼし得る

施設を抽出する。 

  第１－１図に抽出フローを示す。 

(1)機械的影響の観点

その他の施設のうち，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突

により倒壊して，竜巻防護対象施設又は竜巻防護対象施設を収納する建

屋（以下これらを総称する場合「竜巻防護対象施設等」という。）を機能

喪失させる可能性がある施設，又はその施設の特定の区画を抽出する。 

(2)機能的影響の観点

その他の施設のうち，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突

により損傷して，竜巻防護対象施設等を機能喪失させる可能性がある再

処理施設等を抽出する。 

第１－２図に波及的影響を及ぼし得る施設のイメージを示す。 

なお，波及的影響を及ぼす要因として，火災，溢水及び外部電源喪失も

考えられるが，これらについては，竜巻随伴事象として補足説明資料 7-2

に整理する。 
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その他の施設

評価
対象外

Yes

No

竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設

 
屋外に設置されてい
る再処理施設等

 
倒壊により竜巻防護
対象施設を機能喪失
させる可能性がある

ａ．機械的影響の観点 ｂ．機能的影響の観点

Yes

No

第１－１図 評価対象抽出フロー 

 

竜巻防護
対象施設

竜巻防護
対象施設等

 倒壊

 付属施設

建屋及び
構築物

 倒壊

建屋及び
構築物

水平距離
 L

高さ H

竜巻随伴事象

 火災

 溢水

 外部電源喪失

第１－２図 竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設のイメー

ジ  
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２．抽出結果 

2.1 機械的影響の観点 

  機械的影響の観点から，その他の施設のうち，倒壊により竜巻防護対象

施設等を機能喪失させる可能性がある施設を確認した結果を補足説明資料

3-1 第２表に示す。 

  確認の結果，倒壊により竜巻防護対象施設の安全機能を喪失させる可能

性がある施設として，表２－１に掲げる施設を竜巻防護対象施設に波及的

影響を及ぼし得る施設として抽出した。 

  上記以外の施設については，「高さ＜竜巻防護対象施設等までの水平距離」

であることを確認しており，竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る

施設とはならない。 
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表２－１ 機械的影響の観点の抽出結果 

竜巻防護対象施設に影響を

及ぼし得る施設 

影響を受けるおそれのある竜巻防

護対象施設等 
抽出判定 

出入管理建屋 制御建屋 該当 

低レベル廃棄物処理建屋 ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建

屋 

該当 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理

建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 該当 

冷却塔Ｂ（使用済燃料の受入れ・貯

蔵施設用） 

該当 

使用済燃料輸送容器管理建

屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 該当 

冷却塔Ａ（使用済燃料の受入れ・貯

蔵施設用） 

該当 

北換気筒 冷却塔Ｂ（使用済燃料の受入れ・貯

蔵施設用） 

該当 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 該当 
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図２－１ 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設の配置図 
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2.2 機能的影響の観点 

  機能的影響の観点から，その他の施設のうち，竜巻による破損等により，

竜巻防護対象施設の安全機能を喪失させる可能性がある再処理施設等を確

認した結果を第２－２表に示す。 

  確認の結果，竜巻による破損により竜巻防護対象施設の安全機能を喪失

させる可能性がある施設は無い。 
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第２－２表 竜巻による損傷により竜巻防護対象施設の安全機能を喪失させ

る可能性がある付属施設の影響確認結果（１／２） 

建屋 対象機器 
想定される影

響※ 

波及的影響の有

無 

非常用電源建屋 潤滑油タンク A系 ベント管 a 無 

非常用電源建屋 
ディーゼル機関 A 系 ベント

管 
a 無 

非常用電源建屋 
シリンダ油サービスタンク A

系 ベント管 
a 無 

非常用電源建屋 
燃料油貯蔵タンク 1A系 ベン

ト管 
a 無 

非常用電源建屋 
燃料油貯蔵タンク 2A系 ベン

ト管 
a 無 

非常用電源建屋 排気消音器 A系 a 無 

非常用電源建屋 潤滑油タンク B系 ベント管 a 無 

非常用電源建屋 
ディーゼル機関 B 系 ベント

管 
a 無 

非常用電源建屋 
シリンダ油サービスタンク B

系 ベント管 
a 無 

非常用電源建屋 
燃料油貯蔵タンク 1B系 ベン

ト管 
a 無 

非常用電源建屋 
燃料油貯蔵タンク 2B系 ベン

ト管 
a 無 

非常用電源建屋 排気消音器 B系 a 無 

前処理建屋 安全蒸気ボイラ排ガス管 b 無 

前処理建屋 安全蒸気ボイラと安全蒸気ボ

イラ排ガス管との接続配管（屋

外部） 

b 無 

前処理建屋 安全圧縮空気系 吸気口 c 無 
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第２－２表 竜巻による損傷により竜巻防護対象施設の安全機能を喪失させ

る可能性がある付属施設の影響確認結果（２／２） 

建屋 対象機器 
想定される影

響※ 

波及的影響の有

無 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋 
潤滑油タンクベント管 a 無 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋 

ディーゼル機関潤滑油ベント

管 
a 無 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋 
燃料デイタンクベント管 a 無 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋 
排気消音器 a 無 

ウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵

建屋 

ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建

屋換気設備の貯蔵室からの排

気系の屋外ダクト 

d 無 

主排気筒 風量計 e 無 

主排気筒 差圧電送器 e 無 

 

※ 想定される影響の凡例 

a. 設計竜巻の影響により当該機器・配管が貫通または折損するこ

とが考えられるが，通気が不可能になるような閉塞が発生する

ことは考えられないため，非常用ディーゼル発電機の運転機能

には影響がない。 

b. 設計竜巻の影響により当該機器・配管が貫通または折損するこ

とが考えられるが，通気が不可能になるような閉塞が発生する

ことは考えられないため，安全蒸気ボイラの運転機能には影響

がない。 

c. 設計竜巻の影響により当該機器・配管が貫通または折損するこ
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とが考えられるが，通気が不可能になるような閉塞が発生する

ことは考えられないため，安全圧縮空気系の運転機能には影響

がない。 

d. 設計竜巻の影響により当該機器・配管が貫通または折損するこ

とが考えられるが，排気が不可能になるような閉塞が発生する

ことは考えられないため，貯蔵室の冷却機能には影響がない。 

e. 設計竜巻の影響により当該機器が折損したとしても，主排気筒

の機能には影響がない。 

 

以 上 

 

補3-4-9 218



令和２年４月 28 日  R4 

 

 

 

 

 

補足説明資料４－１ (９条  竜巻 ) 

219



補足説明資料 4-1 

竜巻検討地域の設定について

１．総観場に基づく気象条件

竜巻発生時の総観場は，東京工芸大学委託成果
（ １ ）

を参考に，気

象庁「竜巻等の突風データベース」の総観場を，竜巻を発生させ

る親雲の発生要因を考慮して７種（台風，温帯低気圧，季節風（夏），

季節風（冬），停滞前線，局地性及びその他）に再編した総観場

を用い，竜巻の発生要因別の地域分布の特徴を把握した。

「竜巻等の突風データベース」において 1961 年１月～ 2013

年 12 月に発生位置が示された竜巻の季節別の竜巻発生位置を第

１図に示す。また，各都道府県での要因別発生数及び発生要因比

率をそれぞれ第２図及び第３図に示す。  

これらより，台風起因の竜巻は関東以西の太平洋側（特に東

～南方向に開けた地域）で発生数が多く，Ｆ２及びＦ３スケール

の竜巻も多いこと，温帯低気圧起因の竜巻は全国的に発生数が多

く，Ｆ２及びＦ３スケールの竜巻もみられ，特に南～西方向に開

けた地域はより発生数が多いことがわかる。また，季節風（夏）

起因の竜巻は太平洋側や内陸を中心に，全国的に発生しているこ

と，季節風（冬）起因の竜巻は日本海側や関東以北で発生数が多

いこと，停滞前線起因の竜巻は関東以西で発生していることがわ

かる。
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第１図  季節別の竜巻発生位置（左：暖候期，右：寒候期）  
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第２図  各都道府県での要因別発生数  
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第３図  各都道府県での発生要因比率  
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２．竜巻検討地域の設定  

再処理施設が立地する地域の気候と竜巻発生の観点での特徴

を踏まえ，「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（平成 25 年６

月 19 日  原規技発第 13061911 号  原子力規制委員会決定）を参

考に以下のａ．～ｄ．の条件を考慮して竜巻検討地域を設定する。

第４図に竜巻検討地域を示す。  

 

ａ．立地地域の気候及び竜巻発生の観点での特徴を踏まえ，青

森県（竜飛岬より太平洋側）から岩手県を基本とする。  

 

ｂ．ＩＡＥＡの基準
（ ２ ）

を参考に，再処理施設を中心とする 10 万

ｋｍ ２ （半径約 180ｋｍ）の範囲を目安とし，その範囲に

掛かる北海道南西部は，立地地域と同じ太平洋側に面して

いることを考慮して，竜巻検討地域に含める。  

 

ｃ．竜巻検討地域は，分水嶺および関口武による気候区分（ 1959
（３）

）

を参考に設定する。  

 

ｄ．再処理施設が海岸線から約５ｋｍの位置に立地しているこ

と及び竜巻の発生がほとんど海岸線付近であることから，

海岸線に沿った海側５ｋｍ及び陸側 10ｋｍの範囲を考え

る。  

 

設定した竜巻検討地域の妥当性を確認するために，竜巻検討

地域における竜巻の発生要因の出現比率と，日本海側及び太平洋
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側における出現比率とを比較した結果を第５図に示す。  

竜巻検討地域では，温帯低気圧起因の竜巻が多く，太平洋側

で多くみられる台風起因の竜巻は確認されていない。一方，北海

道～山口県の日本海側では季節風（冬）起因の竜巻が多く，台風

起因の竜巻は確認されていない。また，茨城県以西の太平洋側で

は竜巻検討地域と比較して，台風，季節風（夏）及び停滞前線起

因の竜巻が多い。  

以上より，竜巻検討地域における竜巻の発生要因の出現比率

は，日本海側及び太平洋側の出現比率とも傾向が異なっているこ

とが確認できる。  
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第４図  竜巻検討地域  
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第５図  竜巻検討地域等における竜巻の発生要因の出現比率  

 

  

◆ 竜巻検討地域

・「温帯低気圧」を起源とする竜巻が多い。

◆ 北海道～山口県の日本海側（223事例）

・「季節風（冬）」を起源とする竜巻が多い。

・「台風」を起源とする竜巻は確認されていない。

◆ 茨城県以西の太平洋側（372事例）

・竜巻検討地域と比較して，「台風」，「季節風

　（夏）」，「停滞前線」を起源とする竜巻が多い。

・太平洋側から暖かく湿った気流が，竜巻の親雲

　の発達を促すと考えられる。

・太平洋側で多くみられる「台風」を起源とする

  竜巻は確認されていない。
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以  上  
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補足説明資料 4-2  

 

竜巻検討地域の範囲設定について  

 

竜巻検討地域の設定は，「竜巻影響評価ガイド」を参考に，再

処理施設が立地する地域の気候及び竜巻発生の観点での特徴を

踏まえて実施する。  

「竜巻影響評価ガイド」では，日本における竜巻の発生位置は

海岸線付近に集中している傾向が伺えること及び原子力発電所

が海岸線付近に立地していることを前提に，竜巻検討地域を陸側

及び海側それぞれ５ｋｍを目安とするとしているが，立地地点が

海岸線から５ｋｍの範囲を逸脱する場合は，海岸線付近で竜巻の

発生が増大する特徴を踏まえ竜巻検討地域を設定することを定

めている。  

再処理施設は海岸線から５～ 10ｋｍ内陸に位置しており，ガイ

ドにて示されている陸側及び海側５ｋｍの範囲を逸脱している。 

したがって，再処理施設の竜巻検討地域は立地地点を包含する

陸側 10ｋｍをベースとし，海側５ｋｍも加えることにより，竜

巻検討地域が保守的な設定となるよう考慮している。  
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「竜巻影響評価ガイド」（抜粋）  

解説 3.2（２）原子力発電所が海岸線付近に立地する場合の

竜巻検討地域の設定  

……海岸線から５ｋｍ以上離れた地域では，竜巻の発生数

が急激に減少する傾向が見られる。以上の傾向を踏まえて，

原子力発電所が海岸線付近に立地する場合は，海岸線から

陸側及び海側それぞれ５ｋｍの範囲を目安に竜巻検討地域

を設定することとする。  

なお，原子力発電所がこの範囲を逸脱する地域に立地する

場合は，海岸線付近で竜巻の発生が増大する特徴を踏まえ

つつ竜巻検討地域の範囲を別途検討する必要がある。  

 

以  上  
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補足説明資料 4-3 

 

 

竜巻検討地域の設定の妥当性について  

 

１．分水嶺によって竜巻検討地域を日本海側から区画することに

ついて  

ＩＡＥＡの基準を参考に，再処理施設を中心とする 10 万

ｋｍ ２（半径約 180ｋｍ）の範囲を竜巻検討地域の目安とし

た。ただし，当該範囲内の日本海側については，分水嶺を境

界とし，竜巻検討地域には含めない。  

洋上から流入した温暖湿潤な大気が山岳を越えようとし

た場合，空気塊の上昇に伴い気温が低下し，昇り斜面上空で

空気塊が飽和して降水粒子が生成され，湿潤不安定な状態が

解消されることから，山岳を乗り越えた大気は大きな竜巻を

引き起こしがたい。よって，発生する竜巻の特性は分水嶺を

境界にして大きく異なることになる。  

1961 年～ 2013 年 12 月の期間の竜巻の集計によると，日本

海側では季節風（冬）を起源とする竜巻がほとんどを占める

のに対し，竜巻検討地域では，季節風（冬）を起源とする竜

巻は少なく，温帯低気圧を起源とする竜巻が多い。（図４－

３－１）  

このため，竜巻検討地域は分水嶺で区画することは妥当と

考えられる。  
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２．東北太平洋側（福島以北～岩手）の総観場について  

東北太平洋側（福島以北～岩手）までの地域は，立地地域

から半径約 180ｋｍの範囲外であるため，竜巻検討地域に含

めない。  

なお，東北太平洋側の地域での発生数は他地域に比べて少

なく，地域特有の総観場は見られない。茨城以西では台風及

び暖気移流に伴う竜巻が多く，このことがＦ３  規模の竜巻

の多さにつながっているのに対し , 東北太平洋側では台風

由来の竜巻が少ないことで茨城以西とは異なる特徴がある

ので，竜巻検討地域に茨城以西を含めることも適当でない。

（図４－３－２）  

 

以  上  
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竜巻検討地域  

 

 

日本海側                 太平洋側  

      

 

図４－３－１  竜巻検討地域等における竜巻発生要因の出現比

率  
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補足説明資料 4-4 

竜巻影響エリアの設定の妥当性について

竜巻影響エリアは，発電所の評価対象施設の面積及び設置

位置を考慮して，評価対象施設を包含する単一の円形のエリ

アとして設定している。

原子力発電所の場合，評価対象施設が一か所に集中して配

置される場合は，竜巻影響エリアはそれらを包含する単一の

円としている。また，海水ポンプ所のように複数個所に分散

した位置にも評価対象施設が設置される場合，個別の評価対

象施設を包含する円を単一の直線上に並べ，それらを包含す

る単一の円をサイト全体の等価円として設定している 例が

見られる（第１図はＴ２発電所の例）。  

後者の方法では，個別の評価対象施設の円の個数が多いほ

ど，発電所全体の等価円の面積はより保守的になる傾向とな

る。たとえば，３個の円と直径の合計が等しい単一の円の面

積は，個別の円の合計面積に対して最大で３倍となる。  

再処理施設は，化学プロセスの流れに従って多数の建屋が

ゆるやかに南北に長く配置されており，原子力発電所でみら

れるような主要な建屋が一か所に集中した配置になってい

ない。  

また，原子力発電所では，海水ポンプ所のように，主要な

建屋から極端に離れた位置に評価対象施設が設置される場
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合があるが，再処理施設ではそのような孤立した施設をもた

ない。  

このような特徴をもつ再処理施設において，竜巻影響エリ

アを設定するにあたり，設計対処施設を包含する円を１３個

設定した。このような場合，個別の円と直径の合計が等しい

等価円を竜巻影響エリアとすると，過度に保守的になる。  

そこで再処理施設では個別の円の面積の合計と等しい 面

積の円を竜巻影響エリアとした。（第１表）  

 

再処理施設と主要な原子力発電所について，設計対処施設

（評価対象施設）の設置面積と竜巻影響エリアの面積の比率

を算出し比較した結果を第２表に示す。  

比率が小さいほど竜巻影響エリアは保守的に設定されて

いるといえる。この結果から，再処理施設の竜巻影響エリア

は原子力発電所と比べても同等な設定となっていることが

確認できる。  

 

参考文献：  

「軽水炉原子力発電所の竜巻影響評価における設計竜巻風速お

よび飛来物速度の設定に関するガイドライン」 (JSM-NRE-009)日

本保全学会原子力規制関連事項検討会，平成 27 年１月，pp.10-11，

解説５－４  

 

以  上  
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第１図  Ｔ２原子力発電所の竜巻影響エリアモデル例  
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補足説明資料 4-5 

ハザード曲線による竜巻最大風速（Ｖ Ｂ ２）の計算について

１．  評価フロー

  竜巻ガイドの解説 3.3.2 に例示されたＷｅｎ＆Ｃｈｕ
（ １ ）

及びＧ

ａｒｓｏｎ  ｅｔ
（ ２ ）

 ａｌ
（ ３ ）

．による最大風速Ｖ Ｂ ２を算定する。具体

的な算定方法については，東京工芸大学委託成果「竜巻による

原子力施設への影響に関する調査研究」
（ ４ ）

を参考とする。

第１－１図にハザード曲線の算定フローを示す。

第 1-1 図 ハザード曲線の算定フロー

気象庁 

｢竜巻等の突風データベース｣ 

竜巻の発生頻度の分析（竜巻の年発生数の確率密度分布） 

（観測体制を考慮した Fスケール毎のデータ観測期間、Fスケール不明の取扱い） 

竜巻最大風速 V の確率密度分布 

f(V) 

被害幅 W の確率密度分布 

f(W) 

被害長さ L の確率密度分布 

f(L) 

被害面積の期待値 

E[DA(V0)] 
竜巻影響エリアの面積 

1つの竜巻により被害を受けた場合に竜巻風速が V0を超える確率 

R(V0)=E[DA(V0)] / A0 

竜巻検討地域の面積 

A0 

いずれかの竜巻により被害を受けた場合に竜巻風速が V0を超える確率 

PV0,T(D) 

V、W、L の相関 
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２．竜巻発生頻度の分析  

(1)竜巻発生頻度の補正  

気象庁「竜巻等の突風データベース」より，竜巻検討地域にお

ける 1961 年 1 月～ 2013 年 12 月のデータを用いて，竜巻の発生数

を分析する。観測体制が段階的に強化されたため，観測データの

精度には差がある。特に 2007 年以降の発生数は非常に多くなって

いる。したがって，観測データを以下の３つの期間に分け，補正

を行う。  

ａ． 2007 年１月～ 2013 年 12 月（  7 年間）  

ｂ． 1991 年１月～ 2013 年 12 月（ 23 年間）  

ｃ． 1961 年１月～ 2013 年 12 月（ 53 年間）  

上記３つの観測期間それぞれに対して，竜巻発生数，年間平均

発生数及びその標準偏差をＦスケール毎に調査した結果を第１表

に示す。  

擬似的な 53 年間のデータや統計量は以下を基本的な考え方とし

て作成した。  

ａ．Ｆ０及びＦスケール不明の竜巻については，観測体制が強

化される前は見過ごされた可能性が高いことから，観測体

制が強化された 2007 年以降の年間発生数や標準偏差を採

用する。  

ｂ．Ｆ１の竜巻については，観測体制が整備された 1991 年以

降の年間発生数や標準偏差を採用する。  

ｃ．Ｆ２及びＦ３スケールの竜巻については，見逃される可能

性が少ないため 1961 年以降の全期間の年間発生数や標準

偏差を採用する。  
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ｄ． 53 年間の発生数を上記ａ～ｃの観測期間との比率からＦ

スケールごとに推計する。  

ｅ．陸上のＦスケール不明竜巻については，被害が確認されな

かったということであるためＦ０竜巻とする。近年，確認

数の多い海上のＦスケール不明竜巻については，補足説明

資料４－６に記載のとおり，（陸上＋上陸）竜巻の強度別発

生頻度で按分することで保守的な評価となるようにする。  

以上の分析結果を第１表に示す。竜巻検討地域において， 53 年

間に 25 個の竜巻が観測されたことに対し，95 個の竜巻が発生した

と推定した。  

 

第１表  竜巻発生数の分析結果  

 

  

海上竜巻

F0 F1 F2 F3 F4 不明

1961_01～ 期間内総数（個） 6 9 4 0 0 1 20 5 25

2013_12 年平均（個） 0.11 0.17 0.08 0.00 0.00 0.02 0.38 0.09 0.47

(53 年間) 標準偏差（個） 0.58 0.51 0.27 0.00 0.00 0.14 0.97 0.41 1.08

1991_01～ 期間内総数（個） 6 9 2 0 0 1 18 5 23

2013_12 年平均（個） 0.26 0.39 0.09 0.00 0.00 0.04 0.78 0.22 1.00

(23 年間) 標準偏差（個） 0.86 0.72 0.29 0.00 0.00 0.21 1.35 0.60 1.48

2007_01 ～ 期間内総数（個） 5 3 0 0 0 0 8 4 12

2013_12 年平均（個） 0.71 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.57 1.71

(7 年間) 標準偏差（個） 1.50 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 0.98 2.06

F0 F1 F2 F3 F4 不明

疑似 期間内総数（個） 57 32 6 0 0 0 95

(53年間) 年平均（個） 1.07 0.58 0.11 0.00 0.00 0.00 1.76

（按分後） 標準偏差（個） 1.83 0.88 0.33 0.00 0.00 0.00 2.06

疑似 期間内総数（個） 57 32 6 0 0 0 95

(53年間) 年平均（個） 1.08 0.60 0.11 0.00 0.00 0.00 1.79

（全竜巻） 標準偏差（個） 1.83 0.88 0.33 0.00 0.00 0.00 2.06

発生数
の統計

竜巻スケール
総数

不明
総数

発生数
の統計 小計

（陸上＋上陸）　竜巻

竜巻スケール
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(2)年発生数の確率密度分布の設定  

竜巻の年発生数の確率密度分布の設定に当たっては，竜巻は気

象条件の中でも極めて稀に発生する事象であり，発生数の変動（標

準偏差）が大きい分布となり，東京工芸大学委託成果
（ ４ ）

にポリヤ分

布への適合性が良いことが示されているため，ハザード曲線の評

価に当たって使用する竜巻の年発生数の確率分布は第１図に示す

ポリヤ分布を採用する。  

 

 

第１図  竜巻検討地域における竜巻発生数の  

確率密度分布と累積確率  
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３．竜巻の被害幅及び被害長さの分析  

被害幅及び被害長さについても発生数と同様に解析する。被害

幅及び被害長さの解析に利用可能なデータ数は，発生数のデータ

数に比べてかなり少ない。したがって，以下の手順で 53 年間の

被害幅及び被害長さの統計量の分析を行った。  

ａ．統計量を確保するために， 1961 年以降の観測データを使

用し，被害幅及び被害長さのデータをＦスケール別に抽出

する。  

ｂ．抽出されたＦスケール別の被害幅及び被害長さデータを大

きい順に並び替え，53 年間の発生数分だけ繰り返しサンプ

リングを行い，擬似 53 年間のデータとする。  

ｃ．擬似 53 年間のデータについて平均値及び標準偏差を求め

る。  

 ｂ .において，被害幅及び被害長さデータの大きい順からサンプ

リングすることにより，被害幅及び被害長さの平均値が大きくな

るため，より保守的な評価となる。  

第２表及び第３表に擬似 53 年間のデータを基に分析した被害幅

及び被害長さの平均値及び標準偏差を示す。  
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第２表  被害幅の統計量  

 

 

 

第３表  被害長さの統計量  

 

  

F0 F1 F2 F3 F4

1961_01～ 期間内総数 15 4 9 2 0 0 10 25

2013_12 平均値 (m) 130 50 188 33 0 0

(53 年間) 標準偏差 (m) 146 22 174 4 0 0

疑似 期間内総数 95 57 32 6 0 0 0 95

(53年間) 平均値 (m) 102 50 207 33 0 0

（全竜巻） 標準偏差 (m) 123 19 166 3 0 0

総数
竜巻幅

の統計 (m)
計

竜巻スケール
不明

F0 F1 F2 F3 F4

1961_01～ 期間内総数 16 4 9 3 0 0 9 25

2013_12 平均値 (m) 1,188 625 1,222 1,833 0 0

(53 年間) 標準偏差 (m) 845 350 807 1,258 0 0

疑似 期間内総数 95 57 32 6 0 0 0 95

(53年間) 平均値 (m) 934 632 1,303 1,833 0 0

（全竜巻） 標準偏差 (m) 692 307 781 1,125 0 0

総数
被害長さ

の統計 (km)
計

竜巻スケール
不明
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４．竜巻風速，被害幅及び被害長さの確率密度分布及び相関係数  

竜巻検討地域における竜巻の発生数，被害幅及び被害長さは，

前記で評価した統計量を有する対数正規分布に従うものとする。

第４表に統計量を示す。それぞれの確率密度分布については，第

２図～第４図に示す。さらに， 1961 年以降の観測データのみを

用いて，第５表に示すとおり竜巻風速，被害幅及び被害長さにつ

いて相関係数を求める。  

 

第４表  発生数，被害幅及び被害長さの統計量  

 

 

 

 

 

F0 F1 F2 F3 F4

期間内総数 95 57 32 6 0 0

年平均（個） 1.79 1.08 0.60 0.11 0.00 0.00

標準偏差（個） 2.06 1.83 0.88 0.33 0.00 0.00

疑似 期間内総数 95 57 32 6 0 0

(53年間) 平均値 (m) 102 50 207 33 0 0

（全竜巻） 標準偏差 (m) 123 19 166 3 0 0

期間内総数 95 57 32 6 0 0

平均値 (m) 934 632 1,303 1,833 0 0

標準偏差 (m) 692 307 781 1,125 0 0

発生数

被害幅

被害長

計
竜巻スケール
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第２図  風速の確率密度分布（左）と超過確率（右）  

 

  

第３図  被害幅の確率密度分布（左）と超過確率（右）  

 

  

第４図  被害長さの確率密度分布（左）と超過確率（右）  
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第５表  竜巻風速，被害幅及び被害長さの相関係数  

 

 

 

  

相関係数　（対数） 風速 (m/s) 被害幅 (m) 被害長さ (m)

風速 (m/s) 1.0000 0.0800 0.4646

被害幅 (m) 0.0800 1.0000 0.2418

被害長さ (m) 0.4646 0.2418 1.0000
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５．竜巻影響エリアの設定  

再処理施設においては設計対処 施設が再処理事業所内に分散

しているため，それぞれの設計対処施設を包含する円を設置面積

とみなし，これらの設置面積の合計値と等価な面積の円を第５図

に示すとおり竜巻影響エリアとして設定する。  

なお，竜巻影響エリアを円形とするため，竜巻の移動方向には

依存性は生じない。  
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第５図  竜巻影響エリア  
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６．ハザード曲線の算定方法  

前記で設定した竜巻の年発生数の確率分布及び最大風速の確

率分布をもとに，以下に示すとおり竜巻ガイドの解説３．３．２

に例示されたＷｅｎ＆Ｃｈｕ及びＧａｒｓｏｎ  ｅｔ  ａｌ．の方

法に沿って，ハザード曲線を算定する。  

(１ )  評価方法  

Ｄを評価対象構造物が風速Ｖ ０ 以上の竜巻に遭遇する事象と

し，ある竜巻が評価対象構造物を襲い，その竜巻の風速がＶ ０

以上となる確率をＲ (Ｖ ０ )とする。また，ある竜巻の風速がＶ 0

以上となる面積をＤＡ (Ｖ ０）とする。また，その期待値をＥ [Ｄ

Ａ (Ｖ ０ )]にて表す。  

ａ．前記に基づき，竜巻の最大風速Ｖ，被害幅ｗ及び被害長さ

ｌの統計値から，次式の３次元対数正規分布型の確率密度分

布を与える。  

𝑓(𝑉,𝑤, 𝑙) =
1

(√2𝜋)
3
|𝛴|1 2⁄

1

𝑉𝑤𝑙
𝑒𝑥𝑝 (−

1

2
(x − 𝜇)𝑇𝛴−1(x − 𝜇)) 

ここで，  

x = {
ln(𝑉)

ln(𝑤)

ln(𝑙)
} ， 𝜇 = {

𝜇𝑉
𝜇𝑤
𝜇𝑙
} ，Σ = [

𝜎𝑉
2 𝜎𝑉𝜎𝑤𝜌𝑉𝑤 𝜎𝑉𝜎𝑙𝜌𝑉𝑙

𝜎𝑉𝜎𝑤𝜌𝑉𝑤 𝜎𝑤
2 𝜎𝑤𝜎𝑙𝜌𝑤𝑙

𝜎𝑉𝜎𝑙𝜌𝑉𝑙 𝜎𝑤𝜎𝑙𝜌𝑤𝑙 𝜎𝑙
2

] 

である。  

ｘは最大風速，被害幅及び被害長さの対数値ｌｎ (Ｖ )，ｌ

ｎ (ｗ )，ｌｎ (ｌ )によるベクトル，μ は各統計値から評価し

た最大風速，被害幅及び被害長さの対数値の平均からなるベ

クトル，Σはｌｎ (Ｖ )，ｌｎ (ｗ )，ｌｎ (ｌ )から評価した標

準偏差σ Ｖ，σ ｗ，σ ｌと相関係数ρ Ｖ ｗ，ρ ｗ ｌ ，ρ Ｖ ｌからな
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る分散共分散行列である。  

 

ｂ．被災領域内には，竜巻の被害幅のうち風速がＶ Ｄ を超える

部分の幅を与える次式を考慮する。  

W(𝑉0) = (
𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉0
)

1
1.6⁄

𝑤 

ここで，Ｖ ｍ ｉ ｎ は，Ｇａｌｅ  ｉｎｔｅｎｓｉｔｙと呼ば

れ（Ｇａｌｅは「非常に強い風」という意味），被害が発生

し始める風速に位置付けられる。米国気象局ＮＷＳ（Ｎａｔ

ｉｏｎａｌ  Ｗｅａｔｈｅｒ  Ｓｅｒｖｉｃｅ）では，34 ノッ

ト～ 47 ノット（ 17.5ｍ／ｓ～ 24.2ｍ／ｓ）とされ，また，気

象庁が使用している風力階級では，風力９は大強風（ｓｔｒ

ｏｎｇ  ｇａｌｅ：20.8ｍ／ｓ～ 24.4ｍ／ｓ）と分類され，「屋

根瓦が飛ぶ。人家に被害が出始める。」とされていることを

参考に，Ｖ ｍ ｉ ｎを 25ｍ／ｓとした。なお，この値はＦ０（ 17

ｍ／ｓ～ 32ｍ／ｓ）のほぼ中央値に相当する。  

 

ｃ．得られた平均と分散共分散行列を基に，竜巻影響エリアの

代表幅Ｄ ０ を考慮し，次式にて，被災面積期待値Ｅ [ＤＡ (Ｖ

０ )]を算定する。  
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E[𝐷𝐴(𝑉0)] = ∫ ∫ ∫ 𝑊(𝑉0)𝑙𝑓(𝑉,𝑤, 𝑙)𝑑𝑉𝑑𝑤𝑑𝑙
∞

𝑉0

∞

0

∞

0

+∫ ∫ ∫ 𝐻(𝛼)𝑙𝑓(𝑉, 𝑙, 𝛼)𝑑𝑉𝑑𝑙𝑑𝛼
∞

𝑉0

∞

0

2𝜋

0

+∫ ∫ ∫ 𝑊(𝑉0)𝐺(𝛼)𝑓(𝑉,𝑤, 𝛼)𝑑𝑉𝑑𝑤𝑑𝛼
∞

𝑉0

∞

0

2𝜋

0

+ 𝑆∫ 𝑓(𝑉)𝑑𝑉
∞

𝑉0

 

ここで，Ｈ (α )及びＧ (α )は，それぞれ竜巻の被害長さ及

び被害幅方向に沿った面に竜巻影響評価 の対象構造物を投

影した時の長さである。  

H(𝛼) = 𝐵|sin 𝛼| + 𝐴|cos 𝛼| 

G(𝛼) = 𝐴|sin 𝛼| + 𝐵|cos 𝛼| 

ここで，αは竜巻の移動方向であり，ＡとＢは評価対象構造

物（四角形）の寸法である。  

 

一方，設計対処施設では，竜巻影響エリアを円形で設定して

いるため，Ｈ及びＧともに竜巻影響エリアの直径で一定（竜巻

の移動方向に依存しない。）となる。  

Ｓは竜巻影響エリアの面積（約 2.5×10５ｍ ２ ）を表わす。円

の直径をＤ ０とした場合は，以下の式にて表わされる。  

E[𝐷𝐴(𝑉0)] = ∫ ∫ ∫ 𝑊(𝑉0)𝑙𝑓(𝑉, 𝑤, 𝑙)𝑑𝑉𝑑𝑤𝑑𝑙
∞

𝑉0

∞

0

∞

0

+ 𝐷0∫ ∫ 𝑙𝑓(𝑉, 𝑙)𝑑𝑉𝑑𝑙
∞

𝑉0

∞

0

+ 𝐷0∫ ∫ 𝑊(𝑉0)𝑓(𝑉, 𝑤)𝑑𝑉𝑑𝑤
∞

𝑉0

∞

0

+ 𝑆∫ 𝑓(𝑉)𝑑𝑉
∞

𝑉0

 

ここで，ｆ (Ｖ，ｌ )，ｆ (Ｖ，ｗ ),ｆ (Ｖ )は，多変量の対数

正規分布であるｆ (Ｖ，ｗ，ｌ )をもとに各成分を抽出した関数

補4-5-14 258



 

 

である。  

 

ｄ．竜巻検討地域の面積Ａ ０（約 18,000ｋｍ ２）及び上記の被災

面積期待値Ｅ [ＤＡ (Ｖ ０ )]から，評価対象構造物が竜巻による

被害を受け，その竜巻の風速がＶ ０ 以上となる確率Ｒ (Ｖ ０ )を

次式にて算定する。  

R(𝑉0) =
𝐸[𝐷𝐴(𝑉0)]

𝐴0
 

 

ｅ．前述のとおり，竜巻の年発生数の確率密度分布としては，ポ

リヤ分布の適合性が高い。ポリヤ分布は次式で示される。  

𝑃𝑇(𝑁) =
(𝑣𝑇)𝑁

𝑁!
(1 + 𝛽𝑣𝑇)−(𝑁+1 𝛽⁄ )∏(1+ 𝛽𝑘)

𝑁−1

𝑘=1

 

ここで，Ｎ：竜巻の年発生数  

ｖ：竜巻の年平均発生数  

Ｔ：年数  

β：分布パラメータであり次式で示される。  

β = (
𝜎2

𝑣
− 1) ×

1

𝑣
 

σ：竜巻の年発生数の標準偏差  

である。  

発生数がポリヤ分布に従うものとし，年超過確率 𝑃𝑉0を以下

の式により算出する。なお，年超過確率 𝑃𝑉0は，年被災確率が

十分小さいことより，Ｇａｒｓｏｎ  ｅｔ  ａｌ．が示す近似

式を用いて表すことができる。  
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𝑃𝑉0 = 1 − [1 + 𝛽𝑣𝑅(𝑉0)]
−1 𝛽⁄ = 1 − [1 −

1

𝛽
(𝛽𝑣𝑅(𝑉0)) + ⋯ ] ≈ 𝑣𝑅(𝑉0)

=
𝑣

𝐴0
𝐸[𝐷𝐴(𝑉0)] = 𝑝𝐸[𝐷𝐴(𝑉0)] 

ここで，Ｐは単位面積当たりの年被災確率である。  

以上のことから，竜巻のように被災確率が非常に小さな現

象に対しては，年超過確率は竜巻発生数の平均値のみに依存

し，発生数の確率密度分布形状にはほとんど無関係であるこ

とがわかる。  
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(２ )  ハザード曲線  

前項で示した評価方法に基づいて，竜巻影響評価の対象構造

物が，Ｔ年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ，竜巻風速が

Ｖ 0 以上となる確率 𝑃𝑉0,𝑇を次式によって算出し，ハザード曲線を

算定する。  

𝑃𝑉0,𝑇(𝐷) = 1 − [1 + 𝛽𝑣𝑅(𝑉0)𝑇]
−1 𝛽⁄  

また，ハザード曲線の算定において，風速の積分範囲の上限

値はハザード曲線の形状が不自然にならない程度に大きな値

として 120ｍ／ｓに設定する。  
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７．竜巻最大風速のハザード曲線  

算定した竜巻最大風速のハザード曲線を，第６図に示す。  

ハザード曲線により設定する最大風速（Ｖ Ｂ ２ ）は竜巻ガイド

を参考に，年超過確率 10－ ５に相当する風速とし， 49ｍ／ｓとす

る。  

なお，竜巻検討地域を海岸線に沿って１ｋｍ範囲ごとに細分化

した短冊状の範囲を対象にハザード曲線を求めた結果，陸側０ｋ

ｍから１ｋｍまでの１ｋｍ幅領域における 65ｍ／ｓが最大とな

るが，再処理施設は海岸線から陸側１ｋｍの範囲にないため，本

評価は参考とする。  
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(a)  竜巻最大風速のハザード曲線  

 

 

(b)  竜巻最大風速のハザード曲線（１ｋｍ範囲）（参考）  

第６図  竜巻検討地域でのハザード曲線  
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補足説明資料 4-6 

 

海上のＦスケール不明竜巻の按分方法の妥当性について  

 

53 年間の疑似データを推定する際に，海上で発生したＦスケ

ール不明竜巻（非上陸の海上竜巻）を，Ｆスケールが判明してい

る陸上竜巻（上陸竜巻を含む）のＦスケールごとの発生比率で按

分している。ここで，「沿岸部近傍での竜巻の発生特性は，陸上

と海上とでは類似している」と仮定した。観測結果を基に，この

仮定の妥当性について考察する。  

以下では，陸上で発生した竜巻（以下「陸上竜巻」という。）

と海上で発生しその後上陸した竜巻（以下「上陸竜巻」という。），

及び海上で発生し上陸しなかった竜巻（以下「海上竜巻」という。）

を区別して考える。  

表１及び図１  は，陸上竜巻，上陸竜巻及び（陸上＋上陸）竜

巻のそれぞれの竜巻区分に対して，「Ｆ０＋不明」，Ｆ１，「Ｆ２

以上」の竜巻が占める割合を，過去 53 年間の竜巻データの分析

から求めた。表１ (a)及び図１ (a)は，全国の沿岸 15km 幅（海側

5km～陸側 10km）での分析結果である。陸上竜巻の場合，Ｆスケ

ール毎の割合はそれぞれ約 33，50 及び 17％であり，上陸竜巻と

の間に大きな差はない（数％以内）。上陸竜巻は海上で発生した

竜巻であることから，海上でのＦスケール不明竜巻のＦスケール

ごとの発生割合は，上陸竜巻の発生割合と同様だと考えられる。 

上陸竜巻と陸上竜巻の発生割合に大きな差は見られないこと

は，海側と陸側のＦスケールごとの発生割合が類似していること
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を示唆している。したがって，海上でのＦスケール不明竜巻を，

陸上竜巻（あるいは（陸上＋上陸）竜巻）の発生割合で按分する

手法は妥当な方法だと考えられる。  

一方，表１ (b)及び図１ (b)は，竜巻検討地域における同様の分

析結果であり，陸上竜巻と上陸竜巻のＦスケールごとの割合には

差があり，陸上竜巻では（Ｆ０＋不明）竜巻の割合が大きい傾向

にある。しかしながら，竜巻検討地域における（陸上＋上陸）竜

巻の割合は全国の沿岸 15km 幅での割合とほぼ同じである。  

したがって，海上のＦスケール不明竜巻を（陸上＋上陸）竜巻

の割合で按分する本手法は，本竜巻検討地域のようにデータ数が

少ない場合にも有効な手法だと考えられる。  

以  上  
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表１  F スケール毎の竜巻発生数とその割合  

(a) 全国沿岸 15ｋｍ幅（海側５ｋｍ～陸側 10ｋｍ）  

 

 

(b) 竜巻検討地域の沿岸 15ｋｍ幅（海側５ｋｍ～陸側 10ｋｍ）  

 

 

 

     

     (a) 全国沿岸 15km 幅    (b) 竜巻検討地域の沿岸 15km 幅  

図１  F スケール毎の竜巻発生数の割合（海側 5km～陸側 10km） 

 

 

F0＋不明 F1 F2 以上 F0＋不明 F1 F2 以上

陸上竜巻 33.3 49.8 16.8 95 142 48

上陸竜巻 33.6 43.2 23.2 42 54 29

（陸上＋上陸）竜巻 33.4 47.8 18.8 137 196 77

全国沿岸 53年間
(海5km～陸10km)

竜巻発生数の割合（％） 竜巻発生数（個）

F0＋不明 F1 F2 以上 F0＋不明 F1 F2 以上

陸上竜巻 41.7 41.7 16.7 5 5 2

上陸竜巻 25.0 50.0 25.0 2 4 2

（陸上＋上陸）竜巻 35.0 45.0 20.0 7 9 4

検討地域　 53年間
(海5km～陸10km)

竜巻発生数の割合（％） 竜巻発生数（個）
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令和元年 11 月 6 日  R2 
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補足説明資料 4-7 

 

竜巻発生数の確率分布（ポアソン，ポリヤ分布）が  

ハザード結果に及ぼす影響について  

 

１．竜巻発生確率とハザード曲線  

Ｗｅｎ＆Ｃｈｕ
（ １ ）

は，竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速がある値

以上となる確率の推定法を提案 している。それによれば，竜

巻の発生がポアソン過程に従うと仮定した場合，竜巻の年発

生 数 の 確 率 密 度 分 布 は ポ ア ソ ン 分 布 若 し く は ポ リ ヤ 分 布 に

適合する。  

 

ポアソン分布： 𝑃𝑇(𝑁) =
(𝑣𝑇)𝑁

𝑁!
𝑒𝑥𝑝(−𝑣𝑇)  （１）  

ポリヤ分布：  𝑃𝑇(𝑁) =
(𝑣𝑇)𝑁

𝑁!
(1 + 𝛽𝑣𝑇)−(𝑁+1 𝛽⁄ )∏ (1 + 𝛽𝑘)𝑁−1

𝑘=1  （２）  

 

こ こ で ， Ｎ は 竜 巻 の 年 発 生 数 ， ｖ は 竜 巻 の 年 平 均 発 生 数 ，

Ｔは年数である。また，Ｔ年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，

Ｖ ０ 以 上 の 竜 巻 風 速 に 見 舞 わ れ る 確 率 )(, DP TVo は 次 式 で 表 さ れ

る。  

 

ポアソン分布： 𝑃𝑉0,𝑇(𝐷) = 1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝑣𝑅(𝑉0)𝑇]  （３）  

 

ポリヤ分布： 𝑃𝑉0,𝑇(𝐷) = 1 − [1 + 𝛽𝑣𝑅(𝑉0)𝑇]
−1 𝛽⁄   

 

（４）  

 

ここで，Ｒ (Ｖ ０ )は，評価対象とする構造物が，ある一つ
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の竜巻に遭遇し，竜巻風速がＶ ０ 以上となる確率である。  

 

２．ポアソン分布とポリヤ分布  

ポ ア ソ ン 過 程 と は ， あ る 現 象 が ラ ン ダ ム に 起 こ る 場 合 に ，

今までの発生状況がそれ以降の発生に影響を与えず，かつ発

生 が 時 間 的 に 一 様 に 推 移 す る 現 象 を 表 す 数 学 的 モ デ ル で あ

り，以下のような仮定に基づいている。  

 

①事象は時間・空間のいかなる場所でもランダムに発生す

る。  

②与えられた時間・空間の区間内で，事象の発生は他の任

意の区間に対して独立である。  

③微小区間 Δ t における事象発生確率は Δ t に比例する。  

Δ t の 間 に 事 象 が ２ 回 以 上 発 生 す る 確 率 は 無 視 で き る 。 

 

ポアソン分布に従う現象例としては，交通事故件数，大量

生産の不良品数，火災件数及び遺伝子の突然変異など数多く

ある。ポアソン分布の分散は平均値に等しいが，観測される

現象の中には，その分散が平均値から外れている現象もある。 

ポリヤ分布は，分散と平均値が異なるような現象への適合

度が高く，βが大きい場合は分散の大きな分布形を表し，β

→ ０ の とき に は ポ ア ソ ン分 布 に 近 づ く。「 竜 巻 に よ る 原 子 力

施設への影響に関する調査研究
（ ２ ）

」成果では，陸上竜巻（含む

上陸竜巻）及び海上竜巻のいずれに対しても，ポリヤ分布の

適合度が高いことを示した。  
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ポリヤ分布は，疫病の流行，ある単語を含む文書数を数え

る文書頻度などの言語処理などに活用されており，ある事象

が起こった場合に，それによって周囲にも現象が起こりやす

くなる現象（弱い伝播性）が考慮されている。竜巻の場合で

は，前線や台風により竜巻が発生した場合，同時多発的に複

数の竜巻が発生する状況が考えられる。  

 

３．確率論から見た近似式  

１．にて示した（３）及び（４）式に基づき，ポアソン分

布 と ポ リヤ 分 布 に 基 づ く竜 巻 ハ ザ ー ド を実 際 に 計 算 す ると ，

両者にほとんど違いが見られない。以下では，その理由につ

いて考察する。  

ある一つの竜巻に遭遇し，竜巻風速がＶ ０ 以上となるよう

な被害を受ける確率をＲ (Ｖ ０ )とすると，このような竜巻被

害を受けない確率は次式で表される。  

 

（被害を受けない確率）＝ 1 − R(𝑉0) （５）  

 

同様に，Ｎ個の竜巻が発生したときに，いずれの竜巻に対

しても被害を受けない確率は，独立性を仮定し次式で表され

る。  

 

（Ｎ個の竜巻で被害を受けない確率）＝ [1 − R(𝑉0)]
𝑁 （６）  

 

逆に，Ｎ個の竜巻が発生したときに，いずれかの竜巻によ
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り被害（最低１ 回， 最 大 Ｎ 回 ） を 受 け る 確 率 は 次 式 と な る 。 

 

（ Ｎ 個 の い ず れ か の 竜 巻 で 被 害 を 受 け る 確 率 ） ＝

1 − [1 − R(𝑉0)]
𝑁 

 

 

（７）  

 

したがって，１ 年間にＮ個の竜巻が発生する確率をＰ (Ｎ )

とすると，これによる被害確率は，  

 

{1 − [1 − R(𝑉0)]
𝑁}𝑃(𝑁) （８）  

 

となる。Ｒ (Ｖ ０ )が十分小さければ，上式は次のように近似

できる。  

 

{1 − [1 − 𝑅(𝑉0)]
𝑁}𝑃(𝑁) ≈ 𝑅(𝑉0) × 𝑁 × 𝑃(𝑁) （９）  

 

ここで，次の近似を用いている。  

 

[1 − 𝑅(𝑉0)]
𝑁 ≈ 1 − 𝑁 × 𝑅(𝑉0) （ 10）  

 

竜巻被害の場合は通常 10－ ３ 以下であるから，式の近似は

非常に良い精度で成り立つ。  

 

以上のことから，式より１年間にいずれかの竜巻により被

害を受ける確率は次式で近似できる。  
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𝑃𝑉0(𝐷) ≈ ∑[𝑅(𝑉0) × 𝑁 × 𝑃(𝑁)]

∞

𝑁=1

= 𝑅(𝑉0)∑[𝑁 × 𝑃(𝑁)]

∞

𝑁=1

= 𝑣𝑅(𝑉0) （ 11）  

 

す な わ ち ， 被 害 確 率 は 竜 巻 発 生 数 の 平 均 値 の み に 依 存 し ，

標準偏差はもちろん，確率分布にも無関係であり，ポリヤ分

布 と ポ ア ソ ン 分 布 に よ る ハ ザ ー ド の 結 果 は 一 致 す る こ と が

理解できる。  

 

４．ポアソン分布とポリヤ分布のハザードの近似式  

３．では，確率論的な観点だけで近似式を誘導したが，こ

こ で は，（ ３ ） 及 び （ ４ ）の 近 似 式 を 直 接求 め ， 上 記 の 結 果

を検証する。  

式（８）のＰ (Ｎ )としてポアソン分布を仮定し，  

 

{1 − [1 − 𝑅(𝑉0)]
𝑁}𝑃(𝑁) = 𝑃(𝑁) − [1 − 𝑅(𝑉0)]

𝑁𝑃(𝑁)

= 𝑃(𝑁) − [1 − 𝑅(𝑉0)]
𝑁
𝑣𝑁

𝑁!
𝑒𝑥𝑝(−𝑣)

= 𝑃(𝑁) −
(𝑣 − 𝑣𝑅(𝑉0))

𝑁

𝑁!
𝑒𝑥𝑝(−𝑣) 

（ 12）  

 

と な る こと を 考 慮 す る と，（ 11） 式 の 厳 密な 式 は 以 下 の と お

りである。  
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𝑃𝑉0(𝐷) = ∑ {𝑃(𝑁) −
(𝑣 − 𝑣𝑅(𝑉0))

𝑁

𝑁!
𝑒𝑥𝑝(−𝑣)}

∞

𝑁=1

= 1 − 𝑒𝑥𝑝(𝑣 − 𝑣𝑅(𝑉0))𝑒𝑥𝑝(−𝑣) = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑣𝑅(𝑉0)) 

（ 13）  

 

すなわち，ポアソン分布によるハザード評価の（３）式が

導かれる。ここで，次の関係式を用いている。  

 

exp(𝑥) = ∑
𝑥𝑛

𝑛!

∞

𝑛=0

 （ 14）  

 

したがって，式（３）又は式（13）は，式（ 14）を用いると，  

 

𝑃𝑉0(𝐷) = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑣𝑅(𝑉0))

= 1 − (1 +
(−𝑣𝑅(𝑉0))

1!
+
(−𝑣𝑅(𝑉0))

2

2!
+ ⋯) 

（ 15）  

 

と表され，Ｒ (Ｖ ０ )が小さい場合は，次式で近似できる。  

 

𝑃𝑉0(𝐷) ≈ 𝑣𝑅(𝑉0) （ 16）  

 

ポ リ ヤ 分 布 の 場 合 も 同 様 に ， 一 般 の 二 項 定 理 を 用 い る と ，

次式で近似できる。  

𝑃𝑣0(𝐷) = 1 − [1 + 𝛽𝑣𝑅(𝑉0)]
−1 𝛽⁄ = 1 − (1 + (

−1

𝛽
)𝛽𝑣𝑅(𝑉0) + ⋯)

≈ vR(𝑉0) 

（ 17）  
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以上のことから，竜巻のように１つの竜巻に対する被害確

率が非常に小さな現象に対しては，年被害確率は竜巻発生数

の平均値にのみ依存し，発生数の確率密度分布形状にはほと

んど無関係であることがわかる。   

補4-7-7 276



 

 

＜参考文献＞  

(1) Wen.Y.K and Chu. S.L. (1973): Tornado risks and design 

wind speed, Proceedings of American Society of Civil 

Engineering, Journal of the Structural Division 99, 

2409-2421 

(2) 東京工芸大学  (2011) : 平成 21～ 22 年度原子力安全基

盤 調 査 研 究 (平 成 22 年 度 ) 竜 巻 に よ る 原 子 力 施 設 へ の

影 響 に 関 す る 調 査 研 究 ,独 立 行 政 法 人 原 子 力 安 全 基 盤 機

構  

以  上  

補4-7-8 277



令和２年４月 28 日  R4 

 

 

 

 

 

補足説明資料５－１ (９条  竜巻 ) 

278



補足説明資料 5-1 

評価対象施設等の設計荷重について

設計対処施設の評価に用いる評価荷重について別表１に整理

する。  
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別
表

１
 

設
計

対
処

施
設

の
評

価
に

用
い

る
評

価
荷

重
一

覧
表

（
１

／
３

）
 

 
注

記
）

 

※
1
 
表

中
記

号
に

つ
い

て
対

象
と

す
る

荷
重

の
考

慮
の

有
無

を
示

す
。

 
○

：
考

慮
す

る
 
×

：
考

慮
し

な
い

 

※
2
 
複

合
荷

重
の

構
成

に
つ

い
て

，
○

の
つ

い
た

構
成

で
評

価
を

実
施

。
 
○

：
実

施
ケ

ー
ス

 
－

：
該

当
し

な
い

ケ
ー

ス
 

※
3
 
防

護
対

策
（

飛
来

物
防

護
ネ

ッ
ト

又
は

飛
来

物
防

護
板

）
に

よ
り

全
荷

重
又

は
一

部
荷

重
を

受
け

持
つ

。
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別
表

１
 

設
計

対
処

施
設

の
評

価
に

用
い

る
評

価
荷

重
一

覧
表

（
２

／
３

）
 

 
注

記
）

 

※
1
 
表

中
記

号
に

つ
い

て
対

象
と

す
る

荷
重

の
考

慮
の

有
無

を
示

す
。

 
○

：
考

慮
す

る
 
×

：
考

慮
し

な
い

 

※
2
 
複

合
荷

重
の

構
成

に
つ

い
て

，
○

の
つ

い
た

構
成

で
評

価
を

実
施

。
 
○

：
実

施
ケ

ー
ス

 
－

：
該

当
し

な
い

ケ
ー

ス
 

※
3
 
防

護
対

策
（

飛
来

物
防

護
ネ

ッ
ト

又
は

飛
来

物
防

護
板

）
に

よ
り

全
荷

重
又

は
一

部
荷

重
を

受
け

持
つ

。
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別
表

１
 

設
計

対
処

施
設

の
評

価
に

用
い

る
評

価
荷

重
一

覧
表

（
３

／
３

）
 

 
注

記
）

 

※
1
 
表

中
記

号
に

つ
い

て
対

象
と

す
る

荷
重

の
考

慮
の

有
無

を
示

す
。

 
○

：
考

慮
す

る
 
×

：
考

慮
し

な
い

 

※
2
 
複

合
荷

重
の

構
成

に
つ

い
て

，
○

の
つ

い
た

構
成

で
評

価
を

実
施

。
 
○

：
実

施
ケ

ー
ス

 
－

：
該

当
し

な
い

ケ
ー

ス
 

※
3
 
防

護
対

策
（

飛
来

物
防

護
ネ

ッ
ト

又
は

飛
来

物
防

護
板

）
に

よ
り

全
荷

重
又

は
一

部
荷

重
を

受
け

持
つ

。
 

以
 

上
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補足説明資料 5-2 

設計飛来物の設定

1. はじめに

 設計飛来物の設定にあたっては，再処理事業所において，飛来

物となる可能性のある対象物（以下「想定飛来物」という。）を

現地調査し，これらの中から竜巻影響評価に用いる代表的な飛来

物（以下「代表飛来物」という。）について定量評価を行った上

で，設計飛来物の設定を行った。第１図に設計飛来物の設定フロ

ーを示す。  

第１図 設計飛来物の設定フロー

現地調査

各 区 画 の 想 定 飛 来 物 を 整 理

（ 区 画 ご と に 重 複 削 除 ）  

現地調査結果の集計

想 定 飛 来 物 の 名 称 を 基 準 に ，調 査 結

果 を 再 整 理  

１次スクリーニング

・竜 巻 防 護 対 象 施 設 へ の 影 響 が 無 い

と 判 断 さ れ る 物 体 を 除 外

・固 定 及 び 重 量 大 等 か ら ，飛 来 物 と

は な ら な い と 判 断 さ れ る 物 体 を 除

外

２次スクリーニング

形 状 ，材 質 及 び 大 き さ で 分 類 し ，同

類 の 想 定 飛 来 物 か ら 代 表 飛 来 物 を

抽 出  

代表飛来物の速度等の定量

評価

運用（固縛等）による

想定飛来物からの除外

設計飛来物の設定
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第１表  現地調査結果の集計  

１  仮 設 足 場  26  仮 設 ト イ レ  51  航 空 障 害 灯  76  
コ ン ク リ ー ト

ミ キ サ 車  

２  足 場 板  27  カ ラ ー コ ー ン  52  高 所 作 業 車  77  コ ン テ ナ  

３  足 場 階 段  28  ガ ラ ス 扉  53  鋼 製 足 場  78  
コ ン テ ナ  

（ バ ン ボ デ ィ ） 

４  
Ｌ Ｐ ガ ス  

容 器 置 場  
29  

仮 囲 い 用  

鉄 板  
54  鋼 製 階 段  79  コ ン プ レ ッ サ  

５  
ア ス フ ァ ル ト

残 材  
30  換 気 口  55  鋼 製 カ ゴ  80  

柵 （ 単 管  

パ イ プ ）  

６  
ア ル ミ 製  

ス テ ッ プ  
31  監 視 用 電 柱  56  鋼 製 架 台  81  

産 廃 コ ン テ ナ

（ 鋼 製 ）  

７  
ア ル ミ 製  

は し ご  
32  看 板  57  

鋼 製 架 台  

（ フ レ ー ム ）  
82  

産 廃 ボ ッ ク ス

（ カ ゴ ）  

８  ア ル ミ 製 蓋  33  
看 板（ 合 成 樹 脂

製 ）  
58  鋼 製 材  83  室 外 機  

９  
ア ル ミ  

フ ェ ン ス  
34  危 険 物 倉 庫  59  鋼 製 残 材  84  室 外 機 囲 い  

10  ア ン テ ナ  35  
気 象 海 象 観 測

ブ イ  
60  鋼 製 ス リ ー ブ  85  自 動 販 売 機  

11  石  36  
気 象 海 象 観 測

ブ イ 架 台  
61  鋼 製 ス ロ ー プ  86  

し ゃ へ い ブ ロ

ッ ク 用 型 枠  

12  移 動 式 タ ン ク  37  
気 象 海 象 観 測

ブ イ 部 品  
62  鋼 製 朝 礼 台  87  砂 利  

13  埋 込 金 物  38  救 急 車  63  鋼 製 箱  88  
重 機 （ パ ワ ー  

シ ョ ベ ル ）  

14  
液 化 酸 素  

タ ン ク  
39  給 水 車  64  

鋼 製 バ リ ケ ー

ド  
89  

重 機（ ホ イ ー ル

ロ ー ダ ）  

15  
液 化 窒 素  

タ ン ク  
40  給 油 口  65  鋼 製 蓋  90  

重 機（ ク ロ ー ラ

キ ャ リ ア ）  

16  塩 ビ パ イ プ  41  重 機 （ 杭 打 機 ） 66  鋼 製 フ レ ー ム  91  
重 機（ ク ロ ー ラ

ク レ ー ン ）  

17  大 型 バ ス  42  ク ラ ン プ  67  構 台  92  
重 機 用  

バ ケ ッ ト  

18  覆 工 板  43  乗 用 車  68  
鋼 矢 板  

（ 廃 材 ）  
93  

合 成 樹 脂 製  

資 材  

19  ガ ー ド レ ー ル  44  グ レ ー チ ン グ  69  
コ ン ク リ ー ト

Ｕ 字 溝  
94  

合 成 樹 脂 製  

タ ン ク  

20  
ガ ー ド レ ー ル

ポ ス ト  
45  

重 機（ ラ フ タ ー

ク レ ー ン ）  
70  

コ ン ク リ ー ト

残 材  
95  

合 成 樹 脂 製  

パ レ ッ ト  

21  カ ー ブ ミ ラ  46  軽 ト ラ ッ ク  71  
コ ン ク リ ー ト

試 験 体  
96  

合 成 樹 脂 製  

蓋  

22  加 工 台  47  ケ ー ブ ル  72  
コ ン ク リ ー ト

製 蓋  
97  

合 成 樹 脂 製  

水 タ ン ク  

23  ガ ス ボ ン ベ  48  
木 製 ケ ー ブ ル

ド ラ ム  
73  

コ ン ク リ ー ト

製 ポ ー ル  
98  消 火 器  

24  仮 設 小 屋  49  鋼 管  74  
コ ン ク リ ー ト

棒  
99  消 火 器 格 納 箱  

25  仮 設 タ ン ク  50  
航 空 識 別 灯  

管 制 器  
75  

コ ン ク リ ー ト

ポ ン プ 車  
100  消 火 栓  
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第１表  現地調査結果の集計（つづき）  

101  昇 降 機 カ ゴ  126  貯 湯 槽  151  
バ リ ケ ー ド 部 品  

（ 合 成 樹 脂 製 ）  
176  木 製 パ レ ッ ト  

102  消 防 自 動 車  127  
デ ィ ー ゼ ル  

ポ ン プ  
152  反 射 鏡  177  木 製 蓋  

103  照 明  128  鉄 筋  153  ヒ ー ト ポ ン プ チ ラ  178  
モ ル タ ル  

ブ ロ ッ ク  

104  照 明 器 具  129  形 鋼  154  百 葉 箱  179  融 雪 制 御 盤  

105  照 明 塔  130  鉄 板  155  標 識  180  
ハ ン ド  

パ レ ッ ト  

106  水 槽  131  電 光 掲 示 板  156  フ ェ ン ス  181  リ ヤ カ  

107  制 御 盤  132  電 信 柱  157  フ ォ ー ク リ フ ト  182  冷 却 器  

108  設 備 機 器  133  テ ン ト  158  合 成 樹 脂 製 箱  183  レ ー ダ  

109  設 備 小 屋  134  電 話 ボ ッ ク ス  159  
合 成 樹 脂 製  

バ リ ケ ー ド  
184  ワ イ ヤ  

110  
側 溝 グ レ ー チ ン

グ  
135  投 光 器  160  プ レ ハ ブ 小 屋  185  

ワ イ ヤ  

メ ッ シ ュ  

111  
側 溝 コ ン ク リ ー

ト 製 蓋  
136  道 路 緩 衝 材  161  プ レ ハ ブ 倉 庫  186  散 水 車  

112  台 車  137  土 の う  162  分 電 盤  187  避 雷 針  

113  タ イ ヤ  138  ト ラ ッ ク  163  木 製 板    

114  担 架 格 納 箱  139  
ト ラ ッ ク  

（ ユ ニ ッ ク ）  
164  ベ ン チ    

115  
単 管 ご み  

置 き 場  
140  ド ラ ム 缶  165  防 雪 フ ェ ン ス    

116  単 管 製 小 屋  141  泥 落 と し 機  166  ホ ー ス    

117  単 管 手 摺  142  ネ コ 車  167  ホ ー ス 格 納 箱    

118  鉄 鋼 パ イ プ  143  燃 料 タ ン ク  168  ポ ン プ    

119  単 管 バ リ ケ ー ド  144  配 管  169  マ ン ホ ー ル 蓋    

120  脚 立  145  配 管 用 部 品  170  水 タ ン ク    

121  タ ン ク  146  配 電 盤  171  
木 ・ 合 成 樹 脂  

廃 材  
  

122  タ ン ク ロ ー リ  147  バ ケ ッ ト  172  木 製 角 材    

123  端 子 盤  148  発 電 機  173  木 製 朝 礼 台    

124  ダ ン プ ト ラ ッ ク  149  鋼 製 ハ ッ チ  174  木 製 廃 材    

125  貯 水 タ ン ク  150  
パ ラ ボ ナ  

ア ン テ ナ  
175  木 製 箱    
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２．１次スクリーニング  

 １次スクリーニングでは，現地調査の集計結果のうち，想定飛

来物が以下に示す条件を満たすものを設計飛来物の選定から除

外する。  

・強固に固定されている想定飛来物  

・体積に対する重量が非常に大きく，設計飛来物とはならないと

判断される想定飛来物  

・強度及び剛性が低く，竜巻防護対象施設に与える影響が小さい

と判断される想定飛来物  

１次スクリーニングにおいて除外される想定飛来物を，第２表

に示す。  
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第２表  設計飛来物から除外する想定飛来物  

  

強 固 に 固 定 さ れ て い る た め ， あ る い

は ，体 積 に 対 す る 重 量 が 非 常 に 大 き い

た め ，設 計 飛 来 物 と は な ら な い と 判 断

さ れ る も の  

強 度 及 び 剛 性 が 低 く ， 竜 巻 防 護 対 象 施 設 に 影 響 を  

及 ぼ さ な い と 判 断 さ れ る も の  

     
構 台  水 槽  木 ・ 合 成 樹 脂 廃 材  木 製 板  カ ラ ー コ ー ン  

     
貯 湯 槽  ヒ ー ト ポ ン プ  

チ ラ ー  タ イ ヤ  塩 ビ パ イ プ  木 製 朝 礼 台  

     
換 気 口  室 外 機（ 業 務 用 大 型 ） ベ ン チ  プ レ ハ ブ 小 屋  ケ ー ブ ル  

     
ポ ン プ  

重 機 （ ク ロ ー ラ  

ク レ ー ン ）  
木 製 パ レ ッ ト  

木 製 ケ ー ブ ル  

ド ラ ム  
プ レ ハ ブ 倉 庫  

   

 
 

電 話 ボ ッ ク ス  危 険 物 倉 庫  ホ ー ス  木 製 蓋  合 成 樹 脂 製 資 材  

     
設 備 機 器  冷 却 器  標 識 （ 合 成 樹 脂 製 ）  ワ イ ヤ  看 板 （ 合 成 樹 脂 製 ）  
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第２表 設計飛来物から除外する想定飛来物（つづき）

強 固 に 固 定 さ れ て い る た め ，あ る い は ，体

積 に 対 す る 重 量 が 非 常 に 大 き い た め ，設 計

飛 来 物 と は な ら な い と 判 断 さ れ る も の  

強 度 及 び 剛 性 が 低 く ， 竜 巻 防 護 対 象 施 設 に 影 響 を

及 ぼ さ な い と 判 断 さ れ る も の  

液 化 酸 素 タ ン ク 電 信 柱
合 成 樹 脂 製

タ ン ク
テ ン ト

バ リ ケ ー ド 部 品

（ 合 成 樹 脂 製 ）

重 機 （ 杭 打 機 ） 液 化 窒 素 タ ン ク 看 板 （ 木 製 ） 百 葉 箱 水 タ ン ク

コ ン プ レ ッ サ 監 視 用 電 柱 木 製 角 材 パ ラ ボ ナ ア ン テ ナ 土 の う

制 御 盤 貯 水 タ ン ク 仮 設 ト イ レ ア ル ミ フ ェ ン ス フ ェ ン ス

コ ン ク リ ー ト 製 蓋

（ 固 定 さ れ た も の ）
照 明 塔 木 製 廃 材 ガ ラ ス 扉

合 成 樹 脂 製

パ レ ッ ト

端 子 盤
重 機  

（ パ ワ ー シ ョ ベ ル ）
ワ イ ヤ メ ッ シ ュ 木 製 箱 合 成 樹 脂 製 蓋
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第２表  設計飛来物から除外する想定飛来物（つづき）  

注 ） 本 表 の 写 真 は 代 表 例 を 示 す 。  

 

強 固 に 固 定 さ れ て い る た め ，あ る い は ，体

積 に 対 す る 重 量 が 非 常 に 大 き い た め ，設 計

飛 来 物 と は な ら な い と 判 断 さ れ る も の  

強 度 及 び 剛 性 が 低 く ， 竜 巻 防 護 対 象 施 設 に 影 響 を  

及 ぼ さ な い と 判 断 さ れ る も の  

    

 

給 油 口  
コ ン ク リ ー ト  

試 験 体  
仮 設 小 屋  道 路 緩 衝 材   

  

   

避 雷 針  融 雪 制 御 盤     

  

   

配 管  鋼 製 ハ ッ チ     
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３．２次スクリーニング  

 ２次スクリーニングでは，１次スクリーニングで除外の対象と

ならなかった想定飛来物を対象に，飛来物の定量評価に資するた

めのスクリーニングを実施する。  

 ２次スクリーニングの実施方針，手順を以下に示す。  

 

・想定飛来物を棒状，板状及び塊状の３つの形状に分類する。  

・さらに，面積や重量などの観点から同類と見做せるものに  

分類し，代表飛来物を抽出する。その際，竜巻影響評価ガイド

に例示された飛来物も代表飛来物とすることを考慮する。  

・分類された想定飛来物から，定量評価に用いる代表飛来物を  

抽出する。抽出は，主として外形寸法に着目して実施する。  

いずれの分類にも属しない想定飛来物は，そのまま代表飛来物

として選定とする。  

  

 第３表に棒状，板状及び塊状に分類した想定飛来物の代表を， 

それぞれ示す。各形状で代表とする想定飛来物は以下である。  

 棒状：鋼製パイプ／形鋼／角形鋼管／鋼管  

 板状：マンホール蓋／敷き鉄板／覆工板  

塊状：コンクリートＵ字溝／自動販売機／室外機／  

コンテナ／産廃コンテナ／発電機／気象海象観測ブイ  
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第３表  ２次スクリーニング結果まとめ  

代 表 飛

来 物  
棒 状  板 状  塊 状  

複

数

の

想

定

飛

来

物

の

代

表

と

し

て

抽

出

し

た

飛

来

物 

     
角 形 鋼 管  形 鋼  敷 き 鉄 板  室 外 機  自 動 販 売 機  

     
角 形 鋼 管  鋼 鉄 パ イ プ  覆 工 板  発 電 機  コ ン テ ナ  

 

 

   
コ ン ク リ ー ト  

Ｕ 字 溝  
 マ ン ホ ー ル 蓋  気 象 海 象 観 測 ブ イ  産 廃 コ ン テ ナ  
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第３表  ２次スクリーニング結果まとめ（つづき）  

 

 

代 表 飛

来 物  
棒 状  板 状  塊 状  

単

独

で

代

表

と

し

て

選

定

し

た

飛

来

物 

     
コ ン ク リ ー ト 製  

ポ ー ル  
鋼 製 架 台  乗 用 車  フ ォ ー ク リ フ ト  高 所 作 業 車  

     

コ ン ク リ ー ト 棒  
コ ン ク リ ー ト 製  

蓋  
ト ラ ッ ク  ク ロ ー ラ キ ャ リ ア  

コ ン ク リ ー ト  

ポ ン プ 車  

  
   

ガ ス ボ ン ベ  
側 溝 コ ン ク リ ー ト

製 蓋  
ホ イ ー ル ロ ー ダ  消 防 自 動 車  

コ ン ク リ ー ト  

ミ キ サ 車  

 

 

   
鉄 筋   ラ フ タ ー ク レ ー ン  タ ン ク ロ ー リ  ダ ン プ ト ラ ッ ク  

  

   
  大 型 バ ス  散 水 車  ド ラ ム 缶  

  

 

  

  砂 利    
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４．代表飛来物の定量評価  

４．１  評価方法  

代表的な飛来物の速度，飛散距離および飛散高さは，竜巻によ

る風速場の中での飛来物の軌跡を計算することで評価する。仮定

する風速場は，鉛直方向には構造が変化しないランキン渦とする。

その風速場の中で，質点系にモデル化した飛来物は，相対速度の

２乗に比例した抗力を受けるものとする。この時，飛来物の運動

は次式にて表される。  

m�̈�(𝑡) =
1

2
𝜌𝐶𝐷𝐴 (𝑉(𝑥(𝑡)) − �̇�(𝑡)) |𝑉(𝑥(𝑡)) − �̇�(𝑡)| − 𝑚𝑔𝐽 

ここで、飛来物の質量をｍ，代表面積をＡ，抗力係数をＣ Ｄ ，

時刻ｔでの飛来物の位置をｘ (ｔ )，速度を ẋ(ｔ )，加速度を ẍ(ｔ )，

時刻ｔ  での飛来物位置での風速を  Ｖ（ｘ（ｔ）），空気密度を

ρ，重力をｇ，重力方向成分のみ１のベクトルをＪとする。  

なお，抗力係数Ｃ Ｄ は，３方向の面積で重みづけした平均とす

る。  

 具体的な飛散距離および飛散高さの評価においては，上式を離

散化することで計算を行う。  

 

第２図  飛来物の軌跡評価のイメージ  
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４．２  評価条件  

 竜巻の最大風速，移動速度，旋回風速，最大半径（Ｒ ｍ とする）

及び空気密度は，第４表のとおりとする。  

 飛来物の初期位置は，水平方向には竜巻の中心より２Ｒ ｍ の円

の内部領域に，半径について 0.1Ｒ ｍ ごと，角度方向について５

度ごとの位置にばら撒かれているものとする。鉛直方向には高さ

40ｍの位置にあるものとする。初速は０ｍ／ｓとする。  

 飛来物が高さ０ｍの位置に到達するまでの間の最大速度，最大

高さ及び最大飛距離を算定する。  

 抗力係数は既往文献
（ １ ）

に基づいて，第３図のとおりとする。  

第４表  飛来物評価時の竜巻諸元  

最大風速  (ｍ／ｓ ) 100 

移動速度  (ｍ／ｓ ) 15 

旋回風速  (ｍ／ｓ ) 85 

最大半径  (ｍ ) 30 

空気密度  (ｋｇ／ｍ ３ ) 1.22 

 

 

 

 

 

 

第３図  抗力係数

A3
CD3=2.0

A1
CD1=2.0

A2
CD2=2.0

A ：面積
CD ：抗力係数
形鋼は板状の物体として扱う。

CD・A＝0.33（CD1A1＋CD2A2＋CD3A3）

A1
CD1=2.0

A1
CD1=2.0

A2
CD2=1.2

A3
CD3=1.2

A2,A3
CD2=CD3=0.7

(a)　棒状の物体 (b)　板状の物体 (c)　塊状の物体
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４．３評価結果  

３項で選定した代表飛来物を対象に，竜巻速度が 100ｍ／ｓに

おける飛来物の諸元を定量評価した結果を第５表に示す。  

第５表  代表飛来物の諸元算定結果  

代 表 飛 来 物  

サ イ ズ  
質 量  

［ ｋ ｇ ］ 

空 力 パ

ラ メ ー

タ  

速 度  

［ ｍ ／

ｓ ］  

運 動 エ ネ

ル ギ ［ ｋ

Ｊ ］  

備 考  幅  

［ ｍ ］  

奥 行  

［ ｍ ］  

高 さ  

［ ｍ ］  

棒

状

 

コ ン ク リ ー ト 製  

ポ ー ル  
4  4  1 6  1 4 0 0  0 . 0 0 2 2  3 8 . 6 1 0  1 0 4 3 . 5 1 2  

浮 上 ・ 飛 来 解 析 の 結 果 ,  

浮 き 上 が ら な い 。  

コ ン ク リ ー ト 製  

ポ ー ル  
0 . 3 5  0 . 3 5  1 2  9 3 0  0 . 0 0 2 1 8  3 8 . 4 7 5  6 8 8 . 3 5 1  

浮 上 ・ 飛 来 解 析 の 結 果 ,  

浮 き 上 が ら な い 。  

角 形 鋼 管  

（ □ - 3 0 0× 3 0 0）  
0 . 3 0  0 . 3 0  6 . 1  4 9 2  0 . 0 0 3 1  4 1 . 3 9 0  4 2 1 . 4 3 0  

飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

鉄 筋 （ Ｄ 1 3）  0 . 0 1 3  0 . 0 1 3  1 2  1 1 . 9  0 . 0 0 6 1 3  4 8 . 1 8 0  1 3 . 8 1 2  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

鉄 筋 （ Ｄ 3 8）  0 . 0 3 8  0 . 0 3 8  1 2  1 0 7  0 . 0 0 2  3 7 . 6 4 7  7 5 . 8 2 5  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

形 鋼  

（ Ｈ － 3 0 0× 3 0 0）  
0 . 3 0  0 . 3 0  4 . 0  3 7 2  0 . 0 0 2 7 5  4 0 . 4 6 0  3 0 4 . 4 8 4  

浮 上 ・ 飛 来 解 析 の 結 果 ,  

浮 き 上 が ら な い 。  

形 鋼  

（ Ｈ － 2 0 0× 2 0 0）  
0 . 2 0  0 . 2 0  5 . 0  2 5 0  0 . 0 0 3 3 1  4 2 . 0 7 9  2 2 1 . 3 3 0  

飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

形 鋼  

（ Ｈ － 2 0 0× 1 5 0）  
0 . 1 5  0 . 1 9  6 . 0  1 7 9  0 . 0 0 4 6 7  4 5 . 3 7 4  1 8 4 . 2 6 3  

飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

形 鋼  

（ Ｈ － 1 7 5× 1 7 5）  
0 . 1 8  0 . 1 8  5 . 0  2 0 2  0 . 0 0 3 6 8  4 3 . 0 2 4  1 8 6 . 9 5 8  

飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

鋼 管 （ 2 5 0φ ）  0 . 2 7  0 . 2 7  6 . 0  2 5 4  0 . 0 0 3 1 3  4 1 . 5 0 5  2 1 8 . 7 7 8  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

鋼 管 （ 2 0 0φ ）  0 . 2 2  0 . 2 2  6 . 0  1 8 1  0 . 0 0 3 5 5  4 2 . 7 0 7  1 6 5 . 0 6 2  
浮 き 上 が る が 設 計 飛 来 物  

に よ る 防 護 で 対 策 可 能 。  

鋼 製 材  0 . 2 0  0 . 3 0  4 . 2  1 3 5  0 . 0 0 6 5 2  5 1  1 7 5 . 5 6 8  設 計 飛 来 物 と す る 。  

角 形 鋼 管  

（ □ ― 1 0 0× 1 0 0）  
0 . 1 0  0 . 1 0  4 . 0  9 6 . 4  0 . 0 0 3 3 9  4 2 . 2 8 0  8 6 . 1 6 2  

浮 き 上 が る が 設 計 飛 来 物  

に よ る 防 護 で 対 策 可 能 。  

コ ン ク リ ー ト 棒  0 . 1 6  0 . 1 6  2 . 0  1 2 3  0 . 0 0 2 2 3  3 8 . 7 4 7  9 2 . 3 3 2  
浮 上 ・ 飛 来 解 析 の 結 果 ,  

浮 き 上 が ら な い 。  

鉄 筋 （ Ｄ 3 8）  0 . 0 3 8  0 . 0 3 8  6 . 0  5 3 . 7  0 . 0 0 2  3 7 . 6 4 7  3 8 . 0 5 4  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

形 鋼  

（ Ｈ － 4 0 0× 2 0 0）  
0 . 2 0  0 . 4 0  1 . 7  1 1 1  0 . 0 0 4 1 6  4 4 . 2 5 2  1 0 8 . 6 8 2  

浮 き 上 が る が 設 計 飛 来 物  

に よ る 防 護 で 対 策 可 能 。  

鋼 管 （ 1 0 0φ ）  0 . 1 1  0 . 1 1  5 . 0  6 1 . 0  0 . 0 0 4 3 2  4 4 . 6 0 1  6 0 . 6 7 2  
浮 き 上 が る が 設 計 飛 来 物  

に よ る 防 護 で 対 策 可 能 。  

鉄 筋 （ Ｄ 1 3）  0 . 0 1 3  0 . 0 1 3  6 . 0  5 . 9 7  0 . 0 0 6 1 2  4 8 . 1 6 5  6 . 9 2 5  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

ガ ス ボ ン ベ  0 . 2 3  0 . 2 3  1 . 5  5 7 . 0  0 . 0 0 3 3 2  4 2 . 1 0 5  5 0 . 5 2 6  
浮 き 上 が る が 設 計 飛 来 物  

に よ る 防 護 で 対 策 可 能 。  

鋼 製 パ イ プ  0 . 0 4 9  0 . 0 4 9  6 . 0  1 6 . 4  0 . 0 0 1 4 5  5 1 . 8 2 6  2 2 . 0 2 5  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

鋼 製 パ イ プ  0 . 0 5 0  0 . 0 5 0  2 . 0  8 . 4 0  0 . 0 0 5 7 2  4 9  1 0 . 0 8 5  設 計 飛 来 物 と す る 。  

コ ン ク リ ー ト  

Ｕ 字 溝  
0 . 4 0  0 . 4 5  2 . 0  2 9 0  0 . 0 0 2 7 6  4 0 . 4 8 7  2 3 7 . 6 8 4  

浮 上 ・ 飛 来 解 析 の 結 果 ,  

浮 き 上 が ら な い 。  

板

状

 

鋼 板  

（ 敷 鉄 板 ） 大  
0 . 0 2 2  1 . 5  6 . 1  1 6 0 0  0 . 0 0 3 8 6  4 3 . 4 0 1  1 5 0 6 . 9 1 7  

飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

鋼 板  

（ 敷 鉄 板 ） 小  
0 . 0 2 2  1 . 5  3 . 0  8 0 2  0 . 0 0 3 8  4 3 . 2 8 1  7 5 1 . 1 7 1  

飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

鋼 製 架 台  0 . 2 0  2 . 6  2 . 8  1 6 4 0  0 . 0 0 3 2 3  4 1 . 8 5 4  1 4 3 6 . 4 4 1  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

覆 工 板  0 . 1 9  1 . 0  3 . 0  6 4 0  0 . 0 0 3 6  4 2 . 8 3 5  5 8 7 . 1 4 8  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

コ ン ク リ ー ト 板  0 . 1 5  1 . 0  1 . 5  5 4 0  0 . 0 0 2 1 3  3 0  2 4 3 . 0 0 0  
浮 上 ・ 飛 来 解 析 の 結 果 ,  

浮 き 上 が ら な い 。  

覆 工 板  0 . 1 9  1 . 0  2 . 0  4 3 0  0 . 0 0 3 6 4  4 2 . 9 3 1  3 9 6 . 2 6 0  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

マ ン ホ ー ル 蓋  

（ 大 ）  
0 . 0 6 0  0 . 9 8  0 . 9 8  8 8 . 0  0 . 0 0 6 2 5  4 8 . 4 2 0  1 0 3 . 1 5 8  

浮 き 上 が る が 設 計 飛 来 物  

に よ る 防 護 で 対 策 可 能 。  

コ ン ク リ ー ト 製  

蓋  
0 . 1 0  0 . 5 0  0 . 8 0  9 6 . 0  0 . 0 0 3 3 2  4 2 . 1 0 5  8 5 . 0 9 6  

浮 き 上 が る が 設 計 飛 来 物  

に よ る 防 護 で 対 策 可 能 。  

側 溝 コ ン ク リ ー ト

製 蓋  
0 . 0 6 0  0 . 4 0  1 . 0  5 7 . 6  0 . 0 0 5 2 2  4 6 . 5 5 1  6 2 . 4 0 9  

浮 き 上 が る が 設 計 飛 来 物  

に よ る 防 護 で 対 策 可 能 。  

マ ン ホ ー ル 蓋  

（ 小 ）  
0 . 0 5 0  0 . 6 5  0 . 6 5  3 3 . 5  0 . 0 0 7 3 8  5 0 . 3 9 5  4 2 . 5 3 9  

浮 き 上 が る が 設 計 飛 来 物  

に よ る 防 護 で 対 策 可 能 。  
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第５表  代表飛来物の諸元算定結果（つづき）  

代 表 飛 来 物  

サ イ ズ  
質 量  

［ ｋ ｇ ］ 

空 力 パ

ラ メ ー

タ  

速 度  
［ ｍ ／

ｓ ］  

運 動 エ ネ

ル ギ ［ ｋ

Ｊ ］  

備 考  幅  

［ ｍ ］  

奥 行  

［ ｍ ］  

高 さ  

［ ｍ ］  

塊
状  

空 調 室 外 機  0 . 2 5  0 . 3 0  0 . 8 0  1 0 . 0  0 . 0 3 4 3 4  6 9 . 8 8 1  2 4 . 4 1 7  
浮 き 上 が る が 設 計 飛 来 物  

に よ る 防 護 で 対 策 可 能 。  

ラ フ タ ー  

ク レ ー ン （ １ ）  
2 . 6  3 . 5  1 1  2 6 5 0 0  0 . 0 0 1 9 2  3 6 . 6 2 2  1 7 7 7 0 . 5 1 4  

浮 上 ・ 飛 来 解 析 の 結 果 ,  

浮 き 上 が ら な い 。  

ラ フ タ ー  

ク レ ー ン （ ２ ）  
2 . 6  3 . 5  1 1  3 1 9 0 0  0 . 0 0 1 6  3 1 . 4 0 4  1 5 7 3 0 . 0 6 9  

浮 上 ・ 飛 来 解 析 の 結 果 ,  

浮 き 上 が ら な い 。  

消 防 自 動 車  2 . 5  3 . 4  9 . 5  1 6 2 0 0  0 . 0 0 2 6 6  4 0 . 1 8 5  1 3 0 8 0 . 1 5 7  
浮 上 ・ 飛 来 解 析 の 結 果 ,  

浮 き 上 が ら な い 。  

大 型 バ ス  2 . 5  3 . 8  1 2  1 2 1 0 0  0 . 0 0 4 6 9  4 5 . 4 2 0  1 2 4 8 1 . 0 0 7  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

コ ン ク リ ー ト  

ミ キ サ 車  
2 . 5  3 . 7  7 . 9  1 0 2 0 0  0 . 0 0 3 8 1  4 3 . 3 0 2  9 5 6 2 . 8 2 2  

飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

ダ ン プ ト ラ ッ ク  2 . 5  3 . 3  7 . 7  1 0 5 0 0  0 . 0 0 3 3 6  4 2 . 2 0 7  9 3 5 2 . 5 1 2  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

コ ン ク リ ー ト  

ポ ン プ 車  
2 . 2  3 . 0  7 . 5  9 1 7 0  0 . 0 0 3 3 2  4 2 . 1 0 5  8 1 2 8 . 4 3 0  

飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

タ ン ク ロ ー リ  2 . 5  3 . 0  9 . 2  8 6 6 0  0 . 0 0 4 4 8  4 4 . 9 1 8  8 7 3 6 . 3 2 4  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

高 所 作 業 車  2 . 2  3 . 6  7 . 4  7 8 7 0  0 . 0 0 4 3 1  4 4 . 5 8 0  7 8 2 0 . 3 2 6  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

ク ロ ー ラ キ ャ リ ア  2 . 5  2 . 9  5 . 7  1 1 5 0 0  0 . 0 0 2 2 1  3 8 . 6 6 3  8 5 9 5 . 2 5 9  
浮 上 ・ 飛 来 解 析 の 結 果 ,  

浮 き 上 が ら な い 。  

発 電 機 （ 大 ）  1 . 4  2 . 1  4 . 2  6 0 6 0  0 . 0 0 1 9 5  3 7 . 1 0 7  4 1 7 2 . 0 9 6  
浮 上 ・ 飛 来 解 析 の 結 果 ,  

浮 き 上 が ら な い 。  

ホ イ ー ル ロ ー ダ  2 . 3  3 . 0  6 . 2  7 2 7 0  0 . 0 0 3 6 5  4 2 . 9 5 5  6 7 0 7 . 0 5 5  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

ト ラ ッ ク  1 . 3  1 . 9  5 . 0  4 7 5 0  0 . 0 0 2 6  3 4  2 7 4 5 . 5 0 0  
浮 上 ・ 飛 来 解 析 の 結 果 ,  

浮 き 上 が ら な い 。  

フ ォ ー ク リ フ ト  1 . 3  2 . 1  3 . 8  4 3 5 0  0 . 0 0 2 4  3 9 . 1 6 4  3 3 3 6 . 0 5 6  
浮 上 ・ 飛 来 解 析 の 結 果 ,  

浮 き 上 が ら な い 。  

フ ォ ー ク リ フ ト  1 . 1  2 . 1  3 . 6  3 6 0 0  0 . 0 0 2 5 7  3 9 . 8 1 7  2 8 5 3 . 7 0 8  
浮 上 ・ 飛 来 解 析 の 結 果 ,  

浮 き 上 が ら な い 。  

ト ラ ッ ク  2 . 2  2 . 5  8 . 5  3 7 9 0  0 . 0 0 1  5 1 . 2 6 8  4 9 8 0 . 8 3 3  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

気 象 海 象 観 測  

ブ イ  
2 . 5  2 . 5  8 . 0  4 0 0 0  0 . 0 0 4 7 9  5 0 . 5 6 2  5 1 1 3 . 0 3 2  

飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

散 水 車  2 . 2  2 . 3  5 . 7  3 4 2 0  0 . 0 0 5 9 9  4 7 . 9 6 6  3 9 3 4 . 2 6 1  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

コ ン テ ナ  2 . 4  2 . 6  6 . 0  2 3 0 0  0 . 0 1 0 5 1  6 0  4 1 4 0 . 0 0 0  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

乗 用 車  

ワ ゴ ン ２  
1 . 9  2 . 3  5 . 2  1 8 9 0  0 . 0 0 9 2 5  5 3 . 0 0 3  2 6 5 4 . 8 0 6  

飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

発 電 機 （ 中 ）  1 . 0  1 . 6  2 . 1  1 6 4 0  0 . 0 0 2 8 7  4 0 . 7 6 5  1 3 6 2 . 6 6 4  
浮 上 ・ 飛 来 解 析 の 結 果 ,  

浮 き 上 が ら な い 。  

乗 用 車  

ワ ゴ ン １  
1 . 5  1 . 8  4 . 8  1 5 1 0  0 . 0 0 8 1 9  5 1 . 5 1 0  2 0 0 3 . 2 2 6  

飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

乗 用 車  1 . 3  1 . 6  3 . 1  1 4 3 0  0 . 0 0 5 1 7  4 6 . 4 3 0  1 5 4 1 . 3 5 8  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

乗 用 車  

普 通  
1 . 5  1 . 7  4 . 4  1 1 4 0  0 . 0 0 9 7 3  5 3 . 6 3 6  1 6 3 9 . 7 8 8  

飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

発 電 機 （ 小 ）  0 . 6 5  1 . 2  1 . 5  6 7 0  0 . 0 0 3 5 4  4 2 . 6 8 0  6 1 0 . 2 3 0  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

乗 用 車  

軽 自 動 車 １  
1 . 5  1 . 6  3 . 4  8 4 0  0 . 0 1 0 2 7  5 4 . 2 9 1  1 2 3 7 . 9 5 5  

飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

コ ン テ ナ  2 . 3  2 . 4  3 . 7  1 1 0 0  0 . 0 1 3 8 9  5 8 . 0 8 3  1 8 5 5 . 4 9 9  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る  

乗 用 車  

軽 自 動 車 ２  
1 . 5  1 . 5  3 . 4  7 1 0  0 . 0 1 1 7  5 5 . 7 8 2  1 1 0 4 . 6 2 9  

飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

自 動 販 売 機 （ 大 ）  0 . 7 4  1 . 4  1 . 8  3 6 5  0 . 0 0 8 9 3  5 2 . 5 0 9  5 0 3 . 1 8 8  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

室 外 機  

（ オ フ ィ ス 用 ）  
0 . 3 2  0 . 9 4  1 . 4  1 4 0  0 . 0 0 9 8 4  5 3 . 7 7 0  2 0 2 . 3 8 5  

浮 き 上 が る が 設 計 飛 来 物  

に よ る 防 護 で 対 策 可 能 。  

産 廃 コ ン テ ナ  1 . 1  1 . 9  1 . 9  2 6 0  0 . 0 1 9 9 8  6 2 . 8 0 3  5 1 2 . 7 4 8  
飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

ド ラ ム 缶 （ 軽 油  

2 0 0Ｌ 入 り ）  
0 . 5 9  0 . 5 9  0 . 8 9  1 8 8  0 . 0 0 4 7  4 5 . 4 4 3  1 9 4 . 1 1 6  

飛 散 対 策 に よ り ， 飛 来 物  

と な ら な い よ う に す る 。  

ド ラ ム 缶  0 . 6 0  0 . 6 0  0 . 9 0  2 4 . 0  0 . 0 3 7 8 6  7 1 . 1 1 9  6 0 . 6 9 5  
浮 き 上 が る が 設 計 飛 来 物  

に よ る 防 護 で 対 策 可 能 。  

砂 利  0 . 0 4 0  0 . 0 4 0  0 . 0 4 0  0 . 1 8  0 . 0 1 7 7 8  6 1 . 1 8 8  0 . 3 3 7  
評 価 上 浮 き 上 が る が ， 運 動 エ

ネ ル ギ は 十 分 小 さ い 。  
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５．運用による想定飛来物からの除外  

 ４項での評価結果から，運動エネルギ及び貫通限界厚さが鋼製

材より大きな資機材については，固定，固縛，建屋収納又は敷地

からの撤去を行うこととし，飛来物から除外する。（補足説明資

料 8-4 参照。）また，竜巻の影響により分解された状態で飛来す

るものについては，鋼製材の評価に包絡されると考えられる。（補

足説明資料 5-4 参照。）  

 車両については，竜巻の襲来が予想される場合に飛来物となら

ないよう固縛又は飛来対策区域外の退避場所へ退避することと

し，飛来物から除外する。（補足説明資料 8-1～ 8-4 参照。）  
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６．設計飛来物の設定  

運動エネルギ及び貫通限界厚さが鋼製材よりも大きなものは

５項のとおり飛来物としないことから，残りのもののうち，最も

運動エネルギ及び貫通限界厚さが大きな鋼製材を設計飛来物と

して設定した。また，設計対処施設の評価において鋼製材の評価

に包絡できないものとして，飛来物防護ネットを通過する可能性

がある鋼製パイプを設計飛来物として設定した。第６表に設計飛

来物を示す。  

第６表  設計飛来物  

飛来物の種類  鋼製パイプ  鋼製材  

寸法（ｍ）  
長さ×直径  

2.0×0.05 

長さ×幅×奥行き  

4.2×0.3×0.2 

質量（ｋｇ）  8.4 135 

最大水平速度  

（ｍ／ｓ）  
49 51 

最大鉛直速度  

（ｍ／ｓ）  
33 34 

 

各設計飛来物による衝撃荷重は，設計飛来物の形状，剛性等の

機械的特性に基づいて適切に設定する。  
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補足説明資料 5-3 

敷地外からの飛来物の考慮について

１．はじめに

 原子力発電所の竜巻影響評価ガイドの要求事項を踏まえ，再処

理事業所の近隣に設置されている風力発電施設のブレードが設

計竜巻によって飛来した場合を想定し，設計対処施設への到達の

可能性の有無を確認した。  

＜原子力発電所の竜巻影響評価ガイドの要求事項＞

４．３．１  設計竜巻荷重の設定  

解説４．３．１ .３．２  基本的な考え方   

・・・ (略 )・・・

 一般的には，遠方からの飛来物は相対的に重量が軽いものが多

く，仮に衝突した場合でも衝撃荷重は相対的に小さいと考えられ

ることから，設計対象施設に到達する可能性がある飛来物を検討

する範囲は，原子力発電所の敷地内を原則とする。ただし，原子

力発電所の敷地外からの飛来物による衝撃荷重が，原子力発電所

の敷地内からの飛来物の衝撃荷重を上回ると想定され得る場合

は，原子力発電所の敷地外からの飛来物も考慮する。   
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２．風力発電施設の概要  

第１表  風力発電施設の概要  

発電所名称  
むつ小川原  

ウィンドファーム  

定格出力  1500 ｋＷ / 基
（１）

 

ローター直径  64 ｍ
（１）

 

ハブまでの高さ  68 ｍ
（１）

 

設計対処施設  

までの最短距離  
約 700 ｍ  

    （ １ ） む つ 小 川 原 ウ ィ ン ド フ ァ ー ム Ｈ Ｐ よ り  

 

第 1 図  風力発電設備の寸法  
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３．設計竜巻による飛来距離の評価

ブレードのサイズ及び重量の情報を用いて，設計竜巻（ランキ

ン渦モデル，最大風速 100ｍ／ｓ）による物体の浮上・飛来解析

コード（ TONBOS）による最大飛来距離の算出を行った。

第２図 風力発電機のブレード寸法

第２表 ブレードサイズ及び最大飛来距離

長さ ｍ

高さ ｍ

幅 ｍ

重量 ｋｇ

最大飛来距離 約  360 ｍ

風力発電施設から設計対処施設までの最短距離は，ブレードの

最大飛来距離に比べて十分余裕があり，ブレードが設計対処施設

へ到達することは考えられない。  
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４．まとめ  

•  再処理事業所外から飛来するおそれがあり，かつ，再処理

事業所内からの飛来物による衝撃荷重を上回ると想定され

るものとして，むつ小川原ウィンドファームの風力発電施

設のブレードがある。  

•  むつ小川原ウィンドファームの風力発電施設から設計対処

施設までの距離及び設計竜巻によるブレードの飛来距離を

考慮すると，ブレードが設計対処施設まで到達するおそれ

はないことから，ブレードは設計飛来物として考慮しない。 

 

以  上  
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補足説明資料 5-4 

設計飛来物の設定における１次スクリーニングについて

設計飛来物の設定において，１次スクリーニングでは，以下に

示す条件を満たすものを設計飛来物の選定から除外する。  

・竜巻防護対象施設への影響が無いと判断される物体

・固定，重量大等から，飛来物とはならないと判断される物体

このうち，「竜巻防護対象施設への影響がないと判断される物

体」は，過去の主な竜巻の被害概要の調査結果等から，このよう

な物品の状況について検討を行った結果より判断した。  

以下に，平成２年以降の主な竜巻による被害概要の調査結果等

に基づく検討結果を示す。  
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(１ )  分解され小型軽量となる物品（屋外屋根及びガラス窓）  

 竜巻の被害概要調査結果において，分解され小型軽量となる物

品として屋外屋根及びガラス窓が確認できた。これらの被害状況

を以下に示す。  

ａ．屋外屋根  

 第１図～第５図に屋外屋根の被害状況を示す。これらより，屋

外屋根については，Ｆ０～Ｆ３の竜巻において，形を保ったまま

ではなく，分解された状態で飛来していることが分かる。また，

厚みが薄いことから形状が変形しており柔飛来物と見なせると

考えられることから，衝突の際に与える衝撃荷重及び貫通力につ

いては，設計飛来物である鋼製材の評価に包絡されると考えられ

る。  

 

 

第１図  平成 16 年６月 27 日佐賀県で発生した  

Ｆ２竜巻による屋外屋根の被害状況
（ １ ）
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屋 外 ト イ レ 屋根 の 損 傷  

 

 
カ ー ポ ー ト 屋根 の 飛 散 及 び 骨 組 の損 傷    カ ー ポ ート 屋 根 の 損 傷  

第２図  平成 18 年９月 17 日宮崎県延岡市で発生した  

Ｆ２竜巻による屋外屋根の被害状況
（ ２ ）
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折 板 の 損 傷           カ ー ポ ー ト の 被 害  

第３図  平成 21 年 10 月８日茨城県土浦市で発生した  

Ｆ１竜巻による屋外屋根の被害状況
（ ３ ）

 

 

 

 

周 囲 の 田 に 散乱 し た 屋 根 ふ き 材  

第４図  平成 24 年２月１日島根県出雲市で発生した  

Ｆ０竜巻による屋外屋根の被害状況
（ ４ ）
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電 線 等 に 引 っ掛 か っ た 飛 来 物 （ 鋼板 製 屋 根 材 ）  

 

  
 飛 来 物 （ 鋼板 製 屋 根 材 ） の 衝 突  飛 散 し た 飛 来 物 （鋼 板 製 屋 根 材 ）  

 

 
飛 散 し た 折 板屋 根 の 損 傷 状 況  

 

  
ガ ソ リ ン ス タン ド の 折 板 屋 根 の 脱落   駐 車 場 の 折 板屋 根 の 著 し い 変 形  

第５図  平成 24 年５月６日茨城県つくば市で発生した  

Ｆ３竜巻による屋外屋根の被害状況
（ ５ ）
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ｂ．ガラス窓  

 第６図～第 11 図に示すとおり，ガラス窓についてはＦ０～Ｆ

３及びＥＦ５の竜巻において損壊し，分解されていることが確認

できる。分解された状態では小型軽量となっており，その影響は

設計飛来物である鋼製材若しくは鋼製パイプに包絡されると考

えられる。  

 

  
エ ン ト ラ ン スの 窓 ガ ラ ス の 破 損     破 損 し た 窓 ガラ ス 片 の  

               屋 内 壁 面 へ の 突 き 刺さ り  

第６図  平成 18 年９月 17 日宮崎県延岡市で発生した  

Ｆ２竜巻によるガラス窓の被害状況
（ ２ ）

 

 

 

 
バ ス の 窓 ガ ラス 破 損  

第７図  平成 20 年５月 25 日米国アイオワ州で発生した  

ＥＦ５竜巻によるガラス窓の被害状況
（ ６ ）
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  窓 ガ ラ スの 損 壊         窓 ガ ラ ス の 飛 来物 衝 突 痕  

第８図  平成 21 年７月 27 日群馬県館林市でのＦ１（Ｆ２）  

竜巻によるガラス窓の被害状況
（ ７ ）

 

 

 

 

  
倉 庫 の 窓 ガ ラス と 屋 根 の 被 害 状 況       窓 ガ ラス の 損 壊  

 

  
出 窓 部 の 窓 ガラ ス の 損 壊      エ ン ト ラ ン ス の ガラ ス 損 壊  

第９図  平成 21 年 10 月８日茨城県土浦市で発生した  

Ｆ１竜巻によるガラス窓の被害状況
（ ３ ）
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体 育 館 窓 ガ ラス の 損 傷  

 

 
教 室           廊 下       屋 外 に 面し た 窓 ガ ラ ス  

第 10 図  平成 24 年２月１日島根県出雲市で発生した  

Ｆ０竜巻によるガラス窓の被害状況
（ ４ ）
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店 舗 の 窓 ガ ラス の 被 害 状 況         店 舗 の 窓ガ ラ ス の 被 害 状 況  

 

 
ガ ラ ス の 被 害状 況（ 飛 来 物 衝 突 痕 ）  ガ ラ ス の 被 害状 況（ 飛 来 物 衝 突 痕）  

第 11 図  平成 24 年５月６日茨城県つくば市で発生した  

Ｆ３竜巻によるガラス窓の被害状況
（ ５ ）
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（２）  再処理事業所内の屋外屋根及びガラス窓の状況  

 再処理事業所内における屋外屋根の状況を第 12 図，ガラス窓

の状況を第 13 図に示す。再処理事業所内におけるこれらの物品

の構造については，上記の被害にあった物品の構造と大きく変わ

らないことから，竜巻通過時には同様の被害状況になると考えら

れ，飛来物としては設計飛来物の影響に包絡されると考えられる。 

 

  

第 12 図  再処理事業所内における屋外屋根  

 

 

第 13 図  再処理事業所内におけるガラス窓の状況  
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（３）損傷するが飛散しない物品（樹木とフェンス）  

 竜巻の被害概要調査結果等における「損傷するが飛散しない物

品」に関し，再処理事業所内に存在する物品としてシャッター，

樹木，フェンス及び仮設足場が確認できた。これらの被害状況を

以下に示す。  

 

ａ．シャッター  

 第 14 図～第 18 図にシャッターの被害状況を示す。これらより，

シャッターについては，Ｆ１～Ｆ３及びＥＦ５の竜巻において形

状は変形しているが，固定部は外れていないことが確認できる。

なお，外れて飛来物となったとしても，衝突の際に与える衝撃荷

重及び貫通力については，上記の屋外屋根と同様，設計飛来物で

ある鋼製材の評価に包絡されると考えられる。  

 

 
シャッターの外れ  

第 14 図  平成 20 年５月 25 日米国アイオワ州で発生した  

ＥＦ５竜巻によるシャッター被害状況
（ ６ ）
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シ ャ ッ タ ー の変 形  

第 15 図  平成 21 年 10 月８日茨城県土浦市で発生した  

Ｆ１竜巻によるシャッターの被害状況
（ ３ ）

 

 

 

 
シ ャ ッ タ ー の外 れ  

第 16 図  平成 21 年７月 27 日群馬県館林市で発生した  

   Ｆ１（Ｆ２）竜巻によるシャッター被害状況
（ ７ ）
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消 防 団 施 設 のシ ャ ッ タ ー の 変 形  

第 17 図  平成 24 年５月６日茨城県つくば市で発生した  

Ｆ３竜巻によるシャッターの被害状況
（ ５ ）

 

 

 

 
シ ャ ッ タ ー の外 れ  

第 18 図  平成 25 年９月２日埼玉県で発生した  

Ｆ２竜巻によるシャッターの被害状況
（ ８ ）

 

 

  

補5-4-13 318



 

ｂ．樹木  

第 19 図～第 25 図に樹木の被害状況を示す。これらより，樹木

について，Ｆ１～Ｆ３及びＥＦ５の竜巻において幹の折損，根の

引き抜き等が見られるが，折れた場合若しくは引き抜かれた場合

のいずれにおいても，その場で倒壊しているのみであることが確

認できる。これは，竜巻の風荷重により樹木が損壊を受けた後で

は，竜巻が既に通り過ぎているためと考えられ，樹木が飛来物と

なることは考えにくい。  

 

  
倒 木 （ 倒 れ ない 樹 木 も あ り ）        倒 木  

第 19 図  平成 14 年７月 10 日群馬県境町で発生した  

Ｆ２竜巻による樹木被害
（ ９ ）

 

 

  
樹 木 の 転 倒         樹 木の 転 倒  

第 20 図  平成 18 年９月 17 日宮崎県延岡市で発生した  

Ｆ２竜巻による樹木被害状況
（ ２ ）
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樹 木 の 折 損  

第 21 図  平成 20 年５月 25 日米国アイオワ州で発生した  

ＥＦ５竜巻による樹木被害状況
（ ６ ）

 

 

 

 
倒 木  

第 22 図  平成 21 年７月 19 日岡山県美作市で発生した  

Ｆ２竜巻による樹木被害状況
（ 1 0 ）

 

 

 

 
倒木  

第 23 図  平成 21 年 10 月８日茨城県土浦市で発生した  

Ｆ１竜巻による樹木被害状況
（ ３ ）
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樹木の折損           樹木の折損と鳥居の被害  

 

 
樹木の被害             樹木の被害  

第 24 図  平成 24 年５月６日茨城県つくば市で発生した  

Ｆ３竜巻による樹木被害状況
（ ５ ）
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樹 木 の 被 害          樹木 の 倒 壊 に よ る 小 屋組 の 被 害  

 

 
樹 木 の 被 害              樹 木 の 被 害  

 

 
樹 木 の 被 害              樹 木 の 被 害  

第 25 図  平成 25 年９月２日埼玉県で発生した  

Ｆ２竜巻による樹木被害状況
（ ８ ）
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Ｃ．フェンス  

 第 26 図～第 28 図にフェンスの被害状況を示す。これらより，

フェンス類については，Ｆ１～Ｆ３の竜巻において傾き，倒壊等

が見られるが，樹木と同様にその場で倒壊しているのみであり，

倒壊した後では，竜巻は既に通り過ぎていると考えられているこ

とから，竜巻により巻き上げられ，飛来物となることは考えにく

い。  

 

  
フ ェ ン ス の 著し い 変 形        フ ェ ン ス の 変 形  

第 26 図  平成 21 年７月 27 日群馬県館林市で発生した  

Ｆ１（Ｆ２）竜巻によるフェンスの被害状況
（ ７ ）

 

 

 

  

フ ェ ン ス の 変形          道 路 標 識 の 倒 壊  

第 27 図  平成 24 年５月６日茨城県つくば市で発生した  

Ｆ３竜巻によるフェンス類の被害状況
（ ５ ）
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フ ェ ン ス の 倒壊        屋上 フ ェ ン ス の 変 形  

 

 
フ ェ ン ス の 変形       フ ェン ス 支 柱 部 の 破 損  

 

 
看 板 の 変 形      フ ェ ン ス の変 形 （ 工 事 中 の 建 築物 ）  

 

  
フ ェ ン ス の 倒壊  

第 28 図  平成 25 年９月２日埼玉県で発生した  

Ｆ２竜巻によるフェンス類の被害状況
（ ８ ）
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ｄ．仮設足場  

第 29 図に仮設足場の被害状況を示す。これにより，仮設足場

については，Ｆ２の竜巻において倒壊していることが確認できる。

各足場パイプは容易に分解せず，仮設足場はほぼ組まれた状態で

倒壊しているため，飛来物となることは考えにくい。  

また，仮に倒壊して後に分解し飛来物となったとしても，その

影響は設計飛来物である鋼製材若しくは鋼製パイプに包絡され

ると考えられる。  

 

 

第 29 図  平成 18 年９月 17 日宮崎県延岡市で発生した  

Ｆ２竜巻による仮設足場の被害状況
（１１）

 

 

（４）再処理事業所内のシャッター，樹木，フェンス及び仮設足

場の状況  

 再処理事業所内におけるシャッターの状況を第 30 図に，樹木

の状況を第 31 図に示す。上記の被害実績に示された樹木と大き

く変わらないと考えられることから，竜巻通過時には，同様の被

害状況になり，幹の折損若しくは根の引き抜きによりその場で倒

壊するのみと考えられる。  
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第 30 図 再処理事業所内におけるシャッターの状況

第 31 図 再処理事業所内における樹木の状況

補5-4-21
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 再処理事業所内におけるフェンスの状況を第 32 図に示す。上

記にて示した被害にあったフェンスの構造と大きく変わらない

ことから，竜巻通過時には，同様の被害状況になり変形若しくは

倒壊するのみと考えられる。  

第 32 図 再処理事業所内におけるフェンスの状況

再処理事業所内における仮設足場の状況を第 33 図に示す。上

記にて示した被害にあった仮設足場の構造と大きく変わらない

ことから，竜巻通過時には，同様の被害状況になり変形若しくは

倒壊するのみと考えられる。  

第 33 図 再処理事業所内における仮設足場の状況
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以上より，シャッター，樹木，フェンス及び仮設足場は，竜巻

により損傷若しくは倒壊するが，飛散せず設計飛来物としての選

定は不要と判断した。  
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報）」（国土交通省国土技術政策総合研究所独立行政法人建

築研究所平成 25 年 9 月 10 日一部修正）  

（９）「群馬県境町で発生した突風による建築物等の被害につい
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（ 11）「 2006 年台風 13 号に伴って発生した竜巻による延岡市の

建物被害」             

以  上  
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補足説明資料 5-5 

竜巻時に発生する降雹について  

 竜巻と同時に発生する自然現象のうち，降雹についての評価結

果を示す。  

 雹は積乱雲から降る直径５ｍｍ以上の氷の粒であり，文 献
（１）

よ

り直径の上限は 10ｃｍ，終端速度は 59ｍ／ｓとして評価を実施

した。この雹の質量は約 0.5ｋｇであり，運動エネルギは約 0.9

ｋ J である。  

 直径 10ｃｍの雹と設計飛来物の運動エネルギとの比較を第１

表に示す。これより，雹の運動エネルギは設計飛来物の運動エネ

ルギより十分小さく，雹の衝突による荷重は設計竜巻荷重に包絡

できると言える。

第１表 粒径 10ｃｍの雹と設計飛来物との比較

評価対象 運動エネルギ（ｋ J）

雹（直径 10ｃｍ） 0.9 

設計飛来物（鋼製材） 79 

＜参考文献＞  

（１）小倉義光．一般気象学．第２版，東京大学出版会， 1999． 

以 上
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補足説明資料 5-6 

空力パラメータについて

空中での物体の飛散については以下の運動方程式が用いら

れる。  

𝑑𝑵𝑀

𝑑𝑡
=

1

2
𝜌
𝐶𝐷𝐴

𝑚
|𝑽𝑤 − 𝑽𝑀|(𝑽𝑤 − 𝑽𝑀) − 𝑔𝒌 （１）

ここで，各変数は以下で定義される。

V M：飛来物の速度ベクトル

V w：風速ベクトル（竜巻の渦風速と移動速度の和）

：空気密度  

C D  A：飛来物の抗力係数と見附面積の積の平均値  

m：飛来物の質量  

g：重力加速度  

k：鉛直上向き単位ベクトル  

式（１）の右辺に現れる C D  A / m は飛行定数とよばれる物体

固有の空力パラメータであり，米国原子力規制委員会の基準類
（ １ ）

で引用されている文献
（ ２ ）

および原子力規制委員会「原子力発電所

の竜巻影響評価ガイド
（ ３ ）

」で引用されている文献
（ ４ ）

と同様に以下の

式で定義される。

𝐶𝐷𝐴

𝑚
= 𝑐

𝐶𝐷𝑥𝐴𝑥+𝐶𝐷𝑦𝐴𝑦+𝐶𝐷𝑧𝐴𝑧

𝑚
（２）

ここで， c は定数 (１／３ )， C D x は空中でのＸ軸方向流れに

対する抗力係数，A x はＸ軸方向流れに対する見附面積であり，

C D y や A y 等も同 様であ る 。 C D x 等 の 値 は ， 物 体 が 塊 状 ， 板 状 ，

棒状（円柱），棒状（円柱以外）によって 表１のように定めら
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れている。また，塊状，板状，棒状の分類は物体のアスペクト

比によって，図１のフローで判定される。  
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表１  空力パラメータ算出のための抗力係数値  

（文献
（ ４ ）

に基づき作成）  

物体形

状  

CDx  CDy  CD z  風向  

塊状  

物体  
2.0 2.0 2.0 

 

板状  

物体 ,  

棒状  

物体  

( 円 柱

以外 )  

2.0 1.2 1.2 

 

棒状  

物体  

(円柱 )  

2.0 0.7 0.7 

 

 

C
Dx

 

C
Dy

 

C
D z

 

C
Dx

 

C
Dy

 

C
D z

 

C
Dx

 

C
Dy

 
C

D z
 

C
Dx

 

C
Dy

 

C
D z
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図１  塊状，板状，棒状の判定フロー  

（文献
（ ５ ）

の添付図Ｃ－４－１を引用）  
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（ １ ） U.S. Nuclear Regulatory Commission , Design-basis 

tornado and tornado missiles for nuclear power plants, 
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（ ２ ） Simiu, E. and Scanlan, R. H., Wind effects on 
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る 調 査 研 究 ， 独 立 行 政 法 人 原 子 力 安 全 基 盤 機 構 委 託 研 究  

成果報告書  (2011). 
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以  上  
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荷
重
の
組
合
せ
一
覧
表
（
建
物
・
構
築
物
）

 

分
類

 
荷
重
の
種
類

 
内
容

 
長
期
荷
重

 
短
期
荷
重
①

 
短
期
荷
重
②

 
短
期
荷
重
③

 
短
期
荷
重
④

 
短
期
荷
重
⑤

 

（
地
震
） 

（
風
） 

（
竜
巻
） 

（
火
山
） 

（
雪
） 

常
時
作
用

 

し
て
い
る
荷
重

 

・
固
定
荷
重

 
構
造
物
自
体
の
重
さ
に
よ
る
荷
重

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 

・
機
器
配
管
荷
重

 
建
物
に
設
置
さ
れ
る
機
器
及
び
配
管
の
荷
重

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 

･積
載
荷
重

 
家
具
、
什
器
、
人
員
荷
重
の
ほ
か
、
機
器
・
配
管
荷

重
に
含
ま
れ
な
い
小
さ
な
機
器
類
の
荷
重

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 

・
土
圧
荷
重
（
静
土
圧
） 

地
下
外
壁
に
作
用
す
る
土
圧

 
○

 
○

 

（地
震
時
土
圧
）
 

○
 

○
 

○
 

○
 

・
水
圧
荷
重
（
静
水
圧
） 

プ
ー
ル
に
作
用
す
る
水
圧

 
○

 
○

 

（地
震
時
水
圧
）
 

○
 

○
 

○
 

○
 

運
転
時
の
状
態
で
施
設
に
作
用
す
る
荷
重

 
運
転
時
の
状
態
で
プ
ー
ル
・
ピ
ッ
ト
・貯

蔵
区
域
に

作
用
し
て
い
る
温
度
に
よ
る
荷
重

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 

個
別
荷
重

 

・
積
雪
荷
重

 
積
雪
深
さ
に
応
じ
て
算
定
す
る
荷
重

 
○

 

（
19

0
c
m
×

0.
7
0）

 

○
 

（
19

0
c
m
×

0.
3
5）

 

○
 

（
19

0
c
m
×

0.
3
5）

 

○
 

（
19

0
c
m
×

0.
3
5）

 

○
 

（
15

0
c
m
） 

○
 

（
19

0
c
m
） 

・
地
震
荷
重

 

S
s,

S
d,

1
/
2
S
d
及
び
静
的
地
震
力
に
よ
る
荷
重

 

地
震
時
土
圧
，
地
震
時
水
圧
及
び
機
器
・
配
管
系

か
ら
の
反
力
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る

 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

・
風
荷
重

 
基
準
風
速

3
4
m

/
s（
瞬
間
風
速

45
.4

m
/
s
相
当
）

に
応
じ
て
算
定
す
る
荷
重

 
－

 
＊
１

 
○

 
－

 
○

 
－

 

・
竜
巻
荷
重

 
設
計
竜
巻
（
1
00

m
/s
）に
よ
る
風
圧
力
、
気
圧
差
及

び
飛
来
物
の
衝
撃
荷
重

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 
－

 

・
降
下
火
砕
物
に
よ
る
荷
重

 
降
下
火
砕
物
の
堆
積
量
（
5
5c

m
）に
応
じ
て
算
定

す
る
荷
重

 
－

 
－

 
－

 
－

 
○

 
－

 

＊
１

 
風
荷
重
の
影
響
が
地
震
荷
重
と
比
べ
て
相
対
的
に
無
視
で
き
な
い
よ
う
な
構
造
，
形
状
及
び
仕
様
の
施
設
に
お
い
て
は
，
組
合
せ
を
考
慮
す
る
。

 

 
 
ま
た
，
風
荷
重
の
算
定
は
，
平
均
的
な
風
荷
重
と
す
る
た
め
，
ガ
ス
ト
影
響
係
数

G
f=

1
と
す
る
。

 

注
１

 
あ
る
荷
重
の
組
合
せ
状
態
で
の
評
価
が
明
ら
か
に
厳
し
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
場
合
に
は
，
そ
の
他
の
荷
重
の
組
合
せ
状
態
で
の
評
価
は
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

 

注
２

 
屋
外
施
設
に
つ
い
て
は
，
建
物
・
構
築
物
の
荷
重
の
組
合
せ
に
準
じ
る
こ
と
と
す
る
。
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荷
重
の
組
合
せ
一
覧
表
（
機
器
・
配
管
系
）

 

分
類

 
荷
重
の
種
類

 
内
容

 
長
期
荷
重

 
短
期
荷
重
①

 
短
期
荷
重
②

 

（
地
震
） 

（
竜
巻
） 

運
転
時
の
状
態

で
施
設
に
作
用

す
る
荷
重

 

・
死
荷
重
（
自
重
）*

1  
施
設
自
体
の
重
さ
に
よ
る
荷
重

 
○

 
○

 
○

 

･圧
力
荷
重

 
当
該
設
備
に
設
計
上
定
め
ら
れ
た
最
高
使
用
圧
力
に
よ
る
荷
重

 
○

 
○

 
○

 

・
機
械
荷
重

 
当
該
設
備
に
設
計
上
定
め
ら
れ
た
機
械
的
荷
重

 

（
例
：
ポ
ン
プ
振
動
、
ク
レ
ー
ン
吊
荷
荷
重
等
）
 

○
 

○
 

○
 

個
別
荷
重

 

・
地
震
荷
重

 
S
s，

S
d，

1
/2

S
d，
静
的
地
震
力
に
よ
る
荷
重

 
－

 
○

 
－

 

・
事
故
時
荷
重

*2
 

運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
時
お
よ
び
事
故
時
に
生
じ
る
荷
重

 
－

 
○

 
○

 

・
竜
巻
荷
重

 
竜
巻
（
気
圧
差
） 

－
 

－
 

○
 

＊
１

 
死
荷
重
（
自
重
）
に
つ
い
て
は
，
常
時
作
用
し
て
い
る
荷
重
に
分
類
さ
れ
る
が
，
規
格
上
，
運
転
時
の
状
態
で
施
設
に
作
用
す
る
荷
重
の
分
類
に
属
し
て
い
る
た
め
本
記
載
と
し
て
い
る
。

 

＊
２

 
再
処
理
施
設
に
お
い
て
は
，
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
時
の
状
態
及
び
設
計
基
準
事
故
時
の
状
態
で
施
設
に
作
用
す
る
荷
重
は
，
通
常
運
転
時
の
状
態
で
施
設
に
作
用
す
る
荷
重
を
超
え
る
も
の
及

び
長
時
間
施
設
に
作
用
す
る
も
の
が
な
い
た
め
，
地
震
荷
重
と
組
み
合
わ
せ
る
も
の
は
な
い
。

 

注
１

 
あ
る
荷
重
の
組
合
せ
状
態
で
の
評
価
が
明
ら
か
に
厳
し
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
場
合
に
は
，
そ
の
他
の
荷
重
の
組
合
せ
状
態
で
の
評
価
は
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

 

注
２

 
屋
外
施
設
に
つ
い
て
は
，
建
物
・
構
築
物
の
荷
重
の
組
合
せ
に
準
じ
る
こ
と
と
す
る
。
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補足説明資料 6-1 

ランキン渦モデルとフジタモデルの適用の考え方について

評価に使用する風速場モデルについて

ランキン渦モデルは米国原子力規制委員会の基準類で採用

されており，利用実績が高く，非常に簡単な式で風速場を記

述することができる。しかし，風速場が高さに依存しないた

め，地表面付近では非現実的な風速場となることがデメリッ

トとしてあげられる。

フジタモデルはランキン渦モデルと比較して，解析プログ

ラムが複雑であるが，観測に基づき考案され，実際に近い竜

巻風速場をモデル化している。図６－１に風速場モデルを示

す。 1978 年の Grand Gulf 原子力発電所の竜巻被災や，平成

18 年の佐呂間町での竜巻被災にける地上物の転倒または移

動状況は，フジタモデルを用いると実際に確認された状況を

よく再現することがわかっている（参考資料 1）。  

再処理施設の竜巻影響評価では，基本的にランキン渦モデ

ルを採用する。

ただし，車両の固縛又は退避の運用において考慮する離隔

距離の設定においては，車両が全て地表面にあることから，

地表面の風速場をよく再現しているフジタモデルを採用する。 

以上
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図６－１  フジタモデルの風況イメージ  
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補足説明資料 6-1 

参考資料 1 

フジタモデルの適用について

１．概要 

フジタモデルは，米国ＮＲＣの要望により藤田博士が開発した竜巻風

速場の工学モデルであり，竜巻動画の写真図化分析，竜巻の地上痕跡調

査及び被災状況調査に基づき提案されたものである。ランキン渦と同様

に代数式で風速場が表現されるが，数式はやや複雑である。 

フジタモデルは，半径方向に３つの領域（内部コア・外部コア・最外

領域），高さ方向に２つの領域（流入層，非流入層）に分割して風速場

をモデル化している。上昇流（VZ ）は外部コアのみに存在し，地表面

付近で竜巻中心に向かう強い流れ（Vr ）があるほか，接線風速 Vθ は高

さ依存性がある。 

フジタモデルには以下の特徴がある。

－観測に基づき考案され，実際に近い竜巻風速場をモデル化している。 

－比較的簡単な代数式で風速場を表現しうる。 

－米国ＮＲＣの基準類でもランキン渦モデルと並列に参照されてい

る。 

－ランキン渦モデルと比較して，風況をモデル化する上で解析プログ

ラムが複雑（近年の計算機能力向上と竜巻評価コードの高度化によ

り，問題点は解決された）。 

具体的な工学モデルは参考資料２に示す。 

竜巻の風速場モデルとして利用されている「ランキン渦モデル」，「フ
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ジタモデル」の風況イメージを第１図に示す。 

 

出典：原子力発電所の竜巻影響評価について －設計風速および飛来物速度の評価－ 改定４ 
   2014 年 9 月 9 日 日本保全学会 原子力規制関連事項検討会 

第１図 「ランキン渦モデル」，「フジタモデル」の風況イメージ 
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２．フジタモデルの適用の可能性について 

（１）自動車飛散実績との比較 

藤田スケール（以下，「Ｆスケール」という。）の風速条件で自動

車の浮上・飛散をフジタモデルで計算した結果と，各Ｆスケールに

おける実際の被災状況を比較すると，第１表及び第２表に示すとお

りよく一致しており，フジタモデルは実際に近い竜巻風速場をモデ

ル化していると言える。 

 

第１表 竜巻による自動車飛散実績（Ｆスケール別） 

Ｆスケール 風速[m/s] 自動車の被災状況 

Ｆ２ 50～69 
cars blown off highway

（１）

（自動車が道から

吹き飛ばされる
（ ２ ）

） 

Ｆ３ 70～92 
cars lifted off the ground

（１）

（自動車はも

ち上げられて飛ばされる
（ ２ ）

） 

Ｆ４ 93～116 

cars thrown some distances or rolled 

considerable distances
（１）

 

（自動車は何十メートルも空中飛行する
（ ２ ）

） 
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第２表 フジタモデルによる自動車の飛散評価結果（江口ら
（ ３ ）

） 

F スケール

との対応 

最 大 水

平風速 

VD[m/s] 

竜 巻 接

線速度 

Vm[m/s] 

竜巻移動

速度 

Vtr[m/s] 

計算結果 

速度

[m/s] 

距離 

[m] 

高さ 

[m] 

F2（静止） 69 59 10 1.0 1.4 0 

F2（走行）※ 89  59 30 23 25 0.9 

F3（静止） 92 79 13 23 34 1.1 

F4（静止） 116 99 17 42 59 3.1 

※ 竜巻移動速度に対する自動車の相対走行速度を 20m/s（72km/h）と仮定し，竜巻の移動速度に 

加えた場合 
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（２）1978 年４月 17 日，Grand Gulf 原子力発電所の竜巻被災事例 

過去に発生した竜巻による被害状況とフジタモデルによる再現計

算との比較を文献調査した。 

1978 年 4 月 17 日，ミシシッピー州で建設中の Grand Gulf 原子力

発電所に来襲した竜巻の規模は，風速はＦ２相当の 56～67 ｍ／ｓと

推定
（ ５ ）

されるが，変電設備でＦ３竜巻相当の被害が見られた
（ ４ ）

。 

冷却塔の耐風設計風速は 40 ｍ／ｓであり，これを 40～70％超え

る風速にも耐えた
（ ５ ）

が，冷却塔内部に設置されていたコンクリート流

し込み用のクレーンが倒壊し，建設中の冷却塔（高さ 138 ｍ）に衝

突し，一部が破損した。 

Grand Gulf 原子力発電所資材置き場のパイプ飛散状況は，次のよ

うに報告されている。 

パイプを収納した木箱（一部２段重ね）は浮上せず転倒しパイプが

散乱するが，７～９ｍにとどまる。(Pieces of pipe were scattered 

over a large area, but none travelled more than 25－30 f t
（５）

.)  

 

上に掲げる実際の Grand Gulf 原子力発電所資材置き場のパイプ飛

散被害状況に対して，工学モデルを用いた再現計算をして比較する。 

計算条件は第３表のとおりとする。 
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第３表 Grand Gulf 原子力発電所パイプ飛散の計算条件 

パイプ仕様 
名称：Transite パイプ，材質：コンクリート・石綿製， 

長さ：8 ft.，直径（内径）：8 in. 

計算での仮定 
外径 9 in.，密度 1700 kg/m３， 

→飛行定数 CdA /m= 0.008m２/kg，物体高さ d = 0.229 m 

竜巻の条件 
最大風速 Vd = 67 m/s，最大接線風速 Vm = 53.6 m/s， 

移動速度 13.4 m/s，竜巻半径 Rm = 45.7 m 

 

計算結果は第４表のとおりであった。 

 

第４表 Grand Gulf 原子力発電所パイプ飛散の計算結果 

モデル 

初期高

さ 

（ｍ） 

飛散距離 

（ｍ） 

飛散高さ 

（初期高さから

の浮上高さ） 

最大水平速

度 

（ｍ/ｓ） 

フジタモデル 1 ※ 1.2 浮上なし 4.9 

ランキン渦モ

デル 

40 227 0.34 m 40.9 

ランキン渦モ

デル 

1 42.6 0.34 m 30.7 

※２段重ねで配置されていた状況を踏まえ設定 

 

再現計算結果と実際の被災状況の記録を比較すると，フジタモデ

ルでは，初期高さから浮上しないとの結果が得られ，実際に確認さ

れた状況（浮上せずに転倒した木箱からパイプが散乱）を再現して
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いると評価できる。 

一方，ランキン渦モデルでは，飛散高さが初期高さを１ｍとした

場合においても実際に確認された状況とパイプの飛散状況に大きな

差があり，地表面での風況場は過大な結果を与えることがわかった。 

よって，竜巻対策を実施する上で，ランキン渦モデルを用いた場

合は非常に過大な対策となるが，フジタモデルを用いた場合は実現

象に即したより現実的な対策が可能といえる。 
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（３） 佐呂間竜巻（平成 18 年 11 月 7 日）による被災事例 

ａ．佐呂間竜巻の被害状況から確認されたパラメータを用いた飛来距

離計算 

平成 18年 11月７日に北海道網走支庁佐呂間町に発生した竜巻（以

下「佐呂間竜巻」という。）により工事事務所敷地内の車両が被災し

た事例について，実際の被災状況と，工学モデルによる飛来距離の

計算結果を比較した。 

この被災事例では，工事事務所近傍に停車していた４トントラッ

ク（第２図の②）に乗車していた２名が竜巻来襲時の被災状況の一

部（竜巻来襲前の車両位置等）を証言している。この２名は来襲直

前に座席下に潜り込んだが直後に気絶し，着地点付近で車外に投げ

出されたところを救出されている。 

佐呂間竜巻による被害状況から確認されたパラメータを用い，解

析コードにより飛来距離算定を行った結果，竜巻の移動経路と車両

の位置関係に依存するが，確認された被害状況（４トントラック②

の移動距離 40ｍ）と概ね合致した。 
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第２図 佐呂間竜巻による被災状況
（６）（７）

 

 

 

第３図 佐呂間竜巻のパラメータを用いた飛来距離計算結果  
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第５表 佐呂間竜巻による飛来距離の算定条件と結果 

条件 算定条件・結果 備考 

空 力 パ ラ

メータ 

CLa /m ＝ 0.0044 

CDA /m ＝ 0.0056 

被災した４トントラックは車種不明

のため，三菱ふそう PA－FK71D（8.1 m

×2.24 m×高さ 2.5 m，質量 4,000 kg）

の仕様を採用した。物体が空中にあ

る場合の抗力の算定には CDA /m の値

を用い，揚力の算定には CLa /m＝

0.0044 に相当する条件を設定※。 

物体高さ d = 2.5 m とする。 

竜 巻 と 車

両 の 位 置

関係 

竜巻の進行方向

の右側，中心移動

経路から 18～22

ｍの位置 

被害状況から推定される位置関係を

入力条件として設定。現場の詳細が

不明のため，18,20,22m の 3 パターン

について評価を実施した。 

竜 巻 最 大

風速 
92 ｍ／ｓ 

被害状況から推定される風速（Ｆ３）

を設定。 

竜 巻 移 動

速度 
22 ｍ／ｓ 

被害記録から算定される移動速度を

設定。 

最 大 接 線

風速半径 
20 ｍ 

被害状況から推定される最大接線風

速半径を設定。 

飛来距離 26～45 ｍ 
実際に確認された車両の移動距離

（約 40m）と概ね合致。 

※竜巻は遠方から接近するため，参考文献（８）の風洞試験結果を参考として，「風速 60 m/s

以下では浮上・移動しない条件」を設定する。CLa /m ＝0.0044 は，風速 60m/s 以下では浮

上/移動しない条件に相当する。 
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b. 佐呂間竜巻の条件を用いた場合の最大飛来距離の算定 

佐呂間竜巻における被害状況から確認された各種パラメータを用

いて，解析コードによる最大飛来距離の算定を行った。 

最大飛来距離の算定においては，空力パラメータ（揚力の算定）

に保守性を考慮した。 

最大飛来距離の算定結果は 82ｍとなり，実際に確認された車両の

移動距離（約 40ｍ）に比べて大きい算定結果が得られた。 

 

第６表 佐呂間竜巻のパラメータを用いた場合の最大飛来距離の算定 

条件と結果 

条件 算定条件・結果 備考 

空力パラメー

タ 

CLa /m ＝ 0.0056 

CDA /m ＝ 0.0056 

揚力の算定においても CDA /m

の値を設定。 

車両の位置関

係 

竜巻の進行方向に対

して右側 90°，最大

接線風速半径の真下

付近 

車両が竜巻の最大風速を受け

る位置関係を設定。 

最大風速 92 m/s 
被害状況から推定される風速

（F3）を設定。 

移動速度 22 m/s 
被害記録から算定される移動

速度を設定。 

最大接線風速

半径 
20 m 

被害状況から推定される最大

接線風速半径を設定。 

最大飛来距離 82 m  

出典：原子力発電所の竜巻影響評価について  －設計風速および飛来物速度の評価－  改定４ , 

2014 年 9 月 4 日 日本保全学会 原子力規制関連事項検討会 

 

補6-1-参1-11 356



 

 

３．まとめ 

フジタモデルは観測に基づき考案された竜巻風速場の工学モデル

であり，実際に近い竜巻風速場をモデル化している。1978 年の Grand 

Gulf 原子力発電所の竜巻被災や，平成 18 年の佐呂間町での竜巻被災

における地上物の転倒または移動状況は，フジタモデルを用いると実

際に確認された状況をよく再現することがわかっている。 
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補足説明資料 6-1 

参考資料 2 

竜巻による物体の浮上・飛来解析について 

 

（１）フジタモデルによる竜巻風速場 

ａ．フジタモデルの概要 

フジタモデルでは，参考資料 1 に示すように，竜巻を半径方向に

３つの領域（内部コア，外部コア，最外領域）に分割してモデル化

している。 

内部コアでは，中心周りに剛体回転運動するのみであり，上昇流

はない。 

外部コアでは，剛体回転運動と強い上昇流がある。 

最外領域では，自由渦（ランキン渦モデルとほぼ同じ）として回

転運動するが，地面付近で竜巻中心に向かう強い流れ（流入層）が

ある。 

補6-1-参2-1 360



 

 

 

第１図 Fujita モデルの風速領域（ｘ－ｚ断面） 

 

内部コア半径 Rn は外部コア半径 R0 に比例する。 

𝑅𝑛 = 𝑛𝑅0 （１） 

N は１以下の正の値であり，以下の経験式が与えられる。 

𝑁 = 0.9 − 0.7𝑒𝑥𝑝(－0.005𝑅0) （２） 

流入層の高さ Hi も外部コア半径 R0 に比例する。 

𝐻𝑖 = 𝑖𝑅0 （３） 

i は１以下の正値であり，以下の経験式で与えられる。 

𝑖 = 0.55(1 − 𝑛2) （４） 

 

ｂ．周方向風速 

周方向風速 Vθ は以下のようにモデル化している。 

𝑉𝜃 = 𝐹𝑟(𝑟
′)𝐹ℎ(𝑧

′)𝑉𝑚  （５） 
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ただし，   𝑟’ = 𝑟
𝑅0⁄  ， 𝑧’ = 𝑧

𝐻𝑖⁄   （６）ａ，ｂ 

Fr(r’) 及び Fh(z’) は以下のとおり定義される。 

𝐹𝑟(𝑟
’) = {

 𝑟’   (𝑟’ < 1) 
1
𝑟’⁄   (𝑟’ ≥ 1)

 （７） 

𝐹ℎ(𝑧
’) = {

 𝑧’𝑘0           (𝑧’ < 1) 

𝑒𝑥𝑝 (－𝑘(𝑧’ − 1))   (𝑧’ ≥ 1)
 （８） 

定数 k0 ， k の値は， k0 ＝ 1/6， k ＝0.03 としている。 

 

ｃ．半径方向風速 

半径方向風速 Vr は，以下のように周方向風速 Vθ に比例する。 

𝑉𝑟 = 𝑉𝜃 tan 𝛼 

tanα は以下の関数にて与えられる。 

tan 𝛼 =

{
 

 0       (𝑟’ ≤ 𝑛)

tan𝛼0

1−𝑛2
(1 −

𝑛2

𝑟’2
)  (𝑛 < 𝑟’ < 1)

tan 𝛼0      (𝑟’ ≥ 1)

  （９） 

ただし，tan 𝛼0 {
−𝐴𝑚(1－𝑧’1.5)         (𝑧’ < 1)

𝐵𝑚 {1－𝑒𝑥𝑝 (−𝑘(𝑧’ − 1))}   (𝑧’ ≥ 1)
（10） 

𝐵𝑚 =
3

(𝑘0+1)(𝑘0+2.5)
𝑘𝐴𝑚 ， 𝐴𝑚 = 0.75 （11） 

 

ｄ．上昇風速 

上昇風速 Vz は以下のようにモデル化している。 

𝑉𝑧 = {

0   (𝑟’ ≤ 𝑛)

𝑉𝑚𝑤0 (𝑛 < 𝑟’ < 1)

0   (𝑟’ ≥ 1)

  （12） 

補6-1-参2-3 362



 

 

ただし， 

𝑤0 =

{
 
 

 
 3

28
∙

𝑖

1−𝑛2
𝐴𝑚 (16𝑧

’
7
6 −7𝑧’

8
3
)           (𝑧’ < 1)

𝑖𝐵𝑚𝑒𝑥𝑝(−𝑘(𝑧
’−1))

𝑘(1－𝑛2)
{2 − 𝑒𝑥𝑝 (−𝑘(𝑧’ − 1))}    (𝑧 ’ ≥ 1)

 (13) 

 

ｅ．風速ベクトル 

時刻 t ＝0 で竜巻中心が原点に位置するものとし，竜巻が x 軸方

向に移動速度 Vtr で移動すると仮定すると，時刻 t ，座標（x,y,z）

における風速場 Vw の各風速成分は以下のように与えられる。 

(
𝑢
𝑣
𝑤
) = (

𝑉𝑟 cos 𝜃 − 𝑉𝜃 sin 𝜃
𝑉𝑟 sin 𝜃 +𝑉𝜃 cos 𝜃

𝑉𝑧

) + (
𝑉𝑡𝑟
0
0
) (14) 

ただし，θ は竜巻中心と各点を結ぶ線分が x 軸となす角であり，

竜巻中心からの距離 r は以下で定義されるものである。 

 

𝑟 = √(𝑥 − 𝑉𝑡𝑟𝑡)
2 + 𝑦2 （15） 

 

  

補6-1-参2-4 363



 

 

（２）飛来物の運動 

ａ．空中での運動 

空中では平均抗力と重力のみが外力として作用するものとした。 

ただし，地面付近では地面の存在により流れが非対称になること

（地面効果）による揚力加速度 L を考慮した。 

物体の空中での運動方程式は以下のようになる。 

𝑑𝑉𝑀

𝑑𝑡
=

𝜌

2
∙
𝐶𝐷𝐴

𝑚
|𝑉𝑤 − 𝑉𝑀|(𝑉𝑤 − 𝑉𝑀) − (𝑔 − 𝐿)𝐾 （16） 

𝑉𝑀： 飛来物の速度ベクトル 

𝜌：  空気密度  

𝐶𝐷𝐴： 飛来物の各方向の抗力係数と見附面積の積の平均値 

𝑚：  飛来物の質量 

𝑔：  重力加速度 

𝐾：  鉛直上向きの単位ベクトル 

地面効果による揚力加速度Ｌは，x－y 平面内の相対速度の２乗に

比例し，さらに揚力は物体高さｄの３倍までの高さで減衰・消滅す

るものとし，揚力による加速度Ｌを以下のようにモデル化した。 

𝐿 =
𝜌

2
∙
𝐶𝐿𝑎

𝑚
|𝑉𝑤 − 𝑉𝑀|𝑥,𝑦

2
𝑓 (

𝑍

𝑑
) （17） 

ただし，  𝑓 (
𝑍

𝑑
) =

1−(𝑍 3𝑑⁄ )

1＋(𝑍 𝑑⁄ )
 ，  𝑍 = 𝑧 −

𝑑

2
 

𝐶𝐿：    地上での揚力係数 

𝑎：    地上での物体の見附面積 

| |𝑥,𝑦： x,y 成分のみの大きさ 

𝐶𝐿𝑎は風洞実験や数値シミュレーションで定められるが，本モデル

では𝐶𝐷𝐴で代用することした。 

補6-1-参2-5 364



 

 

𝐿 =
𝜌

2
∙
𝐶𝐷𝐴

𝑚
|𝑉𝑤 − 𝑉𝑀|𝑥,𝑦

2
𝑓 (

𝑍

𝑑
) （18） 

 

ｂ．地面での運動 

地面効果による揚力加速度 L と重力が鉛直方向の外力として作

用するものとし，揚力加速度 L が重力よりも大きい場合（ L ＞ g ）

に物体が浮上し，空中運動に移行するとした。 

 

ｃ．時間積分法 

時刻 t における竜巻の風速場は式（14）で与えられるので，式（16）

を時間積分することによって飛来物の速度 VM（t ）と位置 XM（t ）

の時刻歴を求めることができる。 

時刻𝜏から𝜏 + 𝛥𝜏における加速度が一定と仮定すると， 

𝑑𝑉𝑀(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐴(𝜏) （19） 

𝐴(𝜏)：加速度ベクトル 

となり，式（16）は以下のようになる。 

𝐴(𝜏) = 𝑘|𝑉𝑤(𝜏) − 𝑉𝑀(𝜏)|(𝑉𝑤(𝜏) − 𝑉𝑀(𝜏)) − (𝑔 − 𝐿)𝐾 （20） 

ここで，𝑘＝
𝜌𝐶𝐷𝐴

2𝑚⁄ とした。 

式（19）を時間積分すると以下の速度式𝑉𝑀(𝑡)及び物体の位置𝑋𝑀(𝑡)

を得る。 

𝑉𝑀(𝑡) = 𝑉𝑀(𝜏) + 𝐴(𝜏)(𝑡 − 𝜏) （21） 

𝑋𝑀(𝑡) = 𝑋𝑀(𝜏) + 𝑉𝑀(𝜏)(𝑡 − 𝜏) +
𝐴(𝜏)

2
(𝑡 − 𝜏)2 （22） 

（21），（22）より，時刻𝑡＝𝜏 + 𝛥𝜏における飛来物の速度𝑉𝑀(𝑡)と位置

𝑋𝑀(𝑡)は以下で与えられる。 

𝑉𝑀(𝜏 + 𝛥𝜏) = 𝑉𝑀(𝜏) + 𝐴(𝜏)𝛥𝜏 （23） 
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𝑋𝑀(𝜏 + 𝛥𝜏) = 𝑋𝑀(𝜏) + 𝑉𝑀(𝜏)𝛥𝜏 +
𝐴(𝜏)𝛥𝜏2

2
 （24） 

（23），（24）の右辺は時刻𝑡＝𝜏における既知の速度・位置の関数なの

で，時間積分を行うことができる。 

 

出典： 江口 譲，杉本 聡一郎，服部 康男，平口 博丸，電力中央

研究所報告「竜巻による物体の浮上・飛来解析コード TONBOS の開発」，

電力中央研究所，平成 26 年 6 月 

 

以 上 
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補足説明資料 7-2 

竜巻随伴事象の抽出及び設計について

１．概要

  過去の竜巻被害事例及び再処理施設の配置から想定され

る竜巻の随伴事象を検討し，再処理施設において考慮する必

要がある事象として，火災，溢水及び外部電源喪失を抽出し

た。  

２．過去の竜巻被害について

  1990 年以降の主な竜巻による被害概要を調査した文献か

ら検討を行った。第１表に， 1990 年以降に日本で発生した

最大級の竜巻であるＦ３クラスの竜巻を示す。  

第１表 1990 年以降のＦ３クラス竜巻

発 生 日 時 発 生 場 所
藤 田

ス ケ ー ル
死 者 負 傷 者

住 宅

全 壊

住 宅

半 壊

2 0 1 2 年 5 月 6 日 茨 城 県 常 総 市 Ｆ ３ 1  3 7  7 6  1 5 8  

2 0 0 6 年 1 1 月 7 日 北 海 道 佐 呂 間 町 Ｆ ３ 9  3 1  7  7  

1 9 9 9 年 9 月 2 4 日 愛 知 県 豊 橋 市 Ｆ ３ 0  4 1 5  4 0  3 0 9  

1 9 9 0 年 1 2 月 1 1 日 千 葉 県 茂 原 市 Ｆ ３ 1  7 3  8 2  1 6 1  

  竜巻被害の状況写真（第１～３図）から，竜巻被害として

は風圧力及び気圧差による被害及び飛来物の衝突による損

傷のみであり，また，竜巻の随伴事象として電柱や電線の損

傷による停電が発生していると判断される。  
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全 壊 し た 家 屋      飛 来 物 に よ り 被 害 を 受 け た 住 宅 等  

 

 

 

 

  倒 れ た 電 柱 (復 旧 作 業 時 )    倒 壊 電 柱 に 直 撃 さ れ た 家 屋  

第１図  2012 年５月６日茨城県にて発生した  

Ｆ３竜巻による被害
（ １ ）

 

 

 

 

 

 

  全 壊 し た 工 事 事 務 所 周 辺     飛 来 物 に よ る 被 害 を 受 け た 建 物  

 

 

 

 

   倒 壊 し た 道 路 標 識 支 柱       道 路 側 へ 倒 壊 し た 電 柱  

第２図  2006 年 11 月７日北海道にて発生した  

Ｆ３竜巻による被害
（ ２ ）（ ３ ）

 

破 断 部  
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残 骸 (飛 散 物 )で 埋 め 尽 さ れ た 道 路     吹 き 飛 ば さ れ た 建 物  

   

 

 

 

     横 転 し た バ ス        曲 が っ た 鉄 筋 （ 工 事 現 場 ）  

第３図  1990 年 12 月 11 日千葉県にて発生した  

Ｆ３竜巻による被害
（ ４ ）

 

 

３．再処理施設にて考慮すべき竜巻随伴事象  

上述の過去の竜巻による被害事例及び再処理施設の配置

から判断すると，再処理施設においては送電線等が竜巻によ

る被害を受けることにより，外部電源喪失の発生が考えられ

る。さらに，屋外に油タンク及び水タンクが配備されている

ことから，飛来物の衝突により火災及び溢水が発生する可能

性がある。なお，これらの事象は，竜巻ガイドでも容易に発

生が想定されるものとして検討を要求されている。  

これらを踏まえ，再処理施設の配置図に示される各施設に

対して竜巻の荷重を考慮した場合にどのような事象が発生

するかを検討した。検討結果を第４図に示す。  
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以上のことから，再処理施設における竜巻随伴事象として，

火災，溢水及び外部電源喪失を抽出する。  

 

 

第４図  再処理施設の設計対処施設のうち竜巻防護対象施設

を収納する建屋，屋外施設及び竜巻随伴事象の検討対

象施設の配置図  
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４．竜巻随伴事象への進展の防止に対する設計  

竜巻防護設計においては，前述のとおり竜巻随伴事象とし

て火災，溢水及び外部電源喪失 を想定し，これらの事象が発

生した場合においても，竜巻防護対象施設が安全機能を損な

わない設計とすることとしている。  

 ここでは，竜巻随伴事象としての火災，溢水及び化学薬品の

漏えいへの進展を防止している設計について例を示す。  

１）火災  

竜巻により屋外にある危険物貯蔵施設等（ボイラ用燃料受

入れ・貯蔵所，ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所及

びボイラ用燃料貯蔵所）が損傷し，漏えい及び防油堤内での

火災が発生したとしても，火災源と竜巻防護対象施設の位置

関係を踏まえて熱影響を評価した上で，竜巻防護対象施設の

許容温度を超えないように防護対策を講じ，竜巻防護 対象施

設の安全機能に影響を与えない設計とすることを「外部火災

防護に関する設計」にて考慮する。  

<設計の例 >  

火災源となり竜巻防護対象施設に影響を与えることが考え

られる試薬建屋に附属する屋外設備である硝酸ヒドラジン 及

び引火性の高い試薬類（ＴＢＰ及びｎ－ドデカン）の 貯槽につ

いては，地下に設置することにより竜巻の影響を受けない設計

とする。試薬建屋の内部に設置されている上記以外の試薬類に

ついては，貯槽の破損により漏えいが発生したとしても火災の

発生及び進展に寄与することは考えられないことから，竜巻随

伴事象（火災）として想定する必要はない。（第２表参照）  
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２）溢水  

再処理事業所内の屋外タンク等の破損による溢水を想定

し，溢水による影響評価を行った上で，必要に応じて堰等の

防護対策を講ずることにより，竜巻防護対象施設の安全機能

に影響を与えない設計とすることを「溢水による損傷の防止

に関する設計」にて考慮する。  

<設計の例 >  

 再処理事業所内の屋外タンク等が破損したと評価した場合

においても，最大水位は約 0.10ｍであり，竜巻防護対象施設

の外壁に設置した扉等の開口部は再処理事業所の敷地高さ Ｅ

Ｌ． 55.0ｍより 0.3ｍ以上高い位置に設置されているため，竜

巻防護対象施設に溢水が流入することはない。したがって，竜

巻防護対象施設の安全機能に影響を及ぼすことはない。（第 11

条  溢水による損傷の防止  補足説明資料 11-3 参照）  

  

３）化学薬品の漏えい  

 試薬建屋には，再処理施設で使用する化学薬品を貯蔵して い

る。これらの化学薬品について，竜巻随伴事象への進展の可能

性を評価し，第２表に整理した。結論として，試薬建屋に貯蔵

される化学薬品のうち，竜巻の影響によって化学薬品の漏えい

等の竜巻随伴事象として想定すべきものはなかった。  
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第２表  試薬建屋に貯蔵する化学薬品と  

   竜巻随伴事象に対する考え方  

化 学 薬 品  

考 え ら れ る 随 伴 事 象  

設 計 上 の 考 慮  

随 伴 事 象 へ

の 進 展 の 可

能 性  
火 災  溢 水  

薬 品 漏

え い  

Ｔ Ｂ Ｐ  〇  〇  〇  

地 下 階 に 設 置 す る た め ，

設 計 飛 来 物 の 衝 突 の お そ

れ は な い 。  

な し  

ｎ ‐ ド デ カ ン  〇  〇  〇  同 上  な し  

硝 酸 ヒ ド ラ ジ ン  〇  〇  〇  同 上  な し  

硝 酸  —  〇  〇  同 上  な し  

水 酸 化 ナ ト リ ウ ム  —  〇  〇  同 上  な し  

硝 酸 ヒ ド ロ キ シ ル

ア ミ ン （ Ｈ Ａ Ｎ ）  
—  〇  〇  同 上  な し  

炭 酸 ナ ト リ ウ ム  —  〇  —  

地 上 階 に 設 置 さ れ て お

り ， 万 一 ， 設 計 飛 来 物 に

よ り 建 屋 外 壁 及 び 炭 酸 ナ

ト リ ウ ム 貯 槽 が 損 傷 し た

と し て も ， 炭 酸 ナ ト リ ウ

ム は ， 地 下 階 や 排 水 設 備

へ 流 入 す る こ と か ら ， 試

薬 建 屋 の 外 に 漏 れ 出 す こ

と は な い 。  

な し  
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補足説明資料 7-3 

 

竜巻に伴う気圧低下による塔槽類廃ガス処理設備 及び  

換気設備への影響について  

 

１．はじめに  

設計竜巻による最大気圧低下量 は，竜巻影響評価ガイドに

基づいて 8900Pa と設定している。一方，主要な塔槽類廃ガ

ス処理設備の外気に対する差圧は－ 490～－ 690Pa 程度，汚染

のおそれのある区域の外気に対する差圧は－ 20～－ 100Pa 程

度である。したがって，設計竜 巻による最大気 圧低下量は，

通常の塔槽類及び汚染のおそれのある区域の差圧 を大きく

上回る。  

ここでは，竜巻による気圧低下が塔槽類廃ガス処理設備や

換気設備の安全機能に及ぼす影響について説明する。  

 

２．安全機能への影響  

塔槽類廃ガス処理系は，室内空気の取り込み量を調整する

ことによって室と系統内の差圧を一定に保つよう制御して

おり（図－１の①部参照），竜巻による大気圧の変動の影響

を直接受けることはない。なお，差圧の変動が生じた場合に

おいても，排風機の運転は継続される設計となっている。  

また，換気設備は，大気圧と代表室の差圧を一定に保つよ

うに制御しているため（図－１の②部参照），大気圧の変動

を検知した場合には自動的に排気風量の調整が行われ，大気
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－代表室間差圧を一定に保つように機能が働く。竜巻による

大気圧の低下により，大気－代表室間差圧の低下又は上昇が

急激となり，制御が追従しない場合には，差圧低又は高を検

知することにより閉じ込めインターロックが働き，直ちに建

屋送風機が停止するとともに，排風機の運転は継続する。  

以上のことから，大気圧の急激な低下や換気設備における

閉じ込めインターロック作動の過渡状態において一時的な

差圧の変動が生じる可能性はあるが，安全上重要な施設の安

全機能である閉じ込め機能（放出経路の維持機能 ，放射性物

質の浄化・排気機能）は維持されることから，再処理施設安

全審査指針の指針４（閉じ込めの機能）及び規則 第四条の要

求は満足しており，再処理施設としての安全機能に影響が生

じることはない。  

表－１  閉じ込め機能に係る要求事項  

記 載 事 項  説 明  

再 処 理 施 設 安

全 審 査 指 針  

指 針 4  3. (2 ) ･ ･･セ ル 等 並 び に こ れ ら を 収 納 す る 構 築 物

は ，原 則 と し て ，常 時 負 圧 に 保 た れ て い る こ と 。

ま た ，そ れ ぞ れ の 気 圧 は ，原 則 と し て ，構 築 物 ，

セ ル 等 ， 系 統 及 び 機 器 の 順 に 低 く す る こ と 。  

指 針 4  

解 説 5 .  

･･ ･放 射 性 物 質 を 含 む 気 体 中 の 放 射 性 物 質 の 濃

度 を フ ィ ル タ ，洗 浄 塔 等 に よ っ て 低 減 さ せ た 後 ，

十 分 な 拡 散 効 果 を 有 す る 排 気 筒 か ら 放 出 す る こ

と 。 こ の た め ， 放 射 性 物 質 が こ れ ら の 低 減 効 果

を 持 つ 系 統 及 び 機 器 を 経 ず に 環 境 中 へ 放 出 さ れ

る こ と が な い よ う ， 負 圧 維 持 ， 換 気 系 統 外 へ の

漏 洩 防 止 及 び 逆 流 防 止 の 機 能 が 確 保 さ れ て い る

必 要 が あ る 。  

再 処 理 施 設 の

位 置 ， 構 造 及

び 設 備 の 構 造

に 関 す る 規 則  

第 四 条   安 全 機 能 を 有 す る 施 設 は ， 放 射 性 物 質 を 限 定 さ

れ た 区 域 に 適 切 に 閉 じ 込 め る こ と が で き る も の

で な け れ ば な ら な い 。  

解 釈 ２  ④ ロ 放 射 性 物 質 を 含 む 気 体 が 低 減 効 果 を 持 つ 系

統 及 び 機 器 を 経 ず に 環 境 中 へ 放 出 さ れ る こ と が

な い よ う ， 負 圧 維 持 ， 換 気 系 統 外 へ の 漏 え い 防

止 及 び 逆 流 防 止 の 機 能 が 確 保 さ れ て い る こ

と 。 ･･･  
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３．要求事項を踏まえた申請内容  

換気設備は，通常，汚染のおそれのある区域を清浄区域よ

り負圧に維持できるようにするとともに，汚染の程度の低い

区域から汚染の程度のより高い区域に向かって空気を流す

ことのできる設計としている。換気設備においては，竜巻に

よる気圧の低下に限らず，外気の気圧変動や強風の影響等に

より，一時的に「清浄区域－汚染のおそれのある区域」又は

「汚染のおそれの程度の低い区域－汚染のおそれの程度の

高い区域」の間の差圧の逆転（以下，「差圧の逆転」という）

が生じることがある。このことを踏まえた再処理施設安全審

査指針及び事業指定基準規則への適合性，再処理事業指定申

請書の申請内容を以下の通り整理している。  

 

３．１再処理施設安全審査指針 ，事業指定基準規則の要求事項  

(１ )再処理施設安全審査指針の指針４においては ，「プルトニ

ウムを含む溶液及び高レベル放射性液体廃棄物を内蔵す

る系統及び機器，ウランを非密封で大量に取り扱う系統

及び機器，セル等並びにこれらを収納する構築物は，換

気設備により原則として
．．．．．

常時負圧に保たれ，それぞれの

気圧は，原則として
．．．．．

，構築物，セル等，系統及び機器の

順に低くすること」を要求している。  

なお，上記の換気系統は，指針解説の用語の定義にお

いて，「安全上重要な施設」とされている。  
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(２ )(１ )の要求については，事業指定基準規則第四条解釈にお

いて踏襲されている。  

 

３．２要求事項を踏まえた事業指定申請書の申請内容  

(１ )指針４を踏まえ，事業指定申請においては，換気設備の通

常運転時を想定した安全性確保の基本的な方針として以

下のことを記載している。  

・汚染のおそれのある区域を，清浄区域より負圧に維持

できるようにすること  

・汚染の程度の低い区域から汚染のより高い区域に向か

って空気を流すことのできる設計とすること  

(２ )事業指定申請では，「原則として常時負圧」の原則から外

れる部分を明記していないが，安全評価（指針３）におけ

る設計基準事象の選定の中で，関連する事象として過渡状

態において負圧が担保できない可能性があることを考慮

し，以下のとおり整理し，安全設計の妥当性を示している。 

・ AT 候補事象：  

外部電源喪失においては，塔槽類廃ガス処理設備や一

部のセル排気系は排気機能が一時的に低下するが ，非

常用所内電源系統に接続することにより，安全上の問

題に至ることはない。  

・ AT 候補事象：  

排風機の故障により，塔槽類廃ガス処理設備や一部の

セル排気系の排気能力が低下するが，予備機が自動的
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に立ち上がることにより，安全上の問題に至ることは

ない。  

・ DBA 候補事象：  

塔槽類廃ガス処理設備や一部のセル排気系の排風機が

停止したとしても，予備機に自動的に切り替わるが，

仮に排気が停止したとしても，平常時の年間の線量に

至るまでに運転 員が対応可能な 十分な時間余裕 がある。 

⇒放射性物質は機器（静的閉じ込め機能）や塔槽類廃

ガス処理設備（一部のセル排気系を含む）にて閉じ

込められているため，換気設備の排気停止の影響は

さらに軽微である。  

(３ )以上より，換気設備の過渡的な運転状態における一時的な

差圧の逆転によって，閉じ込め機能の喪失には至らないも

のと整理している。  

 

３．３事業指定を受けた保安規定等の規定内容  

(１ )保安規定  

３．１及び３．２を踏まえ，保安規定では換気設備の運

転状態について以下の通り規定している。  

・要件を満たす必要な台数の排風機を運転状態とすること

（例：排風機 1 台を運転状態，他の排風機 1 台を運転可

能な状態とすること）  

・排風機等の切替え操作中は運転状態とみなすこと  

換気設備の切替え操作において ，一時的な差圧の逆転等

があったとしても，上記の設備に求められる状態を維持し
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ていれば，換気設備の運転状態としては保安規定の要求は

満足する。  

(２ )その他手順等  

換気設備の過渡的な運転状態において一時的に差圧の逆

転が生じた場合は，以下の対応を取ることをマニュアルに

定めて実施しており，閉じ込め機能が維持されていること

の確認を行っている。  

・一時的な差圧の逆転が発生した建屋の入域者に対し ，半

面マスクの着用，実施中の作業の中断，当該建屋からの

退域を指示。  

・当該建屋のダストモニタの指示値の確認，予め定める建

屋内測定ポイントの汚染検査を実施。  

 

４．結論  

換気設備においては，竜巻襲来時の一時的な気圧低下によ

って閉じ込めインターロックが作動し，排風機等の切替え操

作と同様な過渡状態が生じる可能性がある。この時に発生す

る一時的な差圧の逆転は，２．～３．を踏まえると，安全機

能（閉じ込め機能）の喪失には当たらず，閉じ込め機能は維

持されているものと整理することができる。また，塔槽類廃

ガス処理系においては，竜巻襲来時の一時的な気圧低下によ

る影響を直接受けることはなく，排風機の運転状態は維持さ

れるため，閉じ込め機能は維持される。  

以上  
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補足説明資料 8-1 

車両の飛来防止対策について

０．概要

車両は飛来防止対策を行うことにより ，設計飛来物から除外

する。車両の飛来防止対策は，固縛又は退避を必要とする区域

（以下，「飛来対策区域」という。）を設定し，当該区域内の車

両の運用を管理することにより行う。  

飛来対策区域は車両の最大飛来距離 を 170ｍ，最大飛来距離

に安全余裕を考慮した，車両が衝突しないよう離隔対象施設か

ら離す距離（以下，「離隔距離」という。）を 200ｍ，離隔距離

をとるべき，車両の衝突を防止する対象として選定する施設

（以下，「離隔対象施設 」という。） を選定した上 で設定する。 

飛来対策区域設定に関する全体フローを第 １図に示す。  

車両の飛来距離の算定においては風速場モデルとしてフジ

タモデルを適用した上で安全余裕を考慮する。

離隔対象施設は，ランキン渦モデルを用いて算出した車両の

衝撃荷重に基づき選定する。

また，フジタモデルを適用した解析における不確実性を補う

ため，周辺防護区域内の車両は固縛又は退避の対象とする。  

飛来対策区域内の車両は，飛来物とならないように固縛又は

周辺防護区域外への退避を実施する事を手順に定める。  
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第１図  飛来対策区域設定に関する全体フロー  

 

１．車両の飛来距離  

１．１  竜巻の特性値の設定  

竜巻影響評価ガイドに基づいて ，最大風速Ｖ Ｄ ＝ 100ｍ／ｓ

の竜巻の特性値を以下のとおり設定する。  

なお，これら特性値は，風速場モデルに依存しないため，フ

ジタモデルにも適用することができると考えられる。  

(1) 設計竜巻の移動速度（Ｖ Ｔ (ｍ／ｓ )）  

日本の竜巻の観測記録に基づいた竜巻移動速度と最大風

速との関係を参考として以下のとおり設定する。  

𝑉𝑇 = 0.15 × 𝑉𝐷 = 15 

(2) 最大接線風速（Ｖ Ｒ ｍ （ｍ／ｓ））  

米国ＮＲＣの基 準類を参考とし て以下のとおり 設定する。 

𝑉𝑅𝑚 = 𝑉𝐷 − 𝑉𝑇 = 85 
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(3) 最大接線風速が生じる位置での半径 （Ｒ ｍ （ｍ））  

日本における竜巻の観測記録をもとに提案された竜巻モ

デルに準拠して以下の値を用いる。  

𝑅𝑚 = 30 

 

第２図  竜巻の特性値の設定について
（ １ ）

 

 

１．２  飛来物（車両）の設定  

現地調査にて抽出した車両を対象とし ，より飛来しやすい形

状である塊状物体の形状係数を用いて空力パラメータを算出

する。  

第１表  現地調査で抽出した車両の諸元と空力パラメータ  

車 両 の 種 類  
長 さ  

（ m）  

幅  

（ m）  

高 さ  

（ m）  

質 量  

（ k g）  

空 力 パ ラ メ ー タ  

C D A / m  

（ m 2 / k g）  

大 型 バ ス  1 2  2 . 5  3 . 8  1 2 1 0 0  0 . 0 0 4 7  

ト ラ ッ ク  8 . 5  2 . 2  2 . 5  3 7 9 0  0 . 0 0 8 0  

乗 用 車  普 通  4 . 4  1 . 7  1 . 5  1 1 4 0  0 . 0 0 9 7  

乗 用 車  ワ ゴ ン １  4 . 8  1 . 8  1 . 5  1 5 1 0  0 . 0 0 8 2  

乗 用 車  ワ ゴ ン ２  5 . 2  1 . 9  2 . 3  1 8 9 0  0 . 0 0 9 2  

軽 自 動 車 １  3 . 4  1 . 5  1 . 6  8 4 0  0 . 0 1 0 2  

軽 自 動 車 ２  3 . 4  1 . 5  1 . 5  7 1 0  0 . 0 1 1 6  
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１．３  解析に適した風速場モデルの選定  

ランキン渦モデルは，地面からも上昇流が発生するモデルと

なっており，実現象と乖離している。また，風速分布は高さに

依存せず，竜巻全域に上昇流が存在する。  

フジタモデルは，実際に近い竜巻風速場として，地表面で渦

の中心に向かう水平方向の流れを モデル化している。また，接

線風速は高さ依存性があり，上昇流は外部コアのみに存在する。 

フジタモデルは，ＮＲＣの要請により藤田博士が開発した竜

巻風速場の工学モデルである。 フジタモデルの 詳細な報告は ，

米国エネルギ省向けにまとめられており，米国ＮＲＣの基準類

にも引用されている。ＮＲＣは両モデルを比較し，より単純な

ランキン渦モデルを選択している。  

再処理施設は平坦な地形に立地しており ，かつ，再処理事業

所内の車両は地表面にあるため ，車両の飛来距離算定において

はフジタモデルを適用する。  

       

第３図  ランキン渦モデル
（ ２ ）

       第４図  フジタモデル
（ ２ ）
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第２表  飛来物評価モデルの 比較
（ ２ ）
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１．４  解析による飛来距離の算定  

算定方法の概要及び算定結果 を以下に示す。  

・フジタモデルに基づいて竜巻を内部コア ，外部コア及び最外

領域の３つの領域に分割して風速場を設定する。  

内部コアは，中心周りの剛体回転運動を考慮し ，上昇流は

ない。外部コアは，剛体回転運動及び上昇流を考慮 する。最

外領域は，自由 渦と 地 面 付 近 で 中 心 に 向 か う 流 れ （ 流 入 層 ）

を考慮する。  

竜巻の３つの領域に応じて，周方向風速，半径方向風速及

び上昇風速を定義し，風速ベクトルを設定する。  

車両が空中にあるときは平均抗力と重力 ，車両が地面付近

にあるときには浮き上がり（揚力）を考慮し ，物体の運動方

程式を定義する。与えられる風速ベクトル及び運動方程式の

時間積分より， 車両 の 速 度 及 び 位 置 の 時 刻 歴 デ ー タ を 得 る 。 

算定に用いたパラメータ及び車両の飛来距離の算定結果

は第３表のとおりである。  

第３表  算定に用いたパラメータ及び車両の  

飛来距離の算定結果  

解 析 に 用 い た パ ラ メ ー タ 値  

最 大 風 速 V D ( m / s )  1 0 0  

移 動 速 度 V T ( m / s )  1 5  

最 大 接 線 風 速 V R m ( m / s )  8 5  

最 大 接 線 風 速 半 径 R m ( m )  3 0  

初 期 設 定 位 置 高 さ ( m )  ０  

 

  

車 両 の 飛 来 距 離 、 飛 来 高 さ の 算 定 結 果  

車 両 の 種 類  
最 大 飛 来 距 離

( m )  

最 大 飛 来 高 さ  

( m )  

大 型 バ ス  1 3 0  7 . 5  

ト ラ ッ ク  1 6 0  1 1  

乗 用 車  普 通  1 5 0  6 . 0  

乗 用 車  ワ ゴ ン １  9 0  4 . 5  

乗 用 車  ワ ゴ ン ２  1 7 0  1 2  

軽 自 動 車 １  1 6 0  7 . 0  

軽 自 動 車 ２  1 7 0  8 . 5  
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１．４．１  物体の浮き上がりにおける保守性の考慮  

浮上・飛来解析における物体の浮き上がりの判定においては ，

以下に示すような保守性を考慮している。  

式①のとおり地表面においては揚力を考慮する が，解析にお

いてはＣ Ｌ ａの代わりに，式②の抗力係数と見附面積の積の平

均値Ｃ Ｄ Ａを用いる。  

𝐹𝐿 =
1

2
𝜌𝐶𝐷𝐴|𝑽𝑤 − 𝑽𝑀|𝑥,𝑦

2  ・・・③  

風洞実験で得られた車両のＣ Ｌ ａの最大値と式②で計算さ

れるＣ Ｄ Ａの下限値を比較した結果によると， CDA > CLa の関

係が成立するため，解析においてＣ Ｌ ａの代わりにＣ Ｄ Ａを用

いる方が保守的である。  

 

第５図  飛来物に作用する流体力
（ ３ ）
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第４表  Ｃ Ｌ ａとＣ Ｄ Ａの比較  
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１．４．２  飛来に至る過程における保守性の考慮  

浮上・飛来解析による飛来距離算定では ，以下のとおり保守

的な評価結果が得られるような内容となっている。  

実際の竜巻は，遠方から車両に近づくため，最大風速より低

い風速（風洞実験の結果，浮上する限界風速は自動車のうちセ

ダンで 51ｍ／ｓ，ミニバンで 65ｍ／ｓ
（ ４ ）

）で竜巻の外周部の低

風速領域に移動する（第６図の上図参照）。  

解析においては，車両が最大風速を受けるように ， 51×51

台の車両の直上に竜巻を発生させ （第６図の下図参照），移動

又は飛来した車両の中から最も飛来距離が大きいものを最大

飛来距離として算出している。  

 

第６図  実際の竜巻による飛散と解析による飛散のイメージ  
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２．車両退避で考慮する離隔距離の設定  

最大飛来距離の算定の結果（第５表参照），最大値を与えた

「乗用車  ワゴン２」及び「軽自動車２」について，運用上考

慮すべき離隔距離の設定について検討した。  

フジタモデルの最大水平風速の分布によると ，現地調査によ

り再処理事業所内をふかんした調査において抽出した車両の

最大飛来高さ 4.5ｍ～ 12ｍの場合における風速は，最大風速

100ｍ／ｓと比較して１～５％程度低く，最大風速の 0.95～

0.99 倍となる（第７図参照）。  

運動エネルギは速度の二乗に比例することから ，保守性を考

慮して，高さ 4.5～ 12ｍにおける風速と最大風速の差の 二乗分

（ 0.95 2≒ 0.90）の逆数を最大飛来距離 170ｍに乗じ，結果とし

て，運用上考慮すべき車両の離隔距離を 200ｍとする。  

  

補8-1-10 394



 

 

第５表  最も大きい最大飛来距離を与える車両及び  

最も低い最大飛来高さを与える車両の算定結果  

 
① 乗 用 車  
ワ ゴ ン ２  

② 軽 自 動 車 ２  
③ 乗 用 車  
ワ ゴ ン １  

最 大 飛 来 距 離 （ ｍ ）  170 170 90 

最 大 飛 来 高 さ （ ｍ ）  12 8.5 4.5 

 

第７図  水平最大風速の分布（フジタモデル， 100ｍ／ｓ）  
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 １～２の各段階において，考慮している保守的な条件を第６

表に示す。  

 

第６表  離隔距離設定に至る各段階で考慮した保守的条件  

段 階  
保 守 的 条 件  

の 考 慮  
設 定 内 容  

１ ． １  

竜 巻 の 特 性 値 の 設 定  
－  

日 本 の 竜 巻 の 観 測 記 録 等 を 参 考 と し

た ガ イ ド の 考 え 方 に 基 づ い て 設 定

（ 最 大 風 速 100ｍ ／ ｓ ） 。  

１ ． ２  

飛 来 物 （ 車 両 ） の 設

定  

○
※
 

よ り 飛 来 し や す い 形 状 で あ る 塊 状 物

体 の 形 状 係 数 を 用 い て 空 力 パ ラ メ ー

タ を 算 出  

１ ． ３  

解 析 に 適 し た 風 速 場

モ デ ル の 選 定  

－  フ ジ タ モ デ ル を 設 定 。  

１ ． ４  

解 析 に よ る 飛 来 距 離

の 算 定  

○
※
 

・物 体 に 働 く 揚 力 に お い て Ｃ lａ の 代

わ り に Ｃ
Ｄ
Ａ を 用 い る （ Ｃ lａ ＜ Ｃ

Ｄ
Ａ ） （ 浮 き 上 が り や す い 条 件 を

設 定 ） 。  

・ 51×51 台 の 車 両 の う ち ， 飛 来 距 離

が 最 大 と な る も の を 算 出 （ 解 析 コ

ー ド の 保 守 性 ） 。  

２ ．  

車 両 退 避 で 考 慮 す る

離 隔 距 離 の 設 定  

○  
鉛 直 方 向 の 風 速 分 布 を 参 考 に ， １ ．

４ の 算 定 結 果 に 対 し て 裕 度 を 考 慮 。  

※  当 該 部 分 の 保 守 的 条 件 は ，ラ ン キ ン 渦 モ デ ル を 用 い る 場 合 も 同 様 に 設

定 さ れ る 。  
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３．離隔距離  

３．１  車両の衝撃荷重の設定及び離隔要否の判定基準の設定  

車両が竜巻により飛来し，衝突した時の貫通限界厚さ及び裏

面剥離限界厚さを算出し，竜巻防護対象施設を設置する施設の

うち壁厚がこれらを下回るものを車両からの離隔対象施設と

する。  

車両の最大水平速度はランキン渦モデルにより算出する 。  

(1) 貫通限界厚さ  

飛来物による鉄筋コンクリートの貫通限界厚さ（ ｅ）は下

式により求める。  

e = 𝛼𝑒𝑒
′ × 2.54 

ただし， 1.52 ≤ 𝑋 𝑑⁄ ≤ 13.42 の場合，  

𝑒′

𝑑
= 0.69 + 1.29 (

𝑋

𝑑
) 

1.52 ≥ 𝑋 𝑑⁄  の場合，  

𝑒′

𝑑
= 2.2 (

𝑋

𝑑
) − 0.3 (

𝑋

𝑑
)
2

 

貫入深さ（Ｘ）は， 𝑋 𝑑⁄ ≤ 2.0の場合  

𝑋

𝑑
= 2 {(

180

√𝑓𝑐′
)𝑁𝑑0.2𝐷 (

𝑉

1000
)
1.8

}

0.5

 

𝑋 𝑑⁄ ≥ 2.0 の場合  

𝑋

𝑑
= (

180

√𝑓𝑐′
)𝑁𝑑0.2𝐷 (

𝑉

1000
)
1.8

+ 1 

である。ここで，  

ｅ   ：貫通限界厚さ（ｃｍ）  
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ｅ’  ： Ｄ ｅ ｇ ｅ ｎ 式 に よ る 貫 通 限 界 厚 さ （ ｉ ｎ ） 

Ｘ   ：貫入深さ（ｉｎ）  

ｄ   ：飛来物有効直径（ｉｎ）  

ｆｃ’ ：コンクリート圧縮強度（設計基準強度を用

いる，ｌｂｆ／ｉｎ ２ ）  

Ｄ   ：Ｗ／ｄ ３ （ｌｂｆ／ｉｎ ３ ）  

Ｗ   ：飛来物重量（ｌｂｆ）  

Ｖ   ：衝突速度（ｆｔ／ｓ）  

Ｎ   ：飛来物先端形状係数（ 0.72）  

α ｅ  ：飛来物係数（ 1.0）  

である。  

(2) 裏面剥離限界厚さ  

飛来物による裏 面剥離限界厚さ （ｓ）は下式に より求める。 

s = 1.84𝛼𝑠 (
𝑉𝑜
𝑉
)
0.13 (𝑀𝑉2)0.4

(𝑑0.2𝑓𝑐′
0.4)

30.48 

ここで，  

ｓ   ：裏面剥離限界厚さ（ｃｍ）  

Ｖ ０  ：飛来物基準速度（ 200ｆｔ／ｓ）  

Ｖ   ：衝突速度（ｆｔ／ｓ）  

Ｍ   ：飛来物質量（ｌｂ）  

ｄ   ：飛来物有効直径（ｆｔ）  

ｆｃ’ ：コンクリート圧縮強度（設計基準強度を用

いる，ｌｂｆ／ｆｔ ２ ）  

α ｓ  ：飛来物係数（ 1.0）  

である。  
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 現地調査で抽出した各車両の貫通限界厚さ及び裏面剥離限

界厚さを第７表に示す。  

 

第７表  車両による貫通限界厚さ及び裏面剥離限界  

厚さ算出結果  

飛 来 物  
貫 通 限 界 厚 さ  

(cm) 

裏 面 剥 離 限 界 厚 さ  

(cm) 

大 型 バ ス  65 145 

ト ラ ッ ク  46 105 

乗 用 車  普 通  30 70 

乗 用 車  ワ ゴ ン １  33 75 

乗 用 車  ワ ゴ ン ２  35 80 

軽 自 動 車 １  27 65 

軽 自 動 車 ２  26 60 
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３．２  車両からの離隔対象施設の選定  

大型バスは，裏面剥離限界厚さ 145ｃｍが竜巻防護対象施設

を設置する施設の壁厚より大きいため ，飛来対策区域には駐車

しない運用とする。なお，大型バスは構内を巡回しており，速

やかに退避行動に移ることができる。  

大型バス以外の車両は，裏面剥離限界厚さが最大 105ｃｍで

あるため，竜巻防護対象施設を設置する施設のうち壁厚が 105

ｃｍを下回る第８表内の第１ガラス固化体貯蔵建屋，非常用電

源建屋及び主排気筒管理建屋の３ 建屋を車両からの離隔対象

施設とする。  

第８表  車両からの離隔対象施設の選定 結果  

竜 巻 防 護 対 象 施 設 を 設 置 す る 施 設  
外 壁 の 厚

さ ( c m )  
竜 巻 防 護 対 象 施 設 を 設 置 す る 施 設  

外 壁 の 厚

さ ( c m )  

使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 建 屋  1 2 0  第 １ ｶﾞ ﾗ ｽ固 化 体 貯 蔵 建 屋  5 0  

前 処 理 建 屋  1 2 0  ﾁ ｬ ﾝ ﾈ ﾙ ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ ･ ﾊ ﾞ ｰ ﾅ ﾌ ﾞ ﾙ ﾎ ﾟ ｲ ｽ ﾞ ﾝ処 理 建 屋  1 2 5  

分 離 建 屋  1 2 0  ﾊ ﾙ ･ ｴ ﾝ ﾄ ﾞ ﾋ ﾟ ｰ ｽ貯 蔵 建 屋  1 1 5  

精 製 建 屋  1 2 0  制 御 建 屋  1 1 5  

ｳ ﾗ ﾝ ･ ﾌ ﾟ ﾙ ﾄ ﾆ ｳ ﾑ混 合 脱 硝 建 屋  1 2 0  非 常 用 電 源 建 屋  3 0  

ｳ ﾗ ﾝ ･ ﾌ ﾟ ﾙ ﾄ ﾆ ｳ ﾑ混 合 酸 化 物 貯 蔵 建 屋  1 2 0  主 排 気 筒 管 理 建 屋  2 0  

高 ﾚﾍ ﾞ ﾙ廃 液 ｶ ﾞ ﾗ ｽ固 化 建 屋  1 2 0    

 

また，屋外施設 のうち使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

用の安全冷却水系冷却塔，再処理設備本体用の安全冷却水系冷

却塔，冷却塔に接続する屋外設備，第２非常用ディーゼル発電

機用の安全冷却水系冷却塔，主排気筒 及び主排気筒に接続する

屋外ダクト及び屋外配管並びに 竜巻防護対象施設に波及的影

響を及ぼし得る施設を車両からの離隔対象施設に加える。  
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４．飛来対策区域の設定

「２．車両退避で考慮する離隔距離の設定」及び「３．２  車

両からの離隔対象施設の選定」より，飛来対策区域を第８図の

とおり設定する。  

第８図 飛来対策区域

補8-1-17

に つ い て は 核 不 拡 散 の 観 点 か ら 公 開 で き ま せ ん 。
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５．フジタモデルを適用した解析における不確実性の補完につ

いて  

フジタモデルの適用に係る定量的な検証は，佐呂間で発生

したＦ３竜巻において確認しているものの，実際の竜巻現象

に対する不確かさ，評価手法の不確かさを踏まえ，飛来距離

の算定においては，以下のことを考慮し，不確実性を補うこ

ととする。  

・再処理施設での設計竜巻の最大風速は日本で過去に発生した

最大級の竜巻を念頭に置き， 100ｍ／ｓとすること。

・最大風速 100ｍ／ｓの竜巻の年超過確率は 10 - 8 であり，離隔

対象施設の面積は第９図に示す竜巻影響エリアに比べてさ

らに小さいため，これらに対する竜巻の年超過確率はさらに

低くなるが，車両の飛来距離算定においても設計竜巻（最大

風速 100ｍ／ｓ）を前提とすること。

・車両の最大飛来距離の算定結果は 170ｍであるが，考慮する

離隔距離は 200ｍとすること。

・飛来対策区域内の駐車場には車両が飛来物とならないように

飛来防止対策を施すとともに，周辺防護区域内に駐車する車

両については念のため同様な飛来防止対策を施すこと。

・固縛が困難な大型車両等については，十分距離が離れた周辺

防護区域外の退避場所に退避すること。

・飛来対策区域の外の車両についても駐車場所を決め，所定の

駐車場以外への駐車を禁止する運用とすること。
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第９図  離隔対象施設と竜巻影響エリアの比較  
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６．隣接する他事業との関係について  

再処理事業所に立地する再処理事業以外の事業（廃棄物管理

事業）の飛来対策区域を確認した。  

廃棄物管理事業における飛来対策 区域は第 10 図の緑線にて

示す範囲であり，再処理事業で設定した車両の退避場所が影響

を受けないことを第 10 図のとおり確認した（ＭＯＸ燃料加工

事業については，現在建設中であり，飛来対策区域の設定はな

い）。  

 

第 10 図  再処理事業及び他事業における飛来対策区域  

補8-1-20 404



 

また，建設中の 工事用資機材（ ＭＯＸ燃料加工 事業も含む）

は，作業に必要な時を除いて固縛又は屋内収納を行うものとし，

竜巻警戒（７．１参照）が発表された場合には，作業に必要な

工事用資機材についても飛来物とならないように固縛を行う

こと等の運用を定め管理を行う。  

なお，ＭＯＸ燃料加工施設においては，安全上重要な施設を

版厚 1.2ｍの鉄筋コンクリートの外壁を有する建屋に設置して

おり，ＭＯＸ燃料加工施設の設計対処施設は，離隔対象施設に

は含まれない。  
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７．車両の管理  

７．１  再処理事業所内の車両の管理について  

竜巻への対応を円滑に行うため ，「通常」，「竜巻警戒」及び

「竜巻避難」の３段階に分けて対応を行う。  

飛来対策区域における車両の運用は以下のとおりとする。  

(1)駐車する場合は，予め竜巻により飛散しないよう固縛す

る。ただし，速やかに車両の移動が可能な場合を除く。  

(2)竜巻避難の発表により，飛来対策区域内を走行または停

車している車両の運転手は，速やかに退避または固縛を

行い，近くの建物に退避する。  

(3)周辺防護区域内への車両の入構 に係る審査時には，車両

の飛来距離の評価を行い，飛来距離が 170ｍ以下と評価さ

れる車両にのみ入構を許可する。  

(4)入構を許可された車両の運転手には ，車両の退避，固縛

等に係る事項を周知する。また ，既に許可を与えられた

車両の運転手にも同様の内容を周知する。  
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７．２  車両の飛来防止対策の概略イメージ  

車両の飛来防止対策は，十分な強度を有する固縛装置で拘束

する方法により実施する。  

固縛装置による飛来防止は，車両が浮上するのを防止できる

設計とする。  

 

第 11 図  飛来防止対策イメージ  
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補足説明資料 8-2 

車両の退避について

１．はじめに

竜巻発生予測の実績等から竜巻発生 15 分前には予測が可能

であることを考慮して，竜巻襲来時の車両の退避時間の実現性

を確認した。  

２．評価の前提条件  

（１）車両の種類と台数

周辺防護区域内にある車両を調査した結果を基とし，①社

有車，②警備車両，③一時的に入構する作業車両（一時入構

車両）④シャトルバスについて対象台数を以下のとおりとし

て退避時間の算定に用いた。  

① 社有車

【使用目的】：周辺防護区域内で業務に従事する運転員等が，現

場巡視等を目的として移動する手段として使用す

る車両。  

【運用管理】：使用していない社有車は周辺防護区域外に駐車す

るか，飛来防止対策を施した駐車場所に駐車するこ

とで，竜巻襲来時の退避対応を必要としない運用と

する。  

社有車を使用して現場巡視先へ移動する場合は，飛

来防止対策を施した駐車区域（固縛装置）に駐車す

る事で，竜巻襲来時の退避対応を必要としない運用
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とする。  

【車両台数】：調査結果より，周辺防護区域内に同時に存在する

最多車両台数は 56 台である。  

②  警備車両  

【使用目的】：警備員が周辺防護区域内のパトロール，立入制限

区域への入退域管理の対応のために移動する手段

として使用する車両。  

【運用管理】：使用していない警備車両は，周辺防護区域外の駐

車区域に駐車することで，竜巻襲来時の退避対応を

必要としない運用とする。使用中の警備車両につい

ては，常時警備員が乗車するか，または警備員がす

ぐに車両に戻れる状態にすることで，竜巻襲来時に

は速やかに退避することができる運用とする。  

【車両台数】：調査結果より，周辺防護区域内に同時に存在する

最多車両台数は 28 台である。  

③  一時入構車両  

【使用目的】：周辺防護区域内で作業を行う一時立入者（工事作

業員，燃料油の給油作業員等）が，工事用資機材の

搬出入や燃料油の給油等を行うための車両。  

【運用管理】：工事用資機材の搬出入作業や燃料油の給油作業に

あたっては，車両の運転手と作業員を別とすること

で，速やかに退避することができる運用とするか，

または，飛来防止対策を施した駐車区域に駐車する

ことで竜巻発生時の退避を必要としない運用とす

る。作業のない夜間，休日等には周辺防護区域内よ
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り退去する運用とする。  

【車両台数】：調査結果より，周辺防護区域内に同時に存在する

最多車両台数は 230 台である。  

④  シャトルバス  

【使用目的】：周辺防護区域内で業務に従事する職員及び協力会

社職員等が，周辺防護区域内の移動を目的として使

用する大型バス車両。  

【運用管理】：使用していないシャトルバスは，周辺防護区域外

に停車することで，竜巻襲来時の退避対応を必要と

しない運用とする。周辺防護区域内を巡回中のシャ

トルバスは，常に運転手が搭乗し，竜巻襲来時には

速やかに退避することができる運用とする。  

【車両台数】：調査結果より，周辺防護区域内に同時に存在する

最多車両台数は 3 台である。  

 

（２）退避の対象となる車両の台数  

退避対象車両数については，周辺防護区域内に同時に存在

する最多車両総数から固縛装置に駐車する台数を除いた車

両を対象とし，周辺防護区域内に同時に存在する最大車両総

数 (56 台＋ 28 台＋ 230 台＋ 3 台 )－周辺防護区域内の固縛装置

設置数 (132 台分（予定） )＝ 185 台を避難対象車両として退

避時間の算定に用いる。  

 

（３）退避速度，距離  

周辺防護区域外への車両の退避条件を，以下の通り設定した。 
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・周辺防護区域内道路の制限速度は 30ｋｍ／ｈであるが，退

避時間の算定にあたっては保守的に想定するため，全区間

の平均速度を 20ｋｍ／ｈとした。これは冬季（積雪や凍結）

を考慮しても余裕のある速度である。

・各ゲートから最も遠い周辺防護区域内を走行または停車し

ている車両から周辺防護区域外までの距離は，第１図に示

す通りとし，メインゲート方向はサブゲート方向の導線に

突き当たるまでの 1116ｍ（走行所要時間３分 21 秒），サブ

ゲート方向は 1886ｍ（走行所要時間５分 40 秒）を移動距離

として算定する。

第１図 周辺防護区域内におけるメインゲート及び

サブゲートまでの最長距離
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（４）その他評価上の仮定

・ゲートから最も遠い場所に全退避車両が後ろ詰めで渋滞して

いる状態で竜巻避難が発表された場合を想定し，退避時間を

算定する。

・各ゲートは内側・外側共に開放し，退避車両をチェック無し

で通過させるものとする。

・ゲートから最も遠い場所を基点にしてサブゲート側に 93 台，

メインゲート側に 92 台が 10ｍ間隔で渋滞した場合を考慮す

る。

・上記車列について，メインゲート側及びサブゲート側の車は

それぞれ第２図に示す導線で各ゲートへ向かうものとする。 

第２図 メインゲート及びサブゲートへの車両退避に

想定される渋滞状況
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・周知・連絡のための時間は余裕を持って２分とする。  

・各ゲートの開放にかかる時間は，竜巻避難が発表されてから

１分（実測では 45 秒）とする。  

・実際には先頭車両の発車と同時にゲート開放が始まるが，ゲ

ートが開放されてから先頭車両が出発するものとする。  

・車列先頭の車両から余裕を持って３秒に１台の間隔で順次発

進することを想定する。第３図に車両退避イメージを示す。

この時，最後尾の車両が発進するのはメインゲート側では先

頭車両が発進してから４分 33 秒後（３秒間隔×91 台＝ 273

秒＝４分 33 秒），  サブゲート側では先頭車両が発進してか

ら４分 36 秒後（３秒間隔×92 台＝ 276 秒＝４分 36 秒）とな

る。  

 

第３図  車両退避イメージ  
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３．評価結果  

評価結果は下記の通りとなり，竜巻避難が発表されてから

15 分以内に車両の退避が可能と評価した。メイン及びサブゲ

ートの車両退避時間を第４図及び第５図に示す。  

・メインゲート側：  

周知・連絡時間２分＋ゲート開放時間１分＋最後尾車両が

発車するまでの時間４分 33 秒＋最後尾車両のメインゲー

ト外までの走行所要時間３分 21 秒＝ 10 分 54 秒。  

 

第４図  メインゲートに向かう車両退避時間  

・サブゲート側：  

周知・連絡時間２分＋ゲート開放時間１分＋最後尾車両が

発車するまでの時間４分 36 秒＋最後尾車両のメインゲー

ト外までの走行所要時間５分 40 秒＝ 13 分 16 秒。  

 

第５図  サブゲートに向かう車両退避時間  

以  上  
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補足資料説明 8-3 

竜巻襲来までに要する時間の設定の妥当性について

１．  基本方針

 再処理施設の安全機能に影響を与えないよう，再処理事業所内

に駐車及び停車している車両を固縛又は退避させる必要がある。

竜巻による再処理施設の被害を防止するため，竜巻の兆候を早期

に検知し，事前に準備をする必要がある。竜巻の兆候を早期に検

知する方法として，気象庁から発表される雷注意報及びレーダー

ナウキャストによる予測を用いる。気象庁の監視体制は 2013 年

３月のドップラーレーダー化完了により強化され，さらに研究も

進んでいることから，今後さらなる予測精度の向上が見込まれる。

よって以下の判断基準等については，今後もデータ及び知見等の

収集に努め，より信頼度の高い判断基準となるよう検討を継続し，

改善を図っていくものとする。  
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２．  判断基準の定義  

 再処理施設への竜巻襲来に係る準備体制を判断する基準とし

て，第１表に示す２段階の判断基準を設定する。  

 

第１表  竜巻準備体制の判断基準  

判断基準  定義  

１  竜巻警戒（竜巻への注意喚起）  

２  竜巻避難（竜巻襲来に備え資機材等の固縛，退避）  

 

３．  各判断基準への対応  

 判断基準１及び判断基準２の条件，取るべき対応等を第２表に

示す。また監視対象範囲は第１図に示す。  

（１）判断基準１  

＜検知基準＞  

以下①及び②の２つの状況の「ＯＲ」条件とする。  

①雷注意報が発表される。監視対象範囲は六ヶ所村とする。  

②竜巻発生確度ナウキャスト（以下「竜巻ＮＣ」という。）発生

確度１が認められる。監視対象範囲は再処理事業所を含む 40

ｋｍ×40ｋｍのメッシュ範囲とする。  

＜対応＞  

・事業所内への周知  

・屋外作業の一時中断  

・車両退避の準備（運転者は車両に戻る。）  
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（２）判断基準２  

＜検知基準＞  

以下①及び②の２つの状況の「ＡＮＤ」条件とし，監視対象範

囲は再処理事業所及び濃縮・埋設事業所を含む最小メッシュ範囲

とする。  

①竜巻ＮＣの発生確度２が認められる。監視対象範囲は再処理事

業所上空を含む 10ｋｍ×10ｋｍのメッシュ範囲とする。  

②雷ナウキャスト（以下「雷ＮＣ」という。）の活動度３が認め

られる。監視対象範囲は再処理事業所上空の４ｋｍ×４ｋｍ範

囲内とする。  

＜対応＞  

・屋外作業用資機材の固縛・撤去  

・屋外作業員の屋内への避難  

・車両退避  

第２表  判断基準１及び判断基準２に対応する  

アクション及び検知条件  

 アクション  検知条件  

判断基準１  

（竜巻警戒  

レベル）  

・事業所内への周知  

・屋外作業の一時中断  

・車両退避の準備（運転者は車

両に戻る）  

雷注意報  

又は  

竜巻発生確度１  

判断基準２  

（竜巻避難  

レベル）  

・屋外作業用資機材の固縛又は

撤去  

・屋外作業員の屋内への避難  

・車両退避  

竜巻発生確度２  

かつ  

雷活動度３  

上記判断基準１及び 判断基準２に係る情報を一般財団法人日本気象協会より提

供いただき運用する。  
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第１図  判断基準１及び判断基準２における  

検知基準の監視範囲  
 

４．判断基準に用いる気象情報の妥当性  

気象庁から発表される情報発表時刻（雷注意報または竜巻発生

確度１）から竜巻発生時刻までの時間差（以下「リードタイム」

という。）をＦ１以上の竜巻について５分ごとに集計し，竜巻捕

捉率として算出した。（第３表）集計するデータは，気象庁ホー

ムページにて竜巻発生確度等の発表のデータが整理されている

2010 年～ 2015 年を対象とした。全体としての竜巻捕捉率は 100％

と高く，時間経過に依存して竜巻捕捉率が減衰傾向を示す。リー

ドタイム 15 分超における竜巻捕捉率は 93％，さらにリードタイ

ム 30 分超おいて竜巻捕捉率は 84％といずれも高い捕捉率を示し

ている。  

  

竜 巻 発 生 確 度 ナ ウ キ ャ ス ト  

デ ー タ メ ッ シ ュ （ 1 0 ｋ ｍ × 1 0ｋ ｍ ）  

雷 ナ ウ キ ャ ス ト  

デ ー タ メ ッ シ ュ （ １ ｋ ｍ ×１ ｋ ｍ ）  

竜 巻 発 生 確 度 1 の 監 視 範 囲  

デ ー タ メ ッ シ ュ （ 4 0ｋ ｍ × 4 0ｋ ｍ ）  

竜 巻 発 生 確 度 ２ の 監 視 範 囲  

（ 1 0ｋ ｍ × 1 0ｋ ｍ ）  

雷 活 動 度 ３ の 監 視 範 囲  

（ ４ ｋ ｍ ×４ ｋ ｍ ）  

北  

再 処 理 事 業 所  
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第３表  Ｆ１以上の竜巻におけるリードタイム  

ごとの竜巻捕捉率  

 

 

藤田スケールの被害指標では，Ｆ３の場合には「自動車は持ち

上げられ飛ばされる。」となっており，万一衝突した場合の影響

が大きい車両が再処理施設に影響を及ぼす竜巻はＦ３以上と考

えられるが，第４表のとおり，竜巻ＮＣ運用開始後に発生したＦ

３スケール以上の竜巻については発生確度２が事前に出されて

いることから，「竜巻発生確度２」を用いることで，Ｆ３スケー

ルの竜巻予測は可能と考えられる。  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 計
発令なし・遅れ 0 0 0 0 0 0 0
5分以内 0 0 0 1 0 0 1
5分超～10分以内 0 0 0 1 0 0 1
10分超～15分以内 0 1 0 1 0 0 2
15分超～20分以内 1 0 0 2 0 0 3
20分超～25分以内 0 0 0 0 0 0 0
25分超～30分以内 1 0 1 0 0 0 2
30分超～35分以内 0 0 1 0 1 0 2
35分超～40分以内 1 0 0 0 0 0 1
40分超～45分以内 2 0 0 0 0 0 2
45分超～50分以内 1 0 0 0 2 2 5
50分超～55分以内 0 0 0 0 0 1 1
55分超～60分以内 0 1 1 0 0 0 2
60分超 0 3 7 16 3 6 35
計 6 5 10 21 6 9 57

全体 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5分超 100% 100% 100% 95% 100% 100% 98%
10分超 100% 100% 100% 90% 100% 100% 96%
15分超 100% 80% 100% 86% 100% 100% 93%
20分超 83% 80% 100% 76% 100% 100% 88%
25分超 83% 80% 100% 76% 100% 100% 88%
30分超 67% 80% 90% 76% 100% 100% 84%
35分超 67% 80% 80% 76% 83% 100% 81%
40分超 50% 80% 80% 76% 83% 100% 79%
45分超 17% 80% 80% 76% 83% 100% 75%
50分超 0% 80% 80% 76% 50% 78% 67%
55分超 0% 80% 80% 76% 50% 67% 65%
60分超 0% 60% 70% 76% 50% 67% 61%
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第４表  竜巻ＮＣによるＦ３竜巻の予測実績  

発生時間  発生箇所  竜巻発生確度  

及び発令時間  

2012.５ .６  

12:35～ 12:53 

茨城常総市  確度２（ 12:20）  

 

また，雷は積乱雲内の上昇気流によって発生する
（ １ ）

ことから，雷

ＮＣも考慮に加えることとした。  

強い竜巻は，スーパーセルと呼ばれる発達した積乱雲の下で発

生する。竜巻発生確度２は，メソサイクロン（スーパーセル中に

ある水平規模数ｋｍの小さな低気圧）の検出が条件となっている

が，これはメソサイクロン付近で竜巻などの激しい突風の可能性

があると判断される
（ ２ ）

ためである。さらに降水強度を低めに見積も

ることによって，発達中の積乱雲から発生する突風を見逃さない

ようにしている。  

 積乱雲は成長期，成熟期及び衰退期の３段階のライフサイクル

で形成，消滅する
（ ２ ）

が，このサイクル中で竜巻及び雷が発生するの

は積乱雲が最も発達した成熟期であり，この成熟期の初期段階又

は発達した積乱雲の接近を把握する方法として，雷ＮＣを利用す

る。  

雷は積乱雲内の上昇気流によって発生するため，落雷が発生し

ている場所（活動度３以上の地域）は強い上昇気流場であると言

えるが，雷ＮＣの活動度３以上の場所は，既に対地放電が起きて

いる強い放電密度を持った場所を示しており，強い雷雲の位置を

示していることになる。  
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また，雷活動度の予測には盛衰傾向による補正が加えられてお

り，現時点では成長期及び成熟期初期にある積乱雲に対して継続

期間を考慮した予測がなされている。すなわち，単純な積乱雲の

移動による雷の発生予測だけではなく，積乱雲の発達も考慮に加

えられている
（ ２ ）

。  

以上より，竜巻発生確度２及び雷活動度３以上の組み合わせを，

竜巻発生の指標とすることは妥当であると判断した。  

 

＜参考文献＞  

（１）大野久雄：雷雨とメソ気象（ 2001，東京堂出版）  

（２）雷ナウキャストにおける雷の解析・予測技術と  

利用方法（測候時報 78．３  2011）  

 

以  上  
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補足説明資料 8-4 

再処理施設

運用，手順説明資料

外部からの衝撃による損傷の防止

（竜巻）
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る
と

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象
に

よ
り

当
該

安
全

上
重

要
な

施
設

に
作

用
す

る
衝

撃
及

び
設

計
基

準
事

故
時

に
生

ず
る

応
力

を
適

切
に

考
慮

し
た

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
，

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象
（

地
震

，
津

波
を

除
く

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。
）

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

安
全

機
能

を
損

な
わ

な
い

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

安
全

上
重

要
な

施
設

は
，

当
該

安
全

上
重

要
な

施
設

に
大

き
な

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
想

定
さ

れ
る

自
然

現
象

に
よ

り
当

該
安

全
上

重
要

な
施

設
に

作
用

す
る

衝
撃

及
び

設
計

基
準

事
故

時
に

生
ず

る
応

力
を

適
切

に
考

慮
し

た
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
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再
処

理
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

 
対

象
項

目
 

区
分

 
運

用
対

策
等

 

第
９

条
 

外
部

か
ら

の
衝

撃
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

 

資
機

材
，

車
両

等
の

飛
来

物
発

生
防

止
対

策
（

固
縛

，
固

定
，

設
計

対
処

施
設

か
ら

の
隔

離
，

建
屋

内
収

納
又

は
撤

去
）

 

運
用

・
手

順
 

・
屋

外
の

飛
散

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

資
機

材
，

車
両

等
に

つ

い
て

，
飛

来
時

の
運

動
エ

ネ
ル

ギ
等

を
評

価
し

，
設

計
対

処
施

設
へ

の
影

響
の

有
無

を
確

認
す

る
。
設

計
対

処
施

設

へ
影

響
を

及
ぼ

す
資

機
材

，
車

両
等

に
つ

い
て

は
，
固

縛
，

固
定

，
設

計
対

処
施

設
か

ら
の

隔
離

，
建

屋
内

収
納

又
は

撤
去

の
飛

来
物

発
生

防
止

対
策

に
つ

い
て

手
順

等
を

定

め
る

。
 

体
制

 
・

担
当

課
に

よ
る

保
守

・
点

検
の

体
制

 

保
守

・
点

検
 

・
日

常
点

検
 

・
定

期
点

検
 

・
損

傷
時

の
修

理
 

教
育

・
訓

練
 

・
運

用
・

手
順

，
保

守
・

点
検

に
関

す
る

教
育
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再
処

理
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

 
対

象
項

目
 

区
分

 
運

用
対

策
等

 

第
９

条
 

外
部

か
ら

の
衝

撃
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

設
計

対
処

施
設

を

防
護

す
る

た
め

の

操
作

・
確

認
事

項
 

運
用

・
手

順
 

・
竜

巻
の

襲
来

が
予

想
さ

れ
る

場
合

及
び

竜
巻

襲
来

後
に

お
い

て
，

設
計

対
処

施
設

を
防

護
す

る
た

め
の

操
作

・
確

認
，

修
理

等
が

必

要
と

な
る

事
項

に
つ

い
て

手
順

等
を

定
め

る
。

 

[
操

作
・

確
認

事
項

]
 

 
・

竜
巻

に
関

す
る

情
報

入
手

及
び

情
報

入
手

後
の

対
応

 

 
（

情
報

の
入

手
，

周
知

，
体

制
判

断
，

実
施

方
法

と
手

順
）

 

 
・

竜
巻

襲
来

が
予

想
さ

れ
る

場
合

の
対

応
に

関
す

る
運

用
・

手
順

 

 
（

竜
巻

襲
来

が
予

想
さ

れ
る

場
合

の
使

用
中

の
資

機
材

の
固

縛
等

）
 

 
・

竜
巻

襲
来

が
予

想
さ

れ
る

場
合

の
再

処
理

施
設

の
運

用
・

手
順

 

[
修

理
]
 

 
・

設
備

が
損

傷
し

た
場

合
の

代
替

設
備

の
確

保
及

び
修

理
，

取
替

等
の

運
用

，
手

順
 

体
制

 

・
担

当
課

に
よ

る
作

業
中

止
等

の
実

施
体

制
 

・
竜

巻
襲

来
に

備
え

た
体

制
の

構
築

，
実

施
及

び
解

除
の

判
断

基
準

，

実
施

手
順

，
連

絡
方

法
等

 

・
担

当
課

に
よ

る
保

守
・

点
検

の
体

制
 

・
担

当
課

に
よ

る
損

傷
箇

所
の

修
理

体
制

 

保
守

・
点

検
 

・
日

常
点

検
 

・
定

期
点

検
 

・
損

傷
時

の
修

理
 

教
育

・
訓

練
 
・

運
用

・
手

順
，

体
制

，
保

守
・

点
検

に
関

す
る

教
育
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補足資料説明 8-5 

 

竜巻発生確度ナウキャスト及び雷ナウキャストについて  

 

１．竜巻発生確度ナウキャストとは  

10ｋｍ格子単位で「竜巻が発生する可能性の程度」を２つの階

級（発生確度１，２）で解析し， 10 分ごとに１時間先までの予

測を行うものであり，気象庁より提供される。  

竜巻などの激しい突風は，規模が小さくレーダーなどの観測機

器で直接実体を捉えることができないため，竜巻をもたらす発達

した積乱雲の中にある直径数キロのメソサイクロンの検出又は，

大気環境，積乱雲の発生場所・発生状況から突風の発生可能性を

表す指数「突風危険指数」が基準を満たした場合に発生確度の解

析を開始し，降水強度の解析と重ねて降水強度が強い格子を発生

確度１，２と判断する。  

 

（１）発生確度１  

メソサイクロンの検出又は突風危険指数の基準を満たした（Ｏ

Ｒ条件）格子の周辺 100ｋｍ範囲は「積乱雲が発生すれば突風の

可能性がある」領域（発生確度１背景）と考え，この領域の降水

強度が強い格子を「発生確度１」と判定する。  
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（２）発生確度２  

メソサイクロンの検出及び突風危険指数の基準を満たした（Ａ

ＮＤ条件）格子の周辺 40ｋｍ範囲は「積乱雲が発生すれば突風

の可能性が発生確度１背景より高い」領域（発生確度２背景）と

考え，この領域の降水強度が強い格子を「発生確度２」と判定す

る。  

 

図１  気象ドップラーレーダーによる積乱雲中の  

メソサイクロンの検出
（ １ ）

 

 

２．雷ナウキャストとは  

雷ナウキャストは，雷の激しさや雷の可能性を１ｋｍ格子単位

で解析し， 10 分ごとに１時間先までの予測を行うものであり，

気象庁より提供される。  

雷の解析は，雷監視システムによる雷放電の検知及びレーダー

観測などを基にして活動度１～４で表される。予測については，
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雷雲の移動方向に移動させるとともに，雷雲の盛衰傾向も考慮し

ている。  

雷ナウキャストでは，雷監視システムによる雷放電の検知数が

多いほど激しい雷が発生している（活動度が高い）としており，

雷放電を検知していない場合でも，雷雲の特徴から雷雲解析をす

るとともに，雷雲が発達する可能性のある領域も解析している。 

 

図２  雷ナウキャストの解析，予測及び活動度
（ ２ ）
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補足説明資料9-1 

竜巻防護対策設備の設計について 

竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット及び飛来物防護板）は，竜巻が襲来

した場合に竜巻防護対象施設を設計飛来物から防護する機能を有する。ここ

では，竜巻防護対策設備の設備設計について，事業指定基準規則（以下「規

則」という。）及びその解釈に照らして設計条件を示す。 

１．安全機能の重要度 

  安全上重要な施設は、規則の解釈第１条（定義）第３項にて以下のよう

に定義されている。 
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再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第１章（総則） 

第１条（定義） 

３ 第２項第５号に規定する「安全上重要な施設」とは，以下に掲げるものが含まれる

ものである。ただし，その機能が喪失したとしても，公衆及び従事者に過度の放射

線被ばくを及ぼすおそれのないことが明らかな場合は，この限りでない。 

  一 プルトニウムを含む溶液又は粉末を内蔵する系統及び機器（溶解，分離，抽

出，精製，製品貯蔵等の主工程において，プルトニウムを主な成分として内蔵

する系統及び機器をいい，サンプリング系統等に内蔵される放射性物質量の非

常に小さいもの及び低レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器等，プ

ルトニウム濃度の非常に低いものを含まない。 

  二 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器 

  三 上記一及び二の系統及び機器の換気系統（逆止弁，ダクト，洗浄塔，フィル

タ，排風機，主排気筒等を含む。以下同じ。）及びオフガス処理系統 

  四 上記一及び二の系統及び機器並びにせん断工程を収納するコンクリートセル，

グローブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル

等」という。） 

  五 上記四の換気系統 

  六 上記四のセル等を収納する構築物及びその換気系統 

  七 ウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器の換気系統 

  八 非常用所内電源系統及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧縮空気等の

主要な動力源 

  九 熱的，化学的又は核的制限値を維持するための系統及び機器 

  十 使用済燃料を貯蔵するための施設 

  十一 高レベル放射性固体廃棄物を保管廃棄するための施設 

十二 安全保護回路 

十三 排気筒 

十四 制御室等及びその換気系統 

十五 その他上記各系統等の安全機能を維持するために必要な計測制御系統，冷却

     水系統等 

 

 竜巻防護対策設備は，同項第一号～第十五号のいずれにも該当せず，その

機能を喪失したとしても公衆及び従事者に過度な放射線被ばくを及ぼすおそ

れがないことは明らかであることから，安全上重要な施設には該当しない。 
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２．地震に対する設計 

竜巻防護対策設備は，地震時にその安全機能の維持を要求されているもの

ではない。また規則の解釈第７条及び別記２に示す耐震重要度分類によると，

耐震クラスはＣクラスとなる。 

ただし，竜巻防護対策設備は，安全上重要な施設を覆う構造又は安全上重

要な施設に支持する構造とすることから，規則の解釈別記２ 第７条第７項

に基づき，上位クラスである安全上重要な施設が波及的影響により安全機能

を損なわないことを基準地震動Ssにて確認することとしている。 
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（別記２） 

第７条（地震による損傷の防止） 

２ 第７条第２項に規定する「地震によって生ずるおそれがある安全機能を有する施設

の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度とは，地震により発

生するおそれがある安全機能を有する施設の安全機能の喪失（地震に伴って発生す

るおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む）及びそれ

に続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，各施設の安全機能が喪失し

た場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）をいう。安全機能を

有する施設は，耐震重要度に応じて，以下に掲げるクラス（以下「耐震重要度分

類」という。）に分類するものとする。 

  一 Ｓクラス 

    自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪

失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質を外部に

放出する可能性のある事態を防止するために必要な施設及び事故発生の際に，

外部に放出される放射性物質による影響を低減させるために必要な施設，並び

に地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するた

めに必要となる施設であって，環境への影響が大きいものをいい，例えば，次

の施設が挙げられる。 

    ①その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設 

    ②使用済燃料を貯蔵するための施設 

    ③高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却系統 

    ④プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

    ⑤上記③及び④の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，その影響

の拡大を防止するための施設 

    ⑥上記③，④及び⑤に関連する施設で放射性物質の外部へ放出を抑制するため

の施設 

    ⑦津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施設」という。）及び浸水防止

機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。） 

    ⑧敷地における津波監視機能を有する施設（以下「津波監視設備」という。） 

    ⑨上記①から⑧の施設の機能を確保するために必要な施設 

上記に規定する「環境への影響が大きい」とは，敷地周辺の公衆の実効線量の

評価値が発生事故あたり５mSvを超えることをいう。 

  二 Ｂクラス 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラス施設と比べ

小さい施設をいい，例えば，次の施設が挙げられる。 

①放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部拡散を抑制するための施設

で，Ｓクラスに属さない施設 

②放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設（ただし

内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線

の影響が十分小さいものは除く。） 

  三 Ｃクラス 

    Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設と同等の

安全性が要求される施設をいう。 
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（別記２） 

第７条（地震による損傷の防止） 

７ 第７条第３項に規定する「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければなら

ない」ことを満たすために，基準地震動に対する安全機能を有する施設の設計に当

たっては，以下の方針によること。 

～中略～ 

また，耐震重要施設が，耐震重要度の下位のクラスに属するものの波及的影響に

よって，その安全機能を損なわないように設計すること。 

この波及的影響の評価に当たっては，敷地全体を俯瞰した調査・検討の内容等を

含めて，事象選定及び影響評価の結果の妥当性を示すとともに，耐震重要施設の

設計に用いる地震動又は地震力を適用すること。 

なお，上記の「耐震重要施設が，耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの

波及的影響によって，その安全機能を損なわない」とは，少なくとも以下に掲げ

る事項について，耐震重要施設の安全機能への影響が無いことを確認することを

いう。 

 a) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下によ

る影響 

 b) 耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影響 

 c) 建屋内における下位のクラスの施設の損傷，転倒及び落下等による耐震重

要施設への影響 

 d) 建屋外における下位のクラスの施設の損傷，転倒及び落下等による耐震重

要施設への影響 
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３．竜巻防護対策設備の設計方針 

 上記１～２を考慮し，竜巻防護対策設備の設計方針は以下のとおりとする。 

(1) 飛来物防護板 

ａ．設計飛来物の貫通を防止することができる設計とする。 

ｂ．設計荷重（竜巻）に対して，支持架構の構造健全性を維持できる設計

とする。 

ｃ．竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計とする。 

ｄ．地震，火山の影響及び外部火災により竜巻防護対象施設に波及的影響

を与えない設計とする。 

 

(2) 飛来物防護ネット 

ａ．設計飛来物の運動エネルギを吸収することができる設計とする。 

ｂ．設計飛来物の通過を防止できる設計とする。 

ｃ．設計荷重（竜巻）に対して，支持架構の構造健全性を維持できる設計

とする。 

ｄ．冷却塔の冷却性能に影響を与えない設計とする。 

ｅ．地震，火山の影響及び外部火災により竜巻防護対象施設に波及的影響

を与えない設計とする。 

 

以 上 
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補足説明資料9-2 

竜巻防護対策設備の設計及び評価方針 

１．概要 

 本資料は，竜巻防護対策設備の設計及び評価の方針が「再処理施設の設計

及び工事の方法の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）

第五条の四に適合することを説明するものである。 
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２．竜巻防護に関する設計方針 

2.1 基本方針 

安全機能を有する施設のうち，竜巻から防護すべき施設を竜巻防護対

象施設として選定する。竜巻防護対象施設は，設計竜巻等による影響を評

価し，その安全機能を損なわない設計とする。安全機能を損なうおそれが

ある場合には，竜巻防護対策設備を設置し，対策を講じる。 

 

 2.2 竜巻防護対策設備を設置する竜巻防護対象施設 

竜巻防護対象施設は以下のように分類される。 

(1) 建屋に収納される竜巻防護対象施設（外気と繋がっている施設を除

く） 

(2)  建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設 

(3)  屋外の竜巻防護対象施設及び建屋内の施設で外気と繋がっている竜

巻防護対象施設 

このうち，建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設

及び屋外の竜巻防護対象施設において設計竜巻の影響により安全機能を損

なうおそれのあるものについては竜巻防護対策設備を設置し，竜巻防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

  竜巻防護対策設備を設置する竜巻防護対象施設を以下に示す。 

  (1) 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設 

(ａ) 第２非常用ディーゼル発電機 

(ｂ) 前処理建屋の安全蒸気系 

(ｃ) 前処理建屋の非常用所内電源系統 

(ｄ) 前処理建屋の計測制御系統施設 

(ｅ) 精製建屋の非常用所内電源系統 
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(ｆ) 精製建屋の計測制御系統施設 

(ｇ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所内電源系統 

(ｈ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の計測制御系統施設 

(ｉ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系 

(ｊ) 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器 

(ｋ) 非常用電源建屋の非常用所内電源系統 

(ｌ) 主排気筒の排気筒モニタ 

(ｍ) 制御建屋中央制御室換気設備 

  (2) 屋外の竜巻防護対象施設のうち，主排気筒を除く施設 

(ａ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔

Ａ，Ｂ 

(ｂ) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

(ｃ) 冷却塔に接続する屋外設備 

(ｄ) 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

 (ｅ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｆ) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｇ) 前処理建屋換気設備 

(ｈ) 分離建屋換気設備 

(ｉ) 精製建屋換気設備 

(ｊ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

(ｋ) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

 

 2.3 竜巻防護対策設備の設計 

竜巻防護対策設備の種類及び仕様を以下に示す。 

  2.3.1 飛来物防護ネット 
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飛来物防護ネットは，竜巻防護対策設備を必要とする竜巻防護対象

施設のうち，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系

冷却塔Ａ及びＢ，再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ及びＢ並

びに第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ及びＢに

設置する。 

(1) ネット（鋼製金網）により，設計飛来物の運動エネルギを吸収

し，また，冷却塔の冷却性能に影響を与えない設計とする。 

(2) 設計飛来物の通過を防止できるよう，上記ネットは第１図のよ

うに複数枚重ね合わせ，開口面積が設計飛来物の面積を下回る設

計とする。 

   また，必要に応じて飛来物防護板を組み合わせ，開口面積が設

計飛来物の面積を下回る設計とする。  

(3) 地震，火山の影響及び外部火災により竜巻防護対象施設に波及

的影響を与えない設計とする。 

(4) 設計荷重（竜巻）に対して，支持架構の構造健全性を維持でき

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 ネットの重ね合わせイメージ 
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  2.3.2 飛来物防護板 

飛来物防護板は，竜巻防護対策設備を必要とする竜巻防護対象施設

のうち，前処理建屋の安全蒸気系を設置する室の外壁，屋根及び開口

部，前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用

所内電源系統を設置する室の開口部，計測制御系統施設を設置する室

の開口部及び安全冷却水系を設置する室の開口部，非常用電源建屋の

うち第２非常用ディーゼル発電機を設置する室の外壁及び非常用所内

電源系統を設置する室の開口部，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行

クレーンの遮蔽容器を設置する室の外壁，主排気筒に接続する屋外配

管及び屋外ダクト，主排気筒の排気筒モニタ及びこれを設置する主排

気筒管理建屋，制御建屋中央制御室換気設備を設置する室の開口部並

びに冷却塔に接続する屋外設備に設置する。 

（1） 鋼板（第２図に例示）又は鉄筋コンクリート板（第３図に例示）

により，設計飛来物の衝突に対して貫通及び裏面剥離を防止でき

る設計とする。 

（2） 地震，火山の影響及び外部火災により竜巻防護対象施設に波及

的影響を与えない設計とする。  

（3） 竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計とする。 

（4） 設計荷重（竜巻）に対して，支持架構の構造健全性を維持でき

る設計とする。 
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第２図 飛来物防護板概略図（鋼板の例：主排気筒周辺） 
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第３図 飛来物防護板概略図（鉄筋コンクリートの例：建屋開口部） 
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３．竜巻防護対策設備の評価 

設計対処施設及び竜巻防護対策設備の評価にあたっては，施設の分類

ごとの設計方針及び要求機能を整理するとともに，その要求機能を満足し

ていることを確認するため，施設の分類ごとに竜巻の荷重及びそれと組み

合わせる荷重を設定し，評価方針を設定する。評価方針を以下示す。 

 3.1 評価方針 

  3.1.1 飛来物防護ネット 

飛来物防護ネットの構造健全性を評価するにあたっては，竜巻に

よる風圧力，設計飛来物の衝撃荷重を考慮するとともに，飛来物防

護ネットに常時作用する荷重及び運転時荷重並びに竜巻以外の自然

現象による荷重を適切に組み合わせて評価する。設計飛来物の衝撃

荷重については，飛来物防護ネットの構造を考慮し，適切に作用さ

せる方針とする。 

飛来物防護ネットの鋼製ネットの評価にあたっては，ネット，ワ

イヤロープ及び接続冶具（支持部，固定部）に破断が生じないよう

十分な強度を有することを確認する。また，風圧力及び設計飛来物

の運動エネルギを吸収することによる鋼製ネットのたわみ量を評価

し，設計飛来物が竜巻防護対象施設に衝突しないよう十分な離隔距

離を有することを確認する。飛来物防護板を用いる箇所については，

貫通を防止するための最小必要厚さを上回っていることを確認する。 

なお，飛来物防護ネットは外気に対して開かれた設備であること

から，気圧差荷重は考慮しない。 

  3.1.2 飛来物防護板 

飛来物防護板の支持架構の構造健全性を評価するにあたっては，

風圧力，気圧差，設計飛来物の衝撃荷重を考慮するとともに，飛来
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物防護板に常時作用する荷重及び運転時荷重並びに竜巻以外の自然

現象による荷重を適切に組み合わせて評価する。設計飛来物の衝撃

荷重については，飛来物防護板の構造を考慮し，適切に作用させる

方針とする。 

飛来物防護板の鋼板又は鉄筋コンクリート板の評価にあたっては，

貫通及び裏面剥離を防止するための必要最小厚さを上回っているこ

とを確認する方針とする。 

 

3.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定 

   設計竜巻及び設計飛来物の設定について，以下に示す。 

(1) 設計竜巻 

蓄積されている知見の少なさといった不確定要素を考慮し，将来の

竜巻発生に関する不確実性を踏まえ，基準竜巻の最大風速を安全側に

切り上げて，設計竜巻の最大風速を100ｍ／ｓとする。設計竜巻の特

性値を第１表に示す。 

第１表 設計竜巻等の特性値 

最大風速 

ＶＤ 

（ｍ／ｓ） 

移動速度 

ＶＴ 

（ｍ／ｓ） 

最大接線風速 

ＶＲｍ 

（ｍ／ｓ） 

最大接線風速半径 

Ｒｍ 

（ｍ） 

最大気圧低下量 

ΔＰｍａｘ 

（ｈＰａ） 

最大気圧低下率 

（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ 

（ｈＰａ／ｓ） 

100 15 85 30 89 45 

 

(2) 設計飛来物 

原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（以下「竜巻ガイド」という。）

を参考に，現地調査及び検討の結果から，鋼製材（長さ×幅×奥行 4.

2ｍ×0.3ｍ×0.2ｍ）を設計飛来物として設定する。さらに，飛来物
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防護ネットの形状及び寸法を考慮して，鋼製パイプ（長さ×直径：2.

0ｍ×0.05ｍ）も設計飛来物として設定する。 

なお，飛来物となるおそれのあるもののうち，運動エネルギ及び貫

通力が設計飛来物である鋼製材よりも大きなものについては，固縛，

建屋収納又は敷地からの撤去により飛来物とならないよう運用管理を

行う。 

第２表に再処理施設における設計飛来物を示す。 

第２表 再処理施設における設計飛来物 

飛来物の種類 鋼製パイプ 鋼製材 

最大風速（ｍ／ｓ） 100 

寸法（ｍ） 
長さ×直径 
2.0×0.05 

長さ×幅×奥行 
4.2×0.3×0.2 

質量（ｋｇ） 8.4 135 

最大水平速度（ｍ／ｓ） 49 51 

最大鉛直速度（ｍ／ｓ） 33 34 

 

 3.3 設計竜巻荷重 

設計竜巻により設計対処施設に作用する設計竜巻荷重を以下に示す。 

  3.3.1 風圧力による荷重 

竜巻の最大風速による荷重であり，竜巻ガイドを参考に，次式のと

おり算出する。 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

ここで， 

ＷＷ ：風圧力による荷重 

ｑ ：設計用速度圧 

Ｇ ：ガスト影響係数（＝1.0） 

Ｃ  ：風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位に応じて設定
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する。） 

Ａ ：施設の受圧面積 

ｑ＝（1／2）・ρ・ＶＤ
２ 

である。ここで， 

ρ ：空気密度 

ＶＤ ：設計竜巻の最大風速 

である。 

ただし，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風速として

算定されるが，鉛直方向の風圧力に対してぜい弱と考えられる場合に

は，鉛直方向の最大風速に基づいて算出した鉛直方向の風圧力による

荷重についても考慮した設計とする。 

 

  3.3.2 気圧差による荷重 

外気と隔離されている区画の境界部が気圧差による圧力影響を受け

る設備及び竜巻防護対象施設を収納する建屋の壁及び屋根においては，

設計竜巻による気圧低下によって生じる竜巻防護対象施設の内外の気

圧差による圧力荷重を考慮し，保守的に「閉じた施設」を想定して次

式のとおり算出する。「閉じた施設」とは通気がない施設であり，施設

内部の圧力が竜巻の通過以前と以後で等しいとみなせる。他方，施設

の外側の圧力は竜巻の通過中に変化し，施設内外に圧力を生じさせる。 

ＷＰ＝ΔＰｍａｘ・Ａ 

ここで， 

ＷＰ ：気圧差による荷重 

ΔＰｍａｘ：最大気圧低下量 

Ａ   ：施設の受圧面積 
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である。 

 

  3.3.3 飛来物の衝撃荷重 

竜巻ガイドを参考に，衝突時の荷重が大きくなる向きで設計飛来物

が竜巻防護対策設備に衝突した場合の衝撃荷重を算出する。 

また，貫通評価においても，設計飛来物の貫通力が大きくなる向き

で衝突することを考慮して評価を行う。 

各設計飛来物による衝撃荷重は，設計飛来物の形状，剛性等の機械

的特性に基づいて適切に設定する。 

 

  3.3.4 設計竜巻荷重の組合せ 

設計対処施設の設計に用いる設計竜巻荷重は，竜巻ガイドを参考に風

圧力による荷重（ＷＷ），気圧差による荷重（ＷＰ）及び設計飛来物によ

る衝撃荷重（ＷＭ）を組み合わせた複合荷重とし，複合荷重ＷＴ１及びＷ

Ｔ２は米国原子力規制委員会の基準類を参考として，以下のとおり設定す

る。 

ＷＴ１＝ＷＰ 

ＷＴ２＝ＷＷ＋（1／2）・ＷＰ＋ＷＭ 

なお，竜巻防護対策設備にはＷＴ１及びＷＴ２を適切に作用させる。 

 

 3.4 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおりとする。 

  3.4.1 設計対処施設に常時作用する荷重及び運転時荷重 

設計対処施設に常時作用する荷重及び運転時荷重を適切に組み合わ

せる。 
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  3.4.2 竜巻以外の自然現象による荷重 

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり，積乱雲の発達時

に竜巻と同時に発生する可能性がある自然現象は，落雷，積雪，降雹

及び降水である。これらの自然現象により発生する荷重の組合せの考

慮は，以下のとおりとする。 

なお，風（台風）に対しては，建築基準法に基づく風荷重が設計竜

巻を大きく下回ることから，設計竜巻荷重に包絡される。 

ただし，竜巻と同時に発生する自然現象については，今後も継続的

に新たな知見の収集に取り組み，必要な事項については適切に反映を

行う。 

(1) 落  雷 

落雷による影響は雷撃であり，荷重は発生しないため，竜巻と落雷

の組合せは考慮しない。 

(2) 積  雪 

再処理施設の立地地域は，冬季においては積雪があるため，冬季に

おける竜巻の発生を想定し，建築基準法に基づいて積雪の荷重を適切

に考慮する。 

(3) 降  雹 

降雹は積乱雲から降る直径５ｍｍ以上の氷の粒であり，仮に直径

10ｃｍ程度の大型の降雹を仮定した場合でも，その質量は約 0.5ｋｇ

である。竜巻及び降雹が同時に発生する場合においても，直径 10ｃ

ｍ程度の降雹の終端速度は 59ｍ／ｓ，運動エネルギは約 0.9ｋＪであ

り，設計飛来物の運動エネルギと比べて十分小さく，設計竜巻荷重に

包絡されるため，竜巻と降雹の組合せは考慮しない。 

補9-2-13 456



 

 

(4) 降  水 

降水により屋外施設に荷重の影響を与えることはなく，また降水に

よる荷重は十分小さいため，設計竜巻荷重に包絡される。したがって，

竜巻と降水の組合せは考慮しない。 

 

 3.5 許容限界 

竜巻ガイドを参考に，竜巻による荷重と地震荷重との類似性，規格

等への適用性を踏まえ，安全上適切と認められる規格及び基準又は試

験等で妥当性が確認されている値を用いて，以下のことを確認する。 

(1) 竜巻防護対策設備のうち飛来物防護ネットの鋼製ネットの許容

限界は，鋼製ネットに破断が生じないこととする。また，設計飛

来物の衝突によりたわみを生じても設計飛来物が竜巻防護対象施

設に衝突しないこととする。 

(2) 飛来物防護ネット及び飛来物防護板の鋼板は，設計飛来物が貫

通しない必要最小厚さ以上の板厚を有することとする。また，鉄

筋コンクリート板は，設計飛来物による貫通及び裏面剥離が生じ

ない必要最小厚さ以上の板厚を有することとする。  

(3) 飛来物防護ネットの支持架構及び飛来物防護板の支持架構に対

しては，施設を構成する主要構造部材が破断荷重に適切な安全率

を考慮した強度が確保されていること又は支持架構に塑性ひずみ

が生ずる場合であっても，その範囲が部材の一部に限定されるこ

ととする。 

以 上 
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事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（1/22） 

 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

再処理の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

第九条 安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地

震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生した場合に

おいても安全機能を損なわないものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影

響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該安

全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる

応力を適切に考慮したものでなければならない。 

 

 

再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

１ 第９条は、設計基準において想定される自然現象（地震

及び津波を除く。）に対して、安全機能を有する施設が安全

機能を損なわないために必要な重大事故等対処設備への措置

を含む。 

２ 第１項に規定する「想定される自然現象」とは、敷地の

自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積

雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災等

をいう。 

３ 第１項に規定する「想定される自然現象（地震及び津波

を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安

全機能を損なわないもの」とは、設計上の考慮を要する自然

現象又はその組合せに遭遇した場合において、自然事象その

ものがもたらす環境条件及びその結果として当該施設で生じ

得る環境条件において、その設備が有する安全機能が達成さ

れることをいう。 

４ 第２項に規定する「大きな影響を及ぼすおそれがあると

想定される自然現象」とは、対象となる自然現象に対応し

て、最新の科学的技術的知見を踏まえて適切に予想されるも

のをいう。なお、過去の記録、現地調査の結果、最新知見等

を参考にして、必要のある場合には、異種の自然現象を重畳

させるものとする。 

５ 第２項に規定する「適切に考慮したもの」とは、大きな

影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により安全

上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故が発生した場

合に生じる応力を単純に加算することを必ずしも要求するも

のではなく、それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して

適切に組み合わせた場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

 (６) その他の主要な構造 

 

 (ⅳ) 再処理施設は，敷地で予想される台風，異常寒波，

豪雪等の自然現象によってもその安全機能が損なわれること

のない構造及び配置とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

（ⅰ）安全機能を有する施設 

 (ａ)外部からの衝撃による損傷の防止 

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の自然環境

を基に想定される洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積

雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等

の自然現象（地震及び津波を除く。）又は地震及び津波を含

む組合せに遭遇した場合において，自然現象そのものがもた

らす環境条件及びその結果として再処理施設で生じ得る環境

条件においても，安全機能を損なわない設計とする。 

なお，敷地内又はその周辺で想定される自然現象のうち，

洪水及び地滑り並びに津波については，立地的要因により設

計上考慮する必要はない。 

上記に加え，安全上重要な施設は，最新の科学的技術的知

見を踏まえ，当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすお

それがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施

設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を，それ

ぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせ

た条件においても，安全機能を損なわない設計とする。 

また，安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の状

況を基に想定される飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，

爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障

害等のうち再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）（以下「人為事象」という。）に対して安全機能を損

なわない設計とする。 

なお，敷地内又はその周辺の状況を基に想定される人為事

象のうち，ダムの崩壊及び船舶の衝突については，立地的要

因により設計上考慮する必要はない。 

自然現象及び人為事象の組合せについては，地震，風（台

風），竜巻，凍結，降水，積雪，火山の影響，生物学的事

象，森林火災等を考慮する。これらの事象が単独で発生した

場合の影響と比較して，複数の事象が重畳することで影響が

増長される組合せを特定し，その組合せの影響に対しても安

全機能を損なわない設計とする。 

ここで，想定される自然現象及び人為事象に対して，安全

機能を有する施設が安全機能を損なわないために必要な安全

機能を有する施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設

備を含む。）への措置を含める。 

また，想定される自然現象及び人為事象の発生により，再

処理施設に重大な影響を及ぼすおそれがあると判断した場合

は，必要に応じて使用済燃料の再処理を停止する等，再処理

施設への影響を軽減するための措置を講ずるよう手順を整備

する。 

 

 

(イ)竜巻 

安全機能を有する施設は，想定される竜巻が発生した場合

においても，作用する設計荷重に対してその安全機能を損な

わない設計とする。 

竜巻に対する防護設計を行うための設計竜巻の最大風速は

100 ｍ／ｓとし，設計荷重は，設計竜巻による風圧力によ

る荷重，気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わ

せた設計竜巻荷重並びに安全機能を有する施設に常時作用す

る荷重，運転時荷重及びその他竜巻以外の自然現象による荷

重等を適切に組み合わせたものとして設定する。 

安全機能を有する施設の安全機能を損なわないようにする

ため，安全機能を有する施設に影響を及ぼす飛来物の発生防

止対策として，飛来物となる可能性のあるもののうち，運動

エネルギ及び貫通力の大きさを踏まえ，設計上考慮すべき飛

来物（以下「設計飛来物」という。）を設定する。飛来物と

なり得る資機材及び車両のうち，衝突時に与える運動エネル

 

 

「安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地震及

び津波を除く。次項において同じ。）が発生した場合におい

ても安全機能を損なわないもの」について，既許可申請書本

文ロ項に敷地で予想される台風，異常寒波，豪雪等の自然現

象によってもその安全機能が損なわれることのない構造及び

配置とすることを記載している。 

また、上記の本文記載事項に対する設計方針として，既許

可申請書添付書類六 「1.1 安全設計の基本方針」に再処

理施設は，敷地で予想される台風，異常寒波，豪雪等の自然

現象によってもその安全性が損なわれることのない構造及び

配置とすることを記載している。 

 

したがって，以下の内容が，指針から明確化された。 

・想定される自然現象として，竜巻，落雷，火山の影

響，生物学的事象及び森林火災が明確された 

・設計上の考慮を要する自然現象又はその組合せに遭遇

した場合において、自然事象そのものがもたらす環境

条件及びその結果として当該施設で生じ得る環境条件

において、その設備が有する安全機能が達成されるこ

と。 

さらに，以下の内容が，新規要求となる。 

・安全機能を有する施設が安全機能を損なわないために

必要な重大事故等対処設備への措置 

 

 

上記を踏まえ，適合方針については，明確された竜巻に対

する規則要求への適合性を新たに記載する。 

 

 

 

「安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定

される自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及

び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したもの」につい

て，既許可申請書添付書類六 1.7に，立地地点及びその周辺

における想定される自然環境を設計基礎とすることを記載して

いる。 

また，既許可申請書添付書類六 1.８に，想定される自然現象に

ついては，敷地周辺の過去の記録及び現地調査等から，条件を

適切に考慮することが記載されている。 

 

したがって，以下の内容が指針から追加要求となる。 

・設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮すること。 

・異種の自然現象の重畳 

 

以上より，適合方針では記載の明確化を実施する。 

また，竜巻に対する規則要求への適合性を新たに記載す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規制基準の第９条要求による変更】 

・規則解釈に合わせ，明確化された自然現象を追加 

 

【新規制基準の第９条要求による変更】 

・規則解釈に合わせ，明確化された設計上の考慮を要する自

然現象又はその組合せに対して考慮を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規制基準の第９条要求による変更】 

・規則解釈に合わせ，明確化された自然現象を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規制基準の第９条要求による変更】 

・規則解釈に合わせ，安全機能を有する施設が安全機能を損

なわないために必要な重大事故等対処設備への措置を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規制基準の第９条要求による変更】 

・想定される自然現象として明確化された竜巻について，規

則または解釈に適合させるよう記載を追加 
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事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（2/22）

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
ギ又は貫通力が設計飛来物によるものより大きくなるものに

ついては，固定，固縛，建屋収納，退避又は撤去を実施す

る。 

また，再処理事業所外から飛来するおそれがあり，かつ，

再処理事業所内からの飛来物による衝撃荷重を上回ると想定

されるものがある場合は，設計飛来物としての考慮の要否を

検討する。 

竜巻に対する防護設計においては，機械的強度を有する建

物により保護すること，竜巻防護対策設備を設置すること等

により，安全機能を有する施設が安全機能を損なわない設計

とすること，若しくは竜巻による損傷を考慮して，代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で

修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とする。 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設備

(４) その他の主要な事項

(ⅴ) 竜巻防護対策設備 

設計竜巻から防護する施設（以下「竜巻防護対象施設」と

いう。）は建屋内に設置し，建屋による防護によって，設計

荷重に対して安全機能を損なわない設計とすることを基本と

する。ただし，建屋による防護が期待できない竜巻防護対象

施設及び屋外に設置される竜巻防護対象施設については，設

計飛来物の衝突によって安全機能を損なうことを防止するた

め，竜巻防護対策設備を設置する。 

(ａ) 構 造 

竜巻防護対策設備は，設計竜巻によって発生する設計飛来

物による安全機能を有する施設への影響を防止するための飛

来物防護板及び飛来物防護ネットで構成する。 

飛来物防護板及び飛来物防護ネットは，地震，火山の影響

及び外部火災により竜巻防護対象施設に波及的影響を与えな

い設計とする。 

 (ｂ) 主要な設備の種類 

飛来物防護板 

種  類 防護板 

材  料 鋼材又は鉄筋コンクリート 

飛来物防護ネット 

種  類 防護ネット 

材  料 鋼線（ネット） 

鋼材（支持架構） 
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事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（3/22） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類四 

10.竜 巻 

基準竜巻及び設計竜巻の設定は「原子力発電所の竜巻影響

評価ガイド」（平成25年６月19日 原規技発第13061911号 原

子力規制委員会決定）（以下「竜巻ガイド」という。）を参

考に実施する。 

 基準竜巻及び設計竜巻の設定は，竜巻検討地域の設定，基

準竜巻の最大風速の設定及び設計竜巻の最大風速の設定の流

れで実施する。 

 

10.1 竜巻検討地域の設定 

竜巻検討地域は，竜巻ガイドを参考に再処理施設が立地する

地域，気象条件の類似性の観点から検討し設定する。 

(１) 再処理施設が立地する地域の気候 

再処理施設が立地する地域は，竜飛岬から奥羽山脈の分水

嶺より東側にあり，その地域の気候は，日本海側の気候と太

平洋側の気候の両面の特徴を合わせもっている。東北地方を

気温，降水及び風により詳細に区分した気候区分を第10.1－

１図に示す。これによると，再処理施設が立地する地域は，

区分Ⅲ（青森県北部及び東部地域）のうち区分Ⅲｂ（太平洋

側にあるが冬は日本海側の気候型でやませの影響が強い）に

属している。 

(２) 再処理施設が立地する地域の竜巻発生の観点での特徴 

第10.1－２図に示すとおり，再処理施設が立地する地域周

辺においては，もともと竜巻の発生数は少なく，独立行政法

人原子力安全基盤機構が東京工芸大学に委託した研究の成果

（以下「東京工芸大学委託成果」という。）で示されてい

る，全国19個の竜巻集中地域からも離れている。 

竜巻発生時の総観場は，東京工芸大学委託成果を参考に，

気象庁「竜巻等の突風データベース」の総観場を，竜巻を発

生させる親雲の発生要因を考慮して，７種に再編した総観場

を用い，竜巻の発生要因別の地域分布の特徴を把握した。竜

巻の発生要因別地域分布を第10.1－３図に，その特徴を第

10.1－１表に示す。 

立地地域周辺における竜巻の発生状況は，日本海側や，茨

城県以西の太平洋側における発生状況とも特徴が異なり，日

本海側に特徴的な寒候期の竜巻の発生はほとんどなく，暖候

期に竜巻が発生している。また，茨城県以西の太平洋側で特

徴的な台風起源の竜巻の発生はなく，太平洋海岸付近及び海

上での竜巻の発生はほとんどない。 

(３) 竜巻検討地域  

竜巻検討地域の設定は，竜巻ガイドを参考に，再処理施設

が立地する地域の気候及び竜巻発生の観点での特徴を踏まえ

て実施する。当該地域はもともと竜巻の発生数が少ないた

め，以下のａ．～ｄ．に示す条件を考慮して，青森県から岩

手県の太平洋側（竜飛岬から御崎岬）及び北海道地方の南側

（白神岬から襟裳岬）の海岸線に沿った海側５ｋｍ及び陸側

10ｋｍの範囲を竜巻検討地域に設定する（面積約18,000ｋｍ

２）。第10.1－４図に竜巻検討地域を示す。 

ａ．立地地域の気候及び竜巻発生の観点での特徴を踏まえ，

青森県（竜飛岬より太平洋側）から岩手県を基本とす

る。 

ｂ．ＩＡＥＡの基準を参考に，再処理施設を中心とする10万

ｋｍ２（半径約180ｋｍ）の範囲を目安とし，その範囲

に掛かる北海道南西部は，立地地域と同じ太平洋側に面

していることを考慮して，竜巻検討地域に含める。 

ｃ．竜巻検討地域は，分水嶺及び関口武による気候区分

（1959）を参考に設定する。 

ｄ．再処理施設が海岸線から約５ｋｍの位置に立地している

こと及び竜巻の発生がほとんど海岸線付近であることか

ら，海岸線に沿った海側５ｋｍ及び陸側10ｋｍの範囲を

考える。 

ここで，設定した竜巻検討地域の妥当性を確認するため

に，竜巻検討地域における竜巻の発生要因の出現比率と，日
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事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（4/22） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本海側及び太平洋側における出現比率とを比較した結果を第

10.1－５図に示す。竜巻検討地域における竜巻の発生要因の

出現比率は，日本海側及び太平洋側の出現比率とも傾向が異

なっていることが確認できる。 

また，藤田スケール３以上の竜巻の発生しやすさの地域性

の検討として，「突風関連指数」による解析を行う。突風関

連指数として，積乱雲を発生させる上昇流の強さの目安であ

るＣＡＰＥ（Ｃｏｎｖｅｃ－ｔｉｖｅ Ａｖａｉｌａｂｌｅ 

Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ Ｅｎｅｒｇｙ：対流有効位置エネル

ギ）及び積乱雲がスーパーセルに発達しやすいかどうかの指

標となるＳＲｅＨ（Ｓｔｏｒｍ Ｒｅｌａｔｉｖｅ Ｈｅｌ－

ｉｃｉｔｙ：ストームの動きに相対的なヘリシティ）を算出

する。 

これらの指数は，竜巻発生の環境場との関連付けで，国内

外で広く利用され知見が蓄積されている。ＣＡＰＥの概念を

第10.1－６図に，ＳＲｅＨの概念を第10.1－７図に示す。 

                                

 𝐶𝐴𝑃𝐸 = ∫ 𝑔
𝜃′(𝑧)

𝜃(𝑧)
𝑑𝑧

𝐸𝐿

𝐿𝐹𝐶
   (ａ) 

 𝑆𝑅𝑒𝐻 = ∫ (𝑉 − 𝐶) ∙ 𝜔𝑑𝑧
高度3𝑘𝑚

地上
   (ｂ) 

ここで，式(ａ)のｇは重力加速度，θはストーム周囲の温

位，θ'は下層の空気塊を上空に持ち上げた際の温位であ

り，ｄｚは鉛直方向の層厚である。ＬＦＣは自由対流高度，

ＥＬは平衡高度である。式(ｂ)のＶは水平風速ベクトル，ω

は鉛直シアに伴う水平渦度，Ｃはストームの移動速度であ

る。 

各指数の計算は，ヨーロッパ中期予報センター（ＥＣＭＷ

Ｆ）の再解析データ ＥＣＭＷＦ－Ｉｎｔｅｒｉｍ（1989年

以降：水平分解能約70ｋｍ）及びＥＲＡ40（1989年まで：水

平分解能約250ｋｍ）を基に，水平分解能５ｋｍ，時間分解

能１時間に解析した気象データセットを用いて，1961年～

2010年までの50年間について行い，それに基づいて両指数が

同時に閾値を超過する頻度を計算する。同時超過頻度の算出

に当たっては，竜巻発生時には少なからず降水がもたらされ

るため，降水量の閾値（４ｍｍ／ｈ）を設定する。また，Ｃ

ＡＰＥは降水過程により安定化し小さくなり得るため，周辺

のＣＡＰＥの大きな空気塊が当該メッシュに向かって流入す

ることを考慮した方法を参考に，当該メッシュの風上側半径

25ｋｍの扇状範囲内のＣＡＰＥの最大値を算出する。 

ＣＡＰＥについては，緯度及び季節で絶対値が大きく変動

するため，暖候期（５月～10月）及び寒候期（11月～４月）

に分けて，それぞれ閾値を設定する。藤田スケール３以上の

竜巻が発生し得る環境場として以下の閾値を用いる。 

   [暖候期（５月～10月）] 

  ＣＡＰＥ：1,200Ｊ／ｋｇ， ＳＲｅＨ：350ｍ２／ｓ２ 

   [寒候期（11月～４月）] 

  ＣＡＰＥ： 500 Ｊ／ｋｇ， ＳＲｅＨ：350ｍ２／ｓ２ 

暖候期及び寒候期に対する同時超過頻度分布の算出結果を

第10.1－８図に示す。暖候期においては，太平洋側及び東シ

ナ海から対馬海峡にかけては比較的大きな値となっている。

また，沿岸域では，茨城県東海岸から西の本州太平洋側，九

州太平洋側及び東シナ海側で高く，特に宮崎平野沿岸では大

きい値となっている。それに比べて，日本海側及び茨城県以

北の太平洋側の値は１～２桁以上小さな値であり，藤田スケ

ール３規模の竜巻の発生が未だ確認されていないことと対応

している。 

本手法による解析により，藤田スケール３以上の竜巻の発生

しやすさの地域性を特定でき，竜巻検討地域において藤田ス

ケール３以上の竜巻は極めて発生し難いといえる。 

 

10.2 基準竜巻の最大風速の設定 

基準竜巻の最大風速は，竜巻ガイドを参考に，過去に発生した

竜巻による最大風速（ＶＢ１）及び竜巻最大風速のハザード曲線に

よる最大風速（ＶＢ２）のうち，大きな風速を設定する。 
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事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（5/22） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 過去に発生した竜巻による最大風速（ＶＢ１） 

過去に発生した竜巻による最大風速（ＶＢ１）の設定に当たって

は，日本で過去（1961年～2013年12月）に発生した最大の竜巻

は藤田スケール３であり，藤田スケール３における風速は70ｍ／

ｓ～92ｍ／ｓであることから，その最大風速を基にＶＢ１を92ｍ／ｓ

とする。第10.2－１表に日本で過去に発生した藤田スケール３の

竜巻の一覧を示す。 

(２) 竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（ＶＢ

２） 

竜巻最大風速のハザード曲線は，竜巻ガイドを参考とした既往

の算定方法に基づき，具体的には，東京工芸大学委託成果を参

考に算定する。本評価は，竜巻データの分析，竜巻風速，被害

幅及び被害長さの確率密度分布の算定，相関係数の算定並び

にハザード曲線の算定によって構成される。 

ａ．竜巻の発生頻度の分析 

気象庁「竜巻等の突風データベース」に掲載されている竜巻年

別発生確認数（第10.2－１図）を基に，竜巻検討地域（海岸線か

ら陸側に10ｋｍ，海側に５ｋｍの計15ｋｍ幅の範囲）における

1961年～2013年12月までの53年間の統計量を藤田スケール

別に算出する。また，観測体制の変遷による観測データ品質の

ばらつきを踏まえ，以下の(ａ)～(ｃ)の基本的な考え方に基づいて整

理を行う。 

(ａ)  被害が小さくて見過ごされやすい藤田スケール０及び藤

田スケール不明の竜巻に対しては，観測体制が強化された

2007年以降の年間発生数や標準偏差を用いる。 

(ｂ)  被害が比較的軽微な藤田スケール１竜巻に対しては，

観測体制が整備された1991年以降の年間発生数や標準偏

差を用いる。 

(ｃ)  被害が比較的大きく見逃されることがないと考えられる

藤田スケール２及び藤田スケール３竜巻に対しては，観測

記録が整備された1961年以降の全期間の年間発生数や標

準偏差を用いる。 

また，藤田スケール不明の竜巻については，以下の取扱いを

行う。 

陸上で発生した竜巻及び海上で発生して陸上へ移動した竜巻

については，被害があって初めてその藤田スケールが推定され

るため，陸上での藤田スケール不明の竜巻は，被害が少ない藤

田スケール０竜巻とみなす。 

一方，海上で発生しその後上陸しなかった竜巻については，そ

の竜巻の藤田スケールを推定することは困難であることから，

「沿岸部近傍での竜巻の発生特性は，陸上と海上とで類似して

いる」という仮定に基づいて各藤田スケールに分類する。 

以上を踏まえて，第10.2－２表のとおり，観測データから53年

間の推定データを評価する。 

竜巻は気象事象の中でも極めて稀に発生する事象であり，発

生数の変動（標準偏差）が大きい分布となり，東京工芸大学委託

成果にポリヤ分布への適合性が良いことが示されている。以上

より，ハザード曲線の評価に当たって使用する竜巻の年発生数

の確率分布は，第10.2－２図に示すとおりポリヤ分布を採用す

る。 

ｂ．竜巻風速，被害幅及び被害長さの確率密度分布並びに相

関係数 

竜巻検討地域における53年間の竜巻の発生数，被害幅及び

被害長さを基に，確率密度分布については竜巻ガイド及び竜巻

ガイドが参考としている東京工芸大学委託成果を参考に，第10.2

－３図～第10.2－５図に示すとおり対数正規分布に従うものとす

る。 

また，53年間の推定データの作成に伴う被害幅又は被害長さ

の情報がない竜巻には，被害幅又は被害長さを有する竜巻の観

測値を与える。その際は，被害幅又は被害長さが長いほうから優

先的に用いることで，被害幅又は被害長さの平均値が大きくなる

ように評価を行う。 

さらに，1961年以降の観測データのみを用いて，第10.2－３

表に示すとおり竜巻風速，被害幅及び被害長さについて相関係
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事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（6/22） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数を求める。 

ｃ．竜巻影響エリアの設定 

再処理施設においては設計対処施設が再処理事業所内に分

散しているため，それぞれの設計対処施設を包含する円を設置

面積とみなし，これらの設置面積の合計値と等価な面積の円を

第10.2－６図に示すとおり竜巻影響エリアとして設定する。 

なお，竜巻影響エリアを円形とするため，竜巻の移動方向には

依存性は生じない。 

ｄ．ハザード曲線の算定 

Ｔ年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ，竜巻風速がＶ０以

上となる確率を求め，ハザード曲線を求める。 

前述のとおり，竜巻の年発生数の確率分布としてポリヤ分布

の適合性が高い。ポリヤ分布は式（ａ）で示される（Ｗｅｎ ａｎｄ Ｃ

ｈｕ）。 

 𝑃𝑇(𝑁) =
(𝑣𝑇)𝑁

𝑁!
(1 + 𝛽𝑣𝑇)−𝑁−1 𝛽⁄ ∏ (1 − 𝛽𝑘)𝑁−1

𝑘=1 （ａ） 

ここで，Ｎは竜巻の年発生数，νは竜巻の年平均発生数，Ｔは

年数である。βは分布パラメータであり，式（ｂ）で示される。 

  𝛽 = (
𝜎2

𝑣
− 1) ×

1

𝑣
（ｂ） 

ここで，σは竜巻の年発生数の標準偏差である。 

Ｄを竜巻影響評価の対象構造物が風速Ｖ０以上の竜巻に遭遇

する事象と定義し，対象構造物が１つの竜巻に遭遇し，その竜巻

の風速がＶ０以上となる確率をＲ（Ｖ０）としたとき，Ｔ年以内にいず

れかの竜巻に遭遇し，かつ，竜巻風速がＶ０以上となる確率は式

（ｃ）で示される。 

  𝑃𝑉0,𝑇(𝐷) = 1 − [1 + 𝛽𝑣𝑅(𝑉0)𝑇]−1 𝛽⁄ （ｃ） 

このＲ（Ｖ０）は，竜巻影響評価の対象地域の面積をＡ０（すなわ

ち，竜巻検討地域の面積約1.8×10４ｋｍ２），１つの竜巻の風速

がＶ０以上となる面積をＤＡ（Ｖ０）とすると式（ｄ）で示される。 

  𝑅(𝑉0) =
𝐸[𝐷𝐴(𝑉0)]

𝐴0
（ｄ） 

ここで，Ｅ[ＤＡ（Ｖ０）]はＤＡ（Ｖ０）の期待値を意味する。 

本評価では，以下のようにしてＤＡ（Ｖ０）の期待値を算出し，式

（ｄ）によりＲ（Ｖ０）を推定して，式（ｃ）により
0 , ( )V TP D を求める。風

速をＶ，被害幅をｗ，被害長さをｌ，移動方向をαとし，同時確率

密度関数を用いると，ＤＡ（Ｖ０）の期待値は式（ｅ）で示される（Ｇ

ａｒｓｏｎ ｅｔ ａｌ．）。 

 𝐸[𝐷𝐴(𝑉0)] =  ∫ ∫ ∫ 𝑊(𝑉0)𝑙𝑓(𝑉, 𝑤, 𝑙)𝑑𝑉𝑑𝑤𝑑𝑙
∞

𝑉0

∞

0

∞

0
+ 

      ∫ ∫ ∫ 𝐻(𝛼)𝑙𝑓(𝑉, 𝑙, 𝛼)𝑑𝑉𝑑𝑙𝑑𝛼
∞

𝑉0

∞

0

2𝜋

0

+ 

       ∫ ∫ ∫ 𝑊(𝑉0)𝐺(𝛼)𝑓(𝑉, 𝑤, 𝛼)𝑑𝑉𝑑𝑤𝑑𝛼
∞

𝑉0

∞

0

2𝜋

0

+ 

         𝑆 ∫ 𝑓(𝑉)𝑑𝑉
∞

𝑉0
 （ｅ） 

ここで，Ｈ（α）及びＧ（α）はそれぞれ，竜巻の被害長さ及び被害

幅方向に沿った面に対象構造物を投影したときの長さである。竜

巻影響エリアを円形で設定しているため，Ｈ（α），Ｇ（α）ともに竜

巻影響エリアの直径560ｍで一定となる（竜巻の移動方向に依存

しない）。Ｓは竜巻影響エリアの面積（直径560ｍの円の面積：約

2.5×10５ｍ２）を表す。竜巻影響エリアの直径をＤ０とした場合の

計算式は式（ｆ）で示される。 

  𝐸[𝐷𝐴(𝑉0)] = ∫ ∫ ∫ 𝑊(𝑉0)lf(V, w, l)dVdwdl
∞

𝑉0

∞

0

∞

0
+

D0 ∫ ∫ lf(V, l)dVdl
∞

V0

∞

0
+ D0 ∫ ∫ W(V0)f(V, w)dVdw

∞

V0

∞

0
+

(D0
2 π 4⁄ ) ∫ f(V)dV

∞

V0
（ｆ） 

風速の積分範囲の上限値は，ハザード曲線の形状が不自然

にならない程度に大きな値として120ｍ／ｓに設定する。 

また，Ｗ（Ｖ０）は，竜巻の被害幅のうち風速がＶ０を超える部分

の幅であり，式（ｇ）で示される。この式により，被害幅内の風速分

布に応じて被害様相に分布がある（被害幅の端ほど風速が小さく

なる）ことが考慮されている（Ｇａｒｓｏｎ ｅｔ ａｌ.）。 

  W(V0) = (
Vmin

V0
)

1 1.6⁄

（ｇ） 

ここで，係数の1.6について，既往の研究では例えば0.5や1.0
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事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（7/22） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

などの値も提案されている。竜巻ガイドが参考としている文献（Ｇ

ａｒｓ－ｏｎ ｅｔ ａl.）では，観測値が不十分であるため，より厳しい

評価となるよう1.6を用いることが推奨されており，本検討でも1.6

を用いる。また，再処理施設の竜巻影響評価では，ランキン渦モ

デルによる竜巻風速分布に基づいて設計竜巻の特性値を設定

する。ランキン渦モデルは高さ方向によって風速及び気圧が変化

しないため，地表から上空まで式（ｇ）を適用できる。なお，式（ｇ）

において係数を1.0とした場合がランキン渦モデルに該当する。 

また，Ｖｍｉｎは，ｇａｌｅ ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ ｖｅｌｏｃｉｔｙと呼ばれ，被害が発

生し始める風速に位置付けられる。米国気象局ＮＷＳ（Ｎａｔｉｏ

ｎａｌ Ｗｅａｔｈｅｒ Ｓｅｒｖｉｃｅ）では，ｇａｌｅ ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ ｖｅｌｏｃｉｔｙは34

～47ノット（17.5～24.2ｍ／ｓ）とされている。また，気象庁が使用

している風力階級では，風力８は疾強風（ｇａｌｅ：17.2～20.7ｍ／

ｓ），風力９は大強風（ｓｔｒｏｎｇ ｇａｌｅ：20.8～24.4ｍ／ｓ）と分類さ

れており，風力９では「屋根瓦が飛ぶ。人家に被害が出始める。」

とされている。以上を参考に，本評価においては，Ｖｍｉｎ＝25ｍ／

ｓとする。なお，この値は藤田スケール０（17～32ｍ／ｓ）のほぼ

中央値に相当する。 

以上より，竜巻検討地域を対象に算定したハザード曲線を第

10.2－７図に示す。 

ｅ．竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（ＶＢ２） 

竜巻最大風速のハザード曲線により設定する最大風速ＶＢ２
は，竜巻ガイドを参考に年超過確率10－５に相当する風速とし，49

ｍ／ｓとする。 

ｆ．１ｋｍ範囲ごとの評価（参考評価） 

竜巻検討地域を海岸線に沿って１ｋｍ範囲ごとに細分化した短

冊状の範囲を対象にハザード曲線を求める。評価の条件として，

発生数は，短冊状の範囲を通過した竜巻もカウントしている。被

害幅及び被害長さは，それぞれ１ｋｍ範囲内の被害幅及び被害

長さを用いる。以上に基づいて，竜巻検討地域の評価と同様の

方法で算定したハザード曲線を第10.2－８図に示す。これより，

年超過確率10－５に相当する風速を求めると，海岸線から陸側１

ｋｍを対象とした場合の65ｍ／ｓが最大となる。ただし，再処理施

設は海岸線から陸側１ｋｍの範囲にないため，本評価は参考と

する。 

 (３) 基準竜巻の最大風速 

過去に発生した竜巻による最大風速ＶＢ１＝92ｍ／ｓ及び竜巻

最大風速のハザード曲線による最大風速ＶＢ２＝49ｍ／ｓより，再

処理施設における基準竜巻の最大風速ＶＢは92ｍ／ｓとする。風

速92ｍ／ｓに相当する年超過確率は，ハザード曲線より5.2×10
－８である。 

 

10.3 設計竜巻の最大風速の設定 

再処理施設が立地する地域の特性を考慮して，基準竜巻の最

大風速の割り増しを検討し，設計竜巻の最大風速を設定する。 

再処理施設では，敷地が平坦であり，竜巻の増幅を考慮する

必要のある地形はないと考えられるため，基準竜巻の最大風速

に対する割り増しは行わず，設計竜巻の最大風速は92ｍ／ｓと

なるが，竜巻に対する設計に当たっては，蓄積されている知見の

少なさといった不確定要素を考慮し，将来の竜巻発生に関する

不確実性を踏まえ，基準竜巻の最大風速を安全側に切り上げ

て，設計竜巻の最大風速を100ｍ／ｓとする。風速100ｍ／ｓに相

当する年超過確率は，ハザード曲線より1.86×10－８である。 
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事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（8/22） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
添付書類六 1. 安全設計 

1.1 安全設計の基本方針 

(６) その他の主要な構造 

ｃ．再処理施設は，敷地で予想される台風，異常寒波，豪雪

等の自然現象によってもその安全性が損なわれることのない

構造及び配置とする。 

 

1.7.9  地震以外の自然環境条件に対する考慮 

 再処理施設は，敷地で予想される台風，異常寒波，豪雪，

津波，高潮，地すべり等の自然条件について，敷地及び周辺

地域の過去の記録，現地調査等を参考にして，予想される自

然条件のうち最も過酷と考えられる条件を適切に考慮した設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

記載なし 

 

 

 

 

 

 

添付書類六 

1.7.10 竜巻防護に関する設計 

1.7.10.1 竜巻防護に関する設計方針 

原子力規制委員会の定める事業指定基準規則の第九条で

は，外部からの衝撃による損傷の防止として，安全機能を有する

施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した

場合においても安全機能を損なわないものでなければならないと

しており，敷地の自然環境を基に想定される自然現象の一つとし

て，竜巻を挙げている。 

再処理施設の供用期間中に極めてまれに発生する突風，強

風を引き起こす自然現象としての竜巻及びその随伴事象等によ

って安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計である

ことを評価するため，「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（平

成25年６月19日 原規技発第13061911号 原子力規制委員会決

定）（以下「竜巻ガイド」という。）を参照し，以下の竜巻影響評価

について実施する。 

 (1) 設計竜巻及び設計荷重（設計竜巻荷重及びその他の

組合せ荷重）の設定 

 (2) 再処理施設における飛来物に係る調査 

 (3) 飛来物発生防止対策 

 (4) 考慮すべき設計荷重に対する設計対処施設の構造健

全性等の評価を行い，必要に応じ対策を行うことで

安全機能が維持されることの確認 

安全機能を有する施設は，再処理施設が竜巻の影響を受ける

場合においてもその安全機能を確保するために，竜巻に対して

安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確

認する施設を，再処理施設の全ての安全機能を有する構築物，

系統及び機器とする。設計竜巻から防護する施設（以下「竜巻防

護対象施設」という。）としては，安全評価上その機能を期待する

構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重

要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出する。竜巻防護

対象施設及びそれらを収納する建屋（以下「竜巻防護対象施設

等」という。）は，竜巻により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防

止，臨界防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有す

ること等により，安全機能を損なわない設計とする。 

また，その施設の倒壊等により竜巻防護対象施設等に波及的

影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設及び竜

巻防護対象施設を収納する建屋は，機械的強度を有すること等

により，竜巻防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

ここで，竜巻防護対象施設，竜巻防護対象施設を収納する建屋

及びその施設の倒壊等により竜巻防護対象施設等に波及的影

響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設を併せ

て，設計対処施設という。 

上記に含まれない安全機能を有する施設は，竜巻及びその随

伴事象に対して機能を維持すること若しくは竜巻及びその随伴事

象による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間での修理を行うこと又はそれらを適

切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計と

する。 

なお，使用済燃料収納キャスクは，再処理施設内に一時的に

保管されることを踏まえ，竜巻により使用済燃料収納キャスクに

波及的破損を与えない設計とする。 

 

1.7.10.2 設計対処施設 

設計対処施設は，竜巻防護対象施設の安全機能を損なわな

いよう，設計竜巻に対して設計上の考慮を行う施設全体とす

る。 

安全機能を有する施設のうち，安全評価上その機能を期待

する施設の安全機能を維持し，かつ，冷却，水素掃気，火災

及び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を損なわないように

するため，安全上重要な施設を竜巻防護対象施設とする。 

これらの施設を第1.7.10－１図～第1.7.10－３図に示す選

定フローに従い，竜巻による風圧力，気圧差及び飛来物に対
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事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（9/22） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

添付書類六 

1.7 その他の設計方針 

1.7.7 安全上重要な施設の設計 

1.7.7.2 安全上重要な施設の設計方針 

ａ．安全上重要な施設は，再処理施設の立地地点及びその周

辺における自然環境をもとに津波，地すべり，陥没，台風，

高潮，洪水，異常寒波，豪雪等のうち予想されるものを設計

基礎とする。 

 

1.8.2 基本的立地条件 

1.自然環境について 地震，津波，地すべり等の自然現象，

地盤，地耐力等の地質及び地形等，風向，風速等の気象並び

に河川，地下水等の水象及び水理の自然環境が，再処理施設

の寿命期間を通じて安全上重要な施設の安全機能を損なうこ

とのないように，敷地及び周辺地域の過去の記録及び現地調

査等を参照して，予想される自然環境のうち最も過酷と考え

られる条件を適切に考慮して，事故の誘因を排除し，災害の

拡大を防止する観点から安全確保上支障がない設計とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する設計対処施設として選定するとともに竜巻防護対象施設

を収納する建屋を設計対処施設として選定する。また，建屋

に収納される竜巻防護対象施設のうち第1.7.10－４図に示す

選定フローに従い選定される設計荷重（竜巻）に対して十分

な耐力を有しない建屋に収納される竜巻防護対象施設及び開

口部を有する室に設置される竜巻防護対象施設のうち第1.7.

10－５図に示す選定フローに従い選定される竜巻防護対象施

設は，建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象

施設として選定する。 

以上の選定結果から，竜巻防護対象施設は以下のように分

類できる。 

(１) 建屋に収納される竜巻防護対象施設（外気と繋が

っている竜巻防護対象施設を除く） 

(２) 屋外の竜巻防護対象施設 

(３) 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象

施設 

(４) 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護

対象施設 

また，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設につ

いては，当該施設の破損等により竜巻防護対象施設等に波及

的影響を及ぼして安全機能を損なわせる可能性がある施設又

はその施設の特定の区画を，竜巻防護対象施設に波及的影響

を及ぼし得る施設として選定する。 

竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設として

は，竜巻防護対象施設等を除く構築物，系統及び機器の中か

ら，竜巻防護対象施設等に対し，倒壊による機械的影響を及

ぼし得る施設及び付属施設の破損等による機能的影響を及ぼ

し得る施設を以下のとおり選定する。 

竜巻防護対象施設等に機械的影響を及ぼし得る施設として

は，建物・構築物の高さと竜巻防護対象施設等との距離を考

慮して，破損又は倒壊により竜巻防護対象施設等に波及的影

響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設を竜巻

防護対象施設に機械的影響を及ぼし得る施設として選定す

る。 

竜巻防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設として

は，竜巻防護対象施設の付属設備のうち屋外にあるもので，

風圧力，気圧差及び飛来物の衝突による破損等により竜巻防

護対象施設の安全機能を損なわせるおそれがある施設を竜巻

防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設として選定す

る。 

選定した結果から，設計対処施設は以下に分類される。 

・屋外の竜巻防護対象施設 

・竜巻防護対象施設を収納する建屋 

・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 

・建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象

施設 

・竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

設計対処施設を以下のとおり，分類ごとに選定する。 

 

ａ．屋外の竜巻防護対象施設 

(ａ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系

冷却塔Ａ，Ｂ 

(ｂ) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

(ｃ) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔に接続する屋外

設備 

(ｄ) 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔

Ａ，Ｂ 

(ｅ) 主排気筒 

(ｆ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設

備 

(ｇ) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｈ) 前処理建屋換気設備 

(ｉ) 分離建屋換気設備 

(ｊ) 精製建屋換気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

564466



 

事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（10/22） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｋ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

(ｌ) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

ここで，屋外の竜巻防護対象施設のうち，(ｃ) を「冷却塔

に接続する屋外設備」，(ｆ)～(ｌ)を合わせて「主排気筒に接続

する屋外配管及び屋外ダクト」という。 

 

ｂ．竜巻防護対象施設を収納する建屋 

(ａ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

(ｂ) 前処理建屋 

(ｃ) 分離建屋 

(ｄ) 精製建屋 

(ｅ) ウラン脱硝建屋 

(ｆ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

(ｇ) ウラン酸化物貯蔵建屋 

(ｈ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

(ｉ) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

(ｊ) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

(ｋ) チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 

(ｌ) ハル・エンドピース貯蔵建屋 

(ｍ) 制御建屋 

(ｎ) 分析建屋 

(о) 非常用電源建屋 

(ｐ) 主排気筒管理建屋 

 

ｃ．建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 

(ａ) せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

(ｂ) 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｃ) 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｄ) 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｅ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設  

備 

(ｆ) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｇ) 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

(ｈ) 前処理建屋換気設備の排気系 

(ｉ) 分離建屋換気設備の排気系 

(ｊ) 精製建屋換気設備の排気系 

(ｋ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の排気系 

(ｌ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の貯

蔵室からの排気系 

(ｍ) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の排気系 

(ｎ) ガラス固化体貯蔵設備の収納管 

(ｏ) 制御建屋中央制御室換気設備 

 

ｄ．建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施

設 

(ａ) 第２非常用ディーゼル発電機 

(ｂ) 前処理建屋の安全蒸気系 

(ｃ) 前処理建屋の非常用所内電源系統 

(ｄ) 前処理建屋の計測制御系統施設 

(ｅ) 精製建屋の非常用所内電源系統 

(ｆ) 精製建屋の計測制御系統施設 

(ｇ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所内電源系統 

(ｈ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の計測制御系統施設 

(ｉ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系 

(ｊ) 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器 

(ｋ) 非常用電源建屋の非常用所内電源系統 

(ｌ) 主排気筒の排気筒モニタ 

(ｍ) 制御建屋中央制御室換気設備 

 

ｅ．竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

(ａ) 北換気筒 

(ｂ) 使用済燃料輸送容器管理建屋 

(ｃ) 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

(ｄ) 低レベル廃棄物処理建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

565467



 

事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（11/22） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
(ｅ) 出入管理建屋 

なお，再処理施設内に一時的に保管される使用済燃料収納

キャスクは，竜巻により波及的破損を与えない設計とする。 

 

 

1.7.10.3 設計荷重（竜巻）の設定 

1.7.10.3.1 設計竜巻の設定 

設計竜巻の特性値については，現状，設定に足る十分な信

頼性を有した観測記録等が無いため，竜巻ガイドを参考に設

定する。設計竜巻の特性値を第 1.7.10－１表に示す。ま

た，設計竜巻については，今後も継続的に観測データ及び増

幅に関する新たな知見の収集に取り組み，必要な事項につい

ては適切に反映を行う。 

 (１)設計竜巻の移動速度（ＶＴ） 

設計竜巻の移動速度（ＶＴ）は，独立行政法人原子力安全

基盤機構が東京工芸大学に委託した研究の成果（以下「東京

工芸大学委託成果」という。）を参考に，日本の竜巻におけ

る移動速度と最大竜巻風速の関係に基づく以下の式を用いて

算定する。 

ＶＴ＝0.15×ＶＤ 

ＶＤ（ｍ／ｓ）：設計竜巻の最大風速 

(２)設計竜巻の最大接線風速（ＶＲｍ） 

設計竜巻の最大接線風速（ＶＲｍ）は，米国原子力規制委

員会の基準類を参考に，以下の式を用いて算定する。 

ＶＲｍ＝ＶＤ－ＶＴ 

(３)設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径（Ｒｍ） 

設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径（Ｒｍ）

は，東京工芸大学委託成果による日本の竜巻の観測記録を基

に提案されたモデルを参考として，以下の値を用いる。 

Ｒｍ＝30（ｍ） 

(４)設計竜巻の最大気圧低下量（ΔＰｍａｘ） 

設計竜巻の最大気圧低下量（ΔＰｍａｘ）は，米国原子力規

制委員会の基準類のランキン渦モデルによる風速分布を参考

に， 以下の式を用いて算定する。 

  ΔＰｍａｘ＝ρ×ＶＲｍ
２ 

  ρ：空気密度（1.22（ｋｇ／ｍ３）） 

(５)設計竜巻の最大気圧低下率（（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ） 

設計竜巻の最大気圧低下率（（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ）は，米

国原子力規制委員会の基準類のランキン渦モデルによる風速

分布を参考に， 以下の式を用いて算定する。 

（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ＝（ＶＴ／Ｒｍ）×ΔＰｍａｘ 

 

1.7.10.3.2 設計飛来物の設定 

竜巻ガイドを参考に再処理事業所内をふかんした現地調査

及び検討を行い，再処理事業所内の資機材の設置状況を踏ま

え，設計対処施設に衝突する可能性のある飛来物を抽出す

る。抽出した飛来物に竜巻ガイドに例示される飛来物を加

え，それぞれの寸法，質量及び形状から飛来の有無を判断

し，運動エネルギ及び貫通力の大きさを考慮して，設計竜巻

により設計対処施設に衝突し得る飛来物（以下「設計飛来

物」という。）を設定する。衝突時に設計対処施設に与える

運動エネルギ又は貫通力が設計飛来物によるものより大きく

なるものについては，浮き上がり又は横滑りの有無を考慮し

た上で，固定，固縛，建屋収納又は敷地からの撤去により飛

来物とならないようにする。 

設計対処施設以外の建屋及び屋外施設は，衝突時に設計対

処施設に与える運動エネルギ又は貫通力が設計飛来物より大

きくなる飛来物を発生させることのないよう，建屋の屋根及

び外壁を固定する運用とすることから，飛来物の発生源とし

て考慮しない。 

車両については，周辺防護区域への入構を管理するととも

に，固縛又は退避を必要とする区域（以下「飛来対策区域」

という。）を設定し，竜巻の襲来が予想される場合には，停

車又は走行している場所に応じて固縛するか又は飛来対策区
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事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（12/22） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
域外の避難場所へ退避することにより，飛来物とならないよ

う管理を行うことから，設計飛来物として考慮しない。 

また，再処理事業所外から飛来するおそれがあり，かつ，

再処理事業所内からの飛来物による衝撃荷重を上回ると想定

されるものとしてむつ小川原ウィンドファームの風力発電施

設のブレードがある。むつ小川原ウィンドファームの風力発

電施設から設計対処施設までの距離及び設計竜巻によるブレ

ードの飛来距離を考慮すると，ブレードが設計対処施設まで

到達するおそれはないことから，ブレードは設計飛来物とし

て考慮しない。 

以上のことから，竜巻ガイドに例示される鋼製材を設計飛

来物として設定する。さらに，飛来物防護ネットの形状及び

寸法を考慮して，鋼製材より小さく飛来物防護ネットを通過

する可能性がある設計飛来物として，竜巻ガイドに例示され

る鋼製パイプを設定する。 

鋼製パイプより小さく，飛来物防護ネットで捕捉できない

飛来物として砂利が考えられるが，衝突時の運動エネルギは

十分小さく，飛来物防護ネットを設置する施設は砂利による

影響を受けない。 

なお，降下火砕物の粒子による影響については，設計飛来

物の影響に包絡される。 

第1.7.10－２表に再処理施設における設計飛来物を示す。 

 

1.7.10.3.3 荷重の組合せと許容限界 

(１) 設計対処施設に作用する設計竜巻荷重 

設計竜巻により設計対処施設に作用する設計竜巻荷重を

以下に示す。 

ａ．風圧力による荷重 

竜巻の最大風速による荷重であり，竜巻ガイドを参考に次

式のとおり算出する。 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

ここで， 

ＷＷ ：風圧力による荷重 

ｑ ：設計用速度圧 

Ｇ ：ガスト影響係数（＝1.0） 

Ｃ ：風力係数（施設の形状や風圧力が作

用する部位に応じて設定する。） 

Ａ ：施設の受圧面積 

ｑ＝（1／2）・ρ・ＶＤ
２ 

である。ここで， 

ρ ：空気密度 

ＶＤ ：設計竜巻の最大風速 

である。 

ただし，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風

速として算定されるが，鉛直方向の風圧力に対してぜい弱と

考えられる設計対処施設が存在する場合には，鉛直方向の最

大風速に基づいて算出した鉛直方向の風圧力による荷重につ

いても考慮した設計とする。 

ｂ．気圧差による荷重 

外気と隔離されている区画の境界部が気圧差による圧力影

響を受ける設備並びに竜巻防護対象施設を収納する建屋の壁

及び屋根においては，設計竜巻による気圧低下によって生じ

る設計対処施設の内外の気圧差による圧力荷重を考慮し，よ

り厳しい結果を与える「閉じた施設」を想定して次式のとお

り算出する。「閉じた施設」とは通気がない施設であり，施

設内部の圧力が竜巻の通過以前と以後で等しいとみなせる。

他方，施設の外側の圧力は竜巻の通過中に変化し，施設内外

に圧力を生じさせる。 

ＷＰ＝ΔＰｍａｘ・Ａ 

ここで， 

ＷＰ ：気圧差による荷重 

ΔＰｍａｘ：最大気圧低下量 

Ａ    ：施設の受圧面積 

である。 
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事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（13/22） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
ｃ．飛来物の衝撃荷重 

竜巻ガイドを参考に，衝突時の荷重が大きくなる向きで設

計飛来物が設計対処施設に衝突した場合の衝撃荷重を算出す

る。 

また，貫通評価においても，設計飛来物の貫通力が大きく

なる向きで衝突することを考慮して評価を行う。 

(２) 設計竜巻荷重の組合せ 

設計対処施設の設計に用いる設計竜巻荷重は，竜巻ガイド

を参考に風圧力による荷重（ＷＷ），気圧差による荷重（Ｗ

Ｐ）及び設計飛来物による衝撃荷重（ＷＭ）を組み合わせた

複合荷重とし，複合荷重ＷＴ１及びＷＴ２は米国原子力規制委

員会の基準類を参考として，以下のとおり設定する。 

ＷＴ１＝ＷＰ 

ＷＴ２＝ＷＷ＋（1／2）・ＷＰ＋ＷＭ 

設計対処施設にはＷＴ１及びＷＴ２の両荷重をそれぞれ作用

させる。 

(３) 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおりとす

る。 

ａ．設計対処施設に常時作用する荷重及び運転時荷重 

ｂ．竜巻以外の自然現象による荷重 

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり，積乱雲

の発達時に竜巻と同時に発生する可能性がある自然現象は，

落雷，積雪，降雹及び降水である。これらの自然現象により

発生する荷重の組合せの考慮は，以下のとおりとする。 

なお，風（台風）に対しては，「1.7.9 その他外部から

の衝撃に対する考慮」にて考慮することとしている建築基準

法に基づく風荷重が設計竜巻を大きく下回ることから，設計

竜巻荷重に包絡される。 

ただし，竜巻と同時に発生する自然現象については，今後

も継続的に新たな知見の収集に取り組み，必要な事項につい

ては適切に反映を行う。 

 (ａ) 落  雷 

竜巻及び落雷が同時に発生する場合においても，落

雷による影響は雷撃であり，荷重は発生しない。 

 (ｂ) 積  雪 

再処理施設の立地地域は，冬季においては積雪があ

るため，冬季における竜巻の発生を想定し，建築基準

法に基づいて積雪の荷重を適切に考慮する。 

 (ｃ) 降  雹 

降雹は積乱雲から降る直径５ｍｍ以上の氷の粒であ

り，仮に直径10ｃｍ程度の大型の降雹を仮定した場合

でも，その質量は約0.5ｋｇである。竜巻及び降雹が

同時に発生する場合においても，直径10ｃｍ程度の降

雹の終端速度は59ｍ／ｓ，運動エネルギは約0.9ｋＪ

であり，設計飛来物の運動エネルギと比べて十分小さ

く，降雹の衝突による荷重は設計竜巻荷重に包絡され

る。 

 (ｄ) 降  水 

竜巻及び降水が同時に発生する場合においても，降

水により屋外施設に荷重の影響を与えることはなく，

また降水による荷重は十分小さいため，設計竜巻荷重

に包絡される。 

 ｃ．設計基準事故時荷重 

設計対処施設に作用させる設計竜巻荷重には，設計基

準事故時に生ずる荷重の組合せを適切に考慮する設計と

する。すなわち，竜巻により設計対処施設に作用する衝

撃及び設計基準事故時に生ずる荷重を，それぞれの因果

関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせて設計

する。また，設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生する

と考えられる竜巻により，設計対処施設に作用する衝撃

と設計基準事故時に生ずる荷重を適切に考慮して設計す

る。 

設計対処施設は，設計竜巻に対して安全機能を損な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規制基準の第９条要求による変更】 

・規則解釈に合わせ，異種の自然現象の重畳及び設計基準事

故時に生ずる応力を適切に考慮することを追記 
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事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（14/22） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
わない設計とすることから，設計竜巻と設計基準事故

は独立事象となる。設計竜巻と設計基準事故が同時に

発生する頻度は十分小さいことから，設計基準事故時

荷重と設計竜巻の組合せは考慮しない。 

仮に，設計基準事故発生時に，風速が小さく発生頻

度の高い竜巻が襲来した場合，安全上重要な施設に荷

重を加える設計基準事故である「プルトニウム精製設

備のセル内での有機溶媒火災」及び「プルトニウム濃

縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」による荷

重との組合せが考えられる。これらの設計基準事故に

よる荷重を受けるプルトニウム精製塔セル及びプルト

ニウム濃縮缶は，竜巻による荷重を受けることはない

ため，設計基準事故時荷重と竜巻の組合せは考慮しな

い。 

 (４) 許容限界 

建屋・構築物の設計において，設計飛来物の衝突に

よる貫通及び裏面剥離発生の有無の評価については，

貫通及び裏面剥離が発生する限界厚さ及び部材の最小

厚さを比較することにより行う。さらに，設計荷重

（竜巻）により発生する変形又は応力が安全上適切と

認められる以下の規格及び規準等による許容応力度等

の許容限界に対して安全余裕を有する設計とする。 

・建築基準法 

・日本産業規格 

・日本建築学会等の基準，指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987

（日本電気協会） 

・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の基準・指針類 

設備の設計においては，設計飛来物の衝突による貫

通の有無の評価について，貫通が発生する限界厚さ及

び部材の最小厚さを比較することにより行う。さら

に，設計荷重（竜巻）により発生する応力が安全上適

切と認められる以下の規格及び規準等による許容応力

等の許容限界に対して安全余裕を有する設計とする。 

・日本産業規格 

・日本建築学会等の基準，指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987

（日本電気協会） 

・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の基準・指針類 

 

1.7.10.4 竜巻防護設計 

竜巻に対する防護設計においては，竜巻ガイドを参考に，

基準竜巻，設計竜巻及び設計荷重を適切に設定し，竜巻防護

対象施設又は竜巻防護対象施設を収納する区画の構造健全性

を確保するため，機械的強度を有する，建物の外壁及び屋根

により建物全体を保護する，あるいは竜巻防護対策を講ずる

ことにより，以下の事項に対して安全機能を損なわない設計

とする。 

(１) 飛来物の衝突による建屋・構築物の貫通，裏面剥離

及び設備（系統・機器）の損傷 

(２) 設計竜巻荷重及びその他の荷重（常時作用する荷

重，運転時荷重，竜巻以外の自然現象による荷重及

び設計基準事故時荷重）を適切に組み合わせた設計

荷重（竜巻） 

(３) 竜巻による気圧の低下 

竜巻防護対象施設，竜巻防護対象施設を収納する建屋及

び竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設の設計竜

巻からの防護設計方針を以下に示す。また，竜巻防護対象施

設及び防護対策等を第1.7.10－３表に，竜巻防護対象施設に

波及的影響を及ぼし得る施設及び防護対策等を第1.7.10－４

表に，竜巻防護対象施設を収納する建屋及び防護対策等を第

1.7.10－５表に示す。 

 

1.7.10.4.1 屋外の竜巻防護対象施設 
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事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（15/22） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
屋外の竜巻防護対象施設は，設計荷重（竜巻）により安全

機能を損なう可能性のある場合には，竜巻防護対策を講ずる

ことにより安全機能を損なわない設計とする。具体的には以

下のとおりである。 

(１) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水

系冷却塔Ａ，Ｂ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系

は，独立した２系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ及び配管系

により構成する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷

却塔Ａ，Ｂは，風圧力による荷重及び冷却塔の自重に対して

構造健全性を維持し，安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，２系列の冷却塔に対して，飛来物防護ネット及

び飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突による損傷を防止す

ることによって，安全機能を損なわない設計とする。 

(２) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

再処理設備本体用 安全冷却水系は，独立した２系列の冷

却塔，冷却水循環ポンプ及び配管系により構成する。 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂは，風圧力

による荷重及び冷却塔の自重に対して構造健全性を維持し，

安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，２系列の冷却塔に対して，飛来物防護ネット及

び飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突による損傷を防止す

ることによって，安全機能を損なわない設計とする。 

(３) 冷却塔に接続する屋外設備 

冷却塔に接続する屋外設備は，再処理設備本体用 安全冷

却水系冷却塔Ａにて除熱した安全冷却水を，再処理設備本体

用の安全冷却水系に供給するための冷却水配管及び再処理設

備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａへの給電系統のうち屋外に

設置される範囲をいう。 

冷却塔に接続する屋外設備は，設計荷重（竜巻）に対して

構造健全性を維持し，安全機能を損なわない設計とする。ま

た，冷却塔に接続する屋外設備は，飛来物の衝突による貫通

を防止することができるように，それ自体が十分な厚さを有

する配管又は鋼板で構成すること，又は設計飛来物の衝突に

より損傷するおそれがある箇所について，飛来物防護板を設

置することによって安全機能を損なわない設計とする。 

(４) 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔

Ａ，Ｂ 

第２非常用ディーゼル発電機は，独立した２系列の冷却塔

を有する設計とする。 

第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，

Ｂは，風圧力による荷重及び冷却塔の自重に対して構造健全

性を維持し，安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，飛来物防護ネット及び飛来物防護板を設置し，

飛来物の衝突による損傷を防止することによって安全機能を

損なわない設計とする。 

(５) 主排気筒 

主排気筒は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃

ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で

処理した気体状の放射性物質を，換気設備の排気とともに大

気へ放出する。 

主排気筒は，設計荷重（竜巻）に対して構造健全性を維持

し，安全機能を損なわない設計とする。また，主排気筒の筒

身は，飛来物の衝突によって貫通し，排気経路の維持機能を

損なわないよう十分な厚さを有する設計とする。 

(６) 主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクト 

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトは，風圧力に

よる荷重及び主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの

自重に対して構造健全性が維持され安全機能を損なわない設

計とする。また，主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダク

トに対しては，設計飛来物の衝突により損傷することを考慮

して，飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突による貫通を防

止することによって安全機能を損なわない設計とする。 
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事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（16/22） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

1.7.10.4.2 竜巻防護対象施設を収納する建屋 

竜巻防護対象施設を収納する建屋は，設計荷重（竜巻）

に対して，主架構の構造健全性を維持するとともに，個々

の部材の破損により施設内の竜巻防護対象施設が安全機能

を損なわない設計とする。 

また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離

の発生により竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設

計とする。具体的には以下のとおりである。 

(１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，分離建屋，ウラン脱硝

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯

蔵建屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，チャン

ネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋，ハル・エンド

ピース貯蔵建屋及び分析建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持す

るとともに，個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が

安全機能を損なわない設計とする。 

また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離

の発生により施設内の竜巻防護対象施設が安全機能を損な

わない設計とする。 

(２) 前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持す

るとともに，個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が

安全機能を損なわない設計とする。 

また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離

の発生により竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設

計とする。 

非常用所内電源系統，計測制御系統施設，安全冷却水系

及び安全蒸気系を設置する室の外壁，屋根及び開口部には

飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通及び

裏面剥離を防止する設計とする。 

(３) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持す

る設計とするとともに，個々の部材の破損により竜巻防護

対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器

を設置する室の外壁には飛来物防護板を設置し，設計飛来

物の衝突による貫通及び裏面剥離を防止する設計とする。 

(４) 非常用電源建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持す

る設計とするとともに，個々の部材の破損により竜巻防護

対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

第２非常用ディーゼル発電機及びこれに接続される非常

用所内電源系統を設置する室の外壁及び開口部には飛来物

防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通を防止する

設計とする。 

(５) 主排気筒管理建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持す

る設計とする。 

主排気筒の排気筒モニタを設置する室の外壁及び屋根に

は飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突による貫通を防止

する設計とする。 

(６) 制御建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持す

るとともに，個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が

安全機能を損なわない設計とする。 

また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離

の発生により竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設

計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備を設置する室の開口部には

飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通及び

裏面剥離を防止する設計とする。 

1.7.10.4.3 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対
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事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（17/22） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
象施設  

外気と繋がっている竜巻防護対象施設は，気圧差荷重に

対して構造健全性が維持できるものとする。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，前処理建屋塔槽類廃

ガス処理設備，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備，精製建屋

塔槽類廃ガス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化建屋塔

槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理

設備，前処理建屋換気設備の排気系，分離建屋換気設備の

排気系，精製建屋換気設備の排気系，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋換気設備の排気系，ウラン・プルトニウム

混合酸化物貯蔵建屋換気設備の貯蔵室からの排気系及び高

レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の排気系は，気圧差荷

重に対して構造健全性を維持できるよう十分な強度を有す

る設計とする。 

ガラス固化体貯蔵設備の収納管は，通風管との間に冷却

空気を流す構造としている。収納管は気圧差による荷重に

対して構造健全性を維持できるよう十分な強度を有する設

計とし，安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.7.10.4.4 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防

護対象施設 

建屋に収納される竜巻防護対象施設のうち，建屋が設計

竜巻の影響により損傷する可能性があるために設計竜巻に

よる影響から防護できない可能性のある竜巻防護対象施設

は，竜巻防護対策を講ずることにより，設計荷重（竜巻）

による影響に対して，安全機能を損なわない設計とし，安

全上重要な施設の安全機能を損なわない設計とする。 

なお，設計竜巻による開口部の開放及び設計飛来物の衝突

による開口部の建具の貫通が発生することが考えられるが，

竜巻防護対象施設を設置する室の開口部には竜巻防護対策を

講ずることにより，竜巻防護対象施設の安全機能を損なわな

い設計とする。具体的には以下のとおりである。 

(１) 第２非常用ディーゼル発電機 

第２非常用ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合

に，再処理施設（使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設

を除く）の安全上重要な施設の安全機能の確保に必要な負荷

（以下「安全上重要な負荷」という。）に給電するための非

常用所内電源として２台備える。 

設計飛来物の衝突により，第２非常用ディーゼル発電機の

安全機能が喪失するおそれのある建屋外壁及び開口部には，

飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通を防止

することによって，竜巻による外部電源喪失時にも安全機能

を損なわない設計とする。 

(２) 前処理建屋の安全蒸気系 

安全蒸気系は，崩壊熱による沸騰のおそれがあるか，又は

ｎ－ドデカンの引火点に達するおそれのある漏えい液を安全

に移送するためのスチームジェットポンプに蒸気を供給する

ための設備であり，セル等内に設置の機器から液体状の放射

性物質の漏えいが生じた場合で一般蒸気系が使用できない場

合に使用する。 

前処理建屋の安全蒸気系を設置する室の外壁及び屋根並び

に前処理建屋の安全蒸気系の安全機能が喪失するおそれのあ

る建屋開口部には飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突によ

る貫通及び裏面剥離を防止することによって安全機能を損な

わない設計とする。 

(３) 前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋の非常用所内電源系統及び計測制御系統施設並びに高レベ

ル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系 

前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の

非常用所内電源系統は，6.9ｋＶ非常用主母線から変圧器を

通して460Ｖ非常用母線に受電し，前処理建屋，精製建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋内の安全上重要な負荷に給電

する。 
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①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
また，前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋の計測制御系統施設は，安全機能を有する施設の健全性

に係るプロセス変数を集中的に監視及び制御する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系は，冷却水に

よってその安全機能が維持される再処理施設の安全上重要な

施設のうち高レベル廃液ガラス固化建屋に設置される施設へ

冷却水を供給する。 

設計飛来物の衝突により，非常用所内電源系統，計測制御

系統施設及び安全冷却水系の安全機能が喪失するおそれのあ

る建屋開口部には，飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝

突による貫通及び裏面剥離を防止することによって安全機能

を損なわない設計とする。 

(４) 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容

器 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンに設置する遮

蔽容器は，ガラス固化体３本，収納管プラグ及び収納管ふた

を収納する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器を

設置する室の外壁には飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突

による貫通及び裏面剥離を防止することによって遮蔽容器の

安全機能を損なわない設計とする。 

(５) 非常用電源建屋の非常用所内電源系統 

非常用電源建屋の非常用所内電源系統は，第２非常用ディ

ーゼル発電機から6.9ｋＶ非常用主母線を通して各建屋の460

Ｖ主母線に給電する。これらの一連の非常用所内電源系統に

対して建屋開口部に飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝

突による貫通を防止することによって安全機能を損なわない

設計とする。 

(６) 主排気筒の排気筒モニタ 

主排気筒管理建屋に設置される排気筒モニタは，主排気筒

から放出される気体廃棄物に含まれる放射性希ガスを連続監

視する。 

主排気筒の排気筒モニタ及びこれを設置する主排気筒管理

建屋に飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通

を防止することによって安全機能を損なわない設計とする。 

(７) 制御建屋中央制御室換気設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び

外部火災により発生する有毒ガスに対して，運転員その他の

従事者を防護する設備である。 

設計飛来物の衝突により当該機能が喪失するおそれのある

建屋開口部に飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突によ

る貫通及び裏面剥離を防止することによって安全機能を損な

わない設計とする。 

 

1.7.10.4.5 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施

設 

竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設について

は，設計荷重（竜巻）を考慮しても倒壊等に至らないよう必

要に応じて補強すること等により，周辺の竜巻防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。具体的には以下のとお

りである。 

北換気筒，使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入

れ・貯蔵管理建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び出入管理建

屋は，倒壊等に至った場合には周辺の施設に波及的影響を及

ぼすおそれがあることから，設計飛来物の衝突による貫通及

び風圧力による荷重を考慮しても倒壊等に至らない設計と

し，周辺の竜巻防護対象施設の安全機能を損なわない設計と

する。 

 

1.7.10.5竜巻随伴事象に対する設計 

竜巻ガイドを参考に，過去の他地域における竜巻被害状況

及び再処理施設の配置を図面等により確認した結果，竜巻随

伴事象として以下の事象を想定し，これらの事象が発生した

場合においても，竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない
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①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
設計とする。 

（１）火  災 

竜巻により屋外にある危険物貯蔵施設等（ボイラ用

燃料受入れ・貯蔵所，ディーゼル発電機用燃料油受入

れ・貯蔵所及びボイラ用燃料貯蔵所）が損傷し，漏え

い及び防油堤内での火災が発生したとしても，火災源

と竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえて熱影響を評

価した上で，竜巻防護対象施設の許容温度を超えない

ように防護対策を講じ，竜巻防護対象施設の安全機能

に影響を与えない設計とすることを「1.7.11 外部火

災防護に関する設計」にて考慮する。 

建屋内に設置される竜巻防護対象施設のうち開口部

を有する室に設置されるものは，飛来物防護板の設置

による防護対策を講ずることを考慮すると，設計飛来

物が当該室に侵入することはないことから，設計竜巻

により建屋内に火災が発生し，竜巻防護対象施設に影

響を及ぼすことは考えられない。 

（２）溢  水 

再処理事業所内の屋外タンク等の破損による溢水を

想定し，溢水源と竜巻防護対象施設の位置関係を踏ま

えた影響評価を行った上で，竜巻防護対象施設の安全

機能が損なわれないよう必要に応じて堰を設ける等の

防護対策を講じ，竜巻防護対象施設の安全機能に影響

を与えない設計とすることを「1.7.15 溢水防護に関

する設計」にて考慮する。 

建屋内に設置される竜巻防護対象施設のうち開口部

を有する室に設置されるものは，飛来物防護板の設置

による防護対策を講ずることを考慮すると設計飛来物

が当該室に侵入することはないことから，設計竜巻に

より建屋内に溢水が発生し，竜巻防護対象施設に影響

を及ぼすことは考えられない。また，竜巻防護対象施

設のない開口部を有する室については，設計竜巻によ

る建屋内の溢水が発生したとしても安全機能に影響を

与えることはない。 

（３）外部電源喪失 

設計竜巻，設計竜巻と同時に発生する雷・雹等，あ

るいはダウンバースト等により，送電網に関する施設

等が損傷する等による外部電源喪失に対しては，非常

用所内電源系統，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用 安全冷却水系冷却塔並びに第２非常用ディーゼ

ル発電機用 安全冷却水系冷却塔の安全機能を確保で

きる設計とすることにより，竜巻防護対象施設の安全

機能を維持する設計とする。 

 

1.7.10.6 手順等 

（1）飛来物発生防止対策 

設計竜巻による飛来物の発生防止を図るため，以下の

事項を考慮した手順を定める。 

 設計対処施設以外の建屋，屋外施設及び資機材で飛来

物となる可能性のあるものは，浮き上がり又は横滑り

の有無を考慮した上で，飛来時の運動エネルギ及び貫

通力が設計飛来物である鋼製材よりも大きなものにつ

いて，設置場所に応じて固定，固縛，建屋収納又は敷

地からの撤去を行う。 

 車両については，周辺防護区域内への入構を管理する

とともに，飛来対策区域を設定し，竜巻の襲来が予想

される場合に車両が飛来物とならないよう固縛又は飛

来対策区域外の退避場所へ退避する。 

 飛来対策区域は，車両から距離を取るべき離隔対象施

設と車両との間に取るべき離隔距離を考慮して設定す

る。 

離隔距離の検討に当たっては，先ず解析により車両の

最大飛来距離を求める。解析においては，フジタモデ

ルの方がランキン渦モデルよりも地表面における竜巻
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①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
の風速場をよく再現していること及び車両は地表面に

あることから，フジタモデルを適用する。フジタモデ

ルを適用した車両の最大飛来距離の算出結果を第1.7.

10－６表に示す。車両の最大飛来距離の算出結果は17

0ｍであるが，フジタモデルを適用した解析における

不確実性を補うため，算出結果に安全余裕を考慮し

て，離隔距離を200ｍとする。 

飛来対策区域を第1.7.10－６図のとおりとする。 

 車両の退避場所は，周辺防護区域内及び周辺防護区域

外に設ける。 

また，フジタモデルを適用した解析における不確実性

を補うため，周辺防護区域内の退避場所に退避する車

両については固縛の対象とする。 

 竜巻に対する運用管理を確実に実施するために必要な

技術的能力を維持・向上させることを目的とし，教育

及び訓練を定期的に実施する。 

 

9.11 竜巻防護対策設備 

9.11.1 概要 

竜巻防護対策設備は，竜巻が襲来した場合において竜巻

防護対象施設を設計飛来物の衝突から防護するためのもので

あり，飛来物防護板及び飛来物防護ネットで構成する。 

飛来物防護板は，前処理建屋の安全蒸気系を設置する室

の外壁，屋根及び開口部，前処理建屋及び精製建屋の非常用

所内電源系統を設置する室及び計測制御系統施設を設置する

室の開口部，高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所内電源

系統を設置する室，計測制御系統施設を設置する室及び安全

冷却水系を設置する室の開口部，非常用電源建屋の第２非常

用ディーゼル発電機を設置する室の外壁及び開口部並びに非

常用所内電源系統を設置する室の開口部，第１ガラス固化体

貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器を設置する室の外壁，

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクト，主排気筒の排

気筒モニタ及びこれを設置する主排気筒管理建屋，制御建屋

中央制御室換気設備を設置する室の開口部並びに冷却塔に接

続する屋外設備に設置する。 

飛来物防護ネットは，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，再処理設備本体用 安

全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ及び第２非常用ディーゼル発電機用 

安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂに設置し，飛来物防護ネットが設

置出来ない部分については飛来物防護板を設置する。 

 

9.11.2 設計方針 

竜巻防護対策設備の設計に際しては，竜巻防護対象施設

が安全機能を損なわないよう，次のような方針で設計する。 

(１) 飛来物防護板 

ａ．設計飛来物の貫通を防止することができる設計とす

る。 

ｂ．設計荷重（竜巻）に対して，支持架構の構造健全性を

維持できる設計とする。 

ｃ．竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計と

する。 

ｄ．地震，火山の影響及び外部火災により竜巻防護対象施

設に波及的影響を与えない設計とする。  

(２) 飛来物防護ネット 

ａ．設計飛来物の運動エネルギを吸収することができる設

計とする。 

ｂ．設計飛来物の通過を防止できる設計とする。 

ｃ．設計荷重（竜巻）に対して，支持架構の構造健全性を

維持できる設計とする。 

ｄ．冷却塔の冷却性能に影響を与えない設計とする。 

ｅ．地震，火山の影響及び外部火災により竜巻防護対象施

設に波及的影響を与えない設計とする。  

 

9.11.3 主要設備の仕様 
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①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
竜巻防護対策設備の主要設備の仕様を第9.11.3－１表に

示す。 

 

9.11.4 主要設備 

 (１) 飛来物防護板 

飛来物防護板は，前処理建屋の安全蒸気系を設置する

室の外壁，屋根及び開口部，前処理建屋及び精製建屋の

非常用所内電源系統を設置する室及び計測制御系統施設

を設置する室の開口部，高レベル廃液ガラス固化建屋の

非常用所内電源系統を設置する室，計測制御系統施設を

設置する室及び安全冷却水系を設置する室の開口部，非

常用電源建屋の第２非常用ディーゼル発電機を設置する

室の外壁及び開口部並びに非常用所内電源系統を設置す

る室の開口部，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレ

ーンの遮蔽容器を設置する室の外壁，主排気筒に接続す

る屋外配管及び屋外ダクト，主排気筒の排気筒モニタ及

びこれを設置する主排気筒管理建屋，制御建屋中央制御

室換気設備を設置する室の開口部並びに冷却塔に接続す

る屋外設備に設ける設計とする。 

飛来物防護板の配置を第9.11.4－１図に，飛来物防護

板の概略図を第9.11.4－２図(1)～9.11.4－２図(3)に示

す。 

 (２) 飛来物防護ネット 

飛来物防護ネットは，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，再処理設備本体

用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ及び第２非常用ディーゼ

ル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂに向かってあら

ゆる方向から飛来する設計飛来物から防護するため，そ

れぞれの冷却塔全体を覆う設計とする。 

また，飛来物防護ネットが設置出来ない部分には飛来

物防護板を設け，設計飛来物から防護する設計とする。 

飛来物防護ネットの設置位置を第9.11.4－１図に，飛来

物防護ネットの概略図を第9.11.4－３図に示す。 

 

9.11.5 試験・検査 

飛来物防護板及び飛来物防護ネットは，定期的に検査

を行うことによりその健全性を確認する。 

 

9.11.6 評価 

(１) 飛来物防護板 

ａ．飛来物防護板は，設計飛来物の貫通を防止することが

できる設計とすることから，竜巻防護対象施設が損傷

を受けることはなく，設計飛来物が竜巻防護対象施設

に衝突することはない。 

ｂ．飛来物防護板は，設計荷重（竜巻）に対して，支持架

構の構造健全性を維持できる設計とすることから，竜

巻防護対象施設が損傷を受けることはなく，安全機能

を損なうことはない。 

ｃ．飛来物防護板は，竜巻防護対象施設の安全機能に影響

を与えない設計とすることから，安全上重要な施設の

安全機能を維持することができる。  

ｄ．飛来物防護板は，地震，火山の影響及び外部火災によ

って竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼさない設計

とすることから，竜巻防護対象施設の安全機能を損な

うことはない。 

ｅ．飛来物防護板は定期的に検査を行うことから，その健

全性を維持することができる。 

(２) 飛来物防護ネット 

ａ．飛来物防護ネットは，設計飛来物の運動エネルギを

吸収することができ，かつ，設計飛来物の通過を防止

できる設計とすることから，設計飛来物が竜巻防護対

象施設に衝突することはない。 

ｂ．飛来物防護ネットは，設計荷重（竜巻）に対して，

支持架構の構造健全性を維持できる設計とすることか
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事業指定基準規則第９条（竜巻）と許認可実績・適合方針との比較表（22/22） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
ら，竜巻防護対象施設が損傷を受けることはなく，安

全機能を損なうことはない。  

ｃ．飛来物防護ネットは，冷却塔の冷却性能に影響を与え

ない設計とすることから，安全上重要な施設の冷却機

能を維持することができる。 

ｄ．飛来物防護ネットは，地震，火山の影響及び外部火災

によって竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼさない

設計とすることから，竜巻防護対象施設の安全機能を

損なうことはない。 

ｅ．飛来物防護ネットは定期的に検査を行うことから，そ

の健全性を維持することができる。 
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